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令和６年第２回大分県議会定例会会議録（第１号） 

 

令和６年６月１３日（木曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第１号 

            令和６年６月１３日 

              午前１０時開会 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期決定の件 

第３ 第６５号議案から第７３号議案まで及び

第１号報告 

   （議題、提出者の説明） 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期決定の件 

日程第３ 第６５号議案から第７３号議案まで

及び第１号報告 

     （議題、提出者の説明） 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 元吉 俊博 副議長 井上 明夫 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    森  誠一     大友 栄二 

    木付 親次     三浦 正臣 

    古手川正治     嶋  幸一 

    麻生 栄作     阿部 英仁 

    御手洗朋宏     福崎 智幸 

    吉村 尚久     若山 雅敏 

    成迫 健児     高橋  肇 

    木田  昇     二ノ宮健治 

    守永 信幸     原田 孝司 

    玉田 輝義     澤田 友広 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    猿渡 久子     堤  栄三 

    末宗 秀雄     佐藤 之則 

    三浦 由紀 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 教育長          山田 雅文 

 公安委員長        平川加奈江 

 人事委員長        石井 久子 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 労働委員会会長      深田 茂人 

 総務部長         渡辺 淳一 

 企画振興部長       若林  拓 

 企業局長         高野 信一 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       島田  忠 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       渕野  勇 

 土木建築部長       五ノ谷精一 

 会計管理者兼会計管理局長 馬場真由美 

 交通政策局長       上城  哲 

 防災局長         首藤  圭 

 観光局長         渡辺 修武 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 

元吉議長 皆さんおはようございます。 

 開会に先立ち、先般新たに教育長に就任され

た山田雅文君ほか２人の方々から御挨拶いただ

きます。山田雅文君。 

山田教育長 ４月１日付けで教育長に就任した

山田雅文です。どうぞよろしくお願いします。

（拍手） 

元吉議長 平川加奈江君。 

平川公安委員会委員長 ５月１日付けで公安委
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員会委員長に就任した平川加奈江です。どうぞ

よろしくお願いします。（拍手） 

元吉議長 宮迫敏郎君。 

宮迫人事委員会委員 ４月１日付けで人事委員

会委員に就任した宮迫敏郎です。どうぞよろし

くお願いします。（拍手） 

元吉議長 次に、先般新たに部局長に就任され

た方々から御挨拶があります。順次お願いしま

す。 

高野企業局長 ４月１日付けで企業局長を拝命

した高野信一です。どうぞよろしくお願いしま

す。（拍手） 

渡辺総務部長 総務部長を拝命した渡辺淳一で

す。どうぞよろしくお願いします。（拍手） 

若林企画振興部長 企画振興部長を拝命した若

林拓です。どうぞよろしくお願いします。 

（拍手） 

島田生活環境部長 生活環境部長を拝命した島

田忠です。どうぞよろしくお願いします。 

（拍手） 

渕野農林水産部長 農林水産部長を拝命した渕

野勇です。どうぞよろしくお願いします。 

（拍手） 

五ノ谷土木建築部長 土木建築部長を拝命した

五ノ谷精一です。どうぞよろしくお願いします。

（拍手） 

馬場会計管理者兼会計管理局長 会計管理者兼

会計管理局長を拝命した馬場真由美です。どう

ぞよろしくお願いします。（拍手） 

上城交通政策局長 交通政策局長を拝命した上

城哲です。どうぞよろしくお願いします。 

（拍手） 

首藤防災局長 防災局長を拝命した首藤圭です。

どうぞよろしくお願いします。（拍手） 

倉原人事委員会事務局長 人事委員会事務局長

を拝命した倉原浩一です。どうぞよろしくお願

いします。（拍手） 

一丸労働委員会事務局長 労働委員会事務局長

を拝命した一丸淳司です。どうぞよろしくお願

いします。（拍手） 

―――――→…←――――― 

午前１０時４分 開会 

元吉議長 それでは、ただいまから令和６年第

２回定例会を開会します。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

 諸般の報告 

元吉議長 日程に入るに先立ち、諸般の報告を

します。 

 まず、監査委員から、地方自治法第１９９条

第９項の規定により、総務事務センターなど１

３２か所の定期監査の結果について、県政情報

課など９か所の臨時監査の結果について、公益

財団法人大分県自治人材育成センターなど５０

か所の財政的援助団体等監査及び交通政策課な

ど５か所の財務監査の結果について、同条第１

０項の規定により、監査の結果に関する意見に

ついて及び同法第２３５条の２第３項の規定に

より、３月及び４月の例月出納検査の結果につ

いて、それぞれ文書をもって報告がありました。 

 なお、調書は朗読を省略します。 

 次に、知事から地方自治法施行令第１４６条

第２項の規定により令和５年度大分県一般会計

予算繰越明許費繰越計算書についてなど、４件

の報告がありました。 

 なお、報告書は、いずれも議案書の末尾に添

付してあります。 

 次に、会議規則第１２５条第１項ただし書の

規定により、お手元に配布の表のとおり議員を

派遣しました。 

 以上で報告を終わります。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日の議事は、議事日程第１号によ

り行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

元吉議長 日程第１、会議録署名議員の指名を

行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規

定により、宮成公一郎君及び戸高賢史君を指名

します。 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 会期決定の件 
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元吉議長 日程第２、会期決定の件を議題とし

ます。 

 お諮りします。今期定例会の会期は、本日か

ら６月２８日までの１６日間としたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は１６日間と決定します。 

―――――→…←――――― 

 日程第３ 第６５号議案から第７３号議案ま

で及び第１号報告 

      （議題、提出者の説明） 

元吉議長 日程第３、第６５号議案から第７３

号議案まで及び第１号報告を一括議題とします。 

―――――→…←――――― 

第６５号議案 令和６年度大分県一般会計補正

予算（第１号） 

第６６号議案 大分県使用料及び手数料条例の

一部改正について 

第６７号議案 大分県税条例等の一部改正につ

いて 

第６８号議案 大分県税特別措置条例の一部改

正について 

第６９号議案 大分県の事務処理の特例に関す

る条例等の一部改正について 

第７０号議案 大分県国民健康保険条例の一部

改正について 

第７１号議案 大分県幼稚園型認定こども園等

の認定の要件を定める条例等の

一部改正について 

第７２号議案 工事委託契約の締結について 

第７３号議案 大分県立学校職員及び大分県市

町村立学校県費負担教職員定数

条例の一部改正について 

第 １号報告 大分県税条例等の一部改正につ

いて 

―――――→…←――――― 

元吉議長 提出者の説明を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。令和６年第２

回定例県議会の開会にあたり、県政諸般の報告

を申し上げ、あわせて今回提出した諸議案につ

いて説明します。 

 知事就任２年目に入り、目下、安心元気・未

来創造の大分県づくりを進めています。例えば、

子ども・子育て支援の分野では、４月から、高

校生の年代を対象に加えたこども医療費助成や

県立学校の給食費無償化をスタートさせました。

また、機能強化された乳幼児総合支援センター

栄光園と連携して、社会的養育のさらなる充実

に向けた取組も開始するなど、県民の皆様と対

話を重ねながら様々な施策を実行しているとこ

ろです。 

 そのような中、忘れてはならないのが長引く

物価高です。円安や原油価格高騰に加え、国に

よる電気・ガス料金の負担軽減策が先月末で終

了したことなどから、物価上昇は当面続くこと

が懸念されています。こうした中であっても、

県経済の持続的な成長を実現していくためには、

高い水準での賃上回答が続いた春季労使交渉の

流れを県内に波及させていかなければなりませ

ん。そのため、中小企業等が思い切った賃上げ

に踏み出せるよう、物価高騰対策を含めた支援

の充実を国に強く求めるとともに、県において

も、賃上枠の積極的な活用を促すことなどによ

り、しっかりと後押ししていきます。 

 あわせて、足下の景気を底上げすることも不

可欠です。現在、地域経済を広く動かす観光の

復活に向けた起爆剤とすべく、福岡・大分デス

ティネーションキャンペーンに全力を挙げて取

り組んでいます。県外の方に各地を周遊しても

らうバスツアーや市町村の特別企画、ＪＲ九州

が導入した新たな観光列車等が好評を博してお

り、ゴールデンウイーク期間中の宿泊客数が前

年を大きく上回るなど、確実に誘客が進んでき

ました。また、県内外の多くの観客を魅了した

別府アルゲリッチ音楽祭や、大分、臼杵、日田

などで開催したまちなかアートフェスタにより、

県内各地がにぎわい、盛り上がったところです。

ＤＣ（デスティネーションキャンペーン）もい

よいよ終盤を迎えていますが、これまでの成果

を一過性で終わらせないためにも、引き続き、

ＪＲとタイアップした観光キャンペーン「オフ

ろう」などを切れ目なく展開し、さらに誘客を
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促進していきます。 

 次に、災害への備えについてですが、２か月

前、豊後水道を震源とするマグニチュード６・

６の地震が発生し、大変心配しました。幸い、

大きな被害には至りませんでしたが、今年は、

能登半島地震をはじめ、各地で地震が相次いで

おり、対策を強化していく必要があります。 

 まず、緊急輸送道路の機能確保です。円滑な

避難や救助、物資輸送に欠かせない優先啓開ル

ート上の橋梁耐震化や道路法面対策にスピード

感を持って取り組み、災害に強い道路ネットワ

ークを構築します。一方で、道路寸断時におけ

る対策も大事です。本県では、これまで、産学

官連携でドローンを活用した取組を推進してき

ており、昨年の豪雨災害の際には、緊急被災状

況調査や発災直後としては全国初となる救援物

資の配送を実施しました。その実績が評価され、

３月には、政府主催の「Ｄｉｇｉ田（デジでん）

甲子園２０２３」地方公共団体部門において表

彰を受けたところです。加えて、先週、ドロー

ン産業の発展に産学で取り組む団体との間で、

大規模災害時の物資輸送等に関する協定を全国

に先駆けて締結したところであり、災害対応力

のさらなる強化につなげていきます。 

 避難所の環境整備にも力を入れます。避難の

際にできる限り快適に過ごせるよう、災害時に

避難所となる県立学校の体育館に空調設備を集

中的に整備するほか、市町村による備蓄品確保

等を支援し、避難所環境の改善・充実に努めま

す。 

 こうして当面の対策を講じつつ、現在、国が

検討している南海トラフ地震の被害想定や防災

対策の見直しに関しても、しっかりと対処して

いきます。今後示される報告書に基づき実施す

る具体的な人的・物的被害の推計などを踏まえ、

その最小化を図るべく、減災目標と対策を定め

た防災アクションプランを改定し、地震・津波

対策を着実に前に進めていきます。 

 また、これから本格的な梅雨時期を迎えます。

出水期に備え、初動・連携体制の確認をはじめ、

河川や土砂災害危険箇所、農業用ため池・水路

の点検など、事前準備を徹底した上で、県土強

靱化を加速させています。治水対策では、従来

の河川改修等に加え、新たに安岐ダムの再生に

着手します。急激に増す雨量に対応できるよう、

ダム本体をかさ上げすることで、洪水調整機能

を高めます。土砂災害対策についても、国の５

か年加速化対策を積極的に活用して、砂防ダム

や急傾斜地崩壊対策の施工箇所数を大幅に増や

し、リスクを軽減させます。 

 災害に強い県土づくりは、安心の大分県の基

盤となるものであり、県民の命と暮らしを守る

ため、できることは全てやるという覚悟で臨ん

でいきます。そして、県民の皆様におかれても、

御自身や御家族の命を守るため、備蓄、早めの

避難、声かけの三つの取組をぜひ実行していた

だきますように、改めてお願いします。 

 災害への備えと並行して、自然災害の頻発・

激甚化の要因と考えられる気候変動に対応する

ことも重要です。このため、温室効果ガスの排

出実質ゼロに向けた取組を官民一体となって進

めています。 

 県内の二酸化炭素排出量の約８割を占める産

業部門では、先に策定したグリーン・コンビナ

ートおおいた推進構想を実現すべく、現在、多

様なプロジェクトが動いています。企業間連携

によるカーボンリサイクルの実現可能性調査や、

コンビナートが排出する二酸化炭素の分離・回

収等に関する共同検討など、これからの展開を

楽しみにしているところです。豊富な地熱等を

活用した水素製造の実証が進展する中、その利

活用を図ることも大事です。そこで、運輸部門

での新たな需要を生み出すため、この４月から、

県エネルギー産業企業会が燃料電池トラックに

よる食品配送の実証実験を行っています。今後

も、こうしたＧＸへの挑戦を後押ししながら、

積極的に発信し、次なる投資を呼び込むことに

より、環境と経済の好循環を創出していきたい

と考えています。 

 また、民生部門では、スポーツ施設や商業施

設、住宅団地が集積する大分スポーツ公園エリ

アをフィールドに、国が推進する脱炭素先行地

域への選定を目指します。自家消費型太陽光発

電を導入し、再生可能エネルギーへの転換を進
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めるとともに、コンビナート企業群との連携も

見据えて、農業分野での二酸化炭素や運輸にお

ける水素の需要創出を図ります。加えて、金融

機関や林業事業者と連携したカーボンクレジッ

トの取組等にも挑戦し、脱炭素化を促進します。 

 さらに、県民総参加での運動も発展させてい

かなければなりません。これまでおおいたうつ

くし作戦として、２５６団体に上るうつくし推

進隊を核に、身近な環境保全活動から地域活性

化につながる活動まで幅広く展開し、環境に対

する意識を高めてきました。そのような中、大

分県では、深刻化する環境問題の解決に向けた

行動をさらに一歩前に進めるため、今般、グリ

ーンアップおおいたへと名称を改め、より実効

性のある運動に進化させていきます。 

 こうして大分県版カーボンニュートラルを推

進しながら、豊かな自然環境を守り、いかして

選ばれる環境先進県おおいたを県民や企業の皆

さんと共に築いていきたいと考えています。 

 以上のような取組とあわせて、人口減少が進

む中であっても、大分が選ばれる県であるため

には、産業政策や移住対策についても、厚みを

増して力強く促進していく必要があります。 

 特に、地域経済への波及効果が大きい企業誘

致は、大事な牽引役となります。昨年度の誘致

件数は６０件に上り、設備投資額の８２４億円

は平成２０年度以降で最大となる中、地域間競

争が激しさを増しており、さらなる高みを目指

して、次の手を打っていきたいと考えています。 

 一つは、ＴＳＭＣの進出効果を積極的に取り

込むということです。言うまでもなく、半導体

関連産業は県製造業を牽引する産業の一つであ

り、設計から製造、テスト、物流に至るまで、

幅広い関連企業が活躍しています。こうした中、

４月には、大分・熊本両県の企業と台湾の半導

体関連企業との商談会が６年ぶりに本県で開催

され、技術連携や共同開発等に関しても活発な

意見交換が行われました。今後は、半導体製造

における後工程の企業集積が進んでいる強みを

いかしながら、取引拡大や新たな投資の呼び込

みにつなげていきたいと考えています。 

 もう一つは、用地の確保です。立地意欲の高

まり等を受け、大分流通業務団地の全区画が完

売したことなどから、現在、適地調査の結果を

基に市町村と連携して開発候補地を絞り込んで

います。このうち、市町村が開発する用地につ

いては、今年から３年間、従来の補助率や上限

額を引き上げ集中的に支援することにより、多

様な業種の企業を呼び込むための受入環境整備

を進めます。また、効果が県域に及ぶと見込ま

れる大規模用地に関しては、県が一括して詳細

な調査を実施し、その確保を急ぎます。 

 農業分野への企業参入も、昨年度は２１件と、

９年連続で２０件を達成しました。県外法人に

よるねぎや県内法人と大手商社の子会社が連携

したたまねぎの大規模栽培への参入など、県農

業を牽引する企業として大いに期待しています。

今年度からは、大手金融機関と連携して経営力

や資金力のある企業のリストアップを行い、誘

致を加速させます。また、農林水産業への新規

就業者も４６７人と、７年連続で４００人を超

え、そのうち女性の就業者は、過去最多に並ぶ

９２人に上りました。生産年齢人口が減少する

につれて、これからは担い手の確保が難しくな

ることが見込まれますが、子育て中の研修生に

対する給付金の上乗せなど、県独自の支援策を

充実させ、就業を促進していきます。 

 こうして本県の魅力、ブランド力を高めつつ、

この１０年間で１万人を超す移住者数を達成し

た移住対策について、今まで以上に力を入れて

いきたいと考えています。中でも、関心が高ま

っている転職なき移住の推進に向けて、３月に、

都市圏に本社を置く１２社、３団体とパートナ

ーシップ宣言を行いました。この宣言では、互

いに協力し合い、移住はもとより、様々な地域

課題の解決を目指すこととしており、市町村と

も連携しながら、しっかりと取り組んでいきま

す。 

 人口減少への対応は待ったなしです。引き続

き、あらゆる分野で本県が選ばれるよう、新し

い大分の創造に挑戦していきます。 

 次に、提出した諸議案について、主な内容を

御説明します。 

 初めに、第６５号議案令和６年度大分県一般
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会計補正予算（第１号）については、先般、デ

ジタル田園都市国家構想のモデル事業に採択さ

れた介護ＤＸの推進に関する本県の先駆的な取

組を措置するものです。 

 大分市、別府市と共同して、要介護認定にお

ける一連の業務のデジタル化に取り組み、高齢

化の進行に伴い増加が見込まれる認定事務の迅

速化と効率化を図ります。あわせて、地域包括

支援センターが行う介護予防プランの策定にＡ

Ｉを導入することで、最適なサービスの提供に

つなげ、健康寿命のさらなる延伸を目指します。

補正額は、１億７，１８１万４千円であり、こ

れに既決予算額を合わせると、６，８９９億７，

９８１万４千円となります。 

 次に、予算外議案です。 

 第６７号議案大分県税条例等の一部改正につ

いては、地方税法等の一部改正に伴い、法人事

業税に係る外形標準課税の適用対象法人の見直

し等を行うものです。 

 第７３号議案大分県立学校職員及び大分県市

町村立学校県費負担教職員定数条例の一部改正

については、県立中央支援学校の新設等に伴い、

県立学校の職員定数を９４人増員し、３，５２

９人とするものです。 

 以上をもって提出した諸議案の説明を終わり

ます。 

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同いただきます

ようにお願いします。 

元吉議長 これをもって提出者の説明を終わり

ました。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 以上で本日の議事日程は終了しまし

た。 

 お諮りします。明１４日、１７日及び１８日

は、議案調査のため休会としたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、明１４日、１７日及び１８日は、議

案調査のため休会とします。 

 なお、１５日、１６日は、県の休日のため休

会とします。 

 次会は、１９日定刻より開きます。日程は、

決定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日はこれをもって散会します。 

午前１０時２２分 散会 
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令和６年第２回大分県議会定例会会議録（第２号） 

 

令和６年６月１９日（水曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第２号 

            令和６年６月１９日 

              午前１０時開議 

第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 元吉 俊博 副議長 井上 明夫 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    森  誠一     大友 栄二 

    木付 親次     三浦 正臣 

    古手川正治     嶋  幸一 

    麻生 栄作     阿部 英仁 

    御手洗朋宏     福崎 智幸 

    吉村 尚久     若山 雅敏 

    成迫 健児     高橋  肇 

    木田  昇     二ノ宮健治 

    守永 信幸     原田 孝司 

    玉田 輝義     澤田 友広 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    猿渡 久子     堤  栄三 

    末宗 秀雄     佐藤 之則 

    三浦 由紀 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 教育長          山田 雅文 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         渡辺 淳一 

 企画振興部長       若林  拓 

 企業局長         高野 信一 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       島田  忠 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       渕野  勇 

 土木建築部長       五ノ谷精一 

 会計管理者兼会計管理局長 馬場真由美 

 交通政策局長       上城  哲 

 防災局長         首藤  圭 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    倉原 浩一 

 労働委員会事務局長    一丸 淳司 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

元吉議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日の議事は、議事日程第２号によ

り行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 一般質問及び質疑 

元吉議長 日程第１、第６５号議案から第７３

号議案まで及び第１号報告を一括議題とし、こ

れより一般質問及び質疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。玉田輝義君。 

  〔玉田議員登壇〕（拍手） 

玉田議員 皆さんおはようございます。３５番、

県民クラブの玉田輝義です。一番最初というこ

とで緊張していますが、どうかよろしくお願い

します。 

 特に知事におかれては、４月１７日の朝刊に
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「佐藤県政６７点」という見出しがあり、多分、

知事は生涯で６７点という点数をもらったこと

がないのではないかなと思うんですね。我々は

６７点というのは結構慣れていますが、知事は

どういう思いだったのかなと、４月１７日の朝

に思いました。ただ、見方を変えれば、３分の

２の皆さんが支持しているということで、そう

いう見方で、またこれから点数が上がっていく

のではないかなと思いますので、ぜひこの一般

質問の答弁をその機会にしていただきたいと思

います。 

 今日は初めての質問ということで、答弁する

部長も初めての方が多くいらっしゃいます。多

分、私以上に緊張しているかもしれませんが、

緊張して、私にとっていい方に口が滑るのは大

歓迎なので、その辺もよろしくお願いします。 

 では、早速質問に入ります。 

 私は、佐藤知事が基礎自治体の長として地方

自治の最前線に立ってきた実績に注目していま

す。歴代の知事以上に県民生活に近い立場で県

政運営を進められていくのではないかと期待し

ています。 

 さて、その地方自治についてですが、今国会

において、大規模災害の発生時等に個別の法律

に規定がなくても、国が自治体に指示ができる

とした特例を盛り込む地方自治法改正案の議論

に注目が集まっています。 

 現在、国の指示権は、災害対策基本法等個別

法に基づく処理の迅速化などの場合に限り発動

できますが、この改正案ではその縛りがなくな

り、事実上無制限になりかねないとの心配の声

が上がっています。また、今回の改正案を受け

て、全国知事会は、国の補充的な指示が地方自

治の本旨に反し安易に行使されることがない旨

が確実に担保されるよう、事前に適切な協議、

調整を行う運用の明確化などが図られるよう強

く求めると、国の指示が無制限に行われること

への危険性を指摘するコメントを発表していま

す。 

 昨年第２回定例会の代表質問で、コロナ禍後

の国と地方自治体との関係を質問しましたが、

そこから国と地方との関係についての状況が変

化しているのではないかと思います。例えば、

防衛省は、大分市鴛野に大型弾薬庫の新設工事

を進めており、国の外交・防衛政策とはいえ、

指示権の拡大によって、県民への説明がないま

ま事業が進められることも想定され、今後さら

に不安が広がっていくことも十分考えられます。 

 私は今後の各地域の発展のためには、地方分

権を進め、地域の実情に合わせた施策を進めて

いくことが望ましいと考えています。これは地

方自治法における国と地方自治体は対等の関係

という理念とも合致するものです。 

 そこで、国での実務経験があり、基礎自治体

の長も経験している知事として、今回の地方自

治法改正案をどのように評価しているのか、ま

た、国と地方自治体を本来あるべき対等なもの

としていくためにどのように取り組んでいくの

か、改めて知事に伺います。 

 あとは対面席で行います。 

  〔玉田議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

元吉議長 ただいまの玉田輝義君の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。玉田輝義議員

の国と地方自治体との関係についての質問にお

答えします。 

 今般の地方自治法の改正案においては、いわ

ゆる国の補充的な指示に係る規定が、国と地方

自治体の関係の特例として設けられています。

新型コロナウイルス対応等で直面した課題を踏

まえて、今後も起こり得る想定外の事態に万全

を期す観点から、法的根拠を明確にする必要性

については、私もある程度は理解するものです。 

 一方で、運用次第では、憲法で保障された地

方自治の本旨や、地方分権改革により実現した

国と地方の対等な関係が損なわれる恐れもある

ことから、地方の自主性、自立性が十分に尊重

されることが何より重要です。そのため全国知

事会を通じて、国の補充的な指示の行使につい

ては、目的達成のために必要最小限度の範囲と

することや、事前に地方自治体と適切に協議、

調整を行うことを求めてきました。 

 法案審議の過程では、知事会の意見も踏まえ
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た附帯決議が付されるなど、一定の配慮が見ら

れますが、引き続き、具体的運用についても、

地方の声を考慮すべきと考えています。 

 次に、国と地方自治体との関係ですが、国と

地方自治体は対等、協力の関係にあり、今後さ

らに地方分権を進め、防衛や社会保障など全国

的に統一すべき分野を除いて、住民に身近な行

政課題は地方が幅広く担うべきと考えています。

今般の地方自治法改正後も、この姿勢はいささ

かも変わるところはありません。 

 今、地方では、急激に進む人口減少への対応

や頻発化する災害への備え、地域振興など、早

急に取り組まなければならない行政課題が山積

しています。こうした課題の解決には、それぞ

れの地域がその実情に応じた対策を地域の判断

で迅速に行うことが重要です。そのためには規

制の緩和や権限の移譲が欠かせません。まずは

地方から住民本位の政策を進めて、地方創生の

実績を着実に積み上げて、地方が実力を示して

いくことで地方分権が前進すると考えています。 

 県としては、国と地方のあるべき姿を踏まえ

て、市町村とも緊密に連携しながら、創意工夫

を凝らして魅力ある地域づくりに取り組んでい

きたいと考えています。 

元吉議長 玉田輝義君。 

玉田議員 ありがとうございました。知事の気

持ちは、今概略は分かりましたが、６月１５日

の、今度は合同新聞が自治体の長にアンケート

を取った結果を掲載しています。県内の首長が

賛成３、反対６ということで、この中でずっと

一覧表を見ると、佐藤知事は三角、賛成、反対

のどちらでもないと。ただ、その中に、知事は

今の答弁のように一定の理解を示した上で、国

と地方との対等関係が損なわれる恐れもあると

いうコメントがこれに掲載されています。 

 今、県としてはどういうことが今回の改正で

損なわれる恐れがあると想定しているのか、そ

の件についてお答え願えればと思います。 

元吉議長 渡辺総務部長。 

渡辺総務部長 では、私からお答えします。 

 今回の改正案については、国が補充的な指示

が行使されるケースを具体的に明示していない

ので、県としても具体的に想定するのは難しい

ところですが、運用にあたって国と自治体の認

識や対応に違いが生じることも懸念されるので、

この運用にあたっては、真に必要な場合で必要

最小限の範囲に限定して、事前に自治体と協議、

調整を行う、そういったことで安易に行使され

ないことが重要だと考えています。 

元吉議長 玉田輝義君。 

玉田議員 部長、初答弁ありがとうございます。 

 ただ、私が一つ知事に伺いたいのは、冒頭で

言ったように、基礎自治体の長として混乱のコ

ロナ対策に当たったと。そのコロナ対策で運用

が難しかったといういろんなことで今回の法律

の改正があるという立て付けになっているので、

そういう意味で、知事がコロナの最前線に立っ

た経験から、今回どういうことが危惧されるか、

何かそういうことが整理されていれば答弁願い

たいと思ったわけですが、知事、何かあります

か。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 さきほどの答弁でも言いましたが、

個別法の中に国の指示権が規定されているもの

が多々あります。これは自治事務と法定受託事

務がありますが、自治事務については基本的に

個別法で規定と。それから、法定受託事務は包

括的に国が指示できるとなっていて、そういう

ふうに自治体が行う事務なのか、国の事務を県

とか市町村が国から委託を受けて行うかという

ことで今まで整理されてきたわけですね。 

 ところが、今回は自治事務についても包括的

に指示できるということで、私もこれは具体的

にどんなことが想定されるのかなといろいろ考

えてみたんですが、今、総務部長からも答弁し

たとおり、具体的には想定されるようなものが

余り思い浮かびません。想定されるものがあれ

ば、議論して個別法に規定するというのが今ま

での原則だったはずなので、本来ならばそれに

従って、自治事務についても想定されることを

しっかり頭を絞り出して、それを国会で議論し

て法律に規定するというのが本来の姿であろう

と思います。 

 ただ、それを超えて、やはり何らかの非常時
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に、自治事務であっても国から指示しなければ

ならないものがあるということを、今回のコロ

ナ禍等において心配するという議論が国会等で

行われて今回提案されたということについては、

やはり相当大きな今までにない災難でしたので、

ある程度理解できるのではないかと考えていま

す。 

 具体的に個々にこういうことがあり得るとい

うことについては、繰り返しになりますが、今

の段階で想定できるものはないのではないかと。

そしてまた、それがあるのであれば個別法で規

定するのが本筋ではないかと考えています。 

元吉議長 玉田輝義君。 

玉田議員 丁寧な答弁ありがとうございました。

本当に私も同感のところがあります。 

 さきほどのアンケートの中で知事は、本来は

個別に対応すべきだとお答えになっていますが、

正にここは、本来、私も今の答弁のとおりだと

思っています。 

 また一方で、今コロナ禍であった政策の一つ

一つの結果について、我々地方側も評価する必

要があったのではないかなという思いがありま

す。国と地方との役割分担がどうだったのかと

か、その結果、県民にとってどういう影響があ

ったのかはやっぱり総括されるべきだし、総括

していれば今回のようなときにいろんな形でも

っと議論が深まったのではないかなと思ってい

るので、今の方向で、ぜひこのまま推移を見な

がら進めていただきたいと思っています。 

 では、次に移ります。農業政策についてです。 

 さきほどの合同新聞の４月１７日の知事の記

事で、農業についてどうしたいのか、知事の思

いが感じられないという辛口評価がありました

が、決してそうではないということをぜひ答弁

でお示し願いたいと思います。 

 さて、先日公表された人口戦略会議の消滅可

能性自治体の中に私のふるさとも含まれていま

した。少しショッキングでしたが、その解決に

は地場産業の振興、本県にあっては農業振興が

重要であることは論をまちません。 

 さらに、国においては、農政の基本理念等を

示す食料・農業・農村基本法が改正され、食料

安全保障の確保や環境との調和など、地域農業

に求められる役割も大きく変わろうとしていま

す。 

 このような中で、新たな大分県農林水産業振

興計画の素案が今議会で示される予定と聞いて

います。今後、大分県の農業の振興策がどのよ

うに進められるかなどについて注目しています。 

 一方で、本県農業の近年の状況を振り返ると、

県と県農協中央会など農業１０団体は、２０２

１年３月に農業産出額の落ち込みなどにより危

機的状況にあるとして大分県農業非常事態宣言

を出し、１０月には県農業総合戦略会議が農業

システム再生に向けた行動宣言の最終取りまと

めを行ったことは記憶に新しいところです。 

 この行動宣言について、２０２１年第４回定

例会で広瀬前知事は、県としてもこれを農業再

生の最後のチャンス、農協による再生の最後の

チャンスと捉えて、全面的に支援していきます

と答弁していますが、翌年の２０２２年の県内

の農業産出額は１，２４５億円で前年比プラス

１．４％となったものの、九州７県中、前年の

６位から最下位に転落しており、果たして本県

農業は大丈夫かと心配になっています。 

 さらには、昨年５月に農協職員による合計１，

７００万円の横領が発覚しました。２０２１年

２月の業務改善計画書の提出後もこのような不

祥事が起こっており、農業者や県民からの信頼

回復に向けた取組も道半ばであると感じていま

す。 

 また、農業振興の成果を端的に表す農業産出

額については、取組の進捗状況を把握するため、

県としての２０２３年の見通しを示すべきとも

考えます。 

 こうしたことも踏まえ、農業システム再生に

向けた行動宣言に基づく取組内容とその成果、

さらには農協改革の現状に対する評価や今後の

支援策も含め、農業振興についての知事の考え

を聞かせてください。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 農業振興についてですが、大分県各

地で営まれている農業は、地域経済を支えて、

また日本国民の食を支える大変重要な産業です。 
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 県では、大分県の顔となる品目の育成など、

農業総合戦略会議で掲げた行動宣言に基づく各

種の取組を進めています。 

 まず、園芸では、短期集中県域支援品目の農

地確保等により、県域での生産拡大が進んでい

ます。西日本最大の面積を誇る白ねぎについて

見ると、１５４戸の農家において、令和３年か

ら令和５年の間で新たに１２７ヘクタールの経

営拡大が図られています。ねぎ１００億円プロ

ジェクトを支えていただいています。 

 加えて、ピーマンについて見ると、ピーマン

選果場など、広域集出荷が可能となる拠点施設

の計画的な整備により、安定出荷や品質向上が

実現して、マーケットからの信頼も徐々に高ま

っています。 

 また、畜産について見ると、肉質の向上、キ

ャトルステーションを活用した効率的な増頭等

に取り組んでおり、不安定な経済情勢を受けて、

子牛価格の低迷などの心配はありますが、持続

的な経営の確立に向け、飼料用米の活用など、

耕畜連携の取組も進めてきています。 

 農業産出額は国がまとめる統計数値であり、

現時点で昨年の額はお示しすることができませ

んが、今述べたような成果が今後着実に反映さ

れたものになるということを期待しています。 

 一方、生産者の所得や産出額の向上のために

は、農協の営農指導、流通販売の体制強化が欠

かせません。 

 営農指導員の増員はもとより、技術力の高い

生産者に営農指導の補完をお願いする特別指導

員の活用や、全農と連携した販売力向上を担う

販売チームの大分青果センターへの配置など、

体制の構築を進めています。 

 例えば、特別指導員の指導を受けた若手生産

者の単収が増加するなど、成果も少しずつ見え

てきており、一歩ずつですが、改革は進んでい

ると感じています。 

 今後も生産者、農業団体と一体となって、主

体的に経営拡大を行う担い手、そして、マーケ

ットの変化に対応して勝ち抜ける産地の育成に

しっかりと県としても取り組み、農業の成長産

業化につなげていきたいと考えています。 

元吉議長 玉田輝義君。 

玉田議員 ありがとうございました。今述べら

れた振興策を通じて、それが数字にしっかりと

反映されるということを期待したいと思います

し、あわせて、農協改革についても、最近少し

新聞をにぎわせていますが、しっかりと県が助

言、支援していただくということで、生産者と

一体となった取組をさらに進めていただきたい

と思っています。 

 私は次の課題としては、担い手の確保、育成

について少し課題を持っており、この問題に移

りたいと思います。 

 現在、県では、就農学校やファーマーズスク

ールなどの研修制度の拡充、農業大学校の講座

・研修の高度化や、くじゅうアグリ創生塾等と

の連携強化を進めるなど、１２の項目を掲げて

新規就業者の確保、育成を進めています。一方、

県内では、基幹的農業従事者のうち、６５歳以

上の占める割合が全国や九州各県と比べて高く、

逆に１５歳から４９歳の占める割合が低くなっ

ており、こうした点に危機感を持ち、特に若い

担い手の確保に向けた取組を進めるべきだと考

えます。 

 私は２００９年第３回定例会で、農業大学校

の改革として、高校３年、大学校２年の計５年

間にわたり農業を学ぶ高大一貫校を設置するこ

とについて、広瀬前知事や当時の教育長、農林

水産部長にただしました。その結果、高大連携

の教育カリキュラムが進められてきましたが、

最近では農業大学校の定員割れが慢性的になっ

ている状況です。 

 こうした中、和歌山県では、県内農業系高校

と農林大学校の５年間一貫教育を実施し、農業

に関して、より実践的で専門性の高い技術、知

識を身に付けた地域を支える人材を育成する、

わかやま農業教育一貫プロジェクトを２０２２

年度入学生から始めました。２００９年当時か

ら本県でもこうした取組を密に進めていれば、

担い手の確保の状況が好転したのではないかと

も思っています。 

 和歌山県で先駆的な事例が進められているこ

とから、この例を参考に、高校３年、農業大学
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校２年の計５年間にわたり農業を学ぶ高大一貫

校の設置を含めるなど農業教育カリキュラムの

大胆な改革により、若い担い手の確保、育成を

進めてはどうかと考えています。 

 そこで、これまで本県で行ってきた高大連携

が農業の担い手育成に果たした役割をどのよう

に評価しているのか、また、農業を学ぶ高大一

貫校の設置の検討を含め、農業の担い手の確保、

育成にどのように取り組んでいくのか、農林水

産部長に伺います。 

元吉議長 渕野農林水産部長。 

渕野農林水産部長 農業の人材確保には、中核

となる力強い経営体が産地を形成し、新たな人

材を呼び込むサイクルを多く生み出すことが大

切です。それには、若い世代に農業の魅力や将

来性を早い時期から感じてもらうことが重要で

あり、農業大学校と農業系高校との連携を進め

てきました。 

 これまでも、高校への農大教授の派遣や、農

大フィールドを活用した実習などを実施してき

ました。また、くじゅうアグリ創生塾の創設後

は、県内全９校と農大が連携した遠隔授業など

の実施、そして、県の研究員による出前授業な

ど、取組を充実させてきました。 

 そうしたことにより、農大を卒業した就農者

の約７割は農業系高校からとなっており、地域

で中核を担う人材として多数が活躍しています。 

 これからの農業には、例えば、先進的なスマ

ート農業や最先端のバイオ技術等の観点も重要

となってきます。今後もこうした時代の変化に

応じて、さらなる教授陣や研究員の活用なども

含め、育成カリキュラムを柔軟に見直しながら、

若者に農業の魅力や可能性を感じてもらう取組

を進めていきます。 

 議員御提案の件については、まずは高大連携

の取組を今後一層強化するとともに、農業青年

や若手経営者への技術・経営力向上への支援を

行うことで、次世代リーダーの確保、育成に取

り組んでいきます。 

元吉議長 玉田輝義君。 

玉田議員 部長、ありがとうございます。今日、

手元に資料があると思いますが、一つは基幹的

農業従事者の年齢構成比というのを御覧くださ

い。 

 この資料は、２０２１年１２月２０日の日本

銀行大分支店による特別調査レポート、大分県

における農業の現状と課題から抜粋したもので

す。これを見ると、大分県の場合、基幹的農業

従事者の年齢構成比で１５歳から４９歳が７．

２％で九州最下位というのが分かると思います。

そして、大分だけがパーセンテージが１桁です。

この状況をひとつ御覧になっていただきたいと

思います。 

 かといって新規就農者は、就農学校とかファ

ーマーズスクールなど手厚い研修制度を設けて

いることもあって、２０２２年実績で２８１人

と、ここ数年、毎年３００人近くで推移してい

ることは確かに一方ではあります。 

 ただ、若年層の担い手という視点から見ると、

資料のもう一つの農業大学校の入学定員と入学

者の推移を御覧になっていただくと、これは２

００９年に一般質問して、２０１０年か２０１

１年ぐらいから高大連携が本格化したと想定し

ながら、２０１１年からの入学者数を表にして

います。これを見ると、この１４年間、定員割

れが続いていることは一目瞭然だと思いますし、

今年２６人でちょっと厳しい状況かなと思いま

す。 

 今、部長の答弁があったように、高大連携を

また柔軟に進化させて取り組んでいくという答

弁でありましたが、よっぽど進化しないと、高

大連携をやってきた十何年間でまだこの結果だ

と、もちろん、高大連携をやることから農大生

の入学者が増えるという、そんな画一的なもの

ではないのは十分承知していますが、ただ、高

校で学んだ子たちがまた専門的に学ぼうという

ことをやっていかない限りは、ここはまず増え

ないのではないかなと思っています。 

 そういう意味で、これは高専があるように、

農専という仕組みづくりを本格的に考えながら、

何か抜本的に変えていかなくてはならないと思

っていますが、もっと踏み込んだ検討が必要だ

と思いますが、部長はどうお考えですか。 

元吉議長 渕野農林水産部長。 
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渕野農林水産部長 担い手の確保、育成という

ことで、若者を中心にした確保、育成には、当

然、高大連携の取組を今後なお一層進めていく

ことも大事だということもあわせて、やはり若

者の確保、育成には、これから人口減少が進ん

でいく中で、地域に中核的な経営体を増やして、

その中核的経営体が地域を引っ張っていただい

て産地を形成する、そこにまた若者が入ってく

るというサイクルは恐らく一番大事になってく

ると思います。そこを私どもも軸にして、今後

も取り組んでいきたいと思います。 

元吉議長 玉田輝義君。 

玉田議員 結果は数字に出てくるという非情な

ところもあるので、またこの推移を見て、政策

をチェックしていただければと思っています。 

 次に、集落営農組織の支援について伺います。 

 集落営農組織は農業生産活動だけにとどまら

ず、地域雇用、地域文化継承など、今やそこに

住む人々の暮らしを支える不可欠な組織となっ

ています。つまり、集落営農組織対策は県が進

める高齢者集落対策と表裏一体にあると考えま

す。 

 新長期総合計画では、これまで安心分野に位

置付けられていた高齢化集落対策が未来創造に

位置付けられることになりましたが、そのこと

により、今後の高齢化集落対策がどのように変

わるのか、また、表裏一体にある集落営農組織

への支援がどのように変わるのかについて、県

民に伝えていく必要があると考えています。 

 そうした中で、今回私からは、集落営農組織

について質問したいと思っています。 

 現在の農林水産業振興計画では、集落営農組

織について、園芸品目の導入や食品加工等への

参入などによる経営力の強化、次世代リーダー

やオペレーターなどの人材確保・育成といった

４本の柱で経営発展への支援を進めています。 

 しかし、集落営農組織は減少し、また構成員

の高齢化も進み、今後はさらなる減少が予想さ

れています。前述したように、集落営農組織の

衰退は集落そのものの衰退に直結します。その

ため、新計画においては集落営農組織への支援

の充実が求められます。 

 そこで、集落営農組織への支援を今後どのよ

うに充実させていくのか、農林水産部長に伺い

ます。 

元吉議長 渕野農林水産部長。 

渕野農林水産部長 高齢化等による担い手の減

少に伴い、地域農業を支える集落営農の重要性

が増す中、その中核を担う集落営農法人が力強

い経営体として成長することが大切です。 

 そのためには、まず収益構造の強化が必要で

あることから、白ねぎや高糖度かんしょなど高

収益の園芸品目を導入する際の栽培技術を持っ

た人材の確保や、種苗購入などの初期経費に対

して支援しています。 

 また、集落を超えた規模拡大や営農の効率化

を図るためには、複数の法人等による連携、統

合の取組が必要です。そのため、広域的な活動

ができるオペレーターの育成や大型機械の導入

などを進めていきます。 

 加えて、本年度から県立農業大学校に集落営

農コースを設置し、栽培知識や経営感覚を持つ

即戦力となる人材を養成するなど、きめ細かな

対策を行っています。 

 豊後大野市においても新たにカボス生産を始

める取組や、３法人が連携した規模拡大など、

積極的に経営基盤を強化する動きがあります。 

 今後もこうした各地域の意欲ある集落営農法

人の取組を強力に後押しすることで、地域農業

の維持、発展につなげていきます。 

元吉議長 玉田輝義君。 

玉田議員 部長ありがとうございます。 

 強力に支援をよろしくお願いしたいと思いま

す。特に農大の集落営農コースから巣立った学

生が集落営農の方にしっかり入って地域を支え

ていけるように、そういう仕組みも含めて御検

討願いたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、認知症施策について伺います。 

 今年度から第９期大分高齢者いきいきプラン

に基づき高齢者福祉施策が進められています。 

 県民の３人に１人以上が６５歳以上の高齢者

という本県において、これからの高齢者福祉は

大変重要であり、その中で特に認知症施策につ

いては、昨年の認知症基本法制定後、初めての
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県計画のスタートとなるだけに、今後の施策の

方向について注視していきたいと思っています。 

 最近では市町村における個人賠償責任保険の

導入が推進されており、率直にうれしく思って

います。この保険については一般質問等で取り

上げてきましたが、２０１９年度から私の地元

豊後大野市で民間保険を活用し、保険料を市が

負担する方式で始まりました。本年３月の報道

によると、昨年までに九重、大分、別府、佐伯

の各市町が導入し、臼杵、竹田、日出の３市町

が具体的な検討、準備に入っているようです。

この制度の導入の是非はもちろん市町村が判断

することですが、導入の環境整備にあたり、県

の力強い後押しがありました。これまでの支援

に感謝すると同時に、さらに県内各地で導入さ

れるよう今後ともよろしくお願いしたいと思っ

ています。 

 また、支援分野が多岐にわたる若年性認知症

への対応も重要だと考えています。その最大の

課題は、主たる生計者が働けなくなることによ

る家庭の経済的困窮、そして、本人と家族が孤

立してしまうことです。県の努力はあるものの、

就労の問題、交流の場づくり等が遅々として進

んでいない状況があるのではないかと心配して

おり、若年性認知症の本人と家族の支援につい

てどのように取り組んでいくのかも重要だと思

います。 

 こうした中、第８期プランでは、早期発見、

早期対応の体制強化に向け、若年性認知症につ

いての企業への幅広い普及啓発や、診断直後か

らコーディネーターにつなげる仕組みの構築が

新たに盛り込まれました。それを引き継ぐ第９

期プランにおいては、さらに取組が前進するも

のと期待しています。 

 こうしたことを踏まえ、若年性認知症への対

応も含め、誰もがなり得る認知症に対する施策

を今後どのように進めていくのか、福祉保健部

長に伺います。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 本県では、若年性認知症の

方と御家族を支援するコーディネーター２人が

年間６００件を超える相談に現在対応しており、

初めて相談される方の約半数は、やはり就労に

関する悩みを抱えておられます。 

 昨年度は、このコーディネーターが中心とな

り、その方の勤務先に、例えば、業務内容の見

直しや短時間勤務への変更を勤務先に助言し、

企業での就労が継続できた方もいて、こうした

事例をさらに増やすことが大変大切であろうか

と思っています。 

 今回、第９期のプランでは、この１月に、豊

後大野市千歳町在住の戸上守さん、議員もよく

御存じだろうと思いますが、戸上さんが国の認

知症の本人大使に九州で初めて就任されたこと

を好機と捉え、本人発信による認知症の理解促

進に力を入れていきます。 

 早速来月には、３期目となりますが、今度は

県の本人大使も新たに公募を行うこととしてお

り、こうした普及啓発に意欲のある認知症当事

者の活躍の場を広げていきます。 

 また、当事者の立場から、例えば別府市内で

は共同温泉の改善点を提案したり、あるいはセ

ルフレジへの対策を要望するような動きもあり、

こうした本人目線での生活環境づくりも県が後

押しし、認知症の方や御家族が安心して暮らせ

る地域づくりを進めることとしています。 

元吉議長 玉田輝義君。 

玉田議員 ありがとうございます。就労につい

て非常に手厚くいろいろサポートしていただい

ているということで、本当に若年性認知症の皆

さんが頑張れる環境ができればいいなと思いま

す。 

 第９期のおおいた高齢者いきいきプランの中

の若年性認知症の現状と課題についてで、若年

性認知症の人については、職場でその症状や変

化に気付くことが多いこと、また、就労や生活

費、子どもの教育費等の経済的な問題が大きい

ため、可能な限り雇用継続が図られることが望

まれると。また、相談時に既に職場を退職して

しまっている場合が多く、配置転換等の調整を

行うなど退職前の早期から支援を開始する必要

があることから、その特性や就労について、産

業医や事業主に対する理解促進が重要と課題を

整理していますが、これに対する施策の方向に
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ついて、明確に対応するものが今回見当たらな

いことで、早期発見というのがやっぱり大きな

課題だと思っています。 

 前述のおおいた高齢者いきいきプランにある

ように、産業医や事業主に対する理解促進が重

要ということで、令和３年の経済センサスを見

ると、産業医が５０人以上の職場に必置という

ことで、大分県の場合、さきほどのセンサスを

見ると、従業員１０人未満の事業所が事業者全

体の８割を占めているということで、ここをど

うするかというのもやっぱり一つの課題だと思

っています。 

 その辺について、今の段階で部長の方で何か

アイデア等があれば答弁願いたいと思います。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 今御指摘のとおり、認知症

は非常に周りから分かりにくいという特性もあ

るので、やはり周りが早期に発見して早期の対

応につなげるということが非常に大切だろうと、

周りを見ていても感じます。 

 いろんな早期発見の仕方はありますが、さき

ほどの戸上さんなどのお力も借りて、いろんな

ところで今認知症フォーラムという形で積極的

に県内で開催しています。極力戸上さんにもお

願いして、御自身がどういう職場での変調を感

じたか、例えば、作っている資料の間違いが多

いとか、書類をどこに保存したか忘れてしまっ

たとか、そういったようなことをなるべくフォ

ーラムで話していただいて、周りの人が、ああ、

そうなのかという気付きを得て、それを広げて

いきたいなと思っています。 

 それから、今産業医の話がありましたが、や

はりいろいろお聞きすると、今、地域でいろい

ろ、日頃から診察にかかっている、いわゆるか

かりつけの先生、ホームドクター、そういった

方が割と、あの人が予約している日なのに来て

いないとか、あるいは、来たが、薬を相当飲み

残しているとか、そういったようなことをホー

ムドクターが気付くということがかなりあると

お聞きしているので、今、県ではそうしたかか

りつけ医の地域の先生方に、認知症に関する専

門研修、気付きのポイントなども研修を進めて

いったりもしていますし、あと、中小企業・小

規模事業者ということであると、やはり商工会

議所とか商工会などの団体にもお願いしながら、

そういう専門研修なり、知識の普及を図る場を

少しお時間をいただいて進めていったりという

ようなことがまずは可能かなと思っています。 

元吉議長 玉田輝義君。 

玉田議員 ありがとうございます。介護保険制

度の歴史は、私は認知症の社会化の歴史でもあ

ると思っています。その中で、若年性の認知症

の問題がこの数年大きくクローズアップされて

いるわけですから、ぜひいろんなところで終始

啓発活動を行いながら進めていただきたいと思

っています。 

 それでは、４点目で祖母・傾・大崩ユネスコ

エコパークについて伺います。 

 １点目は、今後の取組についてです。 

 祖母・傾・大崩ユネスコエコパークは、２０

１７年６月、ユネスコＭＡＢ（マブ）計画国際

調整理事会において、登録地として決定されま

した。認定されてから７年が経過し、私の地元

豊後大野市でも大自然の懐でアウトドアサウナ

が展開されるなど、地元でも徐々にその認識が

広がっています。 

 さて、祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推

進協議会のホームページを見ると、登録により

期待される効果として、国内外への情報発信力

の強化による地域活性化、世界基準の認定によ

るブランド価値の向上、環境教育、研究の拠点

としての活用を挙げています。地域活性化の一

つの要素になっていると感じますが、他の二つ

についてはまだまだこれからだというイメージ

があります。 

 登録して１０年経過後にはＭＡＢ国際調整委

員会において活動内容等を報告するようになっ

ており、認定から７年を経過した今、認定当時

に期待した効果を上げることができているのか

など課題もあるのではないでしょうか。 

 そこで、特に、ブランド価値の向上や教育・

研究の観点についてのこれまでの取組の総括に

ついて、さらには、その総括に基づき、今後ど

のように取り組んでいくのか、生活環境部長に
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伺います。 

元吉議長 島田生活環境部長。 

島田生活環境部長 今後の取組についてお答え

します。 

 祖母・傾・大崩地域は、原生的な自然と、そ

れを敬う独自の文化を育んできた共生の歴史が

評価され、ユネスコエコパークに登録されまし

た。地域が注目を集めたことを機に、藤河内渓

谷のキャニオニングなど、ブランドをいかした

アクティビティーが生み出されたところです。

また、あ祖母学舎といった地域の歴史や文化を

伝える拠点施設が各地に整備され、ガイドによ

る自然体験プログラムが提供されるなど、環境

教育も充実してきました。こうした積み重ねも

踏まえ、エリアとしての魅力をさらに高めてい

くことが重要となります。 

 まず、ブランド価値の向上では、推進協議会

が主体となり、エコパークの理念と合致した農

林産物を対象としたブランド認証制度を新たに

創設し、来月から運用を始めることとしていま

す。加えて、教育・研究については、県とＡＰ

Ｕと連携し、豊後大野市などをフィールドに、

エコパークが持つ環境価値に関する学習プログ

ラムを新たに構築することとしています。こう

して、研究の場としてエコパークの活用を促し

ていきます。 

 このように地元自治体や関係団体などと連携

し、今後もエコパークの自然環境の保全や観光

・地域の振興に取り組んでいきます。 

元吉議長 玉田輝義君。 

玉田議員 ありがとうございます。総体的にそ

ういう方向で進めてもらえればと思っています。 

 その中で、次の２点ほど少し深掘りして伺い

たいと思っています。 

 一つは、三重総合高校におけるユネスコエコ

パークの活用についてです。 

 ユネスコスクールは、ユネスコが認定する学

校であり、文部科学省等によると、持続可能な

開発のための教育の推進拠点と位置付けられて

います。 

 ユネスコスクールでは、気候変動など現代社

会の問題を自らの問題として主体的に捉え、人

類が将来の世代にわたり恵み豊かな生活を確保

できるよう、身近なところから取り組むことで、

問題の解決につながる新たな価値観や行動等の

変容をもたらし、持続可能な社会を実現してい

くことを目指して行う学習・教育活動を展開し

ています。 

 現在、世界の１８０以上の国・地域で１万２

千以上の加盟校があります。国内には今年４月

時点で１，０８８校の加盟校があり、県内では

姫島小学校、姫島中学校、臼杵高校、三重総合

高校が加盟しており、このほか候補校として宇

目緑豊中学校、由布高校があります。 

 中でも、祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク

のお膝元である三重総合高校は、本県の環境教

育全体を牽引する役割を担っていると思ってい

ます。同校の報告を見ると、２０２３年度は、

メディア科学科の３年生が５回にわたって祖母

・傾・大崩山系へのフィールドワークを行って

います。そして今年度は、祖母・傾・大崩ユネ

スコエコパーク事務局と連携して自然保護や地

域資源の活用とその調査に取り組む予定として

います。 

 ユネスコエコパークに期待される効果の一つ

に、さきほど言った環境教育、研究の拠点とし

ての活用があります。三重総合高校には県内唯

一の生物環境科もあり、同校において祖母・傾

・大崩ユネスコエコパークをフィールドとした

地球環境問題等に関する教育をさらに充実して

いくことは、県全体の環境教育を進化させる意

味で非常に重要であると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、三重総合高校におけ

るユネスコエコパークの活用にどのように取り

組んでいくのか、教育長に伺います。 

元吉議長 山田教育長。 

山田教育長 三重総合高校におけるユネスコエ

コパークの活用についてお答えします。 

 県立高校では、総合的な探求の時間等におい

て、自ら課題を発見し解決していく能力を育む

ように努めています。その中では、地域の自然

環境についてＳＤＧｓの視点を持ちながら学習

している事例も数多くあります。 

 三重総合高校では、さきほど議員からメディ
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ア科学科について紹介がありましたが、部活動

においても自然科学部がエコパークエリアにお

ける自然調査活動を行っており、原尻の滝の流

域面積調査などから、地域の自然環境について

の学びを深めています。 

 また、今年度は、エコパーク推進協議会と連

携し、エリア内の植生調査をはじめとしたフィ

ールドワークや、専門家の講演などを通して、

エコパークについての学習をさらに深めていく

こととしています。 

 加えて、エコパークの要素の一つである伝統

文化の探求にも取り組んでおり、本年２月には

神楽部がＤＲＵＭ ＴＡＯと共演して、オリジ

ナルの神楽を披露するなど、地域文化の継承と

創造を進めています。 

 県教育委員会としては、こうした三重総合高

校の学習成果を県内の他の高校の生徒に向けて

発表する場を設けるなど、ユネスコエコパーク

を活用した県全体の環境教育の充実を図ってい

きたいと考えています。 

元吉議長 玉田輝義君。 

玉田議員 ありがとうございます。今取り組ん

でいることについて詳しく答弁いただきました

し、その延長線上に環境教育というのが実現さ

れるんだということではないかなと思いました。 

 もう一つ、グローバルな視点というか、今世

界的に起こっている環境の問題とか、そういう

ことについて学ぶ機会もつくることができない

だろうかと思っています。 

 そういう中で、例えば、新たな大分県の環境

基本計画の中で、大分県は環境先進県というの

を目指すとされており、環境教育が重要である

と考えています。 

 そういう中で、生活環境部の領域ではありま

すが、環境先進県という中の教育にあって、県

立高校で環境教育をどう進めていくんだろうか

という思いも私はあるので、その辺について今

の段階で教育長の方で何かお考えがあれば教え

ていただきたいと思います。 

元吉議長 山田教育長。 

山田教育長 ただいま議員から御指摘があった

ように、本県は環境先進県として環境教育にも

力を入れています。子どもたちが身の回りの自

然環境に目を向けることで、我々が直面してい

る地球温暖化等の様々な環境問題を、より身近

な問題として捉える力を育む重要な教育テーマ

であると考えています。 

 ユネスコエコパークのような本県の恵まれた

自然環境や天然資源をいかして、実体験を通し

て環境問題を肌で感じることは子どもたちにと

って極めて有意義であり、また、グローバルな

視野や地域課題に向き合う実践的な能力を育む

ということにも役立つのではないかと考えてい

ます。 

 また、そうした取組が三重総合高校をはじめ

として、地域の高校の魅力の向上にもつながる

ものと考えられることから、これからも地域資

源を活用した環境教育をしっかり進めていきた

いと考えています。 

元吉議長 玉田輝義君。 

玉田議員 ありがとうございます。環境先進県

を目指すという一つの大きな方向性があって、

今行っている教育と、また、少しレベルアップ

するような教育環境について、そして、それに

ついての教育委員会側の環境整備も含めて、ぜ

ひぜひ具体に検討していただければと思ってい

るので、どうかよろしくお願いします。 

 それでは最後になりますが、祖母・傾・大崩

山系における安全な登山環境の整備についてで

す。 

 祖母・傾・大崩山系は、山に登る方でしたら

御存じかもしれませんが、登山者にとっては難

易度の高い山々です。地元の警察、消防本部、

山岳会などが登山者の安全確保のため活動して

いますが、残念ながら遭難事故がたびたび発生

しています。 

 特に登山道については、地元山岳会などのボ

ランティアが迷いやすいところに目印を付ける

などの取組を行い、登山者の安全確保に努めて

います。しかしながら、国定公園内であること

や国有林があることなどから、そもそも登山道

の管理をどの機関が行うのかが曖昧になってい

るとの声を聞きます。 

 現在、登山者が増加していることや、今後さ
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らなる祖母・傾・大崩ユネスコエコパークの活

用を図っていく観点からも、安心して登山を楽

しめる環境を整えていくことは喫緊の課題であ

ると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、関係機関と連携し、

祖母・傾・大崩山系における安全な登山環境の

整備にどのように取り組んでいくのか、生活環

境部長に伺います。 

元吉議長 島田生活環境部長。 

島田生活環境部長 垂直に切り立った崖と深い

谷を包む原生林、豊かな自然が織りなす祖母・

傾・大崩山系は登山者を引き付けてやまない魅

力があります。 

 一方で、十分な装備や経験を必要とする中・

上級者向けの険しい登山道も多くあります。こ

のため、祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推

進協議会では、昨年度、登山ルートごとに必要

な体力と難易度を可視化し、情報発信に努めて

います。 

 また、登山道には、吊橋を含め、豊後大野市

が管理するものや、九州自然歩道として県が管

理するもののほか、登山者が独自に開拓し、一

般に認知されているルートもあります。 

 安全な登山に向けて、管理者による定期的な

巡視や調査、補修はもとより、管理者不在のル

ートについては、推進協議会において鎖場やロ

ープ等の設置箇所の確認など、登山環境の把握

に努めることとしました。 

 引き続き安全な登山のための啓発や、昨年度

の実証を踏まえた登山道整備ツアーの検討など、

エコパークの豊かな自然を多くの人が楽しめる

よう、関係機関と連携しながら環境整備に取り

組んでいきます。 

元吉議長 玉田輝義君。 

玉田議員 ありがとうございました。状況につ

いては当然部長もお分かりだと思います。資料

を用意しているので、令和５年度登山者数の状

況を御覧ください。 

 地図で、これは今、部長が述べたグレーディ

ングの地図を基に入れていますが、見方として

は、左側に祖母山へ４，９５１人と書いていま

すが、これは神原登山口から祖母山に向けて登

った人が令和５年度に４，９５１人いたと。こ

れはカウントされている分だけなので、プラス

まだいると思います。 

 そういうふうに、それぞれの人数がどこに登

ったかを見ていただきたいのですが、あわせて、

今、部長の答弁であった管理している道路につ

いては、神原登山口から国観峠に向けての赤い

線のところ、それともう一つが、下の方にあり

ますが、豊後大野市が森林管理署から貸付けを

受けている登山道ということで、この２か所で

この距離なんですね。 

 さきほど部長が答弁で言った管理者不在の地

域の道路というのが、これはこういうふうに視

覚的に見せないと分からないと思うんですが、

これだけの距離があるんですね。これだけの登

山道の距離がある中で管理されているのはここ

だけということで、だから全部管理しろという

話には、当然厳しいのは重々承知していますが、

これは推進協によるチェックだけでいけるかど

うかというのも、どうかなというのもあれだが、

これからやっぱり検討の余地があるのではない

かなと思っています。 

 以前は、山登りをするというと一部の人とい

うイメージがあったんですが、山の日が制定さ

れたり、それから、大分県でもアドベンチャー

ツーリズム条例を制定して、自然に親しもうと

か、そういうことを方針として掲げてやってい

ます。 

 そうすると、今度はそこの安全管理というの

がどうしても、一方では基盤整備が必要になる

と思いますので、このことについて関係機関と

広く、登山道の管理、安全対策について協議す

る時期に来ているのではないかと思うんですが、

部長いかがでしょうか。 

元吉議長 島田生活環境部長。 

島田生活環境部長 登山道についてですが、正

に県が管理しているのは九州自然歩道として管

理されたところであり、必ずしも登山道の管理

の一部という位置付けとして管理しているもの

でもないというところです。 

 ただ、一方、登山道の成り立ちは様々ですが、

そういったところでどう管理していくかという、
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正に推進協議会を中心に議論というか、検討を

進めています。そういった中で、さきほどの山

のグレーディングとか、今年度、鎖場等の把握

をしようといったところが出てきています。 

 引き続き推進協議会で何ができるかといった

ところも考えながら対策を取っていきたいと考

えています。 

元吉議長 玉田輝義君。 

玉田議員 ぜひよろしくお願いします。これで

私の質問を終わります。どうもありがとうござ

いました。（拍手） 

元吉議長 以上で玉田輝義君の質問及び答弁は

終わりました。森誠一君。 

  〔森議員登壇〕（拍手） 

森議員 皆様おはようございます。１５番、自

由民主党、森誠一です。 

 本定例会において質問の機会をいただいたこ

と、先輩、同僚議員の皆様に心から感謝します。 

 また、議会の傍聴席にお越しくださった皆様、

そして、動画を御視聴されている皆様に感謝し

ます。 

 どうぞよろしくお願いします。 

 佐藤知事をはじめ、執行部の皆様には、今回

の私の質問を真っ正面から受け止めていただき、

大分県の未来のために議論を深めたいと考えて

います。どうぞよろしくお願いします。 

 では、早速質問に入ります。 

 まず、新長期総合計画について質問します。 

 佐藤県政がスタートして１年が経過しました。

知事におかれては、安心・元気・未来創造を掲

げ、県勢発展のため力強く政策を牽引していた

だいていることに感謝します。 

 さて、中国の古書、管子の一節に１０年の計

は木を樹うるにありという言葉があります。長

期的な計画を立てるには、将来のためにその価

値を見極めることが重要であるという意味が込

められています。 

 大分県の１０年の計である新長期総合計画の

議論が現在進んでいます。これからの１０年の

羅針盤となる重要な計画です。 

 昨年、知事の思いを受けて設置された新長期

総合計画策定県民会議での議論は１年近くが経

過し、県民の皆様の意見が反映された素案も示

されるなど、計画策定プロセスも佳境を迎えて

きました。計画策定においては、県政ふれあい

対話などにおいて、知事が直接県民の皆様から

お聞きになったであろう御意見や、昨年来の議

論も反映されています。 

 県政が直面する様々な課題解決も重要ですし、

県民の安心・安全な暮らしやなりわいを守って

いくことはもちろんですが、未来を担う子ども

たちのために、県民の夢や思いを具体的な形と

して実現する政策など、将来に向けた投資も必

要です。こうしたことを踏まえ、新計画につい

て、まず知事の思いを聞かせてください。 

 また、県民からの意見をどのように反映させ、

どのような考え方で策定作業を進めてきたのか、

そして、本年９月を目指している計画案完成ま

での進め方についてもあわせてお願いします。 

 以降、対面で行います。 

  〔森議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

元吉議長 ただいまの森誠一君の質問に対する

答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 森誠一議員の新長期総合計画につい

ての御質問にお答えします。 

 私は知事就任以来、対話を基本姿勢の第一に

据えて県政運営に当たってきました。県民の声

は、これからの１０年間の羅針盤となる新長期

総合計画を検討する上でも最も大きなよりどこ

ろであり、その思いを形にしていくことが何よ

りも大切だと考えています。 

 このため、県議会をはじめ、新計画策定県民

会議、地域住民の皆様、関係団体、高校生、市

町村など多様な声を伺い、課題の一つ一つに向

き合いながら策定作業を進めてきています。 

 安心の分野では、能登半島地震での課題を心

配する声が多く寄せられました。そのため、住

宅耐震化をはじめとして、避難所における飲料

水、簡易トイレの備蓄や空調の整備、孤立集落

対策を強化して県民の安心につなげていきたい

と考えています。 

 また、将来を担う子どもの育ちをしっかり支

えていくことが大事との声を受け、多様な子育
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て支援のさらなる充実を図っていきます。 

 元気の分野では、各界各層から人手不足が深

刻な課題との声をいただきました。若者の県内

就職、定着促進や育児と仕事の両立支援、外国

人材の受入強化など、あらゆる産業を支える人

づくりに全庁を挙げて取り組んでいきます。 

 農業では、現場の生産性向上を求める意見が

多くあったため、中核的経営体等へのスマート

技術の導入を推進していきたいと考えています。 

 観光では、地域資源の活用と保全のバランス

が重要との意見を受け、雄大な自然や温泉をい

かした誘客を図るとともに、地域の景観、文化

等の資源を守りながら観光産業を活性化させて、

持続可能な観光地域づくりを進めていきます。 

 未来創造の分野では、本県の活性化に寄与す

る道路網の整備加速を望む声を受けて、中九州

横断道路など高規格道路の整備を促進します。

また、１０年後のさらにその先も見据えた広域

交通ネットワーク形成に向けた取組も盛り込み

たいと考えています。 

 教育では、地域の高校を大切にしてほしいと

の声を受け、引き続き学校の魅力向上に取り組

みます。また、県内どの地域においても多様で

質の高い教育が受けられ、生徒の可能性を最大

限に伸ばすことができるように、遠隔教育シス

テムの積極的な活用を図っていきたいと考えて

います。 

 今後とも、県議会への説明をはじめとして、

パブリックコメントや県民会議等を通じてさら

に磨きをかけ、９月の計画案の議会への最終案

の上程を目指して全力を尽くしていきたいと考

えています。 

元吉議長 森誠一君。 

森議員 知事ありがとうございました。 

 今朝の新聞にも長期総合計画のことが載って

いましたし、県民の皆様も佐藤新知事の下での

新たな計画に期待されていると思います。そう

いった県民の夢や思いを乗せた計画を実現し、

目標として設定している成果を得るためには大

きなパワーが必要だと思います。計画完成と同

時に、佐藤知事には政策県庁を構成する県職員

皆様と関係者が生き生きと目標達成に取り組め

るよう、リーダーシップを発揮していただきた

いと思っています。 

 さて、長期総合計画はこれから１０年間を見

据えた施策のロードマップですが、県民生活が

直面する物価高や賃上げ等の対策も重要です。

そうした足下の施策として、１点、指定管理施

設で働く方々の賃上げへの配慮について要望し

ます。 

 企業や団体が県や市などから指定管理などの

形で施設管理の委託を受けている場合、通常、

委託料の水準は５か年などの期間で固定されて

いるため、昨今の急激な賃上げに委託料の水準

が追い付いておらず、企業や団体の負担になっ

ていると聞いています。昨今の賃上げは、ある

意味、国や自治体の施策によるものと言えるこ

とから、適切な施設管理が可能な適正な委託料

の上乗せ等の検討をすべきだと思っています。

この点を要望します。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 人口減少対策について伺います。 

 人口減少対策については、これまでも議会に

おいて様々な議論がなされてきました。本県に

おいては、令和２年度に大分県人口ビジョンを

改定するとともに、第２期まち・ひと・しごと

創生大分県総合戦略を策定し、目指すべき将来

の方向性を示した上で、「人を大事にし、人を

育てる」「仕事をつくり、仕事を呼ぶ」「基盤

を支え、地域を活性化する」を基本目標として

人口減少対策を進めてきました。 

 しかしながら、出生数の減少に歯止めがかか

らない状況です。６月に公表された人口動態統

計の概数値によると、昨年の合計特殊出生率は

全国で１．２０、本県でも１．３９と、ともに

過去最低を更新しています。また、出生数も昨

年は６，２５９人と２年連続で７千人を下回り、

１３年連続で減少しています。 

 私はこれまで議会の議論の中で、未就学児の

保育や児童生徒の医療費の無償化といった子育

て支援などのソフト対策の充実が大切であるこ

とに加え、近居支援や宅地整備、県営住宅の活

用など、定住を支援する住宅政策をあわせて行

うことが必要であると訴えてきました。また、
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県が進めるネットワーク・コミュニティ施策に

おいても、移住された方はもちろん、地元で生

まれた子育て世代が住み続けたいと思える環境

整備を実現すべきだと考えています。 

 そうした中、今年度から企画振興部において、

住宅や宅地など定住に関する相談窓口の設置や、

ネットワーク・コミュニティにおける担い手育

成の強化など、ソフト対策を充実していただい

ています。また、土木建築部においては、令和

１５年度までに県営住宅５００戸を子育て世帯

向け住宅に改修する取組を進めていただいてい

るなど、大きな政策転換が図られており、佐藤

県政の積極的な姿勢をありがたく感じています。 

 人口減少には、現在の社会経済、環境、居住

地、仕事、収入や物価高、結婚や子育てに関す

る価値観の変化など様々な要因があるので、特

効薬がないと諦めがちですが、新たな長期総合

計画の策定にあわせ、今こそさらなる大胆な政

策が必要だと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、人口減少対策にどの

ように取り組んでいくのか、知事の考えを伺い

ます。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 人口減少対策についてですが、令和

５年の本県の人口は前年から約１万人減少し、

戦後初めて１１０万人を下回る１０９万６，２

３５人となりました。さらに、国立社会保障・

人口問題研究所が昨年末に公表した推計では、

２０５０年には約８４万人と、今後も大幅に減

少する見通しとなっており、現状は恐らくさら

に厳しいのではないかと感じています。 

 また、先日公表された令和５年の合計特殊出

生率も全ての都道府県が前年比マイナスとなり、

東京都では１．０を下回るなど、我が国全体で

厳しい状況が続いていると認識しています。 

 こうしたことから、本県も当分の間は大幅な

自然減を覚悟しなければなりませんが、できる

限り人口減少を抑制すべく、自然増、社会増の

両面から全力を挙げて取り組んでいきたいと考

えています。 

 自然増に向けては、若い世代の出会いから結

婚、妊娠・出産、子育てに至るまでの切れ目な

い支援に力を入れていきます。不妊治療費や妊

産婦への交通費の助成に国に先駆けて取り組む

とともに、保育料の減免など、きめ細かな支援

により経済的な負担の軽減を図ってきました。

さらに、子ども医療費については、本年４月か

ら高校生年代の入院・通院分を助成対象に加え

て制度の拡充をしたところです。 

 また、多子世帯への住宅リフォーム助成への

充実や子育て世帯向け県営住宅の拡充など、子

育てしやすい住まいについても取組を強化して

いきます。 

 あわせて、健康寿命のさらなる延伸や女性が

活躍できる社会づくりにも挑戦していきます。 

 他方、社会増に向けては、ＴＳＭＣの進出効

果や本県の魅力を存分にいかして、移住・定住

の促進や企業誘致の推進等に取り組みます。 

 このため、人や物の流れを活性化する広域交

通ネットワークの充実にも力を入れるとともに、

産業団地の整備促進や企業の農業参入等を支援

します。また、増加が見込まれる外国人材に活

躍してもらうために、受入環境の整備もしっか

りと進めたいと考えています。 

 人口減少対策は、今後も県政の最重要課題の

一つです。これまでの取組の成果や課題をしっ

かりと分析して、社会経済の変化に対応しなが

ら、粘り強く取り組んでいきたいと考えていま

す。 

元吉議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。 

 ２期戦略は２０２４年度までの計画、今年ま

での計画となっているので、さきほど話した新

長期総合計画にあわせて、人口減少対策に向け

た新戦略の策定も急がれると思っています。 

 現在の長期総合計画や総合戦略に抜け落ちて

いたのが、さきほども触れましたが、子育て世

代への住宅政策だったと思います。新計画には

しっかりと盛り込んでいただきたいと思ってい

ます。 

 また、待ったなしの人口減少対策に関して具

体的にどうしていくのかの議論をしっかり進め

ていく必要があると思います。これについては

庁内横断的にしっかりとした議論が必要だと思
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っているので、どうぞその点を踏まえてよろし

くお願いします。 

 次に、中九州横断道路の整備について伺いま

す。 

 中九州横断道路の全長１２０キロメートルの

うち、供用されているのは犬飼－竹田間と阿蘇

西－大津間の計３７キロメートルです。滝室坂

トンネル６．３キロメートルはトンネルが貫通

し、令和８年度には供用開始の予定で、現在、

竹田－波野間の２２．５キロメートルについて

も工事が行われています。 

 私ども議員レベルにおいては、中九州横断道

路が計画路線に指定された平成６年に熊本、大

分、宮崎の３県で九州中央３県議員連盟を結成

し、東九州自動車道や中九州横断道路などの整

備促進について、整備局や国交省への要望活動

を毎年行っています。 

 この３０年の中で、政権交代時の予算減によ

る事業の進捗低下や、一部路線においては暫定

２車線から完成２車線へ事業を縮小するなどの

計画変更といった厳しい状況もありましたが、

たび重なる豪雨災害や熊本地震の発生、さらに

は、台湾の半導体大手ＴＳＭＣの開業などによ

り中九州横断道路の重要性が高まる中で、大分

県側では大分－犬飼間を除き全ての区間の事業

化が決定し、熊本側も滝室坂トンネルや大津－

大津西間が事業化されるなど一部を残すのみと

なりました。 

 また、熊本県の半導体工場周辺では道路など

の社会インフラ整備が進んでおり、県も積極的

に将来投資を行う必要があるため、国交省の予

算だけでなく内閣府の地方創生予算も活用する

などし、財源確保に知恵を絞っています。 

 一方で、昨年度最終ルート案が決定した本県

の大分－犬飼間については、これから環境アセ

スメントが始まるとのことですが、このプロセ

スには数年を要する場合が多いと聞いています。

また、竹田阿蘇道路も現在行われている文化財

の試掘調査面積が広く、調査の長期化が懸念さ

れているとも伺っています。このようなプロセ

スが必要なこと自体は理解していますが、本県

の活性化には中九州横断道路の早期延伸が不可

欠であり、一刻も早いプロセスの進捗を国に求

めるなど、整備をさらに加速していくことが必

要です。我が会派としても最優先事項の一つと

して取り組んでいきたいと考えていますし、知

事を先頭に、執行部としても同様の取組を強く

お願いする次第です。 

 こうしたことを踏まえ、中九州横断道路の整

備促進にどのように取り組んでいくのか、知事

の考えを伺います。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 中九州横断道路の整備についてです

が、九州の東西を結ぶ中九州横断道路は、循環

型の広域道路ネットワークを形成して、新生シ

リコンアイランド九州の実現やフードアイラン

ド九州のさらなる推進のためにも欠かすことの

できない重要な道路です。 

 沿線では、ＴＳＭＣの熊本工場が年内の本格

稼働に向けて準備を進めており、県内の半導体

関連企業にもビジネスチャンスが到来している

中、この勢いを取り込むため、企業誘致にも力

を入れています。 

 また、物流の２０２４年問題やカーボンニュ

ートラルへの対策として陸路から海路へのモー

ダルシフトが有効ですが、本路線の整備により

港湾を通じた物流の効率化も期待されます。特

に滝室坂道路の令和８年度の完成により、物流

の難所が解消されることは、大分港を有する本

県にとっても大きな追い風となります。 

 現在、県内では、国により竹田阿蘇道路の整

備が進められており、議員御指摘の文化財調査

については、調査に必要な体制を整え、事業の

進捗に遅れが出ないよう努めていきます。 

 また、県内唯一の未事業化区間である大分－

犬飼間については、今年度から都市計画決定や

環境アセスメントの手続へとステップアップし

ました。国に対して一日も早く調査などの手続

が進むよう、先日も霞が関まで出向いて働きか

けを行ってきましたが、そのような働きかけを

さらに進めるとともに、県が行う説明会などの

手続についてもスピード感を持って進めていき

たいと考えています。 

 こうした中、先週、県議会議長と共に、県選
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出国会議員や関係省庁に対し早期整備を強く訴

えてきました。引き続き、各方面に対して働き

かけをしていきたいと考えています。 

 加えて、今年度は県が主体となり、沿線自治

体と連携してシンポジウムを開催するなど、機

運醸成にもより一層取り組んでいきます。 

 今後も県議会をはじめ、関係の皆様方の力添

えをいただきながら、本県の未来創造の基盤と

なる中九州横断道路の早期整備に向けて全力で

取り組んでいきます。 

元吉議長 森誠一君。 

森議員 中九州横断道路の整備促進について、

実は熊本県では知事を筆頭に、執行部と議会が

一体となって、東京で中九州横断道路建設促進

大会を毎年実施されています。それに比べると、

実は大分の熱量が低いように感じられるのが残

念でなりません。早期整備に向けて、そして機

運醸成に向けて、ぜひ執行部や関係団体、そし

て議会が一体となった取組として、熊本県のよ

うな促進大会を開催してはどうかと考えていま

すが、土木建築部長の見解を伺います。 

元吉議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 早期整備に向けて機運の

醸成は重要であると考えており、県内では令和

３年度から毎年、沿線自治体である竹田市、豊

後大野市、大分市とリレー形式で順番にシンポ

ジウムを開催してきました。 

 さきほどの知事の答弁にもありましたが、今

年度は県が主体となり、これまでの取りまとめ

となるシンポジウムを開催し、沿線自治体と共

に早期整備に向けたメッセージを発信していく

予定です。 

 来年度以降どのような取組が効果的か、議員

御提案の促進大会の開催も含め、幅広く検討し

ていきたいと考えています。 

元吉議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございます。促進大会の実

現に向けて、九州３県議連の仲間もいるので、

私どももしっかり頑張るので、ぜひとも実現に

向けて御協力をお願いしたい。また先頭に立っ

てやっていただければと思っています。 

 それでは、半導体関連として産業人材の育成

について伺います。 

 まず、半導体関連人材の確保・育成について

です。 

 佐藤知事も御出席された今月４日開催の九州

地域戦略会議では、九州・山口・沖縄の半導体

産業振興に向けたグランドデザインがまとめら

れ、サイエンスパークを域内に複数整備し、相

互連携を図ることが示されたと聞いています。 

 また、ＴＳＭＣの進出効果を域内で最大化さ

せるため、各県や企業の連携が必要であり、そ

の具体的な取組について話し合うため、九州経

済産業局や大学、業界団体を交えた情報連絡会

を設置することも決定されたと聞いています。

こうした状況を好機と捉え、本県においても半

導体関連人材の育成、特に若手人材の育成につ

いて重点課題として取り組んでいくべきと考え

ます。 

 半導体は、電気電子工学や情報通信、化学、

材料など、複数の領域にまたがった幅広い学問

・技術分野であることから、一筋縄ではいかな

い難しさもあります。そのため、若手人材の確

保・育成とあわせて重要になってくるのは、働

く技術者の常なるリスキリングであると考えま

す。 

 いずれにしても、ＴＳＭＣの進出というまた

とない機会を逃さず、本県に最大限の波及効果

を生み出すため、また、本県が今後も引き続き

国内でも有数のものづくり県であり続けるため

にも、早急に半導体関連人材の確保・育成に取

り組んでいくべきと考えます。 

 そこで、本県基幹産業の一つである半導体振

興に不可欠な半導体関連人材の確保・育成にど

のように取り組んでいくのか、商工観光労働部

長に伺います。 

 続けて、県立高等学校における産業人材の育

成について伺います。 

 私は１０年前、議員の役割をいただいた当時

から、高等学校の産業教育の中で、特に土木人

材の育成について重ねて議論しています。その

背景には自治体、測量設計コンサルタントや建

設業における深刻な技術者不足がいまだに解決

できていない問題があります。土木技術者は、
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例えば、現在頻発・激甚化している災害からの

復旧において設計書作成や現場管理など事業の

マネジメントに欠かせない人材であり、県民の

安心・安全につながる大切な役割を担っていま

す。 

 執行部におかれては、私ども議会からの要望

や業界の実情を理解していただき、４年前には

国東高校に環境土木科を新設、また本年度から

大分工業の土木科の定員を８０人に増、さらに

念願であった三重総合高校生物環境科に環境土

木コースを新設するなど大きな決断をしてくだ

さいました。三重総合高校には地元企業から測

量機器が寄贈されるなど、市や業界関係者も大

変喜んでいます。本当にありがとうございます。 

 こうした中、今後は土木技術者だけでなく、

さきほどの半導体人材をはじめ、高等学校にお

ける産業人材の育成がますます重要になってく

ると思います。 

 そこで、県立高等学校における産業人材の育

成にどのように取り組んでいくのか教育長に伺

います。 

元吉議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 半導体関連人材の確保

・育成についてお答えします。 

 県では、ＬＳＩクラスター形成推進会議を中

心に、産学官連携による半導体関連の人材の確

保・育成を積極的に推進しています。大学や高

専、工業高校をはじめとした若い人材の育成で

は、１０社を超える半導体関連企業の現役技術

者に大分大学などの関連講座で教鞭を執ってい

ただいています。学生の満足度も高く、進路に

も好影響を与えていると学校側から聞いていま

す。今後、対象学校の拡大や小中学生を対象と

した実験講座の実施なども行っていきたいと考

えています。 

 また、即効性の高い学び直しでは、企業の新

任技術者や中堅者など、レベルに応じた研修機

会を提供しています。また、研究開発を通じた

技術力向上を図るべく、企業と大学との共同研

究などに対して助成金を交付しています。県の

産業科学技術センターも高度な技術人材を育成

するため、パワー半導体の評価解析などのリス

キリングを昨年度開始し、本年度は講座の拡充

や内容の高度化を図っています。 

 こうした県独自の取組に加え、九州半導体人

材育成等コンソーシアムやグランドデザイン実

行に向けたオール九州の取組と連携しながら、

引き続き産学官で半導体関連人材の確保・育成

に取り組んでいきます。 

元吉議長 山田教育長。 

山田教育長 私からは、県立高等学校における

産業人材の育成についてお答えします。 

 本県の発展を支える産業人材の育成は大変重

要であり、それを担う高校の産業系学科では、

絶えず産業ニーズにマッチした学びを充実させ

るとともに、定員確保を図っていくことが大事

です。 

 そこでまず、学びの充実については、昨年度

情報科学高校と津久見高校において、プログラ

ミングなどＩＴ人材の育成に不可欠な授業を取

り入れた学科に改編しました。また、大分工業

高校でも半導体人材の育成に向け、電子科の定

員を増やしました。 

 加えて、地元企業と連携したインターンシッ

プや技術者等による講義を実施するなど、より

実践に即した知識や能力が身に付くようカリキ

ュラムの工夫に努めています。 

 次に、定員の確保については、現在、各高校

において選ばれる学校づくりに向けた中学生対

象の体験入学や小中学校への出前授業などを行

うとともに、中高連絡会等で教育内容に関する

情報共有を図っています。 

 今後も引き続き、関係部局や地元企業との連

携を一層強化し、高校生の県内企業に対する理

解を深めながら、産業人材の育成に取り組んで

いきます。 

元吉議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。 

 半導体関連人材の確保・育成も本当に急がな

ければならないんですが、そこで、その技術を

持った方が活躍できる場所がやはり県内にある

ことが重要だと思います。そういった規模拡大

や新規参入企業へのインセンティブとなり得る

政策、これについてしっかりと進めていかなけ
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ればならないと考えているので、その点をどう

ぞよろしくお願いします。ぜひ具体的な議論を

していただきたいと思います。 

 また、高校教育において、これから産業教育

は特に重要になってくると考えます。社会で即

活躍できる技術者として、また、専門性を高め

るために進学される方もいますが、早い段階か

ら明確な目標を持って学べる仕組みづくりをし

ていくのも大切だと考えます。 

 国東高校の例ですが、５年前に新設された環

境土木科は、今年３月に２期生が卒業しました。

１期生、２期生のこの２年間の進路を伺ったと

ころ、国土交通省に３人、農林水産省に１人、

県庁の総合土木職に３人など、技術職員として

公務員で活躍されているほか、大分大学理工学

部へ進学された方、県内の土木建築、測量コン

サルタントなどの企業に採用されて活躍されて

いる方など、その技術を生かしておられる方が

たくさん輩出されたことは本当に感慨深いし、

ありがたい限りだと思っています。 

 そこで、地元の三重総合高校の話でいつも申

し訳ないんですが、再質問です。 

 三重総合高校の環境土木コースを設置いただ

いたんですが、これを土木学科として独立させ、

地域を担う人材育成をさらに進めていただきた

いと考えています。これについて御答弁いただ

きたいのと、また、これまでも総合選択制の制

度に基づいて普通科やメディア科学科の生徒が

測量科目を履修することができていましたが、

これまでどおり興味ある科目を履修できるのか、

教育長の見解を伺います。 

元吉議長 山田教育長。 

山田教育長 ２点お答えします。 

 昨今の建設業界の人材不足に対応するために、

土木科の拡充は大変重要であると認識していま

す。 

 御質問の三重総合高校については、今年度農

業系の生物環境科に環境土木コースを設置した

ということで、これは農業の生産環境の保全、

あるいは自然災害に対する防災や復旧のスキル

を身に付けてもらうことを狙いとしています。 

 この環境土木コースは、この春の入学生が２

年進級時、すなわち来年度から各コースに分か

れて専門的な授業がスタートするということで、

これからスタートするということなので、まず

は来年度から始まる環境土木コースにおける学

習の状況、あるいは当該コースを希望する希望

者の状況等を注視していきたいと考えています。 

 ２点目の総合選択制については、今後も従来

と同様に、総合選択制の仕組みを生かして、普

通科やメディア科学科の生徒も希望に応じて３

年時に測量の授業を選択できるようにしていき

ます。 

元吉議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。 

 生活環境科に環境土木コースができるという

ことを決断いただいたお陰で、昨年６月に中学

３年生に進路のアンケートを取ったところ、実

は三重総合高校の生物環境科は２０人しか希望

がなかった。ところが、学校関係者が豊肥地域

の中学校を中心に環境土木コースの魅力を伝え

ていただいたお陰で、それから１９人希望者が

増え、定員４０に対して３９ということで、定

員をあと１人で満たすところまで上がってきた。

これはやはりそういった学科の魅力なのではな

いかとも考えているので、ぜひ今後そういった

分析もされて、地域の学校を、個性も生かせる、

個性が光るような学校に育てていただきたいと

思っています。 

 続いて、観光振興について伺います。 

 まずは観光関連産業の活性化についてです。 

 ４月から開催されている福岡・大分デスティ

ネーションキャンペーンは今月末で終了となり

ます。この３か月間、県内でも様々な企画が展

開されました。また、開催までに地域の観光素

材の磨き上げのため、観光に関わる皆さんが一

体となった取組が行われたことは、今後の本県

観光にとって非常に価値の高いことであると考

えています。 

 我々県議会は、３月末に議員提案でおんせん

県おおいたアドベンチャーツーリズム条例を制

定しました。条例とアウトドアガイド認証制度

を活用しながら、本県の自然やアクティビティ

ーなどの魅力を関係者と共に発信し、そして、
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その価値をさらに高めていくための政策提言を

今後もしっかりと行っていきたいと考えていま

す。 

 さて、県の観光統計調査の速報値を見てみる

と、本年１月から３月期の宿泊者数は４０万人

から４９万人と、いずれの月もコロナ禍前を上

回っています。そのうち外国人宿泊客は約１０

万人で、こちらもコロナ禍前を上回っています。

特に別府や湯布院などには多くのお客様が訪れ

ており、オーバーツーリズムの様相すら呈して

います。こうした中、大手資本による宿泊施設

の新規参入の表明が相次いでいるほか、地場の

ホテルにおいても客室数を増加させるなどの動

きがあります。 

 一方で、関連産業が直面している課題も浮き

彫りになってきています。例えば、私は２年前

に県内の温泉街の方から、客室内のタオルやシ

ーツなどのクリーニングを専門的に担っている

リネン業者が撤退するので大変困っているとい

う相談をいただきました。輸送ルートの問題も

ありますが、大型ホテルの進出等で対応できな

くなったなど様々な要因があるようです。 

 また、さきほど言ったように、大手の宿泊施

設が相次いで参入する中、リネン業者の対応力

にも限界が来ており、そのことが引き金となっ

て、予定どおりの時期に宿泊施設が開業できな

い可能性があるとの話も伺っています。さらに

心配されるのが、大手や都市部の宿泊業に供給

が集中し、周辺部の宿泊業者に影響があるので

はないかと心配の声も上がっています。 

 県では、現在、ツーリズム戦略の改定作業を

進めていると伺っています。新戦略には、誘客

に向けた取組に加え、こうした観光関連産業が

抱える課題を解決し、さらに活性化させるため

の具体的な施策についても明記いただきたいと

考えます。 

 こうしたことを踏まえ、観光関連産業の活性

化にどのように取り組んでいくのか、観光局長

に伺います。 

元吉議長 渡辺観光局長。 

渡辺観光局長 観光関連産業は、宿泊業、観光

施設、飲食業はもとより、それらを支える農林

水産業やリネン業、清掃業など、幅広い分野を

包含した裾野の広い産業であり、その活性化は

県経済にとっても不可欠です。 

 県では、観光産業の基盤強化のため、自動生

産システム導入等による業務効率化や、デジタ

ルマーケティングを活用した収益力向上など、

足腰の強い産業へと成長させるべく、事業者の

取組を支援しています。 

 また、人手不足解消に向けては、Ｗｅｂマガ

ジンや就職情報サイトを通じて観光関連産業の

魅力発信に取り組んでいることに加え、インタ

ーンシップの積極的な活用を促すセミナーや専

門学校との意見交換会を開催するなど、人材確

保の後押しに努めています。 

 議員御指摘のリネン業をはじめ、観光関連産

業が抱える様々な課題に臨機に対応していくこ

とは非常に重要だと認識しており、現在進めて

いるツーリズム戦略改定の中で、振興局単位の

意見交換会を行うことなどにより、地域の課題

を的確に把握し、一つ一つ丁寧に対応していき

たいと考えています。 

 地域の観光課題を克服しながら、観光客と地

域住民、双方の満足度を向上させるとともに、

観光関連業者がしっかりと収益を上げられる環

境整備を支援することで、持続可能な観光地域

づくりに取り組んでいきます。 

元吉議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。本日の新聞

にも５月の宿泊者の速報値が載っていました。

４０万人超えということでした。こうしたイン

バウンドも入っていますが、大分県に宿泊され

ている方の数字は上昇しています。このままで

はそのニーズに対応できなくなる現実も迫って

きていると思います。 

 また、観光関連産業では人手不足が深刻です。

そして、関連産業において、現段階では観光産

業の位置付けではない、例えばリネン業などの

業界は、規模拡大等において該当の補助事業が

ないとか、資金調達に大変苦労されているとも

聞いています。業界の現在の状況をしっかりと

見極め、観光関連産業に勢いが付くような政策

実現に向けて知恵を絞っていただきたいと思っ
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ています。私どももしっかりと現状を把握し取

り組んでいきます。 

 続いて、ツーリズムおおいたについて伺いま

す。 

 私がこの本会議場でツーリズムおおいたに関

する質問をするのは、２０１６年以来２回目と

なります。１回目は、ツーリズムおおいたの別

府市から大分市への移転について議論しました。

大分県のＤＭＯ（観光地域づくり法人）として

の機能を十分発揮するとともに、県庁の担当部

局や県内市町村との連携をしっかり図っていっ

てほしいとの思いを込めて質問したのを思い返

します。ツーリズムおおいたの事務所は、翌年

２０１７年６月３０日にＯＡＳＩＳひろば２１

に移転し、現在に至っています。あれから８年

が経過しました。 

 これまで、私はこの件について決算委員会な

どでは取り上げてきましたが、今回、再びツー

リズムおおいたについて、あえて一般質問で取

り上げた理由は大きく二つあります。 

 一つ目は、県民の皆さんにとっても非常に残

念なことですが、組織内において５年間で約６

千万円の使途不明金が発生した不正な経理が行

われたことに関して、いまだ十分な原因究明や

説明がなされていないと感じているためです。

不正経理が発覚し被疑者が逮捕され、既に３年

が経過しようとしています。そうした中、組織

の見直しなしに県がいまだ多くの業務を委託し

ているということが、私の感覚としては理解に

苦しむと言わざるを得ません。 

 二つ目は、ツーリズムおおいたの組織刷新が

必要であると考えるからです。２００５年の設

立から２０年が経過しようとしていますが、設

立当初、自治体の関係者が役職員とならず、県

庁所在地ではなく県観光の中心である別府市に

事務所を置く都道府県観光協会は唯一であると

注目を集めていました。しかしながら、この２

０年間で組織形態も大きく変化し、現在では、

県庁の現職員も管理職を含め毎年３人が出向し

ています。前述したＤＭＯとしての機能など様

々な対応が求められている中で、私は今こそ設

立当初の初心を思い出し、観光のプロ集団とし

てもっと力を発揮できる組織に刷新するべきだ

と考えます。 

 長期総合計画の見直しの時期でもあり、ツー

リズム戦略の改定も控えていることから、今こ

そ本県観光の将来のためにツーリズムおおいた

について真っ正面から議論するべきだと考えま

す。 

 そこで、不正経理の原因究明や現行の組織の

課題分析を踏まえ、ツーリズムおおいたの機能

強化に今後どのように取り組んでいくのか、観

光局長に伺います。 

元吉議長 渡辺観光局長。 

渡辺観光局長 不正経理の原因究明については、

現在も係争中であることから、その状況を注視

していく必要があると考えていますが、ツーリ

ズムおおいたにおいては、問題発覚後、外部調

査委員会の提言を踏まえ、再発防止策を直ちに

実施しました。具体的には、支払手続を厳格化

したほか、顧問税理士と公認会計士が重層的か

つ定期的に経理事務の状況を確認する体制を構

築しました。県としても毎月取組状況を確認し

ています。 

 また機能強化に向けては、昨年６月に、市町

村をはじめ、全ての会員の意見を踏まえたツー

リズムおおいた発展のための取組を策定し、職

員の人材育成やマーケティング機能の強化など、

専門性向上に取り組んでいます。 

 一方、現在、プロパー職員は１人のみで、行

政や企業からの派遣職員も２年から３年で入れ

替わっている状況であり、観光のプロフェッシ

ョナル集団として、専門性や継続性を高めてい

くことが必要であると認識しています。その強

化に向けては、人材や財源の確保といった課題

もありますが、他県の状況等も参考に、あるべ

き姿を引き続き議論していく必要があります。 

 新たなツーリズム戦略の策定過程で、ツーリ

ズムおおいたに対する観光事業者や県民からの

幅広い御意見も伺いながら、大分県観光の真の

牽引役となるよう機能強化に取り組んでいきま

す。 

元吉議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。不正経理の
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問題については、県民皆様が口に出さないまで

も皆さん感じていると考えます。それを商工観

光労働企業委員会などでしっかりと報告する、

経過を説明するなどのことが必要ではないかと

思っています。その点はしっかりと観光局長に

お願いしておきます。 

 さきほども少しありましたが、県の観光局か

ら業務援助として３人の職員を派遣されていま

すが、再質問しますが、この３人の職員のミッ

ションについてはどのように考えられているの

か、また歴代県のＯＢが就任されている専務理

事の役割は組織の構成上非常に重要なポストだ

と考えますが、どのような役割を期待されてい

るのか伺います。 

元吉議長 渡辺観光局長。 

渡辺観光局長 ３人の派遣職員ですが、事業の

大部分を占める県の委託事業の効果的かつ適正

な執行管理や事業実施に努めています。プロパ

ー職員１人、そして民間企業から派遣された３

人の専門性を有した職員も活用しながら、市町

村からの派遣職員と共に効果的な事業の運営に

努めています。 

 特に県からの派遣職員には、県とのパイプ役

を務めながら、ツーリズムおおいた全体の人材

育成を図りつつ、柔軟な発想で企画立案から事

業実施に至るまで責任を持って実行できる組織

になるよう中心的な役割を担ってもらいたいと

考えています。 

 また専務理事についてですが、業務執行理事

として理事会での決定事項を執行する立場であ

り、着実な組織運営に加え、県民や会員からの

期待を受け、改善改革や機能強化、人材育成な

ど、マネジメント全般の責任者ということで非

常に重要な役割を担っていると考えています。

日々変化する世界の観光ニーズを的確に把握し

て対応していく積極的な姿勢も必要だと考えて

います。 

 専務理事は、組織の課題や会員ニーズを最も

把握できる立場にあります。あるべき姿を実現

するため、理事会や総会での議論を活性化する

ことなどにより、ツーリズムおおいた全体を力

強く牽引していただきたいと思っています。 

 専務理事や派遣職員が思う存分力を発揮でき

るよう、観光局としてもしっかりとコミュニケ

ーションを取りながら、責任感を持って大分県

観光を盛り上げていきたいと考えています。 

元吉議長 森誠一君。 

森議員 観光局長から力強い話をいただきまし

た。正に県庁とツーリズムおおいたをつなぐ役

割として、職員についてはしっかりその役割を

担っていただきたいし、そういった意識を持っ

て仕事をしていただきたいと思います。 

 また、ツーリズムおおいたの理事の数も多く

て非常に運営も大変だと拝察しますし、その中

でもやはり専務理事というポストは重要である

ことから、理事会の議論をしっかり活性化させ

る、盛り上げていくことがツーリズムおおいた

全体の活性化につながり、さきほど言った不正

経理も起こらないような組織になると思います

ので、ぜひとも早急にそういった取組について

お願いします。 

 令和５年度観光局からツーリズムおおいたへ

の委託料は３億５，６６４万円で、ツーリズム

おおいたの予算の約８割以上を占めています。

加えて、観光局からの業務援助の職員３人分の

報酬は県費です。県内自治体からも３人の職員

に業務援助として派遣いただき、そのほか観光

関連企業も職員としておられます。県は出資団

体ではありませんが、多くの事業を委託してい

ることで、その執行機関であるツーリズムおお

いたの経営に大きな影響力があります。現在、

ＤＣキャンペーン開催中ですが、ツーリズムお

おいたの姿が見えているでしょうか。ツーリズ

ムおおいたの存在を県民がどれほど認識してい

るでしょうか。佐藤知事には、これからの大分

県のツーリズム振興において要となるツーリズ

ムおおいたの課題について真っ正面から考えて

いただきたいと思います。 

 私は議員としての役割をいただく前から、地

元の観光コンテンツの発掘にツーリズムおおい

たには大変お世話になった人間です。また、そ

のことから多くのツーリズム関係者とも御縁を

いただきました。ですから、なおさら今の状況

を改善すべきだと思い、今回、課題として取り
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上げました。 

 観光局のツーリズム戦略の見直しはもちろん

注目しています。そして、ツーリズムおおいた

においても中期経営計画の見直しの時期となる

と聞いています。ぜひ観光局の計画の二番煎じ

ではなく、独自の経営目標を掲げて大胆に施策

を動かしていただきたいと願っています。ぜひ

本日の議論を発展させていただくよう要望しま

す。 

 それでは最後に、警察行政について伺います。 

 県警察の職場環境についてまず伺います。 

 昨年度、私は文教警察委員会に所属していた

ので、本部長をはじめ県警職員の皆様と委員会

などで様々な議論をしました。改めて警察業務

の重要性や県民のために日々御尽力されている

警察職員の皆様の業務に向かう姿勢と覚悟を認

識する機会となりました。 

 一方で、高い志を持って警察職員となった若

い方々や３０代の中堅職員の離職が増加してい

るという現実もあると聞きました。 

 文教警察委員会においては、１年を通して特

に警察職員の皆様が働きやすく、風通しのよい

職場環境が整えられ、そのことが働く意欲や業

務における生産性向上につながることが大切で

はないかとのテーマを持って議論しました。例

えば、雨ざらしになっている署員の駐輪場の改

善や、分煙施設の整備についても委員会として

お願いしてきたところ、その実現に向け丁寧に

御対応いただきました。 

 しかしながら、取組はまだ道半ばという状況

です。昨年度取組が進んだハード面に加え、特

に今後は、組織風土として風通しのよい職場、

具体的には自らの意見が反映され、生き生きと

働ける職場づくりといったソフト面の取組につ

いて、より一層の推進をお願いします。 

 こうしたことを踏まえ、大分県警本部として、

警察職員にとって風通しがよく、働きがいのあ

る職場環境づくりにどのように取り組んでいく

のか、県警本部長に伺います。 

 続けて、警察官の配置についてです。 

 県民にとって警察官は、その姿があることで

見守ってくれていると安心感をもたらすととも

に、犯罪の抑止にもつながるなど、非常に心強

い存在です。 

 しかしながら、例えば大分市内の交番の状況

について、残念ながら県民の皆様からは、交番

に行っても留守が多い、窓のブラインドが閉ま

ったままでは安心感が得られないし、犯罪抑止

につながらないのではないかといった御意見を

頂戴しています。特に市内は様々な業務を限ら

れた署員で対応していることで御苦労があるか

と思いますが、県民の安心・安全と犯罪抑止の

観点からも工夫が必要ではないかと考えます。 

 この大分市内の状況は一例ですが、私は、県

民が警察官を身近に感じられるよう、より一層

パトロールなどで警察官が県民に接する機会を

増やしていただきたいと思います。そのために

は組織上の工夫も必要であり、簡単なことでは

ないと思いますが、県民の安全を守るためのさ

らなる対応に期待しています。 

 そこで、県民の安全・安心と犯罪抑止の観点

から、交番における体制を含め、県民と接する

機会を増やすために警察官の配置を工夫してい

く考えはないのか、警察本部長の見解を伺いま

す。 

元吉議長 種田警察本部長。 

種田警察本部長 まず、県警察の職場環境につ

いてお答えします。 

 風通しのよい職場環境づくりは、組織運営に

欠かすことのできないものとして、会議での指

示や人事評価等、あらゆる機会を通じて浸透さ

せており、全ての職員がその共通認識を持って

取り組んでいます。 

 例えば、平成３０年度には、職員が業務の見

直しについていつでも提案できる制度を創設し、

警察官の管外居住の緩和など、職員の働きやす

い環境の整備につなげてきました。 

 加えて、その翌年には、各種ハラスメントや

規律違反を防ぐための匿名相談・通報制度を設

け、職員が悩みを抱え込んだりすることのない

職場環境づくりに努めています。 

 また、働く意欲を向上させるため、超過勤務

の削減や休暇の取得促進、男性職員の子育てへ

の積極的な参画なども継続して推進しています。 
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 引き続き、全ての警察職員にとって、風通し

がよく、働きがいのある職場環境を構築し、日

本一安全な大分の実現に向けて取り組んでいき

ます。 

 続いて、警察官の配置についてお答えします。 

 県警察では、限られた人的リソースを有効に

活用するため、治安情勢等の変化に応じて毎年

適正な配置を検討しています。県民の身近でパ

トロールを行う警察官が、県民に安心感をもた

らす重要な役割を担っていることは十分承知し

ており、今後も警察官によるパトロールをしっ

かりと行っていきます。 

 警察官がパトロールなどを通じて県民と接す

る機会を増やすため、適正な人員を警察署や交

番に配置し、パトロールなどの時間を確保でき

るよう工夫していきます。 

 また、警察署や交番以外にも、自動車警ら隊

や交通機動隊、高速道路交通警察隊がパトカー

や白バイによるパトロールなども通じ、県民の

皆様に接する活動を行っています。 

 このように警察官の活動がより一層県民の皆

様に安心感を与えることができるよう、警察官

の適正な配置や業務の合理化など、効果的な運

用について継続して工夫していきます。 

元吉議長 森誠一君。 

森議員 ありがとうございました。 

 最近、テレビで鹿児島県警について連日様々

な報道がなされているので、ちょっと触れずに

はいられないということで本部長に伺います。 

 こういった報道を踏まえ、県警本部長として

大分県警の組織運営をどのように取り組んでい

くのか、意気込みや決意があれば伺います。 

元吉議長 種田警察本部長。 

種田警察本部長 警察運営についてお答えしま

す。 

 鹿児島県警の報道については、私も報道ベー

スというか、詳しいことは余り存じていないの

で、ふだん私が警察の組織運営について思って

いることについてお答えします。 

 私も大分に来て１年８か月が経ちました。こ

の間、現場で活躍する警察官、それから警察職

員を県警の最高責任者の立場で見てきました。 

 現場の業務は精神的、また身体的に非常に厳

しい業務をやっていますし、また判断が難しか

ったり対応に悩んだりするケースもあります。

そんな警察官、警察職員の支えとなっているの

は職場の上司であったり、同僚であったり、部

下であったり、そんな仲間たちです。さきほど

議員からも御質問にあった風通しのよい職場、

こういう職場をつくって、警察官、警察職員が

率直に自分の意見、考えを述べて、互いに連携

して協力し合う、そういった職場づくりを心が

けたいと考えています。 

 一方で災害対応だとか、それから凶悪な事件

が起きた場合、警察官はみんな一枚岩となって

頑張っていく必要があります。県民の安全・安

心を守るために県警みんなが力を合わせなけれ

ばならないときがあります。平時は風通しがよ

くて率直に物が言える職場であって、いざとい

うときには一枚岩で頑張り続けられる職場、こ

ういった職場を私は目指していきたいと考えて

います。 

元吉議長 森誠一君。 

森議員 本部長ありがとうございました。御自

身の言葉で語ってくださったこと、県民の安心、

また警察職員のやる気にもつながっていくこと

かと思います。ありがとうございます。 

 警察職員が生き生きと働き、そのことが県民

に見えることで安心・安全を得られ、なおかつ

犯罪抑止につながることを私はこれからも期待

しています。 

 最後に、冒頭に１０年の計として言った２千

年以上前に管子を編さんした管仲の言葉ですが、

前後のフレーズを含めて改めて御紹介します。 

 １年の計は穀物を樹うるにあり、１０年の計

は木を樹うるにあり、１００年の計は人を樹う

るにあり。私は今回の一般質問で、人口減少対

策や社会資本整備、組織の在り方などについて

議論しました。そして、特に１００年の計とし

て、教育など人材育成が重要であることを主要

なテーマとしています。 

 １年、１０年、そして、その先の未来を見据

えた計画策定において、今議会は大変重要だと

思います。県民の夢や願いや課題解決につなが
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る政策実現に向けて、今後も全力で取り組んで

いきたいと思います。これからも皆様の御指導

をお願いして私の一般質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手） 

元吉議長 以上で森誠一君の質問及び答弁は終

わりました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時５５分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

井上副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問及び質疑を続けます。末宗秀雄君。 

  〔末宗議員登壇〕（拍手） 

末宗議員 皆さんこんにちは。目が悪いから何

人か分かりませんが、傍聴していただき、私に

とっては大観衆が迎えてくれているような気持

ちで緊張しています。しっかりと頑張りますの

で、皆さん、傍聴席からも拍手をよろしくお願

いします。 

 それでは、質問に入りますが、佐藤知事が就

任して１年３か月目ですかね。私にとって何か

印象が薄いというか、さきほど玉田議員が６７

％の支持とか、６７点とか言っていましたが、

可もなく不可もなしで、余り感想が浮かばない。 

 今日３時から国政は３年ぶりの党首討論、そ

の結果で不信任案を出すということなんですが、

そしてまた、明日は東京都知事選の告示という

ことです。東京都知事選で一つだけ言いたいの

は、情けないのが学歴詐称の問題。あれは選挙

管理委員会がきちっと、そういうつまらんこと

を議論せんで、ぴしゃっと学歴の基準を提出さ

せれば議論も何もしなくて済むことを、良心が

痛むようなことを小池知事にもさせる非常に残

酷な話だと私は思っています。 

 そして、党首討論がいよいよ３時から、不信

任だというんだが、今の政権の在り方──。 

 政権というのはガラガラポンで、とにかく一

度白紙に戻して──ただ、一つだけ言いたいの

は日本の国土の防衛、あれだけは、日本の国は

守ってもらわないといけないから。例えば、今、

ウクライナで、評論家の小泉悠さんという方が

しょっちゅう出ています。民主党政権時代に森

本さんが防衛大臣で、戦後一番いい防衛大臣。

民主党のときに一番いい防衛大臣ができている

んだから、今度、小泉悠さんあたりを防衛大臣

にしてくれれば、日本の防衛は結構確かかなと

いう感じがしています。 

 そういうところで、早速質問に入ります。 

 それでは、全県一区の入試制度について伺い

ます。 

 今、我が国の大きな課題である人口減少の大

きな要因は、少子化はもとより、せっかく生ま

れた子どもたちが生まれた地域から都会へ流れ、

そして、戻ってこないことです。私は、地方創

生の実現には、若者が地域で暮らし、地域で学

ぶことが必要であると繰り返し言ってきました。

何度もこの全県一区のことを私は質問したよう

な記憶があるんだが、間違っていなければいい

が。 

 こうした中で本県の教育制度を見てみると、

高校入試制度については、普通科高校の全県一

区制度が採用されて久しくなるんだが、私はこ

の制度は若者の地域への定着に逆行するもので

あり、廃止すべきであると考えています。 

 一方で、昨年の第３回定例会における私の質

問に対しては、中学２、３年生や高校生とその

保護者にアンケートを取った結果、行きたい学

校に行ける制度の方がよいという回答が大多数

であったため、見直しには慎重であるという答

弁がありました。 

 さきほど昼に全県一区頑張れとか議員の方に

言われたが、全県一区に賛成している議員は全

く見ないんだが、アンケートを取るとそうなん

だよ。 

 このような特定の方々に対する答えを誘導さ

せるようなアンケートの結果だけを基に、全県

一区制度の維持という重要な政策判断を行うべ

きではないと考えています。全県一区制度によ

って、大分市内の高校への生徒の集中だけでな

く、それに伴い優秀な先生も特定の高校へ集中

し、地域の学校は以前に比べ難関大への進学が

少なくなるなど、ますます活気が失われていま

す。 

 知事は、地域の高校に関する施策として遠隔
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授業の推進に力を入れられています。この取組

もよいとは思いますが、地域にいながら高レベ

ルの授業が受けられる環境が整うのであれば、

あえて全県一区制度にこだわる必要はなく、地

域の高校への進学を促すようにすべきと考えま

す。地元の高校で学力向上のために生徒が切磋

琢磨し、優秀な先生がそれを支えるような状況

を各地でつくり出していくべきであると考えま

す。 

 こうしたことを踏まえ、全県一区入試制度に

対する知事の考えを改めて伺います。 

 あとは対面席より質問します。 

  〔末宗議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

井上副議長 ただいまの末宗秀雄君の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 末宗秀雄議員の全県一区入試制度に

ついての御質問にお答えします。 

 国の規制緩和の流れの中で、平成１４年の地

方教育行政法の改正により通学区域の設定に関

する規定が削除されたことを受けて、現在２７

都府県が全県一区制度を導入しています。本県

においても、学校選択の自由を保障する観点か

ら、平成２０年度入試から導入しています。 

 繰り返しにはなりますが、令和４年に実施し

た中学２、３年生と保護者全員を対象とするア

ンケート調査では、中学生の７６％、保護者の

８６％が居住地に関係なく県内の様々な高校を

選べる方法がよいと回答しました。進路選択の

当事者である中学生や保護者の多くは全県一区

制度を肯定的に捉えているものと、この調査に

よると考えられます。 

 通学区域を考える上では、全県一区導入前と

後の高校への進学状況の変化の分析も大変重要

です。導入前の平成１９年と導入後の令和６年

を比べると、大分市外から大分市内の普通科等

への進学率が３．６％から５．５％に増えてい

ます。私立高校も１８．９％から２２．５％に

増えています。さらに県外への進学率も１．０

％から４．６％に増加しており、地域の普通科

が選ばれるには、やはり地域等と連携した魅力

ある学校づくりの推進が大変重要です。 

 例えば、玖珠美山高校では、早くから地域と

の協働を進めた結果、今年度、開校以来初めて

普通科の定員が充足しています。これまでの地

道な取組や地域の支援が成果につながっている

と考えます。こうした地域との連携は、他校に

も拡大していかなければならないと思います。 

 加えて、県教育委員会では、全ての高校で学

びの質が担保されるように授業改善を推進し、

その核となる指導教諭を全校に配置するなど、

全県的な視野に立って教員配置を行っています。 

 今年３月に策定した未来創生ビジョンでは、

県内どの地域でも質の高い教育を提供できる環

境整備を進めることとしており、来年度は県内

の普通科高校への数学や英語の習熟度別授業等

の遠隔配信を開始します。これは、地域の生徒

が地元の学校を選択する後押しになると考えま

す。 

 全県一区制度については、ビジョンに基づき

地域を越えた高校進学の状況や学校の特色づく

りの状況、生徒や保護者の声などを踏まえて、

県教育委員会において検証することとしており、

その結果を待ちたいと考えます。 

井上副議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 同じ答弁に近いような答弁で、なか

なか困っているんだが、こっちも同じことを聞

くのは面倒しいから聞きますが、佐藤知事が就

任する前に広瀬知事がこれを導入したんだが、

最後の２年間ぐらいは、地方の定員割れと進学

率の悪さとかを非常に広瀬知事は気にしていた。

だけど、自分の政策を変更すると間違いになる

から、なかなか変えられないものだなと僕は忖

度していた。そういう経緯を踏まえながら、そ

して、今年３月に自民党の県連会長である阿部

英仁議員が全県一区を見直すべきだと代表質問

で言ったんだが、知事は自民党なんかあっても

ないでもいいという内心の本音が出て相手にも

しなかった。そういう経緯があるんだが、まず

一番に聞きたいのは、本当に全県一区の成果が

具体的に、例えば大分県から東大に５０人通っ

たとか、何人通ったと。全県から集めるんだか

ら当然ものすごく優秀な高校ができるはず。そ

れが例えば、大分上野丘高校から今何人通って
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いるか知らんが、東大に通りよったものが倍か

ら３倍になったとか、そういう本当の成果が出

ているのか、ちょっとそこ辺りの成果を教えて

いただきたい。 

井上副議長 山田教育長。 

山田教育長 全県一区入試制度の成果について

お答えします。 

 今言われた卒業生に対する難関大学の進学率

ですが、全県一区導入前に入学した生徒が卒業

した平成２０年から２２年、単年度だと誤差が

出るので、３年間の平均を見てみると、導入前

が２．８％であったものが、直近、令和４年度

から令和６年度までの３か年の平均が３．９％

に上昇しています。 

 それから、進学成績で特化して言うと、国公

立大学の現役合格率を調査していますが、これ

が導入前は１９．８％であったものが直近の３

年間は２５．０％ということで、これも上昇し

ています。 

 では、地域の高校がどうなっているかという

ことで、地域の普通科高校１５校についての国

公立大学の現役合格率も調べてみました。大分

上野丘高等学校とか大分舞鶴高等学校で伸ばし

ているのではないかという御指摘もあろうかと

思いますので、地域で見ると、導入前が２５．

５％からこの３年間は２７．３％ということで、

これもさきほど知事から言ったように、全県的

な学力向上に向けた教員の取組により、地域の

高校においても国公立の現役合格率が伸びてい

るという数字が出ています。 

井上副議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 なかなか山田教育長は上手に答えて

るね。 

 さきほど２．８から３．９、１９．８から２

５というパーセンテージが出たんだが、要する

に私たちの頃は高校生が２万数千人いた。今、

１万人は当然いない。大分県で６千人から７千

人ぐらい。そして、大学の定員がどのくらいに

なっているか分からない。あの頃は、東大から

京大は世界で有数の大学だった。今、世界から

見たら滑り止めになっている。それで学力が向

上という。定員から何からそういうのを総合し

て山田教育長が説明してくれたら、私も非常に

納得するんだが、大学のレベル自体が日本で落

ちている中でそういう論議をしても、余り中身

がないというか、そういう気持ちが私は生じて

しようがないんだが、そこ辺りはなかなか数字

の出し方が上手で感心はするんだが、本質は分

からんよ。 

 次に、ちょっともう一個聞きたいんだが、要

するに知事が玖珠美山高校は定員割れを防いだ

と。地方の学校でたった一つ例を挙げたから１

校しかなく、あとはみんな定員割れなんだろう

が、ほとんどが定員割れを起こしている現実。

学校の再編を２０年ぐらい前にやったときに、

教育の懇話会とかなんとかいって、６学級から

８学級で再編しようという教育委員会の方針。

今、地方で６学級から８学級あるところは全く

ない。県の方針、それは間違ったものだから、

誰も何も口を閉ざしたまま。今、地方で８学級

ある学校はどこがあるかなと思う。あれで再編

計画を練ってやったわけよ。佐藤知事はもちろ

んまだ通商産業省の時代ですよ。そういうのを

踏まえて、とにかく地方に定員割れを起こして

学力が低下したら、例えば、地方に大きな工場

が来たら、工場の幹部の人たちは自分の子ども

をどうにかいい学校にやりたいという気持ちに

なる。そのときに、その地方に適当である高校

がないというのは自明の理なのよ。そういうも

のを全て捨てて、大分に一極集中。それなら佐

藤知事が言う遠隔授業も、極端に言ったら、そ

ういうのは大分県の学校の先生ではなくて中央

のカリスマの講師。僕たちの頃は塾も何もない

んだから、田舎にいて、塾に行くまで１時間か

かるような時代だった。塾も何も行かんでも、

どうにかこうにか大学にも行ったんだが、もう

少し努力したらよかったと自分で反省はしてい

るが、それでも大学には行けた。そういう地方

は、要するにピンからキリまで生徒が混在しな

がら地方の高校というのは成り立っていたんで

す。 

 そして、例えば授業でも、学校の先生には聞

かなくてもいい。生徒の中で優秀な者が４、５

人いたら、おい、この問題はどうやったら解け
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るのかとか、同級生仲間でどんどん進んでいき

よった。そういうものは今、一番上がいないと

そういう授業にはならない。学校の先生より優

秀な生徒がなんぼでもいたからね、あの当時は。

そういうふうに同じ遠隔授業をやるなら、カリ

スマ講師を雇ったら学校の授業よりずっと成果

が上がるのではないか。根本的な制度の問題も

あるんだが、世の中はしがらみがあって、文部

科学省があって、日教組があって、いろんなこ

とをとやかく言うんだが、知事が１年半経って、

非常に今やりやすい時期にあるから、思い切っ

て知事の思いを教育の場で実現していただきた

いというのが私の気持ちなんだが。なかなか知

事はちょっとした勇気がないもんだから、そこ

ら辺りを躊躇するんだが、蛮勇はいらないから

ちょっとした勇気を出して、本当に教育という

すばらしい大変な課題を前に進めていただきた

いという気持ちです。 

 知事、前向きな答弁をひとつよろしくお願い

します。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 今、末宗議員からしっかりと教育に

取り組むようにという話ですが、教育はやはり

これから日本にとっても大分県にとっても全て

の発展のための基本になるので、全力を挙げて

取り組みます。 

 そのような中で、制度の改正についても、全

県一区はさきほど答弁したとおり検証をしっか

りして議会にも御報告したいと思いますし、ま

た、遠隔教育自身もいろんな制度の改正もあわ

せてしていかないといけませんし、機器の整備

だとか、それから、配信センターを設けて、そ

こから配信していくということで、かなり大き

な変更になります。本年度はそのための予算も

当初予算で認めていただいているので、来年度

から進めていく予定ですので、そういう意味で、

全県一区になり、いい点もあったと思いますし、

また、さきほど末宗議員から御指摘があったと

おり、地域にとって大変大事な存在である高校、

これは単に学力だけではなくて、地域の様々な

活動の拠点にもなり、ある意味で地域の宝でも

ありますから、地域との関係において地域の高

校がこれから大きく発展していけるような観点

も含めていろんな取組をしていきますので、何

とぞよろしくお願いします。 

井上副議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 これは知事には聞かず、教育長に聞

くんだが、知事が今検証すると言うから、教育

長、速やかに早急にスピーディーに私の言うこ

とを実現するように検証していただきたい。何

だったら、あと３か月とかいって教育長が結論

を出してくれると、私、質問はここでやめるん

だが、そういうのを含んで教育長のこれに取り

組む覚悟をちょっとお聞きして、この質問は終

了します。 

井上副議長 山田教育長。 

山田教育長 末宗議員が言われたように、この

全県一区入試制度については様々な御意見があ

るということは承知しています。 

 地域の普通科高校の志願倍率とか進学成績、

あるいはさきほどの欠員の話も地域の普通科が

１５校ありそのうち１０校が欠員ということで、

ただ、５校は地域にあっても欠員がなく、ちゃ

んと定員を充足しているということです。 

 やはりそれぞれの高校の一生懸命な取組が成

果を上げている学校もあるということで、逆に

全県一区にすることによって高校が自分のとこ

ろの魅力を磨いていく努力というか、いい意味

の競争心で切磋琢磨するような状況が生まれて

いるということも御理解いただければと思いま

す。 

 検証については、なるべくスピーディーに進

めていきます。 

井上副議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 それでは、次の課題をお聞きします。 

 限界集落対策を質問するわけですが、私は以

前から言っていますが、過疎化は本当に大きな

問題です。本県全体で人口減少が問題になって

いますが、平成の合併で旧町村部となった地域

については、さらに人口の減少が顕著であり、

日々活力がなくなっているように感じています。 

 実際に旧５８市町村単位で平成１２年から令

和２年にかけての人口増減を分析してみると、

人口が増えているのは旧大分市、旧中津市、旧
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挾間町、日出町の四つのみです。また、県全体

の人口減少率は８％である一方、旧町村部では

それを大きく上回る減少率となっており、例え

ば、私の地元の宇佐市では旧宇佐市が１１％の

減少、旧院内町、旧安心院町はそれに対して３

０％台前半ととんでもない高い減少率になって

います。こうした数字にも旧町村部の疲弊した

姿が如実に表れています。 

 また、旧町村部地域では高齢化が進み、集落

がその基本的な機能を発揮することさえ困難な

状況になっており、正に限界集落という言葉が

ふさわしい状況です。本県では小規模集落、最

近では高齢化集落と言っているようですが、私

は限界集落という言葉こそ、地域の危機の本質

を表しているように感じます。 

 本県では様々な分野で大分市一極集中が進ん

でおり、地域が切り捨てられつつあります。そ

れでは、県の存在意義すら問われる状況だと私

は思いますので、やはり県土の均衡ある発展に

しっかりと取り組んでいくべきと考えます。そ

のためにも、旧町村部地域の振興は非常に重要

であると考えますが、どのように取り組んでい

くのか、知事の考えを伺います。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 旧町村部地域の振興についてのお尋

ねですが、県内の旧町村部においては、特に少

子高齢化・人口減少が進んでいます。高齢化集

落を含めた旧町村部地域の振興は喫緊の課題で

あり、次の三つの柱を立てて取組を進めていま

す。 

 一つ目は、安心して暮らせる生活基盤の整備

であり、集落間の連携、交流や防災に必要な生

活交通は地域を支える重要な基盤です。生活道

路の整備をはじめ、コミュニティバスやデマン

ドタクシー等の公共交通の維持、確保にも市町

村と連携してしっかり取り組みます。 

 二つ目は、持続可能なコミュニティづくりで

す。本県では、集落機能の維持向上のため、ネ

ットワーク・コミュニティの取組を進めており、

全集落の約４６％に当たる１，９５４集落まで

拡大しています。それぞれの地域で住民の皆さ

んが主体的に多様な活動に取り組んでいますが、

運営主体の担い手確保が難しくなっています。

今後については、ネットワークの広域化や担い

手の育成等の取組を支援して、ネットワーク・

コミュニティの強化を図っていきます。 

 三つ目は、地域の活力の創生です。農林水産

業の振興、企業誘致による新たな雇用の創出を

図るほか、親との同居や近居のためのリフォー

ム支援等を通じて子育て世代の定住環境の整備

に取り組みます。 

 あわせて、それぞれの地域が特色や強みを発

揮していくことも大切です。例えば、竹田市久

住町の丸山自治会は、先日、ふれあい対話で伺

いましたが、高齢化率が６割以上の小さな集落

ですが独自のにぎわいづくりに取り組んでいま

す。令和４年度に地域活力づくり総合補助金を

活用した田んぼの立ちこぎボートＳＵＰ体験と

いうのを行っており、県内外から年間３００人

以上がこの体験に参加するなど、今や地区の名

物行事になっています。このように、新たな地

域資源を改めて掘り起こして、磨き上げて発信

していくことで、個性あふれる地域振興に取り

組んでいる地域を支援していきます。 

 今後とも、住み慣れた地域に住み続けたいと

いう県民の願いをかなえることを基本に、市町

村ともしっかり連携し、旧町村部地域の振興に

取り組んでいきます。 

井上副議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 知事、いろいろ三つの対策を練りな

がらと言ったが、一つ今気になったのは、竹田

のどこかの集落で過疎化対策を取って、今にぎ

やかになっていると。ちょっと聞くが──知事

は答えんでいいんや、誰かほかが答えればね。

限界集落の数、今、大分県はどのように把握し

て対策を取っているのか。 

 例えば、二つしかない限界集落で、その一つ

に対策をしたら随分効果はあるんだが、百も千

もあったりしたら効果はゼロだからね。そうい

うので、今、大分県が限界集落をどのくらいあ

ると捉えているか、ちょっとお聞きしたい。 

 それと、いろいろ三つの対策で効果というの

は、要するにどんどん大分県の人口が今、１年

に１万人減るような状態。それで過疎化対策は
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取ったと言うが、抑止はされんわけであって一

つもそこで止まらない。そこで止まらないのに

対策は取っているという矛盾。対策を取れば、

その効果が出なければ、俺が責任を取って大分

県をどうにかするからと言うような職員は知事

のところにはいないような気もするし、なかな

か困ったものだとは思うが、例えば限界集落の

地域においては、ほとんどの小学校、中学校が

なくなっているのが現実ではないかなと思って

いるんよ。そして、地域の拠点がなくなれば、

その地域は寂れていくしかない。そういう状況

を踏みとどまらせるような対策には、私は知事

が言う三つの対策ではなかなか実現しないので

はないかと。口では確かに対策を取っていると

言えるかもしれんが、その効果は出ていないの

ではないかと私は思っているので、そこら辺り

を踏まえて、知事ではなくても結構ですから答

弁をお願いします。 

井上副議長 若林企画振興部長。 

若林企画振興部長 まず、議員御指摘の限界集

落、私どもは高齢化集落と呼んでいますが、定

義は同じです。 

 現状ですが、県としては、県内の集落のうち

約４，２００程度の集落が、いわゆる６５歳以

上の方が半分以上いらっしゃると。（「４，２

００」と呼ぶ者あり）４，２００程度です。 

 さきほど御答弁したとおり、これまでのネッ

トワーク・コミュニティの取組の結果、その約

４６％は現状をカバーしたとお答えしたところ

です。 

 ２点目に、これまでの対策の効果、また、人

口減少が続いていることについてです。 

 御指摘のとおり、人口減少の資料をお示しい

ただいたところであり、午前中も知事が答弁し

ましたが人口推計においても、やはり人口減少

が見込まれるということは事実です。 

 これまでも県としては、さきほど答弁した地

域活力とかコミュニティの育成といった観点か

ら積極的にこの取組を進めるとともに、国と市

町村もあわせて、例えば地方創生の交付金とか

をできる限り活用していきながら、力を入れて

この人口減少の抑制に取り組んできたところで

す。残念ながら人口減少そのものは自然減の影

響も大きく、また、東京一極集中の是正といっ

た大きなテーマについても必ずしもその是正が

十分いっているとは言い切れないような事態に

あると考えています。 

 国もこれまでの地方創生の取組効果の検証な

どを含めて、改めて人口ビジョンの作成に向け

て政策を検討するといったことを言っています

が、そういった動向もしっかり捉えながら引き

続き粘り強く地域の活力向上に取り組んでいき

ます。 

井上副議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 大分県で４，２００ね。私がどうし

て限界集落という言葉を使うかといえば、これ

ほど適した言葉はない。しかし、余りにも適し

ているものだから、行政の効果に疑問があるこ

とになって、国から、県からこの言葉を絶滅さ

せようという方針で、今、限界集落という言葉

は余り使わないんだが、とにかく農村部地域が、

大分県だったら旧町村部を中心にして減ってき

ているんだけど。これは例えば、明治が始まっ

たのが１８６８年だから１５６年間、日本は富

国強兵、殖産興業で第二次世界大戦が終わるま

で、その間ずっと産めよ増やせよ対策でやって

きて、とにかく地方から労働者を都市部に持っ

ていって日本の国力を高めようという政策から

始まった明治の政策でそれは、日本が植民地に

ならんためには必要な政策だったと私は思って

いる。だけど、戦争で負けて、戦後が終わって、

地方が非常に苦しい中で、この資本主義という

制度、一番の欠点は都市部に人口を集めて地方

を疲弊させる制度だと私は思っている。だが、

これに気づいても訂正しなかった日本の政府。

１５６年間とさきほど言ったが、これを直すに

はまた３、４０年、５０年と政策がいるわけで

すよ。それを地道にやらないと日本の地方はも

うなくなる。限界集落ではなく、消滅集落にな

ってしまうんだが、そういう意味で、何か県庁

を挙げて、人口減少対策のよいアイデアが出な

かったのかなと。県庁は何か政策県庁とかいっ

て、俺たちは殿様のごと偉いんだというような

言葉は示すんだが、対策はなかなか出てこない。
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僕はそれが不思議なんよ。 

 僕が考えても、例えば、宇佐の安心院とか、

院内とか、耶馬渓とか、今、副議長をやってい

る井上議員の日田の山中部に人が移ってきたら

今、外国まで行って税金の免除を受けるような

時代だから、国税、所得税と地方税、県税と市

町村税があるんだが、そのうちのどれかを、で

きることから免除か何かすれば、すぐ人口は増

えるような気がする。人間の特性で、税金から

免れようとする人間の欲は本当に強いから、す

ぐそういう対策は効果が出るのではないかと。 

 ただ、それをやると国からにらまれる可能性

も十分あるんだが、そこまでもう時代が来てい

るのではないかという思いを私は持っているん

だが、知事でも企画振興部長でもいいから答え

ていただきたい。 

井上副議長 若林企画振興部長。 

若林企画振興部長 議員からの大所高所の視点

からの御指摘であったと感じています。 

 御指摘のとおり、経済のグローバル化等を含

めて、社会経済情勢は大変変化しています。日

本の経済的な位置も含めて大変変化している時

代であろうかと思います。県の施策のみでこれ

までの経済動向の結果を変えていくということ

は、資源の問題とか、制度の問題とか、様々な

限界はあろうかと思いますが、いずれにしても、

大分県の発展、活性化という観点から今検討し

ている長期計画も含めて着実に手を打ち、また

国に対して必要な制度改正等については、毎年

度、継続して取り組んでいきながら大分県の創

生をしっかりとしていきます。 

井上副議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 今、若林企画振興部長が答えたが、

あなたは本当に総務省のエリートやね。だから

本庁に戻ったら、そういうアイデアを活用して

いただきたい。とにかく総務省という組織がど

ういう組織か私は分かりませんが、その中で力

を存分に発揮していただきたいと思います。と

にかく何か本当に実のある対策を、現実に市町

村の辺境の地域の人口が減らないような対策、

口だけではなくて本当に中身があるような対策

を取っていただきたいという思いを述べて質問

を終わります。 

 次に、寄藻川の治水対策について伺います。 

 県では防災・減災対策に力を入れていますが、

毎年、梅雨時期に発生する大雨による被害は減

るどころか増えているような印象さえあります。 

 私は以前から、防災・減災対策の方向性につ

いて、具体的な箇所を挙げて県に提案してきま

したが、近年は気候変動により豪雨災害が頻発

・激甚化する傾向にあります。やはりそうした

状況を踏まえた対策が重要だと考えますので再

度提案します。 

 寄藻川は以前、河川改修していますが、土砂

の堆積も見られ、激しい雨が降ると川の水が増

え、堤防を越えるのではないかと不安に感じま

す。また、下流では海に向かって急に河川が曲

がっていることや、田笛川や豊後高田市内を流

れる桂川の三つの河川が同じ河口に流れ込んで

いるため、上流部で同時に大量の降雨があった

場合には河口付近の冠水の懸念もあります。例

えば、寄藻川の河道を直線化する新たな水路を

造ってはどうかとも考えています。 

 以前、私が同様の質問をした際には当時の土

木建築部長から、寄藻川は洪水に対する流下能

力を備えており、現時点では新たな整備は計画

していないという答弁を受けました。ほかにも

ちょっとくだくだ言っていたんだが、豪雨災害

が頻発・激甚化していることを考慮した再検証

をするなどして、住民の不安解消のために取り

組んでいくことが必要なのではないでしょうか。 

 こうしたことを踏まえ、住民の命を守るため、

寄藻川の治水対策にどのように取り組んでいく

のか、土木建築部長に伺います。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 それでは、寄藻川の治水

対策についてお答えします。 

 県内の河川整備状況を見ると、当面の整備目

標であるおおむね５年から１０年に１回程度の

降雨に対応できる河川延長の割合は４１．７％

と非常に低く、順次改修を進めています。 

 そうした中、２級河川寄藻川は、昭和５４年

の水害を契機に、昭和５８年から平成２１年ま

で四半世紀をかけて改修を実施しました。この
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改修により、５０年に１回程度の降雨に対応で

きる河川となり、洪水に対する安全度は県内の

２級河川の中でも最も高い水準となっています。 

 議員御指摘の近年の豪雨災害への備えについ

ては、堤防点検や土砂の堆積状況を定期的に確

認し、必要に応じて河床掘削等の対策を講じ、

流下能力の確保に努めます。 

井上副議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 県も余り進歩しない同じような答弁

をするんだが、土木建築部長、住民が非常に危

険を感じているような地域なんですよ。そして

災害は忘れた頃にやってくると。土木建築部長

がそんなに自信があるなら、この場で、災害が

起きたときは県が責任を持って人災だと公言し

てくれれば、私はここでこの質問はやめますよ。 

 ちょっとそこ辺りを、とにかく人災だから県

が責任を持つと言ってくれれば、この質問はこ

こで終わりますから。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 確かに議員のおっしゃる

とおり、近年の雨の降り方というのは非常に激

甚化というか、大変な大雨が局地的に降るとい

うところがあります。 

 ただ一方で、さきほど答弁しましたが寄藻川

については、約５０年に１度の確率規模の降雨

に耐えられる河川の整備を既に行っています。

さらに昭和５４年の水害以降、記録に残ってい

る限りでは浸水の実績というのがありません。 

 そういった中で、県内全域を見渡すと、佐伯

とか臼杵、中津、日田、県全域で浸水被害が起

きている河川があります。そういった実績のあ

るところについて、まず整備を優先してやって

いきたいと考えています。 

井上副議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 いや、私は人災かどうかを聞いたん

だが、土木建築部長、ちょっと言いたいんだが、

私の元の実家は寄藻川の真横ですよ。恐らく７

０年ぐらい前に毎年災害が来るからおられんと

いって高いところに逃げたわけよ。そして、さ

きほど５０年に１回と言うが、もう７０年経っ

ているわけよ。５０年をはるかに過ぎている。 

 そして、現状は、２、３時間経つと、堤防が

あと１０センチか２０センチしかないところま

で水が来ている。そういう状況は確認できるの

に人災かどうかと言ったら答えんで、人災と言

ってくれたらこっちも県民に責任はないんや。

あれは災害が起きたら人災だから県が補償して

くれるよと言えば、俺も地元に帰って何も言う

ことはないんだが、それは言わんで、何か言葉

を濁して言うだけでは俺も返事のしようがない。

だから、人災か人災ではないかだけ言ってよ、

それだけ。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 人災という話が議員から

ありましたが、今の繰り返しになりますが、や

はり降雨の仕方といったものは、非常に今大変

な状況があります。大分県内の河川整備の割合

は４１．７％と非常に低いという話もしました

が、県下全体を見渡す中で、やはり優先順位を

持って河川整備をやりたいと思っている次第で

す。 

井上副議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 私が非常に危険を感じているから再

質問で今取上げているんだが、それに対して人

災とも言わない、災害とも言わない、何かよく

分からん答弁でね。俺たち議員はそういうのを

チェックするためにここに席があるんだが、チ

ェック機関としての役割はどうなるの。人災か

人災ではないかだけ答えてくれたらいいのに中

途半端に答えて、それでは議員のチェック機関

としての機能は発揮されないではないですか。

何遍言っても、何十遍言ってもつまらんような

話だったら、そんなのは質問する必要もないし、

何もする必要はないわけだ。そこ辺りをもう少

し、せんならせんでこっちも考え方があるから。

本当につくづく地元は困っているわけよ。 

 時間もなくなったからこの課題での質問はや

めるが、土木建築部長、寄藻川周辺と高田の河

口部を入れたら、恐らく人口的には１万５千人

ぐらいその流域にいると思う。１万５千人が災

害を受けて亡くなる人も出れば、けがする人も

ある、家がなくなる人も出てくると思うが、そ

のときにほかにするところがあったから今まで

せんかっただけで、指摘は受けていたのに何も
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しなかったで土木建築部は済むのかね。そこ辺

りをちょっと深く考えて答弁していただきたい。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 議員の言われる人災とい

うことですが、河川改修を２７年ほどかけてや

っています。それをそのまま放置しているわけ

ではありません。やはり河床の掘削、例えば、

出水期後に点検もして、土砂の堆積状況も確認

して、そういった中で必要なところの土砂を撤

去したり、そういったところもやっており、決

して地域の方々に何もしていないだとか、河川

管理者が放置しているというわけではありませ

ん。そういったことも御理解いただければと思

います。 

井上副議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 知事、これは本当に宇佐市民の寄藻

川の流域にとって大変な問題なんよ。それを踏

まえて、ちょっと知事において検討していただ

きたい。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 今、土木建築部長から答弁したとお

りですが、近年の豪雨災害への備えについては、

堤防点検や土砂の堆積状況を定期的に確認して

います。そして、必要に応じて河床掘削等の対

策を講じて流下能力の確保に努めていますので、

そのような事前防止の対策の中で、また、現地

から御要望があれば、それぞれ点検もしていま

すので、そのような事業の中で点検していきま

す。 

井上副議長 若林企画振興部長。 

若林企画振興部長 大変失礼しました。答弁の

数値をちょっと訂正します。 

 私、さきほど高齢化集落を４，２００程度と

言いましたが、これは全集落の誤りであり、高

齢化集落はそのうちの１，８３３でした。おわ

びとともに訂正します。 

井上副議長 以上で末宗秀雄君の質問及び答弁

は終わりました。桝田貢君。 

  〔桝田議員登壇〕（拍手） 

桝田議員 こんにちは。３番、自由民主党、桝

田貢です。本日最後の一般質問ということで、

あしたの２日目にしっかりバトンをつなげるよ

う一生懸命頑張ります。 

 今回の一般質問をするにあたり、会派、先輩

議員、同僚議員の皆様にまずもって感謝、御礼

を申し上げます。私も昨年当選してから１年以

上たちました。初心を忘れず、フレッシュな気

持ちでやっていきたいと思いますし、昨年度よ

りますます元気にこの一般質問に取り組みます

ので、佐藤知事をはじめ、執行部の皆様、ぜひ

ともよろしくお願いします。 

 それでは、質問に入ります。 

 中小企業への支援について。 

 知事は、県政の目指すところとして、全ての

県民が幸せに暮らすことができることを挙げら

れています。県民の幸せを目指すためには様々

な施策に果敢に取り組む必要がありますが、私

が中でも重要と考えているのは、経済政策、と

りわけ県内の経済と雇用を下支えしている中小

企業への支援です。 

 デジタル化やグローバル化の進展により経済

がますますボーダーレスになる中で、本県にお

ける中小企業支援に取り組む上でも、世界の経

済情勢や今後の見通しは無視することができま

せん。世界銀行による今年の世界経済の予測に

おいて、成長率は３年連続で減速が予想されて

おり、金融政策の引締めや制約的な与信状況、

貿易と投資の世界的な低迷が成長を下押しして

いると見込まれています。また、先の見通せな

いウクライナや中東における紛争、債務の膨張

や気候変動、貿易の分断化など諸課題において

は国際協調が不可欠であり、さらに投資を継続

的に加速させる果敢な政策行動も必要とされて

います。 

 我が国においては、長い間悩まされてきた物

価と賃金の下落がらせん状に続いていくデフレ

スパイラルについて、物価上昇を起点としなが

らも、大手を中心とした企業の積極的な賃上げ

等に波及することで、その終わりが見えてきつ

つあります。一方で、物価の上昇ペースは速く、

いまだに賃上げが追い付いていない状況であり、

全国的には実質賃金の低下傾向が続いているな

ど、本格的な成長軌道に乗せるのは道半ばだと

いう状況です。こうした中、中小企業において
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は、長引く物価高による経営体力を大幅に削ら

れている上に、人材を確保するために大企業の

賃上ペースに無理して合わせている事例も多い

と聞きます。 

 加えて、私が懸念しているのが金利の上昇で

す。我が国では、デフレスパイラルからの脱却

を目指し、歴史的な例を見ない金融緩和に取り

組んできました。そのため、長期資金であって

もほとんど金利がないという状況下で、ある意

味、中小企業等にとって資金調達がしやすい環

境が長く続いてきました。しかしながら、海外

情勢に端を発した物価の上昇や海外の金利上昇

に伴う円安の進展等もあり、一昨年末から段階

的に日銀が政策変更を行い、この３月にはつい

にマイナス金利が解除されました。 

 これから先、我が国も金利のある世界という、

ある意味通常の姿に戻っていくと思われます。

もちろん、持続的な経済成長に向けては賃金と

物価の好循環が必要であり、そうした中で一定

の金利が発生するのはあるべき経済の姿です。

一方で、金融情勢の著しい変化は、物価及び賃

金の上昇に苦しむ中小企業の苦境をより一層深

刻なものとしてしまう可能性があります。それ

ぞれの企業の経営は、一義的には経営者の責任

であることは当然ですが、本県の経済を支える

中小企業が環境の変化に対応できるよう、しっ

かりとサポートすることも県の責務であると考

えます。 

 こうしたことを踏まえ、物価や賃金、金利の

上昇に苦しむ中小企業をどのように支援してい

くのか、知事の考えを伺います。 

 以上、対面席にて質問します。 

  〔桝田議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

井上副議長 ただいまの桝田貢君の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 桝田貢議員の中小企業への支援につ

いての御質問にお答えします。 

 県内景気は、日本銀行大分支店が９か月連続

で緩やかに回復しているとするなど回復基調に

あります。一方で、物価高の長期化は、県民生

活や事業活動を圧迫しており、景気への影響が

懸念されます。 

 こうした中で、経済成長を持続可能なものと

するには賃金と物価の好循環創出が重要であり、

本県経済の大宗を占める中小企業の賃上促進に

向けた環境整備を加速しています。 

 まず、県の補助事業において、賃上げを行う

企業に補助率や上限額をかさ上げする賃上枠を

昨年度の３事業から本年度は１０事業に拡大し

ました。加えて、国の業務改善助成金に上乗せ

する県独自の奨励金の上限額も引き上げており、

中小企業の積極的な対応を後押ししていきます。 

 また、中小企業が賃上げに踏み出すには、労

務費を含む適正な価格転嫁が不可欠です。２月

に大分県政労使会議を開催し、構造的な賃上げ

や適正な価格転嫁対策等に連携して取り組むこ

とを確認しました。３月には、県内経済団体や

国等と昨年締結した価格転嫁の円滑化に関する

協定を更新するなど、引き続き関係機関と連携

して、円滑な価格転嫁に向けた環境整備に取り

組みます。 

 中小企業の賃上げを持続的なものとするには、

金融、経営両面からの下支えも重要です。今年

度も県制度資金に８００億円の新規融資枠を設

けて、借換えや急激な経営変動に伴う資金繰り、

さらには経営革新や創業、事業承継等に至るま

で、多様なニーズに応じた低利融資メニューを

用意しています。今後、金利上昇が見込まれる

中で、引き続き企業の経営安定や設備投資等を

支えるべく、資金調達環境の変化に応じた対策

を迅速かつ柔軟に講じます。 

 加えて、事業者に寄り添った経営支援を強化

すべく、支援体制の拡充を進めています。例え

ば昨年８月に本県と協定を締結した中小企業基

盤整備機構の施策の活用実績は、締結前と比べ

て約４割増加しています。本年４月からは、窓

口機能担う専門家が大分県内に配置されて、さ

らなる支援の充実が期待されます。 

 今後とも、環境変化や企業ニーズを踏まえ、

関係機関とも連携して、中小企業の事業継続や

成長に向けた挑戦等をしっかりと後押ししてい

きます。 

井上副議長 桝田貢君。 



第２回 大分県議会定例会会議録 第２号 

- 41 - 

桝田議員 中小企業の支援という観点では、今

年から時間外労働の上限規制が適用された建設

業者の配慮を忘れてはいけないと思います。本

県のインフラ整備の維持とか整備という重要な

役割をしている建設業者が、足下の資材の価格

や人件費の急激な高騰という厳しい状況を乗り

切ることができるよう、県においても公共工事

等の適切な労務単価の引上げはもとより、スラ

イド条項の適用など柔軟な対応を行っていただ

くよう要望して、次の項に入ります。 

 温泉をめぐる諸課題についてということで、

温泉を活用した観光振興について。 

 足かけ４年以上にわたったコロナ禍において、

最も打撃を受けたと言えるのが観光産業です。

観光は、その土地にある面白いもの、おいしい

ものなどをその土地に来て楽しむものですが、

移動が制限されてしまえば、なすすべがありま

せん。コロナ禍において塗炭の苦しみを味わっ

た観光事業者の皆様の御心痛はいかばかりかと

思います。コロナ禍が明けて以降、必死になっ

て観光客を取り戻そうとしている姿を見て、我

々もしっかりと後押ししていかなければならな

いと強く感じたところです。 

 その本県観光産業の反転攻勢に向けた最大の

機会が、今、正に終盤を迎えているデスティネ

ーションキャンペーンです。福岡県との共同開

催である今回も、ＪＲ九州はもとより、様々な

関係者の皆様の努力により、本県への送客がし

っかりと図られていると伺っていますし、受け

入れる側の本県観光関係者の皆様の熱意も非常

に高いと感じています。 

 また、今回のデスティネーションキャンペー

ンでは、様々な趣向を凝らしたおもてなしの取

組も特徴的だと思います。大分駅前に展示され

ている巨大なこけしなど、目を引く現代アート

で街並みを飾る取組は個人的にも面白いと感じ

ています。関係者の皆様の創意工夫に感謝した

ところです。 

 一方で、少し気になることもあります。県内

では、私の地元の別府市や国東市など現代アー

トの取組が進められており、県民には本県が現

代アートの活用に積極的であることが知られつ

つあると思いますが、殊、観光客という視点で

考えると、本県と現代アートの結び付きはなか

なか理解されにくいのではないかと感じます。 

 おんせん県おおいたのブランドを定着させる

取組を始めて１０年以上が経過しており、本県

イコール温泉というイメージが定着したように

も思えます。一方で、冒頭で言ったとおり、長

いコロナ禍により観光が停滞したことを考慮す

ると、もう一度原点に返り、しっかりと本県の

温泉というイメージを再認識してもらう取組が

必要ではないかと考えます。また、観光客の皆

さんもやはり本県の一番の特色である温泉を楽

しみにしているのではないかと思います。 

 そうしたことを考慮すると、今回のデスティ

ネーションキャンペーンにおいても、定番過ぎ

るかもしれませんが、足湯や手湯などを様々な

場所に配置するなど、もっと温泉をアピールす

る取組があってもよかったのではないかと思っ

ています。 

 世界的な経済学者であるドラッカーは、名声

を得た後でも自分は何によって覚えられたいか

とストイックに自分に問いかけていたそうです。

私は、これは個人だけでなく、組織や地域にお

いても同様だと思います。愚直に自らの強みを

突き詰めて、ブランドを築いていく、そのこと

こそが観光だけでなく、地域が輝くために必要

なことだと考えています。 

 こうした取組を踏まえ、温泉を活用した観光

振興にどのように取り組んでいくか、知事の考

えを伺います。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 温泉を活用した観光振興についての

御質問ですが、本県は日本一の源泉数と湧出量

を誇り、別府や由布院など全国屈指の温泉地を

擁する日本を代表するおんせん県です。平成２

５年におんせん県おおいたの商標登録がマスコ

ミに取り上げられ、その後もシンフロ動画等に

よる話題づくりなどにより、大分といえば温泉

のイメージは名実ともに全国に浸透しました。 

 本県の温泉は、入浴するだけではなくて、多

様な楽しみ方が魅力です。別府地獄めぐりに代

表される視る温泉、手湯や足湯などの触れる温
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泉、飲泉や地獄蒸し料理といった食べる温泉等、

おんせん県の名にふさわしい楽しみ方が各地に

存在しており、積極的な情報発信に努めていま

す。 

 こうした取組が実を結び、昨年度のじゃらん

宿泊旅行調査の魅力度ランキングでは本県が総

合満足度１位を獲得するなど、温泉や宿泊施設

のおもてなしは全国的にも評価されていると考

えています。 

 また、今回のデスティネーションキャンペー

ンでは、別府八湯温泉まつりのメインイベント、

扇山火まつりを間近で見られる特別プランや、

原尻の滝と岡城址、長湯温泉を周遊するバスツ

アーなど、今までにない旅行商品の造成を行い

ました。 

 今後も本県最大の魅力である温泉を軸とした

観光振興の取組を続けていきますが、他県との

差別化を図り旅行先として本県を選んでもらう

ためには、コロナ禍を経て変化した多様なニー

ズに対応する必要もあります。例えば、これま

での温泉の楽しみ方に加えて、多様な泉質を活

用した湯治、ウェルネスツーリズムや機能温泉

浴など、世界的にも注目される体験型プログラ

ムの発掘を進めます。また、来年の大阪・関西

万博に向けては、温泉を軸として旅行商品の造

成に取り組むこととしており、温泉地と周辺地

域の魅力をあわせて発信して関西方面からの誘

客を促進します。 

 今後も１８市町村や地域の皆さんと連携しな

がら、本県ならではの観光資源と温泉を組み合

わせた大分らしい企画を通して、多くの方にそ

の魅力が伝わるように取り組んでいきます。そ

して、本県にお越しの皆さんにさすがおんせん

県おおいただなと喜んでもらえるよう、さらな

るブランド力の向上に努めます。 

井上副議長 桝田貢君。 

桝田議員 知事から温泉を軸に観光を図るとい

うお言葉をいただけてうれしいと思いますが、

今回のデスティネーションキャンペーンにおい

ても、やはり温泉を前に出すべきだと私も思っ

ていますし、大分駅で温泉を想起させる仕掛け

ですが、具体的にさきほど言った手湯、足湯な

どを設置していただけると非常にありがたいと

思っています。今後、デスティネーションキャ

ンペーンの際はぜひとも検討していただけたら

と思います。 

 また、さきほど議論がありましたが、デステ

ィネーションキャンペーンはどうしても売上げ

が下がるというところを皆さん不安視していま

すので、大阪・関西万博やインバウンドを含め

た別府や由布院だけでなく、各市町村にしっか

りと広げていくような観光にしてください。 

 加えて、観光客が来ていただくためには広域

的な交通ネットワークの形成が不可欠で、東九

州新幹線の早期完成を皆様は期待しています。

現在、機運醸成を行っていますが、実際ルート

も定まっていないし、いつ決まるかも分からな

いので、皆様は本当にできるのかとか私たちが

生きている間にできるのかという気持ちを持た

れている方は多いので、県民一丸となった機運

醸成を図っていけるようよろしくお願いします。 

 続いて、温泉資源の保護について質問します。 

 温泉は本県にとってかけがえのない資源です。

こうした資源があるからこそ、観光産業などの

経済活動が成り立っています。今後も観光産業

が持続可能なものとなるよう、温泉資源を保護

していくことがますます重要になっていくと思

います。 

 しかしながら、最近になり全国的に温泉資源

をめぐる様々なニュースが報じられ、湧出量の

減少や温度低下などの不安定化が問題になって

いるそうです。我が別府市でも、市街地で唯一

１００度以上の温泉が自然に湧き出る自噴泉が

あったのですが、数年前の自噴の停止により従

来の湯量が得られず、入浴以外の利用を禁止し

たそうです。専門家からは、数キロ山側の地域

において地下の熱水を大量にくみ上げたことに

より下流の地域で影響が生じたのではないかと

指摘がなされています。 

 その他にも、全国各地で温泉の枯渇につなが

る事案が報告されています。こうしたことを受

け、別府市では今年３月、温泉マネジメント計

画の策定をしています。その計画の中で、持続

可能な取組の環境づくり、地下資源の保護など
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施策を掲げ、温泉の知識や意識の啓発、情報発

信、モニタリング箇所の拡充、継続とともに調

査結果の活用などに取り組むとしています。日

本有数の観光都市ならではの取組かもしれませ

んが、県内の他地域でも実施すべきではないか

と考えます。 

 温泉が地下にどれぐらいあるかなど目に見え

るものではありませんし、いつまで使えるかと

いうのは分からないこと、これは当たり前だと

思います。限りある資源であるからこそ、もっ

と周知するなど持続可能な観光産業を目指して

いくべきだと考えます。 

 県では、温泉資源の適正利用に向け、今年度

から新たに調査などに取り組むこととしていま

すが、まずはその詳細を伺うとともに、今後の

温泉資源の保護に向けてどのように取り組んで

いくか、生活環境部長に伺います。 

井上副議長 島田生活環境部長。 

島田生活環境部長 温泉資源の保護についてお

答えします。 

 県は、温泉基本計画に基づき３４の泉源を継

続的にモニタリングしており、近年１３地点で

温度低下、又は湧出量の減少が見られます。こ

のため、今年度は別府市などの火山性温泉に比

べ実態把握が進んでいない非火山性温泉のうち

７割、２４１か所の泉源がある大分市において

資源量調査を行います。その調査結果や地質構

造などを踏まえ、将来にわたる温泉資源量をシ

ミュレーションすることとしています。 

 温泉資源の保護には、こうしたデータなどを

踏まえた科学的根拠に基づく保全対策とともに、

温泉が有限な資源であることなど、適正な利用

に向けた県民理解の醸成が重要となります。 

 そこで、市町村とも連携しながら、モニタリ

ングにおける現状や資源量調査の結果を広く知

らせるとともに、温泉の集中管理システムとい

った源泉の有効活用手法なども学べるよう啓発

に力を入れていきます。 

 今後も持続的な利用と調和を図りながら、温

泉資源の保護に取り組みます。 

井上副議長 桝田貢君。 

桝田議員 私の地元の別府市でも、このままい

けば温度も下がるというデータが京都大学の教

授からも出ていますし、自然となくなってくる

というデータも残っています。本当に観光産業

の柱ですので、しっかりと対策を取って今後と

もやっていただけたらと思って、次の質問に移

ります。 

 観光誘客の基盤整備について、別府港の再編

についてです。 

 さきほど言ったように、今回のデスティネー

ションキャンペーンは、観光関係者の皆様の多

大なる御尽力により本県の観光の盛り上がりに

つながっています。一方で、観光誘客の取組に

終わりはなく、この盛況を今後につなげていか

なければなりません。 

 観光誘客のためにも、様々な主体と連携した

キャンペーンとあわせて、その基盤となるアク

セスの向上に向けた努力が不可欠です。本県へ

のアクセスには陸、空、海を使った様々な手段

があり、陸については新幹線の整備、空につい

ては航空路線の充実など、それぞれ県政におけ

る重要なテーマとして議論されていますが、海

の航路についても忘れてはいけない重要なテー

マです。 

 現在、県では、九州の東の玄関口としての拠

点化に向けて、別府港の人の流れを基幹拠点と

位置付け、再編整備に取り組んでいます。フェ

リーターミナルとしての機能を強化するため、

大阪航路フェリーの大型化に合わせた港湾の改

修やフェリー上屋の集落整備、また、にぎわい

の核となる空間の創出など、正に九州の東の玄

関口として、さらには国際観光温泉文化都市で

ある別府にふさわしい港となるよう整備を行う

方針であると伺っています。 

 もとより、本県、そして別府の観光地として

の歩みは、明治４年に別府港が整備され、その

２年後、明治６年に別府と大阪を結ぶ瀬戸内航

路が開設されたことに始まっているとも言えま

す。別府観光の礎を築いたのは皆様御存じの油

屋熊八翁ですが、彼の様々なアイデアが実際の

誘客につながったのは、この航路を利用して関

西から多くの観光客を誘致することが可能であ

ったことも要因の一つであると考えられていま
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す。 

 このように、観光誘客には海からのアクセス

も非常に重要であることは今も変わりなく、現

在ではクルーズ船などインバウンド客の取り込

みにおいても大いに期待が集まるところです。

そのため、今回の別府港の再編は今後の本県観

光の振興にとって非常に重要であり、その進捗

状況や整備の考え方については県民の関心も大

変高いと思います。私も非常に注目し、期待し

ています。 

 こうしたことを踏まえ、別府港の再編につい

てどのように取り組んでいくか、交通政策局長

に伺います。 

井上副議長 上城交通政策局長。 

上城交通政策局長 本県の海の玄関口である別

府港は、瀬戸内航路の西の拠点であり、定期フ

ェリーや国内外のクルーズ船が寄港する国際観

光港として重要な役割を担っています。 

 その再編整備にあたっては、これまで大阪航

路フェリーの大型化に伴い必要となる駐車場の

拡張等を行ったほか、現在は四国航路のフェリ

ー乗り場移転に向けた工事を実施しています。

今後は、フェリー岸壁の改良や背後地の埋立造

成等を行い、あわせて、分散・老朽化している

フェリー上屋とバス・タクシー乗り場を集約し、

魅力的で利便性の高いターミナル施設を整備す

る予定です。 

 コロナ禍により動きが止まっていた大型クル

ーズ船も、昨年度は海外を中心に過去１０年間

で最多の３１回の寄港があり、今年度も好調な

状況が継続しています。加えて、大阪・関西万

博等により、定期航路の旅客数増加も期待され

ます。 

 現在策定中である本県の新たな長期総合計画

においても、九州の東の玄関口としての港湾機

能の強化に引き続き力を入れることとしており、

観光客の受入環境等の整備に向け、着実に別府

港の再編を進めていきます。 

井上副議長 桝田貢君。 

桝田議員 別府港の再編は本県観光の起爆剤に

なると思っていますし、今の答弁をいただき、

その思いをさらに強くしたところです。 

 その効果をまず高めるためには、やはり別府

市民、県民の皆様に再編の内容をよく理解して

いただかないと、まだ絵が見えない以上は起爆

剤にはなりにくいのかなと思っていますし、県

民が総力を挙げて様々な場面でＰＲしていくこ

とが私は大事なことだと思っています。 

 そうした観点からも、ぜひ県民の皆様に再編

の取組のお知らせを強化していただきたいとい

う部分と、別府市は道の駅もありませんから、

海を利用した海の駅とかいうふうな形でうまい

ことやっていくとか、やはり地元の商工会議所

をはじめとした企業人との打合せが私は絶対大

事だと思っています。だから、地元から一緒に

つくり上げていく別府の観光地というか、別府

港の再編という形で、市民一体となって県全体

を盛り上げていくような形がいいのかなと思っ

ていますので、ぜひとも地元との話をしっかり

進めていただきたいと要望します。 

 続いて、オーバーツーリズムによる渋滞への

対応について。 

 近年、特定の観光地において、訪問客の著し

い増加等が地域の住民の生活や自然環境、景観

等に対して受忍限度を超える負の影響をもたら

すオーバーツーリズムが世界的な問題となって

います。コロナ禍が明け、本県観光が復活に向

かう中、私たちの身近でもこうした問題が顕在

化しつつありますが、私が特に課題と考えてい

るのが渋滞への対応です。 

 本来、道路は、通常の通行量を基準に幅員等

が定められているものと思いますが、観光客が

急激に増加したとしても、すぐさま改良等を行

うことは困難です。今後、本県がさらなる観光

振興を図っていく上で地域住民の協力は不可欠

であり、そのためにはオーバーツーリズムによ

る渋滞への対応は避けて通れない課題ではない

かと考えます。 

 私の地元、別府市の状況を見ると、令和４年

の別府市観光動態調査では、別府市の年間観光

客数は日帰り約３４４万人、宿泊約１９４万人、

合計５３８万人となっていますが、人口約１１

万人の別府市において、これほどの観光客が来

ていることは大変ありがたい反面、やはりオー
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バーツーリズムの懸念は拭えないものと感じま

す。 

 実際に近年、別府市の週末やゴールデンウイ

ークなど大型連休時には、別府のインターチェ

ンジに到着するまで通常以上の時間を要するこ

とがよくあり、地元の方々や観光客が非常に困

っている状況をよく目にします。これは別府イ

ンターチェンジ、別府湾スマートインターチェ

ンジともに別府の市街地から距離が離れている

ことも要因の一つだと思われます。 

 こうした中、別府市にある県道５１号別府挾

間線は、平成２８年に浜脇バイパスが全線開通

し、アクセスが向上しています。私は、別府市

における渋滞対策として、県道５１号と東九州

自動車道との交差付近にインターチェンジ、若

しくはスマートインターチェンジを設置しては

どうかと考えています。そうすることで、別府

市の市街地を中心とする地域住民の方々の通勤

など利便性の向上や観光客のスムーズな受入れ

につながるものと思います。 

 私は、このように道路の抜本的な改良だけで

なく、柔軟な発想で知恵を絞り、渋滞対策を行

っていくことが地域住民の利便性向上だけでな

く、今後の本県の持続的な観光振興にも不可欠

であると考えています。 

 こうしたことを踏まえ、県道５１号別府挾間

線へのインターチェンジ設置の含め、オーバー

ツーリズムによる渋滞への対応をどのように取

り組んでいくか、土木建築部長に伺います。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 観光地における渋滞対策

として、まずは観光客の分散や交通手段の転換

などが有効と考えています。一方、道路整備等

による渋滞対策もあわせて進めていく必要があ

ります。 

 そのため、別府市内においては、県ではこれ

まで県道別府庄内線の４車線化に取り組み、昨

年６月には南立石工区約１．３キロメートル区

間が完成しました。これにより、市街地から別

府インターチェンジまでの区間が４車線でつな

がり、アクセス性が向上したところです。 

 議員御提案の新たなインターチェンジの設置

については、十分な利用者数の見込みやトンネ

ルに近接した建設位置など採算性や道路構造上

の課題が多いことから、現時点では設置は難し

いと考えています。 

 引き続き拡幅などの道路整備を着実に進める

とともに、渋滞する交差点についても、関係機

関と協議しながら、車線運用の変更など短期的

に効果が出る対策を検討していきます。 

井上副議長 桝田貢君。 

桝田議員 今御答弁の中でやはり難しいという

言葉がありましたが、南立石の部分も４車線化

になり、確かにスムーズになったとはいえども、

やはり市街地から、私の地元を含めたところか

らインターチェンジまで片道２０分から２５分

ぐらいかかりますし、ゴールデンウイーク中は

４０分ぐらい渋滞を起こして、インターチェン

ジで詰まってしまうという部分が実際あります。

これは観光だけでなく、平常時も早く高速を使

いたいという私の地元の声が非常にありますし、

県南や宮崎に行くときは大分インターチェンジ

をグーグルマップが指すこともあります。そう

いった意味で、本当に地元からの声として、も

うちょっとまちなかに近い、優しいインターチ

ェンジが必要だという声が上がっていることは

間違いありません。また、スマートインターチ

ェンジもできましたが、利用者数がどうしても

少ないのかなと皆さん嘆かれています。 

 そういった現状があるということを踏まえて、

厳しいと思いますが、本当に観光客、地元の方

に優しいまちづくりを一緒にしていきたいと思

いますので、ぜひとも前向きに検討をお願いし

ます。 

 続いて、市町村行政におけるＤＸの推進につ

いて。 

 人口減少については、今、正にその影響が私

たちの生活にも直結する人手不足という形で現

れてきています。人手不足は様々な分野で指摘

されていますが、私は行政における人手不足も

これから我々が真剣に考えていかなければなら

ない大きな課題だと考えています。 

 行政における人手不足への対応については、

採用の工夫など様々な手段が考えられますが、
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折しも物価高等に対応するため、官民挙げた賃

上げの要請が強まる中、民間以上の賃上げが難

しい行政の事情を勘案すると、その努力は続け

るにしても、積極的な採用だけでは今後の人手

不足は乗り切れないのではないかと思います。

こうした中、私は行政におけるＤＸを進めるこ

とこそが、その問題への解決に向けて非常に重

要な鍵を握るのではないかと考えます。 

 近年、デジタル技術の進展は目覚ましく、く

しくもその速度は我が国の人口減少に反比例す

るかのようであり、これまで人手に頼っていた

業務を可能な限りデジタル化することが行政に

おいても不可欠と言えるのではないでしょうか。 

 本県では、ＤＸ推進戦略を策定し、様々な分

野でＤＸ推進が図られており、行政のＤＸもそ

の一分野に設定されています。私は、これまで

の県のＤＸに対する取組姿勢や成果について高

く評価しているところであり、今後とも引き続

き取り組んでいただきたいと考えています。 

 一方で、市町村行政においては、ＤＸへの取

組状況に差があると感じられるのはまた事実で

す。行政手続の電子化や公共施設のオンライン

予約対応など、住民と直接接する機会の多い市

町村行政においてＤＸの取組が進むことは、住

民がＤＸを身近に感じる機会が増えることにも

つながり、他分野への影響も大きいと考えます。

ぜひ本県がこれまで培ってきたＤＸの知見等を

市町村にも伝えながら、県民がどこに住んでい

てもデジタルの恩恵を受けられるよう市町村行

政におけるＤＸを推進していただきたいと考え

ています。 

 こうしたことを踏まえて、市町村行政におけ

るＤＸの推進にどのように取り組んでいくか、

総務部長に伺います。 

井上副議長 渡辺総務部長。 

渡辺総務部長 市町村行政におけるＤＸの推進

についてお答えします。 

 地域住民がデジタル化の恩恵を享受できる社

会を実現するには、市町村行政のＤＸ推進が不

可欠です。昨年度、副市町村長で構成する会議

を新設し、行政手続の電子化など三つの取組に

ついて、全市町村がおおむね令和７年度までに

実施することを申し合わせました。 

 県としては、標準的な申請フォームを作成、

提供することなどにより積極的に支援してきた

ところです。加えて、今後は三つの点で市町村

を支援していきたいと思っています。 

 一つ目は、共同処理や共同調達の推進です。

例えば、物品等の調達に係る入札参加資格の審

査においては、今年度から新たに県と全市町村

分の共同受付を電子申請で開始したところです。

また、情報システムや機器等の共同調達も推進

していきます。 

 二つ目は、マイナンバーカードの活用促進で

す。別府市の例でいうと、今年度、マイナンバ

ーカードを子ども医療費受給者証や救急搬送時

の受診歴確認等に利用する国の事業に先行自治

体として参加しています。県では、先行事業や

優良事例の情報提供等を行っていきます。 

 三つ目は、デジタル人材の確保、育成です。

外部人材の確保に加え、職員研修体系の整備や

県への実務研修生の受入れなどにより育成を支

援していきます。 

 引き続き市町村との連携を強化し、各団体の

状況に応じて丁寧にサポートしていきます。 

井上副議長 桝田貢君。 

桝田議員 市町村におけるＤＸを進める上でも、

これまで県が取り組んできたＤＸの成功事例等

は非常に参考になると考えています。 

 県では、大分県ＤＸ事例集を作成しており、

私も拝見しました。先端技術を活用した不法投

棄対策の強化や子育てサービスの利便性向上の

ためのシステム活用など、大変参考になる事例

が掲載されていました。こうした事例をしっか

りと市町村役場、さらに地域の民間企業に対し、

各地でセミナーを開催するなど、よりきめ細か

に周知していくこともＤＸの推進における重要

な取組だと思います。 

 こうした事例の周知についてどのように取り

組んでいくか、商工観光労働部長に再質問しま

す。 

井上副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 議員御指摘のＤＸ事例

集は、県庁自身の業務で積極的に進めているＤ
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Ｘの取組について、市町村や企業などに身近な

参考としてもらうべく作成したものです。 

 この事例集は、別途作成しています県内企業

におけるＤＸモデル事例集とともに県のホーム

ページで公開しており、また、各地域でのセミ

ナーや企業訪問の際にも活用しています。なお、

庁内のＤＸ推進本部会議でも共有しており、他

部局の好事例を参考に各部局における横展開も

進めていきます。 

 なお、昨年度の取組についても、現在、事例

集として取りまとめ中であり、効果的な周知、

発信も工夫しつつ、行政や企業などのＤＸをさ

らに進めていきます。 

井上副議長 桝田貢君。 

桝田議員 数ある分野の中でも、特にこれから

こども誰でも通園制度などが導入されます。ま

すます保育士不足が加速すると見込まれている

中、保育現場においても市町村等と連携しなが

ら、積極的にＤＸの推進をしてください。 

 このＤＸ導入にあたって、やはりランニング

コストも非常にかかってくるという話も聞くの

で、まずはＤＸをしっかり導入する形ができな

いことにはランニングコストの補助金とか国か

ら出てこない部分もたくさんあると思いますの

で、まずはこのＤＸを皆さんに理解周知してい

ただいて、導入する率を上げていただくことが

非常に大事かなと思っています。 

 そして、県でコロナ禍において人から県はこ

んなにたくさんのセミナーをやっているんだよ

みたいな話は聞いたんですが、こちらも忙しい

と思いますが、各市町村に出向いて、企業体を

含めて、行政体を含めて、市町村単位でそうい

うセミナーを行っていく、こちらから歩み寄っ

ていくＤＸも非常に大事かなと思いますので、

ぜひともそういったものを進めていきながら、

ＤＸの利用者をどんどん増やしていって、効率

よく行政、そして、物事が進んでいくよう期待

して、私の要望に代えて次の質問に入ります。 

 若年者の献血促進について。 

 国の血液製剤の安全性の向上及び安定供給の

確保を図るための基本的な方針によると、献血

により得られる輸血用血液製剤は、昭和４９年

以降、全て国内献血により賄われているものの、

今後の人口動態を考慮すると献血可能人口の減

少が見込まれていることから、血液製剤の安定

供給には引き続き国民一人一人の一層の献血へ

の協力が不可欠であるとされています。 

 私は、特に若年世代に対する献血の促進が重

要であると考えます。国における令和４年度の

若年世代の献血率を見ると、１０代は４．８％、

２０代は５．５％と、最も高い５０代の８．６

％と比較して大きな差が生まれています。今年

３月には若年層の献血が１０年で３割減少して

いるとの報道もあり、若年世代に対する献血促

進は大きな課題です。 

 県内の状況を見ると、献血バスを活用した取

組が進められています。昨年度は、大分東高校

のほか、高校や専門学校の協力を得て、計８校

に献血バスを派遣し、いずれも好評を博したと

聞いています。献血は、その不安を払拭するた

めの初めの一歩を体験した上で、その意義を理

解し、継続してもらうことが重要です。初めの

一歩はできる限り早く踏み出してもらうことが

肝要であり、そのためにも今後は若者世代に着

目した献血促進の取組をさらに推進していくべ

きであると考えます。 

 そこで、県内における若年者の献血の現状も

含め、若年者の献血促進にどのように取り組ん

でいくのか、福祉保健部長に伺います。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 県内の１０代の献血者は、

平成２６年度には２，４０５人であったところ、

昨年度はコロナ禍の影響が残る中、また、昨今

の少子化等もあり、１，０２８人にまで減少し

ており、その確保対策が急務です。 

 県ではこれまで、大学生等の協力も得ながら、

若者が多く集まる大型商業施設やトリニータの

ホームゲームでの啓発のほか、新成人を対象に

した献血キャンペーンなどを展開してきました。 

 加えて、昨年度からは、コロナ禍で令和２年

以降、一時停滞していた学校献血を本格的に再

開し、大学、高校など１７校に献血バスを乗り

入れ、ここでは１，０８４人の学生に献血して

いただきました。今年度は既に大学、専門学校
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７校で実施し、昨年度のペースを上回る４２８

人に献血に協力いただいています。 

 また、議員御紹介の高校についても、昨年、

実に７年ぶりに献血バスを派遣した県立高校へ

の働きかけを今年度はさらに強め、文化祭等の

学校行事でのその日の受入れを調整するなど、

私学も含め、昨年度から４校増となる１２校で

今年度は実施の見込みとなっています。 

 将来的な献血者の確保には若いときからの意

識付けが大変大切ですので、学校献血などの機

会を重点的に今後拡大し、若年層の献血を促進

します。 

井上副議長 桝田貢君。 

桝田議員 学校での献血バスについて、献血へ

の初めの一歩としてはよい機会だと思いますし、

今答弁されたトリニータの試合や商業施設に行

く、そして、大学、専門学校に幅を広げていく、

これは非常にすばらしいことだと思います。何

か一つのきっかけづくりというか、行くタイミ

ングとか行くきっかけになるのかなと思います

ので、引き続きそこの分野にアンテナをしっか

り張って、取組を進めてください。 

 また、こうした若者の献血へのきっかけづく

りとして、今よく言われるインフルエンサーと

いう言葉があると思います。そのインフルエン

サーの活用など、私は効果が期待できるのでは

ないかと思っています。その点について、福祉

保健部長、見解を伺います。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 さきほど大学生等の協力を

いただいてと言いましたが、彼らに学内での献

血や、ＳＮＳを使った広報とかいったこともお

願いしており、いわゆる献血インフルエンサー

的な役割を既にそういう大学生には担っていた

だいていますが、例えば、初めて献血に協力い

ただいた高校生には今、ワイヤレスイヤホンと

かスマホグッズを差し上げたり、いろいろ手を

尽くしながら献血を集めていますが、さらに若

者に刺さるようなコンテンツがないのかなとい

うことですので、こちらも例えば、私や担当し

ている薬務室長もいますが、若者世代に全然つ

いていけませんので、我々がどうのこうのとい

うよりも、正に桝田議員と同じくらいか、まだ

若い職員の発想やアイデアを取り入れて、我々

が口を出すまでもなく、いろいろ工夫してやっ

ていきたいと思います。 

井上副議長 桝田貢君。 

桝田議員 本当に今いろんなことをやっており、

すごいなと思います。私も個人的な意見なんで

すが、インフルエンサーというと、例えば、今

はＹｏｕＴｕｂｅもあるし、ＴｉｋＴｏｋ（テ

ィックトック）もあるし、芸能人もいますが、

例えば、そういった方の限定的な商品が当たる

とかすると多分県外から来る可能性もあるし、

売っているものを出すのではなくて、献血限定

のものを作って、例えば、それにＱＲコードを

付けて、読み取らせてパソコンとか携帯と連動

させていくことが非常に大事。そのためにＱＲ

コードを読み込んでアプリを入れることによっ

て献血の情報が入ってくるなど、こちらから機

会をしっかりつくっていける形を取ると今の若

い人の入口としては非常にいいですし、やる前

から怖いとか、しなくてもいいかなと考えてい

る方も非常に多いので、そういう形でうまいこ

と、ティックトッカーとか、ユーチューバーと

か、芸能人を使っていくことによって入口の一

つ──これはどうしても維持経費とかがかかっ

てくると思いますが、一つの策として私は非常

にいいかなと思うし、まずは入口を開けること

が今は大事かなと思います。あとは高校生にど

ういったものがあればしますかみたいなアンケ

ートも取っていく、大学生も含めて、社会人も

そうですが、なるべくアンケートを取っていく

ことも大事かなと思います。今、すごく寄り添

った部分があると思うし、私もぜひ協力できる

ことはしますので、今後ともよろしくお願いし

ます。 

 私の一般質問はこれにて終了します。どうも

ありがとうございました。 

井上副議長 以上で桝田貢君の質問及び答弁は

終わりました。 

 お諮りします。本日の一般質問及び質疑はこ

の程度にとどめたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 
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  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井上副議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の一般質問及び質疑を終わりま

す。 

―――――→…←――――― 

井上副議長 以上をもって本日の議事日程は終

了しました。 

 次会は、明日定刻より開きます。日程は、決

定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

井上副議長 本日はこれをもって散会します。 

午後２時４１分 散会 
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令和６年第２回大分県議会定例会会議録（第３号） 

 

令和６年６月２０日（木曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第３号 

            令和６年６月２０日 

              午前１０時開議 

第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 元吉 俊博 副議長 井上 明夫 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    森  誠一     大友 栄二 

    木付 親次     三浦 正臣 

    古手川正治     嶋  幸一 

    麻生 栄作     阿部 英仁 

    御手洗朋宏     福崎 智幸 

    吉村 尚久     若山 雅敏 

    成迫 健児     高橋  肇 

    木田  昇     二ノ宮健治 

    守永 信幸     原田 孝司 

    玉田 輝義     澤田 友広 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    猿渡 久子     堤  栄三 

    末宗 秀雄     佐藤 之則 

    三浦 由紀 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 教育長          山田 雅文 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         渡辺 淳一 

 企画振興部長       若林  拓 

 企業局長         高野 信一 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       島田  忠 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       渕野  勇 

 土木建築部長       五ノ谷精一 

 会計管理者兼会計管理局長 馬場真由美 

 交通政策局長       上城  哲 

 防災局長         首藤  圭 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    倉原 浩一 

 労働委員会事務局長    一丸 淳司 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

井上副議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

井上副議長 本日の議事は、議事日程第３号に

より行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 一般質問及び質疑 

井上副議長 日程第１、第６５号議案から第７

３号議案まで及び第１号報告を一括議題としま

す。これより一般質問及び質疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。岡野涼子君。 

  〔岡野議員登壇〕（拍手） 

岡野議員 皆様おはようございます。５番、自

由民主党、岡野涼子です。本日は貴重な一般質

問の機会を与えていただいた先輩、同僚議員の

皆様、そして、きっとこの県庁までは一番遠い

であろう、雨の中、朝早くからお越しいただい
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た地元日田市の応援団の皆様に感謝します。地

域の現状を女性ならではの視点でしっかり伝え

られるように頑張るので、知事はじめ、執行部

の皆様、どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、最初の質問です。 

 ちょうど今週、九州北部が梅雨入りしたとい

うニュースが流れました。また、災害が頻発す

る時期になるので、災害への対応について２点

質問します。 

 まずは天瀬地区における玖珠川の改修につい

てです。 

 ６月になり出水期になると、私の地元の日田

市では大雨への不安が募ります。平成２４年７

月九州北部豪雨では、２回にわたる集中豪雨で

死者１名、７１１棟の住宅被害が発生しました。

平成２９年７月の九州北部豪雨では小野地区に

おいて大規模な崩落が発生し、巡回中の消防団

員が犠牲となりました。そして、令和２年７月

豪雨では、市内各所で観測史上最多の降雨を記

録し、この豪雨により玖珠川が氾濫したために、

天瀬地区で甚大な被害が発生しました。玖珠川

沿線では、道路の寸断、家屋の浸水などが発生

し、特に豊後三大温泉の一つと言われる天ヶ瀬

温泉街では１００戸以上のホテル・旅館、飲食

店、住宅などの浸水被害、そして市道の新天ヶ

瀬橋の流失など大きな被害となりました。 

 その災害から来月でちょうど４年となります。

現在、天瀬では安心の確保のための河川改修が

行われています。玖珠川河川改修案によれば、

令和２年７月豪雨と同規模の出水でも５０セン

チメートル程度の浸水に抑えられるよう改修が

行われているとのことで、既に一部で工事が進

んでいます。しかしながら、川幅の拡幅に伴い、

ＪＲ天ヶ瀬駅前や赤岩湯地区では多くの建物の

移転が必要になるほか、温泉街名物の河川の露

天風呂が減少することや工事の実施に伴い泉源

の枯渇の可能性もあることなど、不安な要素も

残っています。これについては、現在、日田土

木事務所において、地域住民、日田市など関係

機関と調整を行いながら、浸水被害軽減に向け

た整備手法の検討を進めていただいているので、

その取組に期待しています。 

 一方で復興については、住民や防災の専門家

などの意見も踏まえ、昨年５月に天ヶ瀬温泉街

復興まちづくり計画が日田市から発表されまし

た。温泉街近くにある滝に展望施設や遊歩道を

整備し、新たな観光スポットにすることや、川

でＳＵＰ（サップ）やカヤックなどを楽しめる

ようにすることが盛り込まれています。また、

川沿いの通りや露天風呂などをライトアップし、

夜も観光客の皆様が楽しめるような空間をつく

ることとしています。 

 災害から４年がたち、天瀬は復旧から復興へ、

正にその歩みを進めています。災害が頻発する

中、天瀬の復興には国、県、市と地元との連携

が必要です。そのためには、日田市を中心とし

た復興まちづくり計画の推進とあわせ、県が取

り組んでいる河川改修においても、災害防止と

温泉観光地としての魅力の維持・向上の両面の

バランスを取ることが重要と考えます。 

 こうしたことを踏まえ、日田市を中心とした

復興まちづくり計画の推進を後押しするための

天瀬地区における玖珠川の改修にどのように取

り組んでいくのか、知事の考えを伺います。 

 以上、これよりは対面席から質問します。 

  〔岡野議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

井上副議長 ただいまの岡野涼子君の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。岡野涼子議員

の天瀬地区における玖珠川の改修についての御

質問にお答えします。 

 天瀬地区は本県にとって重要な温泉地の一つ

であり、令和２年７月豪雨の被災直後から、河

川改修と温泉街の存続を両立させる復旧・復興

に取り組んできています。 

 河川改修においては、温泉街の命である泉源

をはじめ、露天風呂等への影響を最小限に抑え

ることとし、昨年度には一部の護岸工事に着手

しました。しかしながら、どうしても工事によ

り失われる泉源が１０か所あることから、代替

泉源を確保するために必要な電磁探査やボーリ

ング調査などを行っています。 

 また、万一、工事により既存泉源に影響が現
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れた場合でも、速やかに対応できるようモニタ

リング調査も実施して、調査状況を関係者と共

有しながら慎重に事業の進捗を図っています。

今年度は河川の拡幅に必要な用地取得をさらに

進め、本格的な改修工事に向けた取組を加速し

ていきます。 

 こうしたことに加え、天瀬地区の復興をより

強力に推進するためには、まちづくりのビジョ

ンを関係者が共有し、その実現に向け協働して

取り組むことが大変重要です。そのため、地域

の方々をはじめ、日田市や様々な分野の有識者

に県も加わり、災害に強いまちづくりと温泉街

の活性化やにぎわい創出の検討を重ねて、天ヶ

瀬温泉街復興まちづくり計画が昨年３月に策定

されました。 

 この計画では、公共空間の整備と利活用の連

携やエリアの景観形成等により、歩いて楽しい

温泉街を目指すことが盛り込まれています。こ

れらを実現するために、両岸にまたがる温泉街

の回遊性を高める河川内の遊歩道や水辺で遊べ

る階段の設置などを河川改修に反映していくこ

ととしています。また、風情ある温泉街の景観

に調和するよう、河川護岸等の材質やデザイン

を有識者、関係者と共に検討しています。 

 天ヶ瀬地区の復旧・復興は道半ばですが、引

き続き地域の方々との対話を密に重ねて、日田

市が推進する計画も踏まえながら、全力で玖珠

川の改修を進めていきたいと考えています。 

井上副議長 岡野涼子君。 

岡野議員 大変力強い言葉をありがとうござい

ます。ビジョンを共有して、そこに県も加わっ

てという言葉をいただけたことは大変ありがた

いです。 

 ハード面の確実な進行は本当にありがたいで

すが、復興とはこんなに難しいものなのかと、

私も地元住民の一人として今苦慮しています。

災害から３年がたち、報道等では取り上げるこ

とがなかなか少なくなってきましたが、今もそ

の地域でこれからの暮らしをどうするのかと悩

んでいる方がたくさんいます。復旧から復興へ、

正に次の段階に入ったと思っています。今年、

来年が正念場だと私は思っているので、正に県、

市との連携をより密に取っていただいて情報の

共有をしていただき、住民の皆様によりよい方

向性の提示をしていただければと思います。あ

りがとうございます。 

 それでは、続いての質問です。女性と子ども

に配慮した避難所の運営についてです。 

 最近、大規模な地震が各地で相次いでおり、

これから出水期も迎えることから、災害に対し

て不安な毎日を過ごされている方も多いのでは

ないかと思います。先日、我が会派の研修で、

石川県の馳知事から直接話を聞く機会がありま

した。そのときに、被災地として緊急的に必要

だったのが水とトイレと伺い、国でも能登半島

地震を踏まえての検証が進んでいるかとは思い

ますが、県においてもぜひ検証の上、積極的な

対策をお願いしたいと思います。 

 その一つに、多様なニーズへの対応があるか

と思います。避難所には妊婦などの女性や、高

齢者、障がい者、外国人などに加え、ペット同

伴で避難したい方など、多様なニーズを抱えた

方々が集まります。もちろん災害時なので快適

な生活とまではいかないまでも、様々なニーズ

を抱えた多様な方々が躊躇せずに避難でき、安

心して避難所の生活が送れるような環境整備を

進めていってほしいと思います。 

 実は私の地元日田市でも、避難所に関し県内

初の取組が行われています。子どもの泣き声を

気にして避難所に行くことをためらう乳幼児の

保護者や、周囲の配慮や手助けが必要となる妊

婦などを専用に受け入れる避難所が新たに設け

られることになりました。災害時においては、

個別のニーズを抱える方々に対応することはな

かなか難しいことだと思いますが、大変よい取

組なのではないかと思っています。 

 一方、能登半島地震では、女性用の肌着や生

理用品が他の物資と同じように並べられている

など、相変わらず女性への対応が課題となって

いたようです。内閣府が２０２０年に作成した

避難所運営上のチェックシートでは、授乳室の

ほか、生理用品や下着を配布する専用スペース

を設ける、仮設トイレは女性用を多めに設置す

ることなどを盛り込んでいるようですが、実際
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の避難所ではまだ実現できていないようです。

これは地域防災計画などを策定する防災・危機

管理部署や避難所の運営現場に女性職員の配置

が難しく、こうしたことが女性への配慮に欠け

た対応につながっているのではないかと考えま

す。 

 また、現場では報道規制がされていて多くは

報道されていませんが、避難所で子どもの性犯

罪の被害が発生していることが現地では大きな

問題になっているそうです。避難所には女性も

子どもも多くいます。私は、多様な方々が過ご

しやすい避難所環境を整えるためにも、まずは

女性と子どもへの配慮をしっかりとしていくこ

とが大切ではないかと思います。 

 こうしたことを踏まえ、女性と子どもに配慮

した避難所の運営に市町村と共にどのように取

り組んでいくのか、生活環境部長に伺います。 

井上副議長 島田生活環境部長。 

島田生活環境部長 誰もがためらうことなく避

難できる環境の構築に向けては、女性や子ども

の安全・安心の確保が重要なポイントになりま

す。このため県では、避難所の生活環境の整備

と女性の視点を取り入れた運営の質の向上に取

り組んでいます。 

 生活環境の整備では、授乳室や更衣室等の専

用スペースの確保などを県の基本指針に明記し、

市町村の避難所運営マニュアルへの反映を進め

るとともに、防災訓練などを通じて、その実効

性についても検証を行っていきます。 

 また、乳幼児や保護者等とふだんから接点が

ある児童館を専用指定避難所とした日田市の取

組は大変有効だと考えています。今後、市町村

と連携して、こうした好事例の横展開を図って

いきます。 

 運営面では、女性参画の拡大のため、防災士

の女性比率を今年度２１％まで高めることを目

標に養成を進めています。また、女性防災ネッ

トワーク大分と連携し、避難所の運営スキル等

を学ぶ研修も実施するなど、女性の視点をいか

した質の向上を図っています。 

 今後も、女性や子どもなど、誰もが安心して

過ごすことができる避難所の実現に向け、市町

村との連携を密にして取り組んでいきます。 

井上副議長 岡野涼子君。 

岡野議員 ありがとうございます。女性防災士

の比率を上げるのも非常に有効かと思いますが、

馳知事の話の中に、自衛官や警察官の協力や活

用が大きかったというのがありました。 

 ちょうど昨日の大分合同新聞に県の新長期総

合計画案が掲載されていましたが、安心分野で

人的被害ゼロを掲げられていたのが非常に私は

うれしくて、自主防災組織の避難訓練実施率を

６割から９割に引き上げるとありました。この

防災訓練だったり避難所の準備に、ぜひ女性自

衛官や女性警察官の御意見を取り入れたり、御

助言いただいたりするのも有効ではないかと思

いますので、御検討いただければと思います。 

 それでは、次の質問です。私は自身のライフ

ワークとして若者応援を掲げているので、ずっ

と一般質問の中では人材について質問していま

す。 

 二つ目、人材の確保・育成について、産業人

材の育成についてです。 

 我が国における目下の最大の課題は、人口減

少・少子高齢化への対応であることは間違いあ

りませんが、私は人口減少がもたらす負の影響

において最も大きく我が国や本県に影響を及ぼ

すのは、人材、とりわけ地域の産業を支える人

材の不足であると考えています。人口減少の問

題が指摘されるようになってから、もはや久し

くなりましたが、今正にその影響が私たちの身

近において顕在化してきていると言えます。 

 民間調査会社が本年１月に実施した人手不足

に対する県内企業の動向調査において、約半数

の企業で正社員が不足と感じていると回答して

いることからも、この一端がうかがえます。 

 特に私が危機感を感じているのが、女性もシ

ニアも既に働いているという現状です。少子高

齢化によって生産年齢人口が減少してきた中で

も、これまでは女性やシニア世代の労働参加が

推進されてきたことなどにより、就業者数全体

では何とか横ばいを維持できていました。しか

しながら、今後は、人数の多い団塊の世代が７

５歳を超えて後期高齢者となります。継続した
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就業が難しくなること、また、女性の年齢別労

働力率に見られたＭ字カーブ、これは結婚など

で一旦離職して４０代ぐらいで再就職する女性

の年齢別労働力の率がＭに似ていることから、

よくＭ字カーブと表されるんですが、今は女性

が一旦離職せずに働き続けているので、Ｍの谷

間がなくなってきている状態です。これはつま

り何を意味するかというと、追加的な労働供給

の余地がなくなってきているというのが現状で

す。つまり、就業者数がこれからますます減少

することが見込まれています。 

 こうした中、改めて私たちが日田で取り組ん

できたような人づくりの重要性が高まっている

のではないかと感じています。子育て支援など

による少子化対策を最優先に取り組んでいくこ

とはもちろん重要ですが、子どもはすぐには増

えません。やはり今いる若者たちをいかに育て、

いかに地域に残ってもらうかを真剣に考えなけ

ればならないと思います。 

 特に、現在の人手不足は、特定の業種に限ら

ず、製造業や商業・サービス業をはじめ、農林

水産業や建設、運輸、医療、福祉など、あらゆ

る分野において共通の課題となっています。県

の新しい長期総合計画の案においても産業を支

える人づくりという項目が設けられているよう

ですが、各分野に共通する課題については横断

的に取組を行ったり、あるいは、他分野におけ

る取組を参考にしたりと、人づくりを一つの政

策分野と捉えて、産業人材の育成に戦略的に取

り組んでいくことが重要ではないかと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、産業人材の育成にど

のように取り組んでいくのか、知事の考えを伺

います。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 産業人材の育成についてですが、人

口減少・少子高齢化に伴い、多くの産業で人材

不足が深刻化する中で、県経済の持続的な発展

には、県内各地域の産業を支える人材の育成・

確保が喫緊の課題となっています。 

 この解決に向けては、議員御指摘のとおり、

若年者を育て、地域に残ってもらうための取組

が重要だと考えています。 

 県立高校では、職業観を育むキャリア教育に

力を入れています。例えば、地域の多様な人材

から実際の仕事ややりがいについて学び、自分

が働く姿を考える授業を行っています。 

 また、高校生の県内定着促進に向けて、高校

生や進路指導教員等を対象とした合同企業説明

会を開催しており、高校生の県内就職率は約７

５％となっていて、九州では福岡に次ぐ２番目

の水準です。 

 一方で、多くの高校生が進学等により県外へ

転出していることから、県外在住者に対しても、

県内企業の情報や地域の魅力発信に力を注ぐ必

要があります。 

 福岡市に開設したＵＩＪターン支援のための

拠点施設ｄｏｔ．（ドット）では、大分県出身

の福岡県在住の学生等を対象としたキャリア相

談や県内就職に関する情報発信、県内企業との

マッチング等を行っています。総来所者数は先

月１０万人を超え、福岡県に進学した大分県出

身の県内就職者数も開設以来３年連続で増加し

ています。引き続き、若年者に届く効果的な情

報発信に市町村や企業等と連携して取り組んで

いきたいと考えています。 

 少子化が進む中では、若年者のみならず、多

様な人材のさらなる活躍もやはり不可欠であり、

女性やシニアの世代の就業率、障がい者雇用率

は、いずれも全国平均を超えて上昇を続けてい

ます。就職面接会や企業向けセミナーの開催な

ど、一層この面についても取組を進めていきた

いと考えています。 

 また、県外、国外の方に本県を選んで働いて

もらえるように、ＩＴ分野等の技術習得から就

職までを一貫して支援するスキルアップ移住等

によるＵＩＪターンの促進や、寮の改修、日本

語学習など、外国人材の受入環境整備も進めて

います。 

 現在策定中の新長期総合計画でも、産業を支

える人づくりを重要な施策として位置付けてい

ます。産業横断的な取組を個別産業ごとの対策

と連携させることが必要であり、今年度から庁

内の司令塔として産業人材政策課を新設しまし

た。引き続き、各産業の皆様から御意見を伺い



第２回 大分県議会定例会会議録 第３号 

- 56 - 

ながら、総合的かつ効果的な施策の検討、実行

に努めていきたいと考えています。 

井上副議長 岡野涼子君。 

岡野議員 ありがとうございます。産業人材政

策課は非常に期待していますが、もちろん地元

の子たちをこの地元でというのもありますが、

外国人活用のニュースも最近本当に取り上げら

れていると思います。福祉や、そういった医療

のところでは活用できても、例えば、製造業の

中では、技能実習期間の３年が終わって、その

後もう一度働きたいという子たちが滞在できる

仕組みがまだ整っていないことなど、現場での

課題感を企業から伺っているので、ぜひ企業ニ

ーズをしっかりと聞いていただきたいなと思っ

ています。 

 今の話に伴ってですが、県技術職員の確保に

ついて引き続き伺います。 

 今後、地域に人材を残していくためには、長

期的な視野を持って、地元で働きたい子どもた

ちを地元に残すという仕組みづくりを行ってい

く必要があると考えます。 

 私は高校の今後の在り方を検討する日田林工

コンソーシアムのメンバーとして当時協議に入

っていましたが、重要なのは出口のつくり方だ

と感じていました。日田林工には日田の基幹産

業である林業に従事する若者を輩出するために

林業科があるにもかかわらず、定員割れが続い

ています。これは地元の中学生だけではなく、

進路選択の際に大きな影響を与える保護者にも

林業が魅力的な業種とは思えていない現実の表

れだと思います。 

 こうしたことから、この学校に入ったらこん

な未来が待っている、こんな大学に行ける、こ

んな職業に就ける、そこから逆算して高校を選

択できるよう、早いうちからの教育が大切だと

思います。昨日、森議員の土木人材の教育の話

もありましたが、せっかくの専門人材が育つ専

門分野のコースが県内にあるのですから、出口

のつくり方を教育委員会の皆様におかれても、

現場や地域と連携しながら協議していただきた

いと思います。 

 さて、さきほどから言っている人手不足問題

は、民間部門のみならず、公務職場においても

同様です。県職員においても倍率の低下や技術

職員の成り手不足などが課題として取り上げら

れています。採用試験時期の前倒しやインター

ンシップの活用などの工夫をされる中で優秀な

人材の確保は行われていると思いますが、技術

職員も早いうちから職業意識の醸成が必要だと

思います。 

 県でも大学生などに職業意識の向上のため機

会を提供するためや、行政に対する理解を深め

ることを目的としてインターンシップを開催し

ているようですが、今年度から有給のインター

ンシップの職種を拡大すると聞いています。人

手不足が深刻化する中で、地元に残る、あるい

は戻る若者を増やす取組に大いに期待します。 

 こうしたことを踏まえ、有給インターンシッ

プの狙いや実施スケジュールを含め県技術職員

の人材確保にどのように取り組んでいくのか、

総務部長に伺います。 

井上副議長 渡辺総務部長。 

渡辺総務部長 県技術職員の確保についてお答

えします。 

 技術職員は、獣医師や薬剤師をはじめ、採用

が困難となっている職種が多く、その人材確保

は喫緊の課題となっています。 

 確保策の一つである短期インターンシップに

ついては、近年参加者が事務職を含め２００名

を超え、最終合格者の約６割が参加するという

大変効果的な対策となっています。しかしなが

ら、県内に専門学部がない技術系学生の参加や、

採用後の定着へとつなげるために深く業務を体

験してもらうことが課題となっていました。こ

のため、最長３週間学生を雇用した上で報酬等

を支給する有給インターンシップを昨年度から

導入し、これにより県外からの参加促進と負担

軽減を図りました。 

 また、短期インターンシップにはない職場体

験や県民との対話により、公務のやりがいを実

感してもらうことで、就労意欲の向上や採用後

の定着にもつながると考えています。本年度は

保健師や林業職等、８職種に拡大し、７月末か

ら９月末まで受け入れる予定にしています。 
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 今後は、有給インターンシップの成果をしっ

かりと検証していくとともに、リクルート活動

や県の魅力発信等にも引き続き力を入れながら、

技術職員の確保につなげていきたいと思います。 

井上副議長 岡野涼子君。 

岡野議員 ありがとうございます。私も大学現

場にいましたので、長期インターンシップが非

常に有効であるというのはよく認識しています。

一日、二日ではなかなか分からないところも、

さきほど３週間とありましたが、それくらい長

く関わることで、本当にいろんな価値観だった

り職業理解を深めていくことができるのではな

いかなと考えています。 

 また、さきほど私、人づくりを一つの政策分

野と捉えて戦略的に取り組んでいただきたいと

言いました。これは総務部だけではなく、高校

生などの人材を有する教育委員会とぜひ連携し

て進めていっていただきたいなと思っています。

例えば、インターンシップの対象の拡大という

観点から、特に技術系の高校生を中心に夏休み

などを利用して職業体験だったり、職員と直接

触れ合える場や、話を聞くなど、どんな人が働

いているかなどを知るような場づくりというの

は非常に有効なのではないかと思いますが、そ

の辺り総務部長の見解をもう一度聞かせてくだ

さい。 

井上副議長 渡辺総務部長。 

渡辺総務部長 議員が御指摘のとおり、早いう

ちから職業意識を醸成するということは非常に

大事と思っており、特に技術系高校生に対して

県の仕事を早い段階から知っていただくという

のは重要だと考えています。 

 そのための取組として、現在のところ、ひと

つ高校に職員が直接伺って、その中で県の業務

を説明したり、高校生と意見交換する、そうい

った出前授業であったり、県庁に集まっていた

だいて、その中で職員の体験であったり、職種

ごとに分かれて質疑応答したりするという採用

ガイダンス、こういった取組をして職員の声を

直接聞いていただくことをしています。それと、

土木職においては高校生を対象にインターンシ

ップをやっており、この中で職業体験、職場体

験をしていただくということにしています。 

 今後、引き続きこういったことをしっかり取

り組んでいくんですが、また、高校生のインタ

ーンシップについても、職種の拡大について、

高校との調整をしっかりして図っていきたいと

考えています。 

井上副議長 岡野涼子君。 

岡野議員 ありがとうございます。ぜひ林業も

そういった拡大の中に入れていただいて、日田

林工の生徒さんたちは本当にいい子が多いので、

採用につなげていっていただきたいなと思いま

す。 

 あと、もう一点ですが、時代とともに非常に

制度というのは制度疲労を起こしてくるのでは

ないかなと考えており、私ふだんから仕組みの

リノベーションという言葉を使っています。採

用というものが人口減少などで難しくなってき

たら、時代に合った形で少しだけ変化させてい

きながら、地元で働きたいと思っている若者た

ちをどう採用するのか、その仕組みをどんなふ

うにつくっていくのか、今後も共に協議したい

と思いますのでよろしくお願いします。 

 それでは、三つ目の子どもへの支援について

です。 

 私ふだんから子育て中のお母さんたちや保育

士などから相談を受けることが多いので、そう

いった声をまとめました。まずは保育人材の確

保についてです。 

 人口減少・少子高齢化が進む中で、国も非常

に強い危機感を持って対策を講じており、児童

手当の拡充など子育て支援の充実に取り組むこ

ととしています。私はこうした対策は我が国や

本県の未来に向けて非常に重要であると考えて

おり、その円滑な実施に期待しています。 

 今回、国が拡充する支援策の中には、子育て

における共通の課題をサポートすることを目指

したこども誰でも通園制度の開始も盛り込まれ

ています。この制度は、就労要件を問わず全て

の子どもが保育所等で過ごす機会が保障される

ため、子どもの社会性を育む上で非常に有意義

ですし、また、保護者にとっても、孤独な子育

てを回避することができるという点でメリット
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があるかと思います。 

 そのほか、保育の質の向上を図るために保育

所等の職員配置基準の見直しがされます。今回

の定例会においても、７５年間一度も改善され

てこなかった４・５歳児について３０対１から

２５対１へ、また、３歳児についても２０対１

から１５対１への改善を図る条例案が提案され

ており、現場の保育士さんたちから配置基準が

変わらないと私たちがどれだけ頑張っても無理

なんだという声を聞いていたので、安心して子

どもを預けられる体制整備に期待しています。 

 一方で、少し気になる点もあります。前回の

議会でも議論になりましたが、保育現場を支え

る人材は現在でも不足しています。このような

制度の拡充等は喜ばしいことですが、保育人材

の不足に拍車がかかるのではないかと心配して

います。人材など受皿がしっかりとしていなけ

れば、制度が充実されても絵に描いた餅になり

かねません。 

 県でも今年度当初予算において保育人材の確

保に向けた対策を充実されていますが、今後は

一層強化していかなければいけないと考えます。

その前提として、現状の保育人材の確保状況や

充実された制度に対応するために必要な確保数

などを県としても正確に把握しておく必要があ

ると考えます。その上で、どのような対策を行

うべきか議論を進めていくことが重要なのでは

ないでしょうか。 

 こうしたことを踏まえ、保育人材の確保にど

のように取り組んでいくのか、福祉保健部長に

伺います。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 今般の保育士等の配置基準

の改善やこども誰でも通園制度の創設など、保

育環境の充実は大変望ましいものではあります

が、今後の保育士確保や、通園に不慣れな子ど

もの受入れなどにも対応できる保育の質の向上

が当面の課題となります。 

 先月、５月の県の調査では、県内で約９割の

保育所等が既に新基準に沿った職員を配置済み

であり、一方で、残りの１割、５０施設で９１

人の保育士等の不足を一旦把握しましたが、先

日、その後の状況をもう一度調べようと先週末

に再度調査しましたら、直近では３７施設、５

３人にまで不足数が縮小しているという数字を

把握しました。 

 しかし、今後の保育士需要を見据え、安定的

な確保対策に引き続き取り組む必要があります。 

 そこでまずは、新卒保育士の確保に向けて、

福岡県の５校を含む養成校９校を訪問し、６月

３０日、今月末にホルトホールで開催する保育

士の就職フェアへの県内出身学生の参加を強く

要請しました。 

 また県内高校生には、養成校の講師が保育士

の魅力を伝える出前講座を今年度初めて開催し

ようということで募集しています。これには既

に２７０人を超える高校生の申込みをいただい

ています。さらに社会人向けには、資格取得対

策としての模擬試験、それから、スマホで受講

可能な講座の開催に加え、今度は管理者向けに

は働き方改革研修の実施ということで人材確保

と保育の質の向上を図っています。 

井上副議長 岡野涼子君。 

岡野議員 ありがとうございます。そういった

調査をしっかりとしていただいているというこ

とには安心しました。 

 これはすごく小さな話ですが、実は私、高校

生の頃から知っている大学生が、もともとは日

田に帰って保育士になりたいとずっと高校生の

頃から言っていたのですが、就職活動中に結局

福岡の保育園に就職することにしたという話を

聞き、その理由を聞いたところ、特色ある保育

がその園でできることが分かったというのと、

情報が身近にあったことが大きいという話でし

た。 

 さきほどの就職フェア等も実施されていると

は思うんですが、いかに情報を密にして、身近

に情報が転がっているような状況をつくるかが

大きいのかなと思いますので、その辺りもぜひ

お願いします。 

 それでは続いて、医療的ケア児への支援につ

いてです。 

 近年、人口減少社会への対応が国家的な課題

となる中で、子ども・子育て支援に注目が集ま
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っていますが、元来子どもは宝であり、全ての

生まれてくる子どもは無限の可能性を持ってい

ると思います。子どもたちは日々の成長の中で、

家族や友人など様々な人々と交流し、社会との

関わりを持ちながら、それぞれの世界を広げて

いきます。 

 しかしながら、生まれながらの病気を抱えて

いるがために、そうした活動が制限されている

医療的ケア児と呼ばれる子どもたちがいます。

一言で医療的ケア児といっても、歩ける子ども

から寝たきりの重症心身障がい児まで幅広く、

抱える障がいや取り巻く環境、家族が直面する

困難は様々です。国の調査では、医療的ケア児

は２０年前から２倍程度に増加しているとされ

ています。医療的ケア児の日々のケアは非常に

負担が大きく、中には子どものケアに追われて

就労の機会を失う保護者もいると聞いています。 

 こうした中、令和３年６月に議員立法により、

医療的ケア児支援法が成立し、医療的ケア児と

その家族に対する支援の強化が図られています。

本県においても、法令に基づく支援センターの

設置に加え、県独自施策として、災害に備えた

非常用発電装置の整備への支援に取り組んだほ

か、今年度当初予算においては、保護者の休息

のための訪問看護利用に対する助成や、特別支

援学校の宿泊学習への看護師の派遣など、医療

的ケア児や家族に寄り添った支援策が盛り込ま

れています。こうした県の姿勢には改めて感謝

します。 

 こうした支援策の中心は、やはり一人一人に

応じたきめ細やかな支援を行う支援センターで

す。本県では令和４年７月に開設しましたが、

昨年４月からは県庁内に場所を移転しています。

私、そこの現場も見ました。もちろんセンター

関係者の皆様は変わらず真摯に御対応いただい

ていると思いますが、県庁というのはある意味

敷居が高いというか、なかなか入りづらいと私

も感じており、そのことで支援に影響がないか

という点については多少心配もしています。 

 また、子どもたちの可能性を広げるため、呼

吸器など特に高い技術が求められるケアに対応

できる看護師を保育・教育機関や福祉サービス

事業所に配置し、入園や就学などの受入体制づ

くりも進めていただきたいと考えています。 

 こうしたことを踏まえ、支援センターにおけ

る対応の現状や課題を含めて、今後どのように

医療的ケア児への支援に取り組んでいくのか、

福祉保健部長に伺います。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 本県では、昨年度から医療

的ケア児支援センター、今、みつわと呼んでい

ますが、そのみつわを県の直営として、保護者

や関係機関からの相談対応の充実に努めるとと

もに、市町村等との連携強化を図っています。 

 昨年度の相談件数は一月当たり７．８件とい

うことで、医療機関に委託していた前の時期に

比べて約３割程度増加しており、センターの認

知そのものが進んだことに加え、県が運営して

いるという安心感がこうした相談件数の増につ

ながったのではないかと考えています。また、

方法を見ると電話やメールによる相談が大半と

いうことで、県庁に相談する心理的なハードル

もさほど高くないのかなと捉えています。 

 一方で、１年やってみて専門的な相談にも十

分対応できる必要があるということから、今年

度からは業務の一部を社会福祉法人に委託し、

よりきめ細かな支援に努めることとしています。 

 また、市町村と連携しながら進めている保育

所等への看護師の配置については、昨年度は１

１名、今年度も現時点で必要調査して５名分の

助成を行っています。ちなみに、日田市も入っ

ています。 

 さらに今年度からは、保護者の休息、いわゆ

るレスパイトを目的に、保険適用外となる訪問

看護利用への助成、それから、特別支援学校の

宿泊学習への看護師の派遣も行うこととしてお

り、市町村とも連携を強化して支援の充実を図

っていきます。 

井上副議長 岡野涼子君。 

岡野議員 ありがとうございます。実は現場の

お母様方から、市町村に先駆けて県がやってく

れていることで本当に助かっているという声を

伺っているので、非常によい取組をしてくださ

っていると感じています。 
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 実は本日も医療的ケア児の支援サークルの皆

様が傍聴に来てくださっています。よりきめ細

やかな対応をするためには意見交換や情報の共

有というのが今後もっともっと必要になってく

ると思いますので、そういった取組を行ってい

ただければと思います。ありがとうございまし

た。 

 では、学校における教育相談体制についてで

す。 

 昨今、子どもたちを取り巻く環境は大きく変

化し、不登校やひきこもり、また、多動性やＡ

ＤＨＤなど困り事を抱えた子どもたちが増えて

います。同時にその対応に際し、学校と保護者

の関わり方が非常に難しくなってきています。

担任の先生には話せない、保護者とのコミュニ

ケーションが難しいなど、現場からは数多くの

疲弊した声が聞こえてきます。そのような中、

頼りになるのが専門の知識を持ったスクールカ

ウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど

の教員とは異なる専門性や経験を有する専門的

なスタッフです。 

 教育委員会においても連携を進めており、年

々配置数を増やし、チーム学校として課題解決

を目指していただいていることはありがたいこ

とであり、改めて感謝しますが、しかし、少し

気になる点もあります。 

 非常勤での雇用という面から安定化が見込め

ず、成り手の不足や、若者が働く場としては望

まれない環境とも言えなくはありません。また、

複雑化する課題に対応するには、やはりしっか

りとした基礎知識を持ち専門の対応ができる人

材の確保と質の担保、そして、処遇の改善が必

要不可欠です。 

 こうしたことを踏まえ、学校における教育相

談体制の充実に向けてどのように取り組んでい

くのか、教育長に伺います。 

井上副議長 山田教育長。 

山田教育長 スクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカーは、専門知識をいかして児

童生徒や保護者の複雑・多様化する困りや悩み

に的確に対応するとともに、教員の負担軽減に

も寄与するなど、大変重要な役割を果たしてい

ます。 

 これまで相談件数の増加に応じて逐次人員を

増やし、全ての公立学校をカバーできる体制を

構築しました。優秀な人材を確保するため、令

和２年度には有資格者を中心にスクールカウン

セラーの報酬単価の引上げを行いました。今年

度、スクールカウンセラー１０４名のうち、公

認心理師等の資格を有している方は７６名とな

っています。また、社会福祉士、又は精神保健

福祉士の資格を要件とするスクールソーシャル

ワーカーも同様に報酬単価を引き上げ、処遇改

善を図っています。 

 加えて、連絡協議会やスキルアップ研修を実

施し、講義や事例研究等を通じて資質の向上に

も取り組んでいます。 

 引き続き、国の動向や他県の状況も踏まえな

がら、スクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカーが意欲的に活動できる環境整備に

努め、教育相談体制のさらなる充実を図ってい

きます。 

井上副議長 岡野涼子君。 

岡野議員 ありがとうございます。絶対的に必

要な教育相談体制の充実だと思いますのでお願

いするとともに、直接的ではないんですが、放

課後児童クラブの支援員さんたちも県の研修を

受けている方々なので、やはり同様に不安定な

雇用状況等にあるので、ぜひ人材の確保や処遇

の改善に取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは、最後の質問です。 

 日田市津江地域と熊本県との道路アクセス向

上について。 

 現在、日田市では中津と日田とを結ぶ中津日

田道路の工事が着々と進んでいます。日田土木

事務所が地元住民の皆さんと協力しながら整備

を進めてくださっていることは、この場を借り

て改めて御礼を申し上げます。 

 本路線の全区画の整備が完了すれば、中津市

から日田市までの所要時間は整備前から３０分

以上短縮され、約５０分となることから、利便

性向上の面からも期待が大きいところです。し

かしながら、そのほかの路線に目を転ずると、

日田地域では山間部が多いこともあり、工事が
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進みづらく、県内の道路整備状況の中では毎回

ワーストの位置にあります。 

 特に中津江、上津前津江の津江地域では、道

路整備がなかなか進まず、近年の災害による土

砂崩れや河川の増水などに毎年悩まされている

状況です。 

 中でも、熊本と日田とを結ぶ鯛生菊池線と日

田鹿本線は、もともと参勤交代にも使われてい

た林道を活用し県道として整備した経緯などか

ら、道路幅の狭さや急勾配、また、くねくねと

曲がった屈曲部等が連続する未改良区間が多く

残されているのが現状です。沿線近隣の鯛生ス

ポーツセンターには熊本側から子どもたちがス

ポーツや教育合宿で数多く訪れており、県境を

越える交流の手段でありながら、子どもたちに

はつらい環境となっています。 

 また、半導体関連で活気づく熊本県を結ぶ路

線であり、産業と観光の両面から重要な役割を

担う道路でもあることから、今後その整備に力

を注いでいく必要があります。先日、日田市か

ら日田鹿本線に関する要望があったと伺ってい

ますが、人流、物流の活性化のみならず、災害

時のリダンダンシーの確保にも寄与することか

ら、早急な整備をお願いします。 

 また、津江地域は県境に近いことから、この

地域の道路整備においては国や他県との連携が

必要です。例えば、国道４４２号は大分、熊本

福岡の３県を横断する重要な道路ですが、中津

江合瀬や木弓では屈曲な箇所が多く、先日には

福岡からのバイクツーリングのお客様の死亡事

故が発生するなど道路状況の悪さから事故も多

発しています。産業や観光、また防災の面から

も国土交通省や熊本県と連携しながら、早期の

改良整備をお願いしたいと思います。 

 さきほども言ったように、津江地域の活性化

のためには、近年、盛況な熊本県との交流促進

が欠かせません。道路アクセスはその基盤中の

基盤と言えるものであり、早急な対策が望まれ

ます。 

 こうしたことを踏まえ、県道鯛生菊池線及び

日田鹿本線の整備を含め、熊本県等と連携しな

がら、日田市津江地域と熊本県との道路アクセ

ス向上にどのように取り組んでいくのか、土木

建築部長に伺います。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 大分県の産業や観光振興

のため、日田市街や津江地域と熊本県を広域的

に結ぶ道路の整備は重要と考えています。 

 このため県では、広域的なネットワークの形

成に資する国道３８７号豆生野拡幅や、県道栃

野西大山線中津江工区におけるトンネルや橋梁

などの整備を進めています。 

 一方、県道鯛生菊池線と日田鹿本線は、主に

地域住民の日常生活に利用されている路線です。

これらの路線については、熊本県側を含め、急

峻な地形に位置しており、交通量も少ないこと

から、抜本的な改良を行うことは難しいと考え

ています。 

 そこで、これまで舗装の補修や側溝の清掃を

行うなど、適切な維持管理に努めてきました。

加えて、離合が困難な箇所などについては、地

域の方々と意見交換を行いながら、局所的な対

応を検討します。また、国道４４２号について

は、今年度、死亡事故が発生した箇所に注意を

促す路面標示の設置を予定するなど、安全な道

路環境の確保に取り組みます。 

 今後も、地元の皆様の声を伺うとともに、熊

本県と意見交換しながら、地域の実情に応じた

道路環境の整備に努めていきます。 

井上副議長 岡野涼子君。 

岡野議員 ありがとうございます。限られた予

算の中で県内全ての道路を整備していくという

のは大変難しいことだと承知していますが、知

事が掲げられている安心分野の中には災害に強

い県土づくりと危機管理の強化というのがござ

います。上津江、中津江、前津江は土砂崩れな

ど毎年何らかの災害が発生している地域なので、

ぜひ津江の皆さんが言われる命の道の確保のた

めにも、地元の皆さんの声を聞いて着手してい

ただきたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。どうもありが

とうございました。（拍手） 

井上副議長 以上で岡野涼子君の質問及び答弁

は終わりました。御手洗朋宏君。 
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  〔御手洗（朋）議員登壇〕（拍手） 

御手洗（朋）議員 こんにちは。２５番、県民

クラブ、未来を共に、御手洗朋宏です。２回目

の質問の機会を与えていただいた会派の皆さん

に感謝します。 

 傍聴にお見えの皆さん方をはじめ、インター

ネット中継を御覧の皆さん、いつも御支援あり

がとうございます。今回も県民の皆さんからい

ただいた声を基に質問を考えました。皆さんの

生活の向上につながれば幸いです。 

 佐藤知事をはじめ執行部の皆さん、よろしく

お願いします。 

 子育て支援について。まずは、子育て世帯の

経済的負担の軽減について質問します。 

 昨年１２月に閣議決定されたこども未来戦略

の中では、こども・子育て政策に取り組むにあ

たり、乗り越えるべき重要な課題として三つ取

り上げられており、その中の一つに、子育ての

経済的・精神的負担感や子育て世帯の不公平感

が存在するがあります。 

 直近の夫婦の平均理想子ども数は２．２５人

である一方、実際の平均予定子ども数は２．０

１人となっています。 

 理想の子ども数を持たない理由としては、子

育てや教育にお金がかかり過ぎるからという経

済的理由が５２．６％で最も高いことからも、

いかに経済的負担が少子化の大きな要因となっ

ているかが読み取れます。特に第３子以降を持

ちたいという希望の実現の大きな阻害要因にな

っているようです。 

 また、本県の新長期総合計画の策定にあたり、

大分県の政策に関するアンケート調査を実施し

ていますが、その中でも、こども・子育て環境

について力を入れてほしいことはという問いに

対し、保育料や医療費など子育てにかかる経済

的支援が６１．７％で第１位となっています。

やはり本県においても、子育てや子どもの教育

にはお金がかかると思っている方が多くいるよ

うです。 

 確かに、妊娠、出産から始まり、幼稚園、小

学校、中学校と成長するにつれ、子どもにかか

る費用は大きくなり、経済的負担は増えてきま

す。小さい頃は病院に多くかかりますので、通

院するための交通費も必要ですし、保育所に行

くためには保育料なども必要です。さらに、小

学校に入学した以降においては、教材費、部活

動や学習塾の費用など、隠れ教育費と言われる

負担もあります。 

 もちろん、それぞれの費用の特性により、行

政が支援できるもの、できないものがあります

が、子育て世帯への支援においては、このよう

な負担があることを考慮し、施策を考える必要

があります。 

 こうした実情を鑑みると、本県が掲げる子育

て満足度日本一を目指す上でも、子育て世帯に

対する経済的支援の強化は避けては通れない課

題であると思います。 

 そのため、国が示したこども未来戦略の取組

とあわせ、県独自の取組こそ必要だと考えます。

こうしたことを踏まえ、子育て世帯の経済的負

担の軽減に向けて、どのように取り組んでいく

のかを知事に伺います。 

 以下は対面席で行います。 

  〔御手洗（朋）議員、対面演壇横の待機席

へ移動〕 

井上副議長 ただいまの御手洗朋宏君の質問に

対する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 御手洗朋宏議員の子育て世帯の経済

的負担の軽減についての御質問にお答えします。

 先般公表された令和５年の人口動態統計では、

県内の出生数は６，２５９人、合計特殊出生率

は１．３９で、共に過去最少を更新するなど、

大変厳しい結果となっています。本県が将来に

わたって活力ある地域社会を維持していくため

にも、県の総力を挙げて人口減少への対策を講

じる必要があります。 

 県が毎年実施している子育て中の方を対象と

した意識調査においても、毎回約７割の方が、

理想とする人数の子どもを持つためには経済的

な支援が必要と回答しています。 

 そうした声を踏まえ、県ではこれまで、不妊

治療費や第２子以降の保育料等を助成するほか、

昨年夏からは、近隣に産科のない妊産婦への交
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通費等も助成しています。 

 さらに今年度から、こども医療費助成を高校

生年代まで拡充したほか、医療的ケア児への支

援、県立学校の給食費無償化、住宅リフォーム

助成の多子世帯加算も開始しています。加えて、

この１０月から児童手当の拡充が予定されてお

り、子育て世帯への経済的支援は近年充実して

きていると考えています。 

 折しも今年度、こども・子育て応援プランを

改定中であり、委員の方々から幅広い意見をい

ただく中で、少子化対策の議論を進めています

が、安定かつ継続的な支援制度とするためには、

財政的にも一定の配慮が必要です。 

 また、子ども医療費や保育料、給食費の無償

化などについては、本来、国の責任において、

全国一律で取り組むべき施策であることから、

制度の創設と財源の確保について、先般、担当

大臣宛てに強く要望してきたところです。 

 今後とも、国、市町村や経済界の皆さんとも

知恵を出し合い、子どもや子育て家庭をしっか

りと応援していきます。 

井上副議長 御手洗朋宏君。 

御手洗（朋）議員 ありがとうございました。

今回の定例会においても、少子高齢化のことは

たくさんの議員が取り上げられています。非常

に重要な問題であると捉えています。 

 もちろん、子育て世帯にかかわらず、様々な

ニーズがあり、それに応えていくのは非常に難

しいところもあるかと思いますが、今やらなけ

れば、やはり将来に禍根を残すことになろうか

と思います。 

 そういった中、県では新長期総合計画の策定

にあたり、未来の主役である若者の声をしっか

り受け止めるためとして、県立・私立高校に在

学する全高校生を対象としたオンライン調査を

実施しています。 

 質問項目、あなたは子どもを産み育てること

にどのようなイメージを持っていますかについ

て、５２．６％の生徒が金銭的な負担が大きい

と回答しています。あなたが今後、大分県に力

を入れてほしいと思うことは何ですかという質

問には、子ども・子育て支援と回答した生徒が

５５．１％で、他の回答を大きく引き離してい

ます。こうした声は、今の高校生の世代が将来

自分の子どもを持ったときに、子育て、特に金

銭的な負担の大きさについて、いかに不安に思

っているかを如実に表わしています。 

 そこで、将来の子育てに希望が持てるメッセ

ージを佐藤知事にお願いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 若い世代に向けて、将来の子育てに

希望が持てるメッセージを子どもたちにという

ことなので申し上げると、大分の、また日本の

未来を担う若い皆さんが、安心して子育てがで

きて、元気に働いて活躍できる大分、日本を、

国や市町村、そして、皆でつくっていきたいと

考えています。 

 さきほどアンケートの話もいただきましたが、

これからまた長期総合計画のパブリックコメン

トの募集も行う予定にしていますので、若い皆

さんに、ぜひまた引き続き積極的ないろんな御

提言や御意見を、特に子育てに関する御提言や

御意見をいただければと考えていますので、何

とぞよろしくお願いします。 

井上副議長 御手洗朋宏君。 

御手洗（朋）議員 ありがとうございました。

私、広報委員会の副委員長も仰せつかっていま

すが、今の知事のコメントをＳＮＳとかに上げ

て、若い人たちに見てもらえればと思いますの

で、御検討方よろしくお願いします。注目を集

めたらいいなと思います。 

 続いて、給食費の無償化について質問します。 

 子育て満足度日本一の実現に向けた子育てに

係る経済的支援の強化として、この４月から県

立学校の給食費無償化が始まりました。子育て

世帯にとって大きな負担となっている学校給食

費について、無償化することの意義は非常に大

きいと思われます。既に定時制高校の関係者か

ら、生徒の経済的負担軽減が学ぶ意欲の向上に

つながっているとの声が届いています。 

 一方で、給食を食べる子どもの多くは市町村

立の学校に通っています。由布市では、市民グ

ループが５千筆以上の署名とともに、給食費無
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償化を求める申入れを行ったと報道されていま

す。 

 このように無償化が進まない地域がある一方

で、日田市では、４月からの小中学校の給食費

無償化に伴い、食物アレルギーなどで弁当など

を持参する家庭に対しても、給付金を支給して

支援するとのことです。 

 私は、県が県立学校の給食費無償化に踏み込

んだことにより、県内市町村の無償化への動き

が活発になったと考えています。もちろん、小

中学校の多くは市町村の管轄であることは十分

に承知していますが、子育て満足度日本一の取

組が限定的であってはならないと思います。 

 子ども医療費については、地域によって差が

ないようにしてほしいという要望を踏まえて、

県が全ての市町村における制度拡充を後押しし

ていますので、学校給食費についても、同様の

要望の声は多いと考えられます。他県では、給

食費無償化に要する経費に対し、県内市町村へ

の交付金により支援している事例もあります。 

 そこで、市町村による給食費無償化を県教育

委員会として後押しする考えはないのか、教育

長に伺います。 

井上副議長 山田教育長。 

山田教育長 学校給食費の無償化を含めた保護

者負担の軽減策については、各学校設置者の判

断により行われるものであり、県では今年度か

ら最大限できることとして、県立学校の給食費

を無償化したところです。 

 市町村が行う給食費の無償化に対し、県が支

援する場合には多額の予算確保が必要となりま

す。仮に中学３年生までの給食費の２分の１を

県が負担した場合、その試算額は年間約２１億

円に上ります。 

 さきほど知事の答弁にもあったように、公立

学校全体の給食費の無償化は、本来全国一律で

行われるべきものであることから、県ではこれ

までも、全国知事会を通じて、国の責任と財源

による制度設計を行うよう要望しています。 

 先日公表された国の調査結果によると、全自

治体の約３割が小中学生全員を対象に給食費を

無償化しています。また、全国の公立学校の給

食費を無償化した場合、年間約５千億円の財源

が必要なことや、重度のアレルギー等により給

食の提供を受けられない児童生徒が約２８万人

いることなどが示されました。 

 国は調査結果を踏まえ、課題を整理すること

としており、その動向を注視していきます。 

井上副議長 御手洗朋宏君。 

御手洗（朋）議員 ありがとうございました。

今、教育長の言われた全国３割というのは、多

分、昨年９月あたりの数字ではないかと思いま

すので、今年の４月から始めたところも多いの

で、もう少し数は増えているかなと思われます。 

 大分県は移住・定住にもすごく力を注いでい

ますが、そのターゲットの多くは子育て世代で

はないかと思います。 

 移住・定住を決断する要因として、子どもた

ちが通う教育環境の充実の影響も大きいと考え

ています。給食費無償化も移住・定住を決定す

る要因の一つになるという認識の下、教育委員

会にとどまらず、県全体で施策について力強く

進めていただきたいと要望して、次の質問に移

ります。 

 では、子どもたちを取り巻く諸課題について、

ヤングケアラーについて質問します。 

 ヤングケアラーの課題解決に県が率先して取

り組む姿勢は市町村にも波及しており、例えば

大分市では、こども虐待・ヤングケアラー対応

の手引きを作成し、教育機関等への配布を通じ、

早期発見や適切な支援につなげる取組を進めて

います。 

 子どもは自分自身がヤングケアラーという認

識を持ちづらい傾向にあると考えられ、周りの

大人等の適切な対応が必要不可欠です。今回、

県では再度の実態調査を行うとされており、前

回から数年が経過しているため、繰り返しの実

態調査は必要であると思いますが、前回の調査

結果をどのように施策に反映させているのかが

気になります。 

 さらに、学校を通じての調査を予定している

ようですが、昨今の社会情勢の中、学校が直接

的に家庭に立ち入ることが困難な状況にありま

す。私自身も学校に勤務していたときに児童か
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ら、家事のほとんどを自分が担っているという

相談を受けました。しかし、家庭の中まで踏み

込めない事情があり、本人の困り事を聞くこと

やスクールソーシャルワーカーへの相談へとつ

なぐことしか対応ができませんでした。もっと

できることがなかったかなと今でも考え続けて

います。 

 日常的に子どもたちと接している保育や教育

等の関係者は、子どもたちの言動から虐待やヤ

ングケアラーなどの兆候をつかむことも多いと

思いますが、直接的にその解決に当たるのは難

しいものです。 

 今回の再調査をきっかけに、子どもたちから

相談される教職員等も少なくないのではないか

と思います。そうした対応は、教員個人や学校

任せにはできず、教育や福祉分野の関係機関等

が連携した組織横断的な対応が必要であり、ヤ

ングケアラーの早期発見や切れ目ない支援につ

なげる取組が強く求められています。 

 こうしたことを踏まえ、ヤングケアラーを取

り巻く問題の解決に向け、どのように取り組ん

でいくのか、知事に伺います。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 ヤングケアラーについてですが、先

般改正された子ども・若者育成支援推進法では、

地方公共団体が支援に努める対象として、ヤン

グケアラーが明記されました。 

 日常の生活習慣の中で潜在化しがちなヤング

ケアラーには、周囲の大人が子どもの様子にい

ち早く気付き、家庭状況に応じたきめ細やかな

支援を行うことが大切です。 

 令和３年度に県が実施した小学５年生から高

校３年生まで計８万人を対象とした調査では、

支援を必要とする子どもが県内には１千人程度

いると推計されたことから、今まで次の３点に

力を入れて取り組んできました。 

 １点目は、県の相談体制の整備です。令和４

年度から電話とＳＮＳによる専門相談窓口を開

設し、児童生徒には相談カードを配布して広く

周知に努めました。 

 ２点目は、市町村の支援体制の構築です。昨

年度から庁内に配置した専門アドバイザーが市

町村をくまなく訪問して働きかけた結果、全市

町村で相談窓口が設置されました。これにより、

学校やスクールソーシャルワーカー等を通じて

１７８件の相談が市町村に寄せられ、うち４９

件を家事や介護支援など、福祉サービスの利用

につなげることができました。 

 また、学校現場での気付きを促すため、教職

員などを対象とした研修会にも取り組んでいま

す。 

 ３点目は、アウトリーチ型支援です。児童家

庭支援センター等の職員が弁当を持参した上で、

見守りが必要な家庭を戸別訪問する取組が３年

目を迎え、現在では１７市町に広がっており、

ヤングケアラーの早期発見につながっています。 

 こうした中、コロナ禍後の現状を把握するた

め、改めて２度目の悉皆調査を行うこととしま

した。夏休みまでには調査を終えて、速やかに

結果を取りまとめ、来年度以降の施策の展開に

活用していきます。 

 ヤングケアラー支援は、福祉と教育、市町村

など行政の連携はもとより、介護事業所や医療

機関をはじめ、地域社会全体が共通認識を持ち、

相互に連携して取り組むべき課題です。引き続

き、困難を抱える子どもたちの早期発見、早期

支援に努めていきます。 

井上副議長 御手洗朋宏君。 

御手洗（朋）議員 ありがとうございました。

そもそもとしては、やはりケアを受けられてい

る方への支援というのが一番重要になってこよ

うかと思いますので、その点もあわせてお願い

したいということと、ケアラーという言葉をち

ょっと調べてみても、ヤングケアラー以外にも、

ダブルケアラーであるとか、ミドルケアラーと

か、ワーキングケアラーなど、いろんな形があ

ると思います。様々な困難に直面している方々

への支援を今後もやっていただくことをお願い

して、次の質問に移ります。 

 一時保護所における子どもたちの権利への配

慮についてです。 

 残念ながら、児童虐待は近年増加傾向にあり

ます。本県における児童虐待件数は、平成２９

年の１，３２１件から令和４年度は１，７８６
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件に増加し、過去最多を更新しています。一時

保護件数も、平成２９年度の４１３件から令和

４年度は６０１件と、こちらも過去最多となっ

ています。 

 こうした中、今年４月にこども家庭庁が一時

保護施設の運営基準を新設しました。その中で

は、一時保護施設の一般原則として、入所して

いる児童の権利に十分配慮するとともに、一人

一人の人格を尊重して、その運営を行わなけれ

ばならないとされています。これは従来、一時

保護所の中には、親との面会や私物の持込みを

禁じている施設があり、子どもたちの権利が十

分に守られていなかった事例があったことを受

けてのものです。 

 さらには、虐待等で一時保護された子どもが

学校に通えないという問題も指摘されています。

子どもの安全が最優先なことは間違いありませ

んが、これまで見落とされてきたテーマではな

いかと思います。 

 こうした中、兵庫県明石市では通学支援に取

り組み、保護所からの通学率が５割を超えてい

るとのことです。学校に通うことで子どもが精

神的に安定しやすくなり、よりふだんの姿に近

い子どもの様子を把握できるといいます。 

 このように、親などからの虐待というつらい

経験をした子どもたちだからこそ、生活面でそ

の人格を尊重することやしっかりと学校に通う

ことなど、子どもたちが将来に希望を持って人

生を歩めるように、私たち大人は最大限配慮す

る必要があると考えます。 

 そこで、一時保護された子どもたちの通学支

援についての取組状況も含め、本県の一時保護

における子どもたちの権利への配慮にどのよう

に取り組んでいくのか、福祉保健部長に伺いま

す。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 児童虐待から子どもの命を

しっかり守るためには、躊躇なく保護すること

が極めて重要であり、昨年度の一時保護件数は

７８１件ということで、前年度から１８０件の

大幅増となっており、２年連続で過去最多とな

りました。 

 現在、一時保護所では、令和７年度までに居

室の個室化を進めるなど、様々な事情を抱える

子どもの安全確保と権利擁護に最大限配慮した

環境整備に努めています。 

 一時保護の平均日数は、調べてみると、一人

当たり３週間程度であり、この間、一時保護所

の近隣の学校への通学ということは行っていま

せんが、保護所の教員が在籍校と連携した学習

支援という形で対応しています。 

 また、子どもの権利擁護に関しては、全国に

先駆けて意見表明支援員──アドボケイトと呼

んでいますが、これを一時保護された子どもの

意見聴取に当たっていただいており、昨年度は

一時保護した子どもたちの中から、希望者１１

１人からそれぞれの思いを丁寧に引き出し、必

要な関係機関につないだところです。 

 なお、子どもの意見を考慮する一方で、安全

面や必要性の観点から、親との面会や子どもの

所持品などに一定の制約をかけざるを得ないケ

ースもありますが、今後も子どもの権利に最大

限配慮した支援に努めます。 

井上副議長 御手洗朋宏君。 

御手洗（朋）議員 ありがとうございました。

工藤部長はいつもそういう立場の方に寄り添っ

た答弁をしていただき、感謝しています。 

 一時保護、子どもたちに限らず、例えば、Ｄ

Ｖ被害の方なんか、そういった支援が必要とさ

れている方がたくさんいらっしゃると思います

ので、そこら辺も含めて取組を進めていただけ

ればと思います。 

 これは要望になるんですが、一時保護に限ら

ず、児童福祉施設や里親の下でも、子どもに対

する虐待が報告されています。県内においても、

令和４年度に３件報告されており、被害に遭っ

た子どもたちのことを思うといたたまれない気

持ちになります。しっかりとした再発防止策が

求められます。 

 県としても、従来の取組で十分なのか検証し

ていただき、改善すべき点があれば速やかに取

り組んでいただきたいと思います。そうした点

も考慮しながら、これまでどおりの里親への支

援の充実もお願いします。 
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 続いて、教員の確保について質問します。 

 令和５年度第３回定例会一般質問において、

私が教員不足等の対応について教育長に伺い、

今後も国の動向を注視し、教員不足の解消や働

き方改革に向けて職場環境の充実を図っていく

という答弁をいただきました。また、令和６年

第１回定例会では、我が会派の福崎議員から同

様の質問が出されて、今後も様々な取組により、

人材確保を図るとの答弁もなされています。 

 こうした中、また改めて今回この内容につい

て質問することは、私自身は非常に抵抗がある

んですが、取り上げないわけにはいけません。

当然できていなければならないはずの学校現場

における人材確保が、依然としてできていない

状況を看過することはできません。 

 今年度は県立学校、とりわけ特別支援学校で

教職員定数が満たされないまま新学期が始まっ

たと聞いています。ある学校では４人マイナス

でスタート、間もなく産・育休に入る人が２人

という中、子どもたちへの対応が困難となって

いる。保護者からもそうした学校の状況に対し

て不安の声が上がり、メンタルダウンが心配さ

れる先生も出てきているという切実な声が上が

っていました。 

 過去に特別支援学校においては、子どもの命

が失われる大変痛ましい事故も起きています。

必要な人員が配置できない状況で万が一のこと

が起きたらどうするのでしょうか。重大なコン

プライアンス違反との指摘を受けかねない状態

です。人がいないという理由で人員配置ができ

ていないにもかかわらず、これまでどおりの学

校運営を強いている県教育委員会の責任は大変

重いと考えます。 

 こうした要因の一つは、民間企業への人材流

出に加え、教育現場の働き方改革が進んでいな

いことなどにより、教員の志望者が減少し、教

員採用試験の倍率低下が顕著となっていること

です。 

 県教育委員会が５月１０日に公表した今年度

の教員採用試験の出願者の総数は、前年度の１，

３７４人から２５４人減となる１，１２０人と

なっており、出願倍率は２．６倍と、前年度の

３．３倍から０．７ポイント減となっています。

学校種別ごとの出願倍率においても、小学校が

１．６倍から１．４倍、中学校が３．４倍から

２．８倍、高等学校が８．３倍から５．３倍に

まで低下しています。６月１６日にもう試験が

行われていますが、実際には受けていない方も

いると思いますので、数字はさらに下がってい

るのではないかと思います。 

 このような教員採用試験の倍率低下は、本県

のみならず全国的な課題となっています。そう

した中、各都道府県や政令市の教育委員会では、

人材確保に向けた様々な策を打ち出しています。 

 東京都や千葉県などでは、一次の筆記試験の

一部を大学３年生から前倒しで受けられる取組

を始めています。また、福岡県や佐賀県などで

は、企業や研究機関などで働く社会人などを対

象に、教育職員の普通免許状を現時点で保有し

ていなくても受験できる選考区分を導入してい

ます。さらに京都府や岐阜県では、令和６年度

に新たに採用された教員に対して、奨学金の返

還支援制度を新設しています。 

 翻って本県の状況を鑑みるに、さきほど取り

上げた県議会における答弁の中にありました、

教員不足の解消や人材確保を図るとは、具体的

にどのようなことを意味しているのでしょうか。

本県の取組状況の現状を見ると、議会答弁を軽

視していると言わざるを得ません。学校現場で

目の前の子どもたちに対し懸命に向き合ってい

る教職員からは、教育委員会は頑張っているが、

人がいないのでしようがない、あとは現場で何

とかしてということだと捉えられているに違い

ありません。 

 これではモチベーションが上がるはずはあり

ません。採用間もない若い方たちや、あと少し

で定年という方までもが退職を考えるようにな

るのも仕方のないことだと思います。実際に、

もう４月の段階で辞めてしまった方もいます。

正に悪循環ですが、それを招いたのは教育行政

の怠慢だと言わざるを得ません。これまでの施

策の効果が余りないことは明白であり、抜本的

な見直しを強く求めます。 

 必要な人員が配置されるまでは始業式を行わ
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ない。もう一回言います。必要な人員が配置さ

れるまでは始業式を行わない。それぐらいの覚

悟が必要です。まずは今苦しんでいる学校現場

の対応が急務です。できない、しない理由は必

要ありません。 

 そこで、教員採用試験の出願倍率が昨年度か

ら低下したことについての要因分析や欠員の状

況を含め、教員の確保に向け、実効性のある取

組をどのように行っていくのか、教育長に伺い

ます。 

井上副議長 山田教育長。 

山田教育長 本年度試験の出願倍率の低下は、

既卒者の正規採用が進んだことによる出願数の

減少などが主な要因と考えられますが、近年の

教員離れの風潮が影響していることも否めませ

ん。 

 出願者増に向け、昨年は大阪会場の開設や三

次試験の廃止、今年は試験日の前倒しなど、逐

次見直しを行ってきましたが、さきほど議員か

ら御紹介のあったような各県の取組等も分析し

た上で、できることは何でもやるという意気込

みで、さらなる改善を図ります。 

 次に、欠員については、６月１日時点で昨年

よりも６人減少しているとはいえ、３９人と高

水準にあります。主な要因としては、特別支援

学校の児童生徒数が想定を上回ったこと等が挙

げられます。 

 欠員補充に向け、教員のＯＢや昨年度掘り起

こしたペーパーティーチャーへの声かけを強化

するなど、学校現場に支障を来さないように全

力を傾注しています。 

 今年度は、企業等においてすぐれた知識や経

験を有する者への特別免許状授与による学校で

の登用など、外部人材の活用にも積極的に取り

組むこととしています。 

 加えて、教員不足の背景には、教育現場の働

き方改革や処遇改善等の課題もあることから、

今後も国に対し抜本的な改革を要望していきま

す。 

井上副議長 御手洗朋宏君。 

御手洗（朋）議員 ありがとうございました。

できることは何でもやるということで期待した

いと思いますが、もう少しアピールというか、

よい面もよくない面もあるんですが、随分社会

的に学校現場の働き方が課題だなということが

認知されてきたと思うんですが、やっぱりこれ

だけ人が足りていなくて、先生を募集していま

すよということを、例えば、ＣＭを流すとか、

いろんな形でどんどん外に出していかないと、

中だけで、すごく何百人の方に電話していると

いう実態も知っているんですが、それだけでは

広がっていかないし、教員免許状も免許更新制

が廃止された関係で、失効していたのが復活し

た方もかなりいるのではないかと思いますので、

そういったことも含めてしっかりやっていただ

ければと思います。 

 いずれにせよ、最終的には子どもたちに返っ

てくる問題ですのでよろしくお願いします。 

 では続けて、次の質問に移ります。不正防止

に向けた監査の強化についてです。 

 旅割クーポン不正利用問題が明らかになって

半年以上が過ぎましたが、現時点でも全容解明

ができていません。多額の不正がなぜ行われた

のか、どこに問題があったのかなどを県民の皆

さんに明らかにし、新たな問題が起きたときに

は速やかに公表することこそが再発防止につな

がると考えます。税金を使っている以上、説明

責任は避けて通れません。 

 そういった状況の中、子ども難病ナビに関わ

る詐欺事件も発生しました。ある意味、大分県

がお墨つきを与えてしまった形で、その責任が

問われる事案であると言えます。 

 これは県の補助事業に関する案件だと聞いて

います。いわゆる外部委託やそれに類する事案

を中心に、こうした問題が頻発しているように

感じます。 

 社会状況が目まぐるしく変化する今日におい

て、全てを県の職員で賄うことは現実的に難し

いのも事実ですが、だからといって、安易に外

部委託で施策を進めようとしていないでしょう

か。時間はかかるかもしれませんが、丁寧かつ

多面的な検証のプロセスを経たもの以外認めな

いという仕組みづくりも必要です。そのための

人材育成も課題と言えます。 
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 今、福岡・大分デスティネーションキャンペ

ーンが盛況です。アフターコロナで立て直しを

図る観光業を中心に、経済的な効果が大いに期

待されます。ＤＣ（デスティネーションキャン

ペーン）本番年における国内旅行者の誘客及び

県内周遊を促進するため、プロモーションを強

化するとともに、リピーター創出に取り組むほ

か、デジタルマーケティング手法の活用、教育

旅行などの団体旅行の誘致も含めた総合的な誘

客対策に要する経費として、国内誘客総合推進

事業費１億７，４４８万２千円が計上されてい

ます。この中には、デジタルマーケティングを

活用した誘客対策に要する経費３，４２８万３

千円も含まれています。 

 今やデジタルマーケティングは誘客に欠かせ

ないツールであるものの、委託業務の内容や委

託先の選定において、旅割クーポン不正の反省

などが反映されているのかが気になるところで

す。 

 私は、このような不正事案を発見し、さらに

は防止するために重要な役割を果たすべきなの

が、監査委員が行っている各種の監査だと思い

ます。さきほど言った不正事案は監査で発覚し

たものでありませんが、このような事案が複数

発生している状況に鑑み、外部委託の適正性を

確認する監査等を行うことを検討してはいかが

でしょうか。そうすれば、将来の大きな不正に

つながりそうな芽を事前に摘むことが可能では

ないかと思います。 

 また、こうした監査は、個別事項を指摘する

ことにとどまらず、同種の事例が今後発生しな

いように、県庁内でしっかりと共有することも

重要です。どのような点に注意すれば不正を防

止できるのか、しっかりと分析した上で、確実

に今後の不正防止につながる取組を行うことま

でが監査には求められると考えています。 

 こうしたことを踏まえ、本県の監査委員とし

て、不正防止に向けた監査の強化にどのように

取り組んでいくのかを伺います。 

井上副議長 長谷尾代表監査委員。 

長谷尾代表監査委員 監査委員を代表して答弁

します。 

 近年、プロポーザルやコンペといった提案競

技による委託事業が広がりを見せていることか

ら、昨年度の行政監査において、これらの業務

実施状況を重点的に監査したところです。加え

て、今年度の財務監査では、旅割クーポンの不

正利用事案等を受けて、委託事業及び補助事業

の執行状況を重点項目として、各所属の監査を

実施しています。中でも、県が自ら行うべき業

務を外部に委ねる委託事業については、委託す

る理由が妥当か、事業費の積算や実績確認、さ

らに所属長等による進捗管理が適切に行われて

いるか等を詳細に監査しています。 

 これら監査の実効性を高めるため、不適正事

案については、直接知事に報告するほか、部局

長をはじめ、全庁に情報共有を図っています。

特に委託事業は人任せにしない意識を持つこと、

また、補助事業は事業終了後も着実にフォロー

アップをすることが肝要です。 

 今後とも、行政の環境変化に応じて監査を充

実強化し、各所に潜むリスクの芽を早期に摘み

取ることができるよう取り組みます。 

井上副議長 御手洗朋宏君。 

御手洗（朋）議員 答弁ありがとうございまし

た。外部委託については、今、答弁いただいた

ことでよく分かったんですが、県職員がコミッ

トしていく部分も多数あろうかと思いますし、

その効果をしっかり見抜く目を育てていかなけ

ればならないかなと思います。 

 今後、同様のことを二度と起こさないという

強い決意の下、県庁全体で再発防止に取り組ん

でいただくようお願いしたいんですが、例えば、

今取り上げたＤＣに関わってですが、いわゆる

インフルエンサーに外部委託というか、大分県

のプロモーションで、例えばインスタグラムと

か、そういったので大分県の魅力紹介というの

をやっていると思うんですが、それをどれぐら

いの人が見て、どれぐらいの人が来たのかとい

うのはすごく分かりづらいんではないかなと思

います。デジタルマーケティングというのは、

そういった検証しにくい部分も多数あろうかと

思いますので、そういったところはどういう監

査をするのかというのもまた今後の課題ではな
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いかなと思いますので、研究方よろしくお願い

しておきます。 

 それでは、高齢化集落対策について質問しま

す。 

 この時期、自動車を運転していると、道路脇

に雑草が生い茂っているのをよく見かけます。

梅雨の時期となりましたが、落ち葉や土が排水

口を塞いでいるのも気になります。以前であれ

ば日曜日の早朝など、地域住民の皆さんで清掃

活動を行っていましたが、最近では余り見なく

なりました。私が住んでいる地域でも同様で、

住民の高齢化で作業を続けていくことが困難に

なったため、中止を余儀なくされたと聞いてい

ます。 

 こういった地域が多くなると、県道の維持管

理について、県への要望も増えてきているので

はないでしょうか。とはいえ、予算にも限りが

あり、なかなか行き届かないのが実態であるか

と思います。私もいろいろなお声をお聞きしま

すが、やっぱりなかなか難しい面もあろうかと

思っています。 

 日本全体、そして、この大分県でも最大の課

題となっている少子高齢化は、地域活動の維持

にも影響を与えています。自治体においては、

独居の高齢者への対応が急務となっています。

６５歳以上のひとり暮らしの方が２０５０年に

は１千万人以上になるという推計も明らかにな

っています。現時点では７００万人以上となっ

ており、自治体の相談窓口には様々な相談が寄

せられているとのことです。 

 佐藤知事は子どもたちに対して、皆さんが大

人になったとき、ここで生まれてよかった、こ

こで育ってよかったと思えるふるさと大分県を

つくっていきますというメッセージを出されて

います。私自身も全く同感であり、県議会議員

の端くれとして力を尽くしていきたいと考えて

います。 

 子どもたちのためにも、高齢者をはじめ、今、

大分県に住んでいる皆さんが、ここで生まれて

よかった、ここで育ってよかったと思える施策

を強力に進める必要があると思います。 

 そのための一つの方策が、今ある地域コミュ

ニティの維持を図っていくことです。現在、６

５歳以上の高齢者の占める割合が５０％以上と

なる高齢化集落が増えています。昨日の企画振

興部長の答弁にもありましたが、平成２０年３

月には４４４集落でしたが、令和６年３月には

１，８３３集落にまで増加し、高齢化による活

動の担い手不足により活動を停止している地域

コミュニティが数多くあるようです。 

 私は日常生活の困り事の解決はもとより、震

災等の災害が発生したときにも地域コミュニテ

ィの存在が命を守ることにつながると考えてお

り、平時から地域コミュニティ、別の言い方で

は集落の機能を維持していくことが県民の安心

な暮らしにとって重要であると思っています。 

 こうしたことを踏まえ、高齢化集落対策にど

のように取り組んでいくのか、企画振興部長に

伺います。 

井上副議長 若林企画振興部長。 

若林企画振興部長 高齢化集落対策についてお

答えします。 

 本県では、少子高齢化、人口減少を見据え、

持続可能な共助の仕組みとして、生活機能や集

落機能を複数の集落で補い合うネットワーク・

コミュニティの構築を平成２７年度から進めて

います。 

 具体的には、市町村とともに広域的なコミュ

ニティ活動の立ち上げ支援を行ってきたほか、

近年課題となっていますデジタル技術の導入や

新たな担い手の確保などにもきめ細かく支援し、

その活動を後押ししてきました。 

 こうした取組の結果、昨年度末の時点で１２

７の地域、関係する集落は１，９５４集落と、

県全体の集落の４６％にまで活動が広がってお

り、住民交流や高齢者等の生活支援、防災活動

など、集落の枠を超えて多様な取組が行われて

います。 

 今後、地域のこうした主体的な活動が継続し、

また、他の地域に広がるよう、県としては定期

的な研修会による情報の共有や、企業、ＮＰＯ

等との連携、新たな若年層の取り込みなどにも

取り組んでいきます。 

 県としては、住み慣れた地域に住み続けたい
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という県民の願いをかなえることを基本とし、

引き続き市町村とも緊密に連携して、高齢化集

落の対策に取り組みます。 

井上副議長 御手洗朋宏君。 

御手洗（朋）議員 一番最初の質問が子育て世

帯の関係でしたが、ここも含めていろんな世代

の方に恩恵が行き届くということが大事ではな

いかと思います。 

 私の住んでいる地域ですね、知事は大分市長

をされていたので行ったことがあるかもしれま

せん。九六位山キャンプ場というところがあっ

て、地域の方が維持管理をしているんですが、

主に自治会の方がやるんですが、先日、今度キ

ャンプ場開きをするので、草刈りをするという

計画のときに私も居合わせたんですが、野焼き

もするらしいんですが、保険をかけないといけ

ないので、それぞれ各自治会の会長が年齢を言

うんですが、ほとんどの人が１０の位が７です

ね。たまに６の人がいると、おお、若いなとい

う感じ。ごくまれに４０代の方がいたんですが、

もうそれは皆さん、本当かみたいな感じなって

いて、それがやっぱり今のそういった集落のリ

アルな実状かなと思っています。 

 ただ、当然７０代でも元気な方はたくさんい

ます。８０代でもいますので、そういった方が

頑張れる間は頑張っていただければいいと思い

ますが、やはり次の世代にどう引き継いでいく

かということも大きな課題かと思います。今、

答弁の中にもありましたが、そこもしっかり重

視していただきたいなと思っています。 

 それから、もう一点、さきほど一人暮らしの

高齢者が増えているという問題で、もちろん認

識されていると思いますが、亡くなったときの

遺体の引取り手がないということがすごく大き

な問題になっていて、いろんなところに連絡し

ても、拒否されるケースもあれば、実際は連絡

が行っていなくて勝手にやったみたいなことと

か、いろんなトラブルが起きていると聞いてい

ます。基本的には市町村の管轄になろうかと思

いますが、今後の少子高齢化の中で様々な課題

が想定されますので、県と市町村で連携して取

組を進めていって、本当に繰り返しになります

が、ここで生まれてよかった、ここで育ってよ

かったと大分県がなるように力を合わせていき

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いし

ます。 

 残念ながら、ちょっと時間が余りましたが、

私の質問はこれで終わります。ありがとうござ

いました。（拍手） 

井上副議長 以上で御手洗朋宏君の質問及び答

弁は終わりました。 

 暫時休憩します。 

午後１１時３４分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

元吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問及び質疑を続けます。首藤健二郎君。 

  〔首藤議員登壇〕（拍手） 

首藤議員 皆様こんにちは。８番、首藤健二郎、

ただいまから一般質問を行います。この一般質

問の機会を与えていただいた我が会派の先輩議

員、そして、同僚議員の皆様、感謝しています。

ありがとうございます。 

 そして、本日傍聴に駆けつけていただいた皆

様、お忙しい中、また、お足下の悪い中、あり

がとうございます。 

 私、議員になり２年目です。今回の一般質問

が３回目ですが、何かまだまだこの空気をつか

めていない感はありますが、しらしんけん、私

が日々どういうことを考えて活動しているのか、

あるいは私の頭の中が分かるような、伝わるよ

うな、そういう一般質問を心がけていきたいと

思います。よろしくお願いします。 

 それではまず最初に、県内プロスポーツチー

ムの活性化について質問します。 

 早くも２０２４年が始まって５か月が経過し、

折り返しが近づいています。これから夏にかけ

て、レジャーなど様々な楽しみがありますが、

各種スポーツについても、正に真っ盛りと言え

る時期に入ってきています。 

 私は昨年の第４回定例会の一般質問において

も、プロスポーツを活用した地域の活性化につ

いて議論しました。その際にも言いましたが、

本県は決して都会とは言えないにもかかわらず、
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多くのプロやプロを目指すスポーツチームが本

拠地を置いています。これは単純に、県内で身

近に高いレベルのスポーツを見る機会が得られ

るというメリットにとどまらず、県内のアイデ

ンティティーの醸成、地域への愛着、誇りにも

つながるものだと思います。また、スポーツツ

ーリズムとして、他県からの観戦客の来訪によ

る経済効果も見込めるなど、県内スポーツチー

ムの存在は本県に計り知れない恩恵をもたらし

ていると思います。 

 一方で、前回も言ったとおり、多くのスポー

ツチームはコロナ禍で大きな打撃を受け、その

回復の途上にあります。一つの民間企業等の経

営の問題と言ってしまえばそれまでですが、本

県に大きな恩恵をもたらす宝とも言えるスポー

ツチームが本県で継続的に活動できるようにサ

ポートし、活性化していくことは、県政におけ

る重要な課題であると私は考えます。 

 スポーツチームの経営において最も重要な要

素は、当然のことと思われるかもしれませんが、

観客をいかに集めるかです。観客動員は単に売

上げの確保というだけでなく、選手のやる気や

チーム力強化にもつながるものだと考えます。 

 例えば、ＮＰＢの広島東洋カープ、長い低迷

期がありましたが、２００９年に新しい広島市

民球場、通称マツダスタジアムが開場したこと

をきっかけとして、観客動員数が徐々に伸びて

いき、それに連動するようにチームの成績も向

上、ついには２０１６年からセリーグ３連覇を

成し遂げるなど、黄金時代を築きました。一方

で、強豪と言われていたチームが、地域経済の

低迷等による観客動員数の落ち込みにより低迷

期に突入してしまうという例は国内外のスポー

ツチームで枚挙にいとまがありません。 

 このように、チームの命運を左右するとも言

える観客動員数ですが、県内の状況を見てみる

と、他のチームと比較してトリニータが圧倒的

に多いというのが現実です。もちろん種目やリ

ーグの違いはあるにせよ、私はこのトリニータ

の持つ集客力を他のチームにも波及できないか

と常々考えています。 

 そのための施策として、県が音頭を取り、県

内にホームを持つスポーツチームの共通入場チ

ケットを発売してはどうかと考えています。ト

リニータのファンはサッカーが好きであると同

時に地元大分への熱い愛を持っている方が多い

と思います。そうした方々は種目やリーグの違

いを超え、他のチームのファンになっていただ

ける可能性があると思いますし、私はこの共通

入場チケットがそのきっかけになるものと考え

ています。 

 また、スポーツ活性化の基盤として、大分ス

ポーツ公園へのアクセス向上も重要です。トリ

ニータを含めた観客動員数の確保のためにも、

新聞で報道されたスマートインターチェンジの

設置など具体的な取組を早急に進めていただき

たいと思います。 

 こうしたことを踏まえ、県内プロスポーツチ

ームの活性化にどのように取り組んでいくのか、

知事の考えを伺います。 

 以下は対面席で質問します。 

  〔首藤議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

元吉議長 ただいまの首藤健二郎君の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 首藤健二郎議員の県内スポーツチー

ムの活性化についての質問にお答えします。 

 県内には様々なプロスポーツチームがあり、

県ではこうした強みをいかし、スポーツによる

地域の元気づくりを加速化していくこととして

います。 

 その一環として、各チームと地域の交流を進

めており、身近に訪れた選手やチームに興味を

持ち、試合会場に足を運んでもらうことを目的

に、今年度は５０を超える学校等との交流を予

定しています。 

 こうした取組を通じて若い世代を中心とした

ファン層を拡大していくことが、各チームの活

性化にもつながっていくと考えています。 

 昨年５月にはコロナ禍による行動制限がなく

なり、県内プロスポーツチームの試合会場でも

観客が戻りつつあります。 

 プロスポーツは、多くの観客が集まってこそ、

その魅力も高まり、経営も成り立ちます。そこ
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で今年度は、プロスポーツチームに対する応援

機運の再醸成を図るため、各チームのホームゲ

ームに県民を無料招待する取組を行っています。

選手の力強いプレーを間近に見ることで、チー

ムのファンになり、長くチームを応援し続ける

契機になることを期待しています。 

 チーム間の連携については、現在、大分トリ

ニータのホームゲームにおいて、バサジィ大分

など各チームの紹介動画を放映しています。今

後は、共通チケットの検討を含めて、各チーム

の意向や意見を伺いながら、さらなる連携に取

り組んでいきたいと考えています。 

 大分スポーツ公園へのアクセス改善について

も、現在、庁内のプロジェクトチームにおいて

様々な検討を進めています。 

 今後もプロスポーツチームによる地域に密着

した活動等を通じて、スポーツによる大分の元

気づくりと、チームの活性化につながる応援機

運の醸成を推進していきたいと考えています。 

元吉議長 首藤健二郎君。 

首藤議員 ありがとうございました。答弁いた

だきました。共通チケットを含めてこれから考

えていただけるということで、前向きな答弁と

思って聞きました。 

 私もよく見に行きますが、この共通チケット

の案はトリニータの梅崎司選手も地元のテレビ

番組でそういう案を出されていました。ですか

ら、選手も含めてそういうカテゴリーとか、あ

るいは、違う競技でも大分の皆さんにそれぞれ

のチームを応援していただきたいという気持ち

は選手もお持ちだと思いますので、ぜひよろし

くお願いします。 

 それと、スポーツというのは体一つでやるも

のです。我々はえてして新聞紙上で結果だけを

見て終わりということも多いかと思うのですが、

やっぱり実際見に行くと、本当に毎日毎日努力

して試合に臨んで、うまくいくときもあれば、

うまくいかないときもあって、うまくいくとき

の方が少ないと思うんですね。それでも結果が

出れば言い訳もできませんし、また次に向かっ

ていくしかない。その試合を見るだけでも意識

が変わっていくこともあるので、ぜひよろしく

お願いします。 

 次の質問です。中小企業等の事業承継につい

てです。 

 コロナ禍において大きな打撃を受けた我が国

の経済は、その収束により回復の途上にあり、

さらに、海外情勢等に起因した物価高なども引

き金となるという思わぬ形ではありますが、過

去３０年間にわたり悩まされてきた物価と賃金

の下落による経済低迷からの脱却という大きな

転機を迎えています。 

 このような状況下は、本県としても県経済を

豊かにし、全ての県民が幸せに暮らせる県づく

りを進める上においても絶好の機会であると言

え、令和６年度当初予算においても、中小企業

による様々な挑戦を支援する積極的な施策が盛

り込まれています。一方で、往々にしてチャン

スとピンチは表裏一体です。他の地域もこの好

機を逃すまいと経済施策を強化している中で、

この好機を逃し、本県経済を浮揚させることが

できなければ、本県は地域間競争に敗れ、活性

化は遠のくばかりという状況になってしまうの

ではないかとも危惧しています。 

 そうした中で、特に私が気になっているのは、

中小企業等における事業承継の問題です。全国

的にも中小企業等の経営者の平均年齢は年々上

昇しており、さらに、多くの中小企業等で後継

者が定まっていないという調査結果も報告され

ています。私も地元をはじめ、様々な事業者の

皆様から話を伺う機会がありますが、やはり後

継者の問題に悩まされているという声を耳にす

る機会が多くあります。また、地域の飲食店等

で、味もよくお客も入っているのに廃業してし

まうお店を目にする機会も増えましたが、理由

を探ってみると、やはり後継者が不在であるた

めということが多いようにあります。 

 本県経済を浮揚させていくためには、ベンチ

ャー企業など新たな活力の源を盛り上げていく

取組も重要ですが、あわせて、これまで本県の

経済基盤を支えてきた中小企業等の円滑な事業

承継を支援し、維持していくことも非常に重要

です。 

 中小企業等の中には、その企業にしかない特
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有の技術やノウハウ、あるいは販路などのネッ

トワークを有している場合も多く、それらは当

該企業の経営を支えるのみならず、本県経済に

とっても非常に意義深いものです。地域の飲食

店などは地域住民の生活に彩りを与え、各地域

の特色にもつながる地域の宝とも言える存在で

す。 

 先日、大きなネタで人気を博していた佐伯市

の老舗のすし店が、他の事業者への承継により

２年ぶりに復活したというニュースもありまし

た。後継者不足への対応としては、こうした第

三者承継も手段ですし、その仲介等においては、

県や市町村など行政の力も必要だと思います。

先日、その仲介業者とのトラブルも増加してい

るというニュースが報道されました。より慎重

に行わなければならないと考えます。 

 また、近年では、事業承継をきっかけに、後

継者がそれまで培った自社の強みをさらに発展

させ、大きく業績を伸ばしているケースもある

と聞きます。本県でもそうした支援に取り組ん

でいると聞いていますが、今後のさらなる取組

の強化に期待しています。 

 こうしたことを踏まえ、中小企業等の事業承

継について今後どのように支援していくのか、

知事の考えを伺います。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 中小企業等の事業承継についてです

が、人口減少や少子高齢化など、本県を取り巻

く環境が大きく変化する中で、地域の社会経済

を支える中小企業等を残していくためには、事

業承継の取組が重要です。 

 民間の調査によると、昨年、休廃業や解散し

た県内事業者は、コロナ禍における事業継続支

援の反動もあり、５３６件と過去最多を記録し

ています。また、県内の経営者の平均年齢は年

々上昇して、昨年は６０．４歳となっています。

一方、県等の調査では、６０歳以上の経営者の

４９．３％が後継者不在と回答しており、事業

承継の重要性はますます増加している状況です。 

 県では、事業承継に向けて早期に取り組む必

要性に気付いてもらうために、国が設置した大

分県事業承継・引継ぎ支援センターや商工団体、

金融機関と連携して、平成２９年度以降２万２，

９７０件の事業承継診断を実施してきました。

この診断結果に基づいて、３，４７０件の相談

対応を行って、うち３８９件の承継が実現しま

した。 

 これまでは親族内承継が多い状況でしたが、

昨年度は親族内承継が３６件、第三者承継が４

４件と初めて第三者承継が上回り、総数として

も過去最高の８０件となっています。 

 近年増加傾向にある第三者承継については、

県制度資金により、事業承継に係る低利の融資

メニューを用意するなど、金融面のサポートも

行ってきています。また、今年度からは商工団

体や金融機関等の支援機関を対象とした伴走支

援人材の育成研修を行い、相談体制の一層の充

実を図ることとしています。 

 また、親族内承継については、若手後継者に

よる新事業の展開や、既存事業の変革へのチャ

レンジを後押しするアトツギベンチャー創出支

援事業を継続的に実施してきました。毎年、本

事業参加者の中から国主催のアトツギ甲子園の

ファイナリストを輩出しており、本県の後継ぎ

の躍進が全国的にも注目されています。 

 こうした取組を通じて、次の世代を担う後継

者を確保、育成し、地域を支える中小企業の事

業承継や発展を後押ししていきます。 

元吉議長 首藤健二郎君。 

首藤議員 答弁いただきました。ありがとうご

ざいます。 

 私がこの質問を考えてちょうどまとめている

最中に、我がふるさとの竹田で１５０年の歴史

を持つ和菓子店、そして、人気のサンドイッチ

をやっていたコンビニのお店、そして、僕も大

好きだったまんじゅう屋と３軒立て続けに閉店

というニュースが飛び込んできました。 

 本当に事業承継というのは、今ちょうどそう

いうマッチングとか、非常に相談窓口も増えて

いると思うんですが、皆さんに聞くと、僕の代

に替わって味が変わったとか、やっぱり変わっ

たなと言われるのを聞くのが嫌なんだというこ

とで、どうしても継ぐ方とのコミュニケーショ

ンが取れないとか悩んでいる方々が非常に多い
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ので、そのマッチングが非常にこれから、ヒア

リングとか、あるいはその意思を確認してやる

のが大事だと思いますので、その辺を踏まえて

よろしくお願いします。 

 次に、人流・物流の活性化について質問しま

す。 

 東九州新幹線の実現に向けた機運醸成につい

てです。 

 東九州新幹線が１９７３年に基本計画路線に

位置付けられて以降、本県ではその実現に向け、

開業が前提となる整備計画路線への一日でも早

い格上げを国などに訴えてきました。 

 しかし、私はまだまだその前提となる機運の

醸成が、県内においても九州内の関係する各県

においても不足しているのではないかと感じて

います。先日も先輩議員からその指摘もありま

した。現在、シンポジウムの開催やルートごと

の費用対効果の算出等により県民の理解促進等

を図っていますが、正直、県内においても、東

九州新幹線の実現に向けて多くの県民の皆さん

が熱心に取り組んでいこうというムードにはな

っていないというのが現実であり、いわんや福

岡、宮崎、鹿児島との連携や、各県内での熱気

もまだまだであると思います。 

 私は、全国に対するアピールと地元機運の醸

成、そして、実現に向けた資金の確保、この三

つをクリアする秘策として、宝くじの主導的発

売を行ってはどうかと考えています。独自の宝

くじを発売するんです。現在発売されている宝

くじは、大きく分けて全国共通で発売される全

国自治宝くじと４ブロックでそれぞれ発売され

るブロック宝くじの２種類がありますが、例え

ば、福岡、大分、宮崎、鹿児島、この４県で結

集して、新たなブロック宝くじを完成までの期

間限定で申請し、総務省の許可を得てチャレン

ジしてはどうかというアイデアです。現在の宝

くじの売上げの内訳は、当せん金が約４割、経

費が約２割であり、残りの約４割が公共事業等

に使われています。もし発売が実現すれば、４

県の中から必ず億万長者が誕生する上に、さら

に各県は売上げの約４割を推進費等で使えると

いうことになります。 

 一方で、災害復旧以外での特定目的の宝くじ

の発売は非常にハードルが高く、過去の例もほ

とんどないと伺っています。その高いハードル

をクリアするためにも、関係各県におけるさら

なる機運の醸成が必要であるとも考えますし、

現状では、その実現のスタートラインにも立て

ていないのではないかと感じています。 

 県では、今後、地域別の説明会等の開催によ

り東九州新幹線の機運の醸成を図っていくと伺

っていますが、より一層の取組に向け、さらに

創意工夫、知恵を絞っていただくことを期待し

ますし、ぜひとも関係各県との連携、各県にお

ける機運醸成についても、さらなる取組を行っ

ていただきたいと考えています。 

 こうしたことを踏まえ、東九州新幹線の実現

に向けた機運醸成にどのように取り組んでいく

のか、交通政策局長に伺います。 

元吉議長 上城交通政策局長。 

上城交通政策局長 東九州新幹線など国家プロ

ジェクトの推進にあたっては、多くの関係者を

巻き込み、その理解促進と機運醸成を図る必要

があります。 

 このため、昨年度は、全国の交通政策や地域

経済等の有識者で構成する研究会を立ち上げ、

広域交通ネットワークの整備効果や検討課題等

を御報告いただき、先月、その要点をまとめた

リーフレットを作成しました。 

 現在、このリーフレットも活用しながら、各

地のイベントや会合等に積極的に出向き、県民

や企業の理解促進を図るとともに、九州各県、

経済団体との連携を深め、国等に対してもその

必要性を訴えています。 

 今後は、関係県を交えたシンポジウムの開催

に加え、ＰＲ動画の制作やアンケート調査等を

行い、さらなる情報発信に努めていきます。 

 なお、御提案のあった県独自の宝くじ発売に

ついては、現行制度上、入場者数がおおむね７

０万人以上の地方イベント向けに限られており、

国による許可は難しい状況にあります。 

 東九州新幹線等の実現に向けては、県境を越

えた一体的な取組の強化が不可欠であり、これ

までの様々な枠組みを活用、活性化しながら、
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戦略的に機運醸成に取り組んでいきます。 

元吉議長 首藤健二郎君。 

首藤議員 答弁いただきました。あっさり難し

いという答弁でしたが、それは百も承知なんで

すよ。私が言いたいのは、やはりそこに向かっ

て、１個の小さい穴でも本気であれば、いろい

ろアイデアを考えれば、いろんなものにとらわ

れずにありとあらゆる方策はないかと進めば、

こういう案もあるのではないかという思いです。 

 ですから、宝くじだけではなくても、そこに

向かって本気度が試されるというか、やっぱり

本気なんだというのを全国にアピールし、ある

いは国にも皆さんにもアピールする、そして意

思をそろえて向かうということが大事であると

思いますので、今後もよろしくお願いします。 

 続いて、地域における移動手段の確保につい

て質問します。 

 人口減少は我が国及び本県における正に喫緊

の課題であり、極端に言えば我が国の存亡すら

左右する重大な問題です。その影響範囲は非常

に広く、県民生活のあらゆる分野に及ぶと考え

られますが、私が特に重要な分野と考えている

のは移動手段の確保です。 

 我が国の人口減少は少子化と高齢化が同時に

進行するという性質を持っており、それは人手

不足という大きな問題をもたらします。さらに、

近年では、人材確保の観点から様々な業種で働

き方改革の取組も進んでいます。もちろん、働

く人々の心身の健康という点に配慮した働き方

が浸透していくことは非常に喜ばしいことです

が、一方で、物流の２０２４年問題など人手不

足に拍車がかかるという面も否定はできません。 

 従前から過疎地域等における移動手段の確保

については、赤字等による公共交通の縮小など、

本県における大きな課題となっていました。今

後、人口減少がさらに加速すると予測される中

で、地域の活力を維持していくためにも、地域

における移動手段の確保は取組の重要性を増し

ていると考えます。 

 そうした中で、スマートフォンなどで申し込

むとドライバーのいない車が自宅までやってき

て目的地まで乗せていってくれる、いわゆる自

動運転の普及を見据えた取組を行っている自治

体もあります。私は、この自動運転の普及が地

域における移動手段の確保を図る上で重要な要

素になると考えており、大分市における自動運

転バスの実証実験の動向にも非常に注目してい

ます。 

 本県においても、これまでワンボタンでのタ

クシー配車実験など次世代のモビリティサービ

スを見据えた取組を行っていましたが、その検

証結果や課題、そして、今後の方向性等も気に

なります。 

 いずれにせよ、どの地域に住む県民であって

も、自由に移動する手段が確保されているとい

うのは生活における基盤であり、様々な手段の

活用も検討しながら、最重要の分野として今後

取り組んでいただくことを期待しています。 

 こうしたことを踏まえ、地域における移動手

段の確保にどのように取り組んでいくのか、交

通政策局長に伺います。 

元吉議長 上城交通政策局長。 

上城交通政策局長 少子高齢化や人口減少に伴

う利用者の減少傾向に加え、乗務員不足が顕在

化する中、全国的に自動運転やＡＩデマンド交

通など、地域住民の移動の効率化を図る新たな

技術の実証や実用化が進んでいます。 

 自動運転は、地域の足を将来にわたって維持、

確保していくための有効な手法となり、かつ、

議員御指摘のタクシー配車実験等での課題など

を踏まえ、アプリの性能、あるいはデマンド事

業の採算性も年々改善しています。 

 県内ではコミュニティバスの無人運転を目指

し、佐伯市が市内大入島において国の補助採択

を受け、今年度から４か年かけて自動化のレベ

ルを上げていく実証事業に取り組むこととなっ

ています。 

 また、日出町では、ＡＩを活用して最適ルー

トを設定するデマンド交通が昨年から運行され

ており、今年度は新たに国東市国見町において

も、ＡＩの活用に加え、全国コールセンターを

介した予約システムの実証運行が開始される予

定です。 

 県としては、今後も乗務員確保の支援を継続
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しつつ、新しい技術の活用等を検討する市町村

や事業者と連携し、地域の実態に合った移動手

段の確保に努めていきます。 

元吉議長 首藤健二郎君。 

首藤議員 答弁いただきました。ありがとうご

ざいます。日進月歩、技術は常に進歩している

ので、その進歩に合わせて本当に無人で安全な

交通移動手段というのが構築できるよう、今後

も推進していただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

 続いて、農産物の生産振興について伺います。 

 まずは、農産物の輸送の効率化についてです。 

 あらゆる産業における重要な経営資源は、ヒ

ト、モノ、カネと言われています。どれも大事

な要素ですが、経営資源のモノを考えるときに

見落とされがちなのが、商品、産品をいかに効

率的に消費者まで届けるかという視点、つまり

物流の問題です。 

 さきほど物流の２０２４年問題に少し触れま

したが、折しも今年は２０２４年であり、トラ

ックドライバー等の時間外労働に対する規制が

開始されました。これまでのドライバーの皆さ

んの負担の大きさを鑑みると、問題視ばかりす

るのもどうかとは思いますが、様々な産業にお

いて、物流コストの問題等が発生することで県

経済の停滞を招くことがあってはなりません。

やはり県政における喫緊の課題であると思いま

す。 

 特に農産物輸送については、天候の影響を受

けやすく、事前に出荷量を把握しにくいことや、

出荷、荷下ろしの間の手待ち時間が長いことな

どの課題があり、従前から輸送の効率化の必要

性が議論されてきました。また、本県では、こ

れまで県外に向けた農産物の販売先として関西

方面を重点ターゲットとして取り組み、ベリー

ツが京都市場で一定の地位を確立するなど成果

も見えつつある中で、物流の２０２４年による

コスト増がその足かせにならないような取組も

必要です。 

 先月には、本県農業者の皆さん待望の大分青

果センターの拡張工事が完成し、今後本格稼働

すると伺っています。このセンターを最大限に

いかし、ピンチをチャンスに変える取組を推進

する必要があると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、農産物の輸送の効率

化にどのように取り組んでいくのか、農林水産

部長に伺います。 

元吉議長 渕野農林水産部長。 

渕野農林水産部長 本県にとって重要なマーケ

ットである関西方面の市場を中心に、２０２４

年問題を見据えた物流の効率化について、これ

まで農業総合戦略会議等で検討を重ねてきまし

た。 

 まずは、県域での出荷体制を強化するため、

産地における広域的な集出荷施設等の整備を進

めてきました。加えて、短期集中県域支援品目

の増産が進む中で、従来の３倍規模の流通拠点

となる大分青果センターが本年５月に稼働を始

めました。これにより、集荷量の拡大による積

載率向上と、トラック搬出口増設による運転手

の荷待ち時間の解消が実現しました。 

 また、専属の販売チームをセンター内に設置

し、輸送の効率化と有利販売を行う体制も整備

されました。市場関係者からは、正確な出荷量

が素早く把握でき、県産品の取引拡大につなが

ると評価を受けており、本県に対する期待も高

まっています。 

 一方、今後、輸送パレットの全国標準化やト

ラック輸送のコスト上昇化など、懸念材料もあ

ります。本県の強みである船便へのモーダルシ

フト等の活用も視野に、国の動向も注視しつつ、

輸送効率化と市場での地位確保に取り組んでい

きます。 

元吉議長 首藤健二郎君。 

首藤議員 答弁いただきました。進んでいると

いうのはよく分かりましたが、大分県も本当に

広いし、生産者にとっては、あそこに持ってい

けば一回で済むぐらいなところがあれば、そこ

にどんと集まって、どんと行くような、そうい

う流通の仕組みをつくっていただくのが一番効

率がいいことだと思いますので、まずは、その

あそこに持っていけばいいんだというようなと

ころをつくるべく今後進めていただきたい。ぜ

ひお願いします。 
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 次に、加工・業務用農産物の産地拡大につい

て伺います。 

 農産物の生産拡大にあたっては、さきほどの

輸送の問題に加え、当然のことですが、市場や

消費者のニーズを的確に捉えることもあわせて

重要な要素です。食という大きな視点で見れば、

高齢化や核家族の増加に伴う１世帯当たりの人

員の減少に伴い、特に中食の利用が増えている

ようです。 

 こうした手軽さを求める消費者のニーズは今

後も強くなると考えられることから、農産物に

おいては、加工・業務用の需要がますます高ま

っていくと考えられます。さらに、近年の円安

や海外の旺盛な食料需要との競合などを受け、

食品加工業では、加工・業務用農産物の国内調

達を増やしていく傾向にあります。先月も業務

用青果物加工・流通の最大手の企業が、飲食店

などに供給するたまねぎの国産比率を引き上げ

る方針であるという報道がありました。 

 このような状況の中、本県における農業産出

額の増加に向けて、加工・業務用の農産物の生

産拡大を進めることが重要と考えます。そのた

めには、食品企業が求める原料を提供できる産

地づくりが必要です。加工・業務用の農産物は、

形状等への要求水準は高くない代わりに大ロッ

トでの生産が求められるなど、市場出荷の農産

物とは異なる栽培技術が求められると聞いてい

ます。また、大ロット生産に向けた機械等の整

備も必要であり、生産者だけでなく、県、市、

農協等が一体となった取組が不可欠です。 

 そうした中、県では昨年度から加工・業務用

産地育成会議への支援など取組を充実させてい

ると伺っていますが、その進捗状況に注目して

います。また、カット野菜やペーストなど、消

費者ニーズに合った商品開発等も支援していく

必要があると思います。 

 こうしたことを踏まえ、加工・業務用農産物

の産地拡大にどのように取り組んでいくのか、

農林水産部長に伺います。 

元吉議長 渕野農林水産部長。 

渕野農林水産部長 ライフスタイルの変化等に

より中食市場が拡大するなど、加工・業務用農

産物の需要が高まっています。 

 これまでも、醸造用のブドウやドリンク用の

茶、香料やドライフルーツ用のレモンなど、参

入企業と連携した産地化に取り組んできました。 

 また、県内外の食品企業のニーズを素早く把

握し産地化につなげるため、各振興局に加工・

業務用産地育成会議を設置し、たまねぎやキャ

ベツ等のプロジェクトが現在進んでいます。 

 産地化に係る支援では、栽培経費や大ロット

の生産・出荷に必要な農業機械等の整備、そし

て食品企業等に対しては施設整備や商品開発等

への助成を行っています。 

 さらに今年度からは、広域での産地化を加速

するため、作付実績のない地域などでも栽培実

証に取り組むこととしています。 

 このような支援により、将来的にたまねぎ生

産を約８０ヘクタールまで拡大する取組にチャ

レンジしている農業法人も誕生しています。 

 こうした事例を増やしていくため、国の国産

野菜シェア奪還プロジェクトに本県も参画して

おり、今後、大手企業等からのニーズの取り込

みを強化し、産地化を進めていきます。 

元吉議長 首藤健二郎君。 

首藤議員 ありがとうございます。何か心強い

答弁をいただいたと思っています。本当にいろ

んな商品だとかいいものをより効率的に加工す

る、ペーストすることで使える部分も出てくる

と思いますので、よろしくお願いします。 

 次に、教育をめぐる諸課題について質問しま

す。 

 不登校児童生徒への支援についてです。 

 次の世代である子どもたちは宝であり、その

健やかな育ちは私たちの最も大事な希望です。

学校は、そうした子どもたちが学び、育つため

の重要な役割を果たしています。 

 こうした中、近年、不登校の児童生徒が増え

ているというニュースをよく耳にします。その

要因は様々であり、家庭環境や親の考え方等も

あることから学校だけが原因とは言い切れない

かもしれませんし、不登校自体が悪いと決め付

けるつもりもありませんが、学びたいのに学校

に行けないなど悲しい思いをしている児童生徒
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が一人でも少なくなるために、不断の努力を続

けるべきです。 

 私は個人的には、近年の少子化傾向により、

より子どもたちに目が行き届き過ぎて、窮屈な

学校生活になっている面もあるのではないかと

思います。また、従前から思っていましたが、

いわゆるブラック校則と呼ばれるような不合理

な校則があることも、子どもたちの生きづらさ

につながっているのではないかと考えます。髪

型や服装の過剰な規制など、何の意味もない規

制や形式ばかりに気を取られていると、児童生

徒の可能性を閉ざしてしまうことにもつながり

かねません。 

 この４月からは、玖珠町において学びの多様

化学校が開校しました。私も文教警察委員会で

訪れましたが、本当に驚くべき多様化というか、

学校関係者は私たちは未来の学校を造るんです

という自信も持たれていました。この学校は、

柔軟なカリキュラム設定に加え、校則も制服も

なく、オンラインでの登校や途中下校もできる

など、従来の学校とは全く異なる運営がなされ

ています。そのコンセプトは、みんなが主役の

学校であり、関係者の皆さんはその実践のため

挑戦を重ねています。 

 この学校は不登校特例校ということで、特別

な制度に基づくものではありますが、生徒が主

役というのは本来どの学校においても大切にす

べき考え方だと思います。不合理な校則などが

ある学校は、生徒ではなく、別な誰かが主役に

なっているのではないかとの思いを禁じ得ませ

ん。もちろん、社会性を身に付ける上で一定の

ルールに基づく指導は必要かもしれませんが、

校則をあらかじめ設けていない学びの多様化学

校で多くの生徒がその可能性を開花させていっ

たとき、果たして既存の校則とは何の意味があ

るのかをもう一度考える必要も出てくると思い

ます。 

 私は、今回の玖珠町の挑戦も参考にしながら、

特例校ではない学校においても、不登校児童生

徒が自らの希望する将来を切り拓いていけるよ

うな支援策を検討すべきだと思います。また、

どの学校においても生徒が主役ということを徹

底いただきたいと切に願います。 

 こうしたことを踏まえ、不登校児童生徒への

支援にどのように取り組んでいくのか、教育長

に伺います。 

元吉議長 山田教育長。 

山田教育長 不登校の児童生徒に対する支援に

あたっては、段階に応じた対応が重要になりま

す。 

 まず、不登校を未然に防ぐための対応として、

これまでスクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカーの配置を拡充し、専門的な見地

からの相談支援体制の充実、強化に努めてきま

した。 

 さらに今年度は、不登校等の予兆を早期に察

知するため、一人１台端末を活用した心の健康

観察システムを、全ての県立高校と一部の小中

学校に試験的に導入することとしています。 

 次に、登校はできても教室に入ることができ

ない児童生徒には、４８の中学校に校内教育支

援ルームを設け、そこに配置した登校支援員が

学習サポートや相談支援を行っています。昨年

度は１５６件の教室復帰につなげるなど一定の

成果を上げています。 

 最後に、登校が難しい児童生徒に対しては、

県内６か所に補充学習教室を開設するとともに、

自宅でいつでも学べるように、ＩＣＴ教材を活

用した学習支援にも取り組んでいます。 

 なお、議員御指摘の校則については、各学校

で生徒と話合いの場を持って不合理なものを見

直すよう令和３年度から取り組んでおり、かな

り是正が進んでいます。 

 今後とも、玖珠町の学びの多様化学校の取組

も参考にしながら、生徒が主体性を持ち主役と

して活躍できるような学習環境づくりに努めて

いきたいと考えています。 

元吉議長 首藤健二郎君。 

首藤議員 答弁いただきました。私は高校時代、

文化祭でワンマンショーをやったり、いろいろ

やって今があるんですが、当時の恩師の先生に

お会いしたら、いや、この子は修学旅行のとき

にバスガイドのマイクを取ってずっと一人でし

ゃべりよったんや、それが面白かったんやと言
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ってくれたんですが、そのときに思ったのは、

僕は自分が主役で自分でやってきたと思ってい

ましたが、その場を与えてくれたその先生がい

たから初めてできたんだなというところにやっ

といい年こいて気付くんです。ですから、ぜひ

そのことも踏まえてお願いします。 

 次の質問ですが、若者への金融・消費者教育

についてです。 

 失われた３０年とも呼ばれる長い停滞が続い

た日本経済ですが、日経平均株価は今年に入り、

バブル期以降の最高値を更新しました。また、

日銀が３月に公表した資金循環統計では、２０

２３年末の家計の金融資産残高が前年末比５．

１％増の２，１４１兆円となり、こちらも過去

最高を更新しています。株高で株や投資信託が

残高を押し上げたことが要因となっているそう

です。 

 資産が増えること自体はよいことだと思いま

すが、株や投資には当然リスクを伴うので、十

分に仕組みを理解した上で行うことが重要だと

思います。 

 一方で、全国の消費生活センター等に寄せら

れた相談を見ると、暗号資産、仮想通貨への投

資などのファンド型投資商品や簡単に稼げる副

業サイトなど、もうけ話に関するトラブルが２

０歳代を中心に多く寄せられているそうです。

有名人になりすました広告の被害も話題になっ

ています。また、コロナ禍において外出を控え、

自宅で過ごす時間が長くなったことにより、ス

マートフォン、タブレットや家庭用ゲーム機の

オンラインゲームを利用して過ごす中で、子ど

もが保護者の許可なく課金してしまったという

トラブルが急増しているとも聞きます。情報に

あふれ、また気軽に接することができるがゆえ

に、正しい知識を早いうちから習得することが

求められていると考えます。 

 株や投資で資産を増やしたい気持ちは分かり

ますが、そのような気持ちに付け込み、若者を

対象とした詐欺、消費トラブルが多くなってい

るのも事実です。我々世代は、学生時代に授業

などでお金に関して勉強する機会は少なかった

ように思いますが、時代が変わっている今の子

どもたちには、学校と連携しながら小さいうち

から金融やそれに関係するトラブルなどについ

て段階的に学ぶ機会をつくっていくことも大切

だと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、学校現場と連携しな

がら、児童生徒も含んだ若者への金融・消費者

教育にどのように取り組んでいくのか、生活環

境部長に伺います。 

元吉議長 島田生活環境部長。 

島田生活環境部長 若者の消費者トラブルを防

ぐには、小学生から社会人までライフステージ

に応じた金融・消費者教育が重要です。 

 学校教育では、小中学生には売買契約の基礎

や計画的な金銭管理、高校生には消費者保護の

仕組みや経済社会における金融の意義や役割な

ど、学習指導要領に基づき発達段階に応じた授

業を行っています。 

 加えて、県や市町に配置されている消費生活

相談員が講師となり、生活に根ざした内容の出

前講座も実施しています。 

 この講座の充実を図るため、小中学生向けに

は今年度新たに、ゲーム課金など身近なトラブ

ルを学べるアニメ動画の教材を制作します。ま

た、高校生に対しても、成年年齢引下げに伴い

重点的に啓発を行っており、令和４年度から３

年間で全ての高校を訪問しています。ここでは、

クレジットカードの注意点や定期購入にまつわ

るトラブルなど、実例に即した内容で理解を促

しています。さらに、大学の新入生や企業の若

手社員などにも講座を実施しており、昨年度は

約１万人の若者に金融・消費者教育を行いまし

た。 

 今後も教育委員会、大学等と連携しながら、

若者の消費者被害の未然防止に努めていきます。 

元吉議長 首藤健二郎君。 

首藤議員 答弁いただきました。我々というか、

日本はお金の話になると何かちょっと嫌らしい

とか、そんなことは言うものではないとか、何

かそういう文化があるようにも思いますし、私

は長い間タレントとしてやってこれましたが、

ことギャランティーの話になると、この交渉と

いうのは難しいんです。予算がないといえば妥
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協せざるを得ない。しかし、大事なことはそこ

に甘んじることではなくて、自分の価値を高め

てギャランティーも高めるというところを望む

か望まないかで全然違ってくるんですね。です

から正当な正しいお金をいただくというところ

にいかないと、なかなかそういうこともうまく

いかないという現実があります。今回質問した

スポーツ、農業、そして教育、いずれもしかり

です。自分の価値を高めて、そしてギャランテ

ィーも高めるということが重要だと思います。 

 大分県の価値を高めて、大分県のものを買い

たい、大分県に行きたい、大分県に帰りたい、

そういう人を増やす、そういう大分県を目指す

ということが大事だと思いますので、今後も知

恵を絞って私も考えていきたいと思います。 

 以上、私の一般質問を終わります。（拍手） 

元吉議長 以上で首藤健二郎君の質問及び答弁

は終わりました。阿部長夫君。 

  〔阿部（長）議員登壇〕（拍手） 

阿部（長）議員 皆さんこんにちは。１１番、

自由民主党、阿部長夫です。本日の最後の質問

となりました。執行部の皆さん、最後までよろ

しくお願いします。 

 また、この質問の機会をいただいた会派の皆

さん、本当にありがとうございます。また、い

つも杵築から傍聴に来て応援していただきます。

本当にありがとうございます。頑張って質問し

たいと思います。 

 それでは、早速質問に入ります。 

 漁業の成長産業化について伺います。 

 本県の観光産業の本格的な回復を目指した一

大イベントであるデスティネーションキャンペ

ーンも終盤に差しかかっています。ホテル・旅

館など幅広い観光関係の皆さんの御尽力と県や

各市町村など行政の力強い後押しが功を奏し、

県内各地に多くの観光客が訪れており、本県の

観光の底力を改めて実感しました。 

 そして、デスティネーションキャンペーンに

続く本年度の本県における大きなイベントが全

国豊かな海づくり大会です。デスティネーショ

ンキャンペーンが観光産業の復活を象徴するイ

ベントであるように、私は天皇皇后両陛下が御

出席される４大行幸啓の一つである全国豊かな

海づくり大会を漁業、特に苦境にある漁船漁業

の復活の大いなる契機としていただきたいと強

く願っています。 

 私は、これまで何度か漁業、特に漁船漁業の

振興について、この県議会の場で議論しました。

皆様御案内のとおりですが、本県は変化に富ん

だ豊かな海岸環境などにより、関あじ、関さば

をはじめ、ハモやカレイなど地域ごとに特色の

ある水産資源に恵まれており、漁船漁業におけ

る高いポテンシャルを有しています。 

 しかしながら、漁船漁業の産出額は減少の一

途をたどり、就業者の減少、高齢化の進行にも

歯止めがかからないなど、著しい苦境にありま

す。加えて国内での水産物の消費量の減少は、

特に２０００年代に入って急速に進んでおり、

いわゆる魚離れが叫ばれて久しい状況です。大

事なことは、水産物の消費拡大に努めそれを漁

業者の所得向上につなげ、さらには後継者の確

保や育成を図るという、漁業の成長産業化を実

現していくことだと考えます。 

 本県でも、これまで様々な水産物の消費拡大

策に取り組んできたと思いますが、このように

漁業前全体として消費が厳しい状況にある中、

本県で全国豊かな海づくり大会が開催されるこ

とは逆境を跳ね返すまたとない好機なのではな

いかと考えています。 

 漁業に対し、県民の注目が集まるというタイ

ミングで、まずは県内において本県が誇る水産

物の魅力を発信し、消費拡大を図っていくべき

であり、特に、今後長い期間において水産物を

消費していく子どもたちを未来の本県水産物の

ファンにしていく取組は必須であると考えます。 

 また、この機会に職業としての漁業の魅力を

しっかりと伝え、漁業の就業者の減少に歯止め

をかけていくこと、加えてこれまでも議論した

ように、資源回復の取組を着実に進めていくこ

となど、全国豊かな海づくり大会を契機として、

幅広い面で漁業を持続可能かつ成長産業にして

いく取組をしていただきたいと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、漁業の成長産業化に

どのように取り組んでいくのか、知事の考えを
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伺います。 

 続いて、乾しいたけの生産振興についてです。 

 本県は、県土の約７割が森林であることから、

古くから林業は地域の基幹産業であったわけで

すが、忘れてはならないのは、そうした森の恵

みを活用した林産物の生産もまた、本県の地域

における重要な収入源、地域の特色ある産業の

一つです。 

 中でも、皆様御案内のとおりですが、本県に

おける乾しいたけの生産量は全国１位であり、

全国シェアの約４割を占めるなど、大分県とい

えば乾しいたけと言えるほどの存在です。また

こうした量だけではなく、その品質においても、

毎年開催されている全国乾椎茸品評会において

は、団体の部において２４年連続、通算５６回

の優勝を果たし、個人の部でも毎年優秀な成績

を収めるなど、全国的にも非常に高く評価され

ており本県の誇りでもあります。 

 一方で、全国的に乾しいたけの生産量は減少

傾向にあり、全国１位である本県においても生

産者の高齢化の進展等により、残念ながら同様

の傾向にあるのが現状です。生産者の減少と高

齢化は本県の乾しいたけ生産体制の危機とも言

える重要な問題であり、その対策は急務である

と言えます。 

 また、木材生産とも共通した課題ですが、乾

しいたけ生産の最も重要な基盤とも言える原木

のクヌギについても高齢林化が進んでいます。

伐採適期を超えた高齢林においては、丸太にし

た場合の切り口が大きくなっており、こうした

木材は大径材と呼ばれています。木材生産の現

場における大径材の利用にあたっては、通常の

材と異なる工程等が必要となり、その活用に向

けた取組が模索されていますが、乾しいたけの

生産においても大径化したクヌギを活用するた

めには特殊な処理などが必要であり、その生産

ノウハウの確立や普及に向けた支援に取り組ん

でいくことが重要になると言われています。 

 さらには、乾しいたけの生産量の低下は、生

産者の高齢化だけではなく、消費者ニーズの変

化も要因の一つとされています。平均世帯人数

が減少している中で、料理の下準備等に手間が

かかる乾しいたけは、なかなか日常使いがしに

くい商品ですが、そのおいしさをＰＲすること

や活用方法の提案等により、需要を喚起するこ

とは可能と考えます。そのためには消費者や市

場のニーズをしっかりと酌み取った取組が必要

です。 

 こうしたことを踏まえ、乾しいたけの生産振

興にどのように取り組んでいくのか、農林水産

部長に伺います。 

 以下、対面席から質問します。 

  〔阿部（長）議員、対面演壇横の待機席へ

移動〕 

元吉議長 ただいまの阿部長夫君の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 阿部長夫議員の漁業の成長産業化に

ついての質問にお答えします。 

 本県は豊かな海に恵まれ、一本釣りや底引き

網などの漁船漁業や、ブリやヒラメなどの養殖

業に多くの方が従事しています。このように地

域経済を支える漁業を、魅力ある産業として次

世代に引き継いでいくことが大事です。 

 折しも全国豊かな海づくり大会の大分県開催

が５か月後に迫り、いよいよ機運が高まってき

ました。この大会を好機と捉え、生産と販売両

面から漁業振興に取り組んでいきます。 

 生産面では、漁船漁業における漁場環境整備、

種苗放流、資源管理を一体的に進め、海域ごと

の放流効果を高める取組を始めています。この

４月には杵築市の守江湾でマコガレイの稚魚を

集中的に放流したところであり、漁獲量の増加

に期待が寄せられています。来月には国東市に

種苗生産能力を向上する施設を竣工する予定で

あり、これを活用して放流用種苗をしっかりと

供給していきます。 

 養殖業においては、安定的な経営を継続する

ため、海底を掘削するなど生産基盤である養殖

漁場の環境改善を図ります。また、魚の病気を

治療する薬の開発や給餌の自動化、赤潮被害防

止に向けたスマート技術の導入による生産性の

向上も進めます。 

 次に、販売面では消費拡大に力を注ぎます。
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海づくり大会前には量販店において県産魚のプ

レゼントキャンペーンを実施するなど消費者の

購買意欲を喚起します。 

 また、県内全ての小中学校の給食で養殖ブリ

を提供するとともに、資源保護の大切さなどを

伝える海づくり教室を開催し、子どもたちが魚

の魅力を感じ、県産魚のファンとなり、将来の

担い手となることを期待しています。 

 県外向けには、これまで認定したパートナー

シップ量販店や飲食店での販売促進に加え、商

社等とも連携し、新たな販路を開拓します。 

 さらに、完成間近の蒲江加工場では、刺身用

のサクや切り身など多様化するニーズに対応し、

国内のみならず海外の需要も取り込んでいきま

す。 

 こうした漁船漁業の資源回復や養殖業の安定

生産、水産物の消費拡大への取組などを進め、

漁業の成長産業化につなげていきたいと考えて

います。 

 その他の質問については、担当部長から答弁

します。 

元吉議長 渕野農林水産部長。 

渕野農林水産部長 私からは、乾しいたけの生

産振興についてお答えします。 

 乾しいたけの生産振興には、担い手の確保、

生産体制の整備、そして消費拡大を総合的に進

めていくことが重要です。 

 担い手確保では、初期費用や施設整備等を支

援し、この５年間では１２７人の新規参入者が

ありました。今年度からは就業給付金の期間拡

充や子育て世帯への支援等、取組を強化しまし

た。また、習熟度に応じベテラン生産者からの

技術継承も含め様々な研修を実施していきます。 

 生産体制の整備においては、単収や生産性を

向上させるため、人工ほだ場の整備やバックホ

ウ導入による省力化などを進めていきます。ま

た、クヌギの大径材活用に向け、重機を使用し

た伐採・搬出の実証地を整備し、これを研修会

等により普及定着を図ることとしています。あ

わせて、県が開発した温暖化対策の新品種の導

入も進めていきます。 

 消費拡大の面では、手軽に使える加工品開発

への支援などによる食べる機会を創出し、おい

しさ、活用方法をＰＲしていきます。また、う

まみだけを中心とした百貨店や主要駅等での販

促も行います。さらに、取引価格が高い香港や

台湾での展示会へのブース出展や、バイヤー招

聘など輸出拡大にも取り組むこととしています。 

 今後も、質、量ともに日本一を誇る乾しいた

け生産をしっかりと支えていきます。 

元吉議長 阿部長夫君。 

阿部（長）議員 ありがとうございました。乾

しいたけ生産振興にしっかりと取り組んでいた

だいていることも分かりましたし、また、知事

ありがとうございました。水産業に対してしっ

かりと取組をしていただいています。漁場の環

境整備であったり、また、消費拡大のための消

費対策、そしてまた学校給食等において子ども

たちにもしっかりと教育、そして、普及のため

に力を入れていただいてることが分かりました。 

 そういう中で、１点、部長に再質問しますが、

今海でなかなか魚が捕れないと言われています

が、海底耕うんをすることによって漁場の環境

が随分と変わってくる。海底耕うんは非常に効

果があると言われていますが、この海底耕うん

については杵築市の関係者に聞きましたが、漁

場、海底を掘り起こすことによって、クルマエ

ビやカレイが潜りやすくなって、そこで生息環

境がよくなると言われています。効果が非常に

高いようです。 

 この海底耕うんについてのこれからの計画、

その効果等についてどのように捉えているのか

再質問します。 

元吉議長 渕野農林水産部長。 

渕野農林水産部長 それでは、海底耕うんにつ

いてお答えします。 

 まず、沖合の大規模な海底耕うんについては、

これまで国の事業を活用して実施してきた経緯

があります。特に別府湾では、前回、海底耕う

んの事業を実施し、現在相当な期間が経過して

います。 

 そういったこともあり、私ども県としては、

そろそろ別府湾での海底耕うんをという動きを

していきたいと考えており、次は来年度以降、
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早めの実施に向け、現在国に要望しています。 

 また、沿岸域ではこれまで市や漁協の協力も

得ながら海底耕うんを実施してきており、これ

に加え、恐らく議員御存じだと思いますが、昨

年から県において、種苗放流効果を高めるため、

放流箇所の周辺で海底耕うんを実施しています。 

 これらの事業を活用して、漁船漁業の今後の

振興を後押しする海底耕うんに積極的に取り組

んでいきたいと考えています。そして、水産資

源の回復を促進していきたいと考えていますの

でどうぞよろしくお願いします。 

元吉議長 阿部長夫君。 

阿部（長）議員 ありがとうございます。ぜひ

海底耕うんはしっかりと定期的に、１０年に１

回、一度やったところは１０年、その次はまた

できないと聞いていますので、頻度を高めてい

ただくようにお願いします。 

 続いて、介護行政について質問します。 

 介護行政のデジタル化についてですが、本県

では、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自

分らしい暮らしを続けることができるよう、全

国に先駆けて地域包括ケアシステムの構築に取

り組んできたことは周知のとおりです。地域ケ

ア会議を中心とした高齢者の自立を促す本県の

介護行政の取組は、大分県版地域包括ケアシス

テムとして広く知られるものとなっています。 

 一方で、本県の要介護認定者数は、介護保険

が導入された平成１２年度末には３万８，２８

７人でしたが、令和４年度末では７万５９３人

と、ほぼ倍増しています。８５歳以上の高齢者

人口の増加に伴い、要介護認定者は今後さらに

増えることが予想されており、不足する介護人

材の確保と懸命に高齢者を支えている介護従事

者の負担軽減が急務と言えます。 

 県ではこれまで、介護現場の働き方改革に取

り組んできており、私が理事を務める法人の高

齢者福祉施設においても、見守りセンサー等の

介護ロボット、ＩＣＴ機器を導入しています。

実際に職員からは、負担軽減に大きくつながっ

ていると聞いています。 

 しかしながら、高齢者がどの程度介護を必要

とする状態かを決める要介護認定業務をはじめ、

自治体の介護手続における多くの場面では、紙

を使った帳票のやり取りや情報共有など、いま

だアナログな手法が用いられています。介護従

事者や自治体職員等に係る事務処理の負担軽減、

また、県民への迅速なサービス提供を実現する

観点から、介護行政の手続についても今後改善

すべき点が多いと考えます。 

 このような中、先日知事は、国のデジタル田

園都市国家構想交付金を活用し、介護行政のデ

ジタル化を進めると表明されました。デジタル

技術を用いて介護行政に関わる関係者の働き方

改革などを図ることは時代の要請であり、時機

を得たものであると考えています。 

 こうしたことを踏まえ、介護行政のデジタル

化に向けて、県として今後どのように取組を進

めていくのか、知事の考えを伺います。 

 続いて、高齢者の自立支援です。 

 県では、介護予防事業のうち、高齢者の自立

支援に資する短期集中予防サービスについて長

年にわたり力を入れて取り組んできています。

このサービスは、歩行や入浴など日常生活を送

る機能が低下している高齢者に対して、その機

能を取り戻すための支援を短期集中的に行うも

のです。現に県内でこのサービスを利用した方

のうち、多くの方の身体機能が改善したとお聞

きしており、介護予防、重度化防止に資すると

考えています。 

 昨年度末に改定された第９期おおいた高齢者

いきいきプランでは、県は計画期間中にこうし

たサービスの利用者数を現状の１，８５１人か

ら２，６００人と大きく増加させる目標を設定

しています。高齢者が自立して生活できる期間

を可能な限り長くし、地域において生き生きと

暮らし続けていただくことを通じて、本県の健

康寿命を男女とも日本一に導くためにも、利用

者の増加に向けた取組をさらに加速させていく

必要があります。 

 県ではこれまで地域ケア会議等を通じ、自立

に向けた適切なサービス利用を促進するなど多

様な取組を進めてきましたが、これまでの短期

集中予防サービスをはじめとする高齢者の自立

支援に係る取組の総括と今後の方針について、
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福祉保健部長に伺います。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 介護行政のデジタル化についてです

が、高齢化の進行に伴い、介護を要する方の増

加が見込まれる中、本県ではこれまで、介護職

員の負担軽減や生産性向上を図るため、事業所

への介護ロボットやＩＣＴ導入など、介護現場

のＤＸ化を進めてきました。他方、要介護認定

など介護行政に関する分野でのＤＸは、十分に

進んでいないという状況にあります。介護を希

望する申請者やその家族は、一日も早いサービ

ス開始を求めています。 

 一方で現在、主に紙の書類を作成して関係者

と対面で行われる要介護認定業務は、大量の書

類の印刷や郵送を頻繁に行う必要があり、認定

申請から結果通知まで全国平均では４０日を超

えています。創設から四半世紀を迎える介護保

険制度の運用上、こうした行政関係事務の改善

は長年の全国的な課題とされています。 

 こうした中、国のデジタル田園都市国家構想

交付金の事業採択を受け、県内の要介護認定調

査件数の半数以上を占める大分市、別府市と共

同で、全国初となる認定業務のデジタル化に挑

戦することとしました。 

 今回の取組では、医療機関や介護事業所など

関係機関の協力もいただき、認定調査、主治医

の意見書、認定審査会、ケアプラン作成のため

の情報開示といった一連の業務の完全デジタル

化を目指します。 

 大分・別府両市では、今年度中におおむね３

０日以内で要介護認定を決定できる体制を確立

するとともに、あわせて関係事務の省力化や、

紙の減量による事務経費の削減も図ります。 

 また、こうしたデジタル化により、将来的に

は自治体の認定業務のみならず、介護サービス

を希望する方や御家族の申請手続等の負担軽減

にもつなげていきたいと考えています。 

 まずは、この取組を今年度中に実行し、検証

した上で、来年度以降、速やかに県内市町村へ

の横展開を図り、介護を要する全ての県民に迅

速で適切な介護サービスを提供できるように目

指していきます。 

 その他の御質問については、担当部長から答

弁します。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 それでは、私から高齢者の

自立支援についてお答えします。 

 本県では、平成２４年度から全国に先駆け地

域ケア会議、自立支援型サービス、通いの場を

３本柱とするいわゆる大分モデルを推進し、要

介護認定率の減少等の成果を着実に上げてきま

した。 

 また、令和２年度からは、オムロン株式会社

と連携し、ＩＣＴを用いた身体機能の分析によ

り、改善効果が見込まれる高齢者を短期集中予

防サービスにつなげる仕組みを構築してきまし

た。 

 その結果、本県では全国で唯一になりますが、

１８市町村、全ての市町村で短期集中予防サー

ビスを提供しており、先般、竹田市の検証によ

ると、このサービス利用のない場合と比較して、

介護給付費の３年間の累計で見ると、１人当た

り約５０万円の削減効果が確認できています。 

 今後は、今回、国の採択を受けたデジタル交

付金事業を活用して、数多く蓄積されている県

内外の事例に基づいて、迅速に最適なケアプラ

ンの提案を可能とするＡＩシステムの構築を目

指すこととします。 

 このシステムには関係省庁からも大変注目い

ただいており、今年度は杵築市を含む県内５市

でモデル的に導入し、事業効果を検証の上、翌

年度以降、県内外の自治体への横展開を視野に

入れて進めていきます。 

元吉議長 阿部長夫君。 

阿部（長）議員 ありがとうございました。取

りあえず大分市と別府市で先駆けてやるという

ことですが、これは介護認定まで今まで４０日

を超える時間がかかっていました。これが３０

日かからないということであれば、介護サービ

スを待っている、受けたいという人が速やかに

受けられるのではないかなと思います。 

 例えば、脳梗塞で倒れるなどして病院にいる

場合。病院の処置は終わったので老人施設に入

ってくださいと言われたときに、この介護認定



第２回 大分県議会定例会会議録 第３号 

- 86 - 

に時間がかかるためになかなか病院から出てい

けない。すぐに介護サービスを受けられない。

あるいは施設を決められない。こういう状況が

今現状、実際起こっていますので、これが進む

ことによって非常にサービスを受けやすくなる

と思っています。よろしくお願いします。 

 しかしながら、今、部長が言われた人口減少

で人材が不足する中で、医療や介護の現場でも

データの力を活用していくということは避けて

通れない状況であると認識しているわけですが、

一方で、医療や介護分野では人と人との関わり

を重視して、アナログな手法を尊重する事業者

も多くいることは事実です。 

 今回の国のデジタル田園都市国家構想交付金

を活用した挑戦は先駆的なものと聞いています

が、この事業には、今言った介護認定業務と予

防プランの策定に係る業務と二つあるようです

が、特に二つ目の予防プランの策定等において

は、現場との関わりもあり、しっかりと効果を

出していただきたい反面、データの無機質な性

質が医療・福祉分野のアナログを重視する人た

ちに受け入れていただけるのか、少し心配して

います。ぜひその必要性を現場に理解してもら

いながら、アナログのよさをいかしながら、デ

ジタル化を進めていく医療福祉の現場を築いて

いただきたいと思います。これについて部長の

考えを聞かせてもらいたいと思います。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 今現在、介護保険制度の運

用においては、さきほど知事が答弁しましたが、

膨大な紙資料による処理日数の問題がまず一つ

ありますが、それに加えて、ケアマネジャーに

過度にいろんな仕事が集中してつらいというこ

とで、成り手がなかなかいないという事態にも

至ってきています。これからやってくるさらな

る高齢化に向け、介護保険事務全体のデジタル

化は避けて通れませんが、なかなか全国の自治

体共通、長年にわたる懸案です。 

 今回採択を受けたデジタル交付金ですが、所

管は内閣府ですが、こちらの整理でいうとファ

ーストペンギンタイプと呼ばれているものです。

これは多分、冷たい海に群から一番先に勇気を

出して飛び込むペンギンのような挑戦を応援し

ようというような意味合いだそうですが、そう

聞くと何か勇気付けられたような気もしますし、

いろいろ課題が多いんだぞということを示唆さ

れているような気もして、どちらか分かりませ

んが、いずれにしても、今、議員御指摘された

市町村が行う認定調査、あるいはケアプランを

作成する際の、正にケアマネジャーが個別に対

面していただいている面談、アセスメント、そ

ういった部分はアナログ的な丁寧な関わりをぜ

ひとも大切にしながら、その他の関係事務につ

いては完全にデジタル化を図り、福祉や医療の

現場で今後も安定的な介護保険制度にしていき

たいと考えています。 

元吉議長 阿部長夫君。 

阿部（長）議員 部長ありがとうございます。

正に本当に、ケアマネジャーの資格を持ってい

てもケアマネジャーをやりたがらない現状がそ

こにあるようです。デジタル化によってそこら

辺の負担が軽減されるということを願っていま

す。どうか御指導いただくようにお願いします。 

 続いて、建設業における２０２４年問題への

対応について伺います。 

 社会インフラの整備は、国家統治、つまり行

政の最も基本的な機能、役割です。道路や港を

造り、維持し、改修する、あるいは河川の氾濫

を防ぐための堤防を設置する、土砂崩れなどを

防止するための砂防施設を整備するなど、行政

に求められる社会インフラの整備は、むしろ時

代が進むごとにその要請が高まっているとさえ

言えます。 

 行政におけるこうした社会インフラの整備に

ついて、その原資は究極的には国民、住民の納

税により賄われていますが、もう一つ重要な要

素が労働力です。 

 そうした中、様々な分野における働き方改革

という時代の要請を受け、ついに、建設業をは

じめ、医師やドライバーなどの長時間労働が常

態化している業種についても、この４月から時

間外労働の上限規制が始まりました。これまで

医師やドライバーなどの２０２４年問題につい

ては様々な議論がなされていますが、行政の役
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割を考えたときに、私は建設業における２０２

４年問題も非常に深刻な問題であると考えてい

ます。 

 従前から、災害の頻発化や公共インフラの更

新、民間の旺盛な設備投資、再開発事業などで

建設需要が高まっていました。一方で、高齢化

や少子化等により建設業における人手不足は深

刻になっており、今回の時間外労働規制がそう

した状況に拍車をかけることが懸念されます。 

 本県では、県土の強靱化はもとより、道路ネ

ットワークの整備など本県の浮沈に関わる社会

インフラ整備のプロジェクトを多数抱えていま

すが、建設業における２０２４年問題がその足

かせになることは避けなければなりません。そ

のため、建設事業者の生産性向上や人材確保に

対する支援は、本県が行政としての機能を維持

するためにも不可欠であると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、建設業における２０

２４年問題に県としてどのように対応していく

のか、土木建築部長に伺います。 

元吉議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 県内の建設業就労者数は

この２０年間で約４割減少し、５５歳以上の割

合は４０％に達するなど高齢化も進んでおり、

人材の確保や生産性の向上は喫緊の課題と認識

しています。 

 まず、人材確保に向けては就労環境の改善が

欠かせないことから、県では１２年連続で設計

労務単価を引き上げるとともに、これまでも週

休２日工事の実施や適正な工期設定などに取り

組んできました。 

 加えて、将来の建設人材の確保も重要であり、

建設産業の魅力を知ってもらう取組を進めてい

ます。具体的には、産学官協働でのＳＮＳによ

る情報発信や体験型講座に加え、大分駅前での

土木建築フェスタなど県内各地でイベントを開

催し、児童や学生、その保護者への積極的な広

報に努めています。 

 また、生産性向上についても、施工時期の平

準化をはじめ、ＩＣＴ建設機械の導入補助やＩ

ＣＴ活用工事の推進などにより、施工の効率化

を図っています。 

 今後も建設業における時間外労働の上限規制

による影響を注視しつつ、働き方改革に向けた

施策を一体的に推進しながら、必要な社会イン

フラを着実に整備していきます。 

元吉議長 阿部長夫君。 

阿部（長）議員 部長ありがとうございました。

建設現場においては、最近は土曜日、日曜日は

休んでいるようです。つい最近までは日曜日も

休みなくやっている現場もあったようですが、

働き方改革でこれがなかなかできなくなった。 

 ということは、事業者にとっては、人を増や

してその現場を賄わなければいけないという負

担が生じるということですから、さきほどの部

長答弁のように、労務単価を上げる、建設コス

トは若干かかりますが、そこら辺を改善して事

業者が労働環境を良くできるようにすることが

必要ではないかなと思いますので、どうかよろ

しくお願いします。 

 次の質問に移ります。 

 県立学校体育館の空調整備についてです。 

 １月に発生した能登半島地震では、小中学校

の体育館に避難する方々について多く報道され

ました。体育館での避難生活は、報道で見聞き

する限り良好な環境であるとは言い難いようで

す。冷暖房が整備されていない体育館では、夏

は熱気が籠もり、冬は暖を取りにくく、避難生

活には苛酷な環境となります。特に今回の地震

は真冬に発生したこともあり、寒さ対策は高齢

者等にとって命に関わるほど重要なものとなっ

ています。本県でも多くの体育館が避難所に指

定されていると思いますので、同様の状況にな

るのではないかと心配されます。 

 また、学校の体育館は、通常時には子どもた

ちの運動、活動の場でもあります。記録的猛暑

が続く昨今では、熱中症対策のためにも体育館

の空調整備は必要なものとなっています。 

 別府市では、昨年度と今年度の２か年で、避

難所の環境改善や子どもたちの熱中症対策を目

的として、小中学校の全ての体育館２０施設と

地区体育館等６施設を対象に空調整備を行うこ

ととしています。 

 このように、小中学校については所管する市
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町村が主体となり整備を進めていくことと思い

ますが、県立学校については、正に県が取り組

まなければなりません。折しも今年度から県立

学校体育館の空調整備に取り組むと聞いていま

すが、その整備方針やスケジュールについて注

目しています。 

 整備にあたっては、きめ細かな対応が必要な

児童生徒を抱える特別支援学校や指定避難所に

指定されている学校もあることなどから、優先

順位を示した上で早急な整備が必要だと考えま

す。加えて、災害時には避難所としての機能も

求められますので、予備電源の確保やガスなど

電気以外の電源確保等により、停電時でも稼働

できるような工夫も必要なのではないかと考え

ます。 

 こうしたことを踏まえ、県立学校体育館の空

調整備に関する方針やスケジュールについて教

育長に伺います。 

元吉議長 山田教育長。 

山田教育長 児童生徒等の熱中症対策や災害時

における避難所の環境改善を目的として、今年

度から２か年で、優先度の高い体育館に空調整

備を計画的に整備していきます。 

 具体的には、体温調節が難しい児童生徒等が

多い特別支援学校、災害時の避難所として利用

される高校など、合わせて４１校の第一体育館

を優先的に整備することとし、このうち今年度

は２２校を予定しています。 

 なお、今回実施しない高校や柔剣道場等につ

いては、４１校の第一体育館の整備完了後に改

めて検討したいと考えています。 

 また、空調の熱源は電気、都市ガス、ＬＰガ

スの３種類あることから、イニシャルコストや

ランニングコスト、学校の設備の状況等も勘案

しながら、個別に比較検討していきます。その

際には、議員御指摘のとおり、停電時の対応も

考慮する必要があることから、都市ガスやＬＰ

ガスを利用する場合は、停電時にも使用可能な

電源自立型の空調を導入することとしています。 

元吉議長 阿部長夫君。 

阿部（長）議員 ありがとうございました。今

年度は４１校の体育館の中で２２校やっていた

だき、その後に残りの体育館をやるということ

です。柔剣道場もその後となるようですが、柔

剣道場での負担というのが、熱中症に対する危

険度がなお大きいのではないかなと思います。

順位は今そう考えていただいているかもしれま

せんが、ここら辺は再検討していただいて、こ

れほど暑い夏が来るわけですから、柔道場、剣

道場、県下の環境、現場をよく見ていただいて、

柔剣道場の整備を早める方法がないか相談して

いただければありがたいと思います。 

 また、部長に答弁いただいた都市ガスやＬＰ

ガスを利用する場合に、停電時にも使用可能な

電源自立型の空調を導入していただくというこ

とですが、これは全体でどれくらいあるのか。

私が地元の業者に聞いたところによると、小中

学校では県下３６校が災害時に対応したバルク

供給システムを設置して、その中にＬＰガス対

応の空調設備が２８校あるそうです。 

 そういうふうに小中学校ではだいぶ普及して

いますので、ここら辺も含めて検討していただ

けるとありがたいと思いますが、設置する箇所

が何か所あるか、答弁をお願いします。 

元吉議長 山田教育長。 

山田教育長 都市ガス、ＬＰガスの空調を導入

する箇所数ということです。 

 今現在、検討中の段階ですが、コストの試算

をしてみたところ、令和６年度の整備予定２２

校のうち、電気が８校、都市ガスが７校、ＬＰ

ガスが７校ということで今試算しています。 

 ただ、ＬＰガスの場合、大型ガスタンクの設

置とか、あるいは燃料運搬用のタンクローリー

の進入路等が必要になりますので、現地を確認

して、そういうものが可能かどうか、学校の敷

地の状況等を見て最終的に決定しますので、今

現在、コストだけで見ると今言った校数となり

ます。変更になる可能性があるということです。 

 それから柔剣道場についても、柔道部、剣道

部がすごく暑い思いをしているのはよく承知し

ていますので、非常に財源も必要になりますが、

起債の活用等をまたいろいろと検討しながら考

えていきます。 

元吉議長 阿部長夫君。 
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阿部（長）議員 大変ありがとうございます。

県立学校の体育館に空調設備を導入するという

決断をしていただいたことは大変ありがたいこ

とだと思っています。本当に感謝します。財政

が厳しい中、そういった環境整備に力を入れて

いただいていることは大変ありがたく思ってい

ますが、さらに進めていただけるようにお願い

します。 

 そしてまた、ガスについても、バルク供給シ

ステムを設置することによって、エアコンだけ

じゃなくて電源喪失したときの発電機をそこに

設置して、発電機の熱源になるわけですね。発

電機をそれで動かせるということになりますか

ら、そこら辺もあわせて検討していただければ

ありがたいと思います。 

 次に、最後の質問に移ります。大分空港の空

港アクセスの向上について伺います。 

 待望のホーバークラフト運航開始に向け機運

が高まってきています。大分空港への海上アク

セスの整備は、今後の人の流れや物の流れを活

性化するためにも必要不可欠であり、期待も大

きいことから、ぜひ着実に進めていってほしい

と思っています。 

 しかしながら、ホーバークラフトの運航開始

にあたり、少し懸念される点もあります。上下

分離方式であることから、運航ダイヤや運賃は

運航会社の責任において決定されますが、船舶

や発着場などは県民の負担で整備されているも

のであるため、当然、県も責任を持って継続的

な運航の確保に努める必要があります。そのた

め、県としても今後の収支の見通しを把握する

とともに、実際の収支の状況など逐次確認して

いただくようにお願いする次第です。 

 また、欠航時やホーバークラフトを利用しな

い方へのフォローも必要です。現在はエアライ

ナー（大分空港アクセスバス）が多頻度で運行

されていますが、ホーバークラフト運航開始後

は便数が大幅に減るのではないかと心配してい

ます。運行会社任せでは市場の論理のみで切り

捨てられてしまう可能性もあることから、幅広

い県民の利便性向上という観点からも、県が間

に立ち、便数等の調整や欠航時の対策等を進め

るべきではないかと考えます。 

 加えて、自然条件等によるホーバークラフト

運休時には、陸路の大事な代替道路となる大分

空港道路においても、４車線化や安全装置の設

置、路面のメンテナンスなど、本県のおもてな

し道路としてふさわしくあるための整備等を続

けていく必要があると考えます。 

 ホーバークラフトの運航開始が間近となった

今、改めてこのようなきめ細かな対応の重要性

を再認識し、様々なアクセス手段において、バ

ランスよく利便性の向上が図られるよう取り組

んでいくことが肝要だと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、空港アクセスの向上

にどのように取り組んでいくのか、交通政策局

長に伺います。 

 続いて、国内航空路線の充実について伺いま

す。 

 空港としての利便性という観点でいえば、路

線の充実もあわせて非常に重要なテーマです。 

 大分空港における路線の変遷を振り返ってみ

ると、平成の初頭頃にかけて、国内の様々な地

域とを結ぶ路線が充実されていきました。特に、

北海道や沖縄への便は、県民の利便性という意

味でも必要な路線であったと思います。しかし、

その後は全国的な不景気等も影響してか、国内

の路線は徐々になくなってしまいました。 

 その後に、県としてもインバウンド誘致に力

を入れていたことから、国際線の充実に積極的

に取り組んできました。しかしながら、コロナ

禍により国際線は軒並み休止となり、最近にな

ってようやく復活の兆しが見えてきたという状

況です。 

 ここで、現在の観光等をめぐる状況を見ると、

円安等を背景に我が国全体として海外富裕層か

らの人気が高まっています。特に、海外から見

ても特色ある北海道や沖縄は人気が高いようで、

我が国のインバウンド需要を牽引しています。 

 こうした状況を踏まえると、私はインバウン

ドを本県に呼び呼び込むという観点からも、か

つての北海道や沖縄と本県を結ぶ路線の復活な

ど、国内線の充実に力を入れるべきと考えてい

ます。特に、欧米など遠方のインバウンド客は、
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日本全体を旅行地として捉えてもらえる可能性

が高いことから、本県の観光地としての魅力や、

北海道や沖縄と連携できる可能性を航空会社等

にうまく売り込むことができれば、路線の開設

も可能ではないでしょうか。 

 国内線が充実すれば県民の利便性向上にもつ

ながりますし、それがホーバークラフトの利用

者の安定的な確保にも貢献し、さらに空港の利

用者数が増えるという好循環が生まれる可能性

があります。 

 こうしたことを踏まえ、国内航空路線の充実

にどのように取り組んでいくのか、交通政策局

長に伺います。 

元吉議長 上城交通政策局長。 

上城交通政策局長 ２点について御質問いただ

きました。まず、１点目の空港アクセスの向上

についてお答えします。 

 地域間競争が激化する中、空港の魅力を高め

るには、多様なルートや手段によりアクセスで

きる利便性が求められ、陸路や海路の交通網を

安定的に維持、発展させることが重要です。そ

のためにも、大分空港利用者の増加を図ってい

く必要があり、国際線も含めた新規路線の誘致

やホーバークラフト就航により新たな需要創出

等に取り組んでいます。 

 ホーバークラフトの運行にあたっては、安定

した経営が継続されるよう、外部有識者による

検証委員会を活用するなど、県としても運航事

業者の事業計画を毎年度しっかり確認していき

ます。 

 また、ホーバークラフト欠航時やバスを利用

したい方への対応については、利便性を維持し

ながら、交通事業者のダイヤ等も最適化される

よう関係者が互いに連携していくことが大変重

要であり、その検討を支援しています。 

 一方、陸路の要となる空港道路については、

ワイヤーロープの設置や舗装補修を実施するな

ど、安全性や快適性の向上を図っています。４

車線区間の延伸についても、その機能や役割、

交通実態等を踏まえて、引き続き検討していき

ます。 

 今後とも大分空港のさらなる活性化に向けて、

陸路と海路、両輪での空港アクセスの向上を図

っていきます。 

 続いて、２点目に御質問いただいた国内航空

路線の充実についてお答えします。 

 大分空港の国内線乗降客数は、コロナ感染症

５類移行後の人流増加により、昨年度は１７８

万人と、コロナ禍前の平成３０年度の９５％ま

で回復しました。 

 大分空港の将来ビジョンでは、令和１４年度

に、過去最高となる約２６０万人の乗降客数を

目標として掲げており、円安を背景とした全国

的なインバウンドの回復は、本県にとっても追

い風となっています。 

 また現状は、インバウンドの実に７割以上が

関東、あるいは関西地方のいわゆるゴールデン

ルートに集中しており、これらのエリアと大分

空港を結ぶ既存路線の増便、あるいは新規路線

の開設に力を入れています。 

 議員御提案の沖縄線については、昨年初めて

チャーター便を誘致して、１２５人の方に搭乗

していただきました。参加者からは路線定着を

望む声が多く、今年度も再度のチャーター便運

行に向け、複数の航空会社と現在調整していま

す。 

 また、北海道等との連携では、羽田や伊丹空

港での乗り継ぎ客に特産品が当たるキャンペー

ンを他の地方空港と共同実施することで、まず

は本県への誘客に取り組んでいます。 

 今後もインバウンドの取り込みを見据えなが

ら、県民や観光客の利便性が一層向上するよう

国内航空路線の充実を図っていきます。 

元吉議長 阿部長夫君。 

阿部（長）議員 局長ありがとうございました。

局長の答弁の中であったように、空港道路の舗

装が悪かったところとか、死亡事故が起きたと

ころのワイヤーロープも一部設置していただい

ています。本当にありがとうございました。４

車線化が一番いいんですが、できれば悪いとこ

ろをよくしていただいて、安全性を高めるとい

う方法をまず取っていただくのが大事かなと思

っています。 

 そういう中で、ホーバークラフトももうすぐ
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開業ですが、これまでと同様の運航形式のよう

です。そうすると、どうしてもやはり天候に左

右されやすいということから、欠航が多いので

はないかと心配しています。 

 私もこれまで何回か質問しましたが、欠航時

の対策として、ＪＲ杵築駅と大分空港道路の相

原パーキングエリアをつないでシャトルバスで

空港に向かうルートをつくってはどうかと何回

か提案したわけですが、これは県内各地からＪ

Ｒ杵築駅を利用したルートの多様化にもつなが

ってくるのではないかなと思っていますし、私

が令和４年の第４回定例会でも尋ねたときには、

将来的な選択肢の一つというお答えをいただい

ていました。 

 ホーバークラフトの就航が間近というところ

ですが、この検討状況について教えてください。 

元吉議長 上城交通政策局長。 

上城交通政策局長 ホーバークラフト欠航時の

対応を含め、大分空港の利便性向上を図るため

には、言われるとおり、多様なルートでアクセ

スできることが重要だと認識しています。 

 先ほど答えたとおり、交通事業者による検討

への支援として、現在、秋就航を目指して訓練

を重ねているホーバークラフトの就航後に、杵

築駅など各方面からのアクセス改善についても、

県民、あるいは企業のニーズ調査を実施するこ

とを検討しています。 

 御提案いただいている杵築駅を利用した相原

パーキング経由でのアクセスも、現状は道路整

備等の課題もありますが、引き続き将来的な選

択肢の一つとして検討の余地があると考えてい

ます。 

元吉議長 以上で阿部長夫君の質問及び答弁は

終わりました。 

 お諮りします。本日の一般質問及び質疑は、

この程度にとどめたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の一般質問及び質疑を終わりま

す。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 以上をもって本日の議事日程は終了

しました。 

 次会は、明日定刻より開きます。日程は、決

定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日はこれをもって散会します。 

午後２時４２分 散会 
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令和６年第２回大分県議会定例会会議録（第４号） 

 

令和６年６月２１日（金曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第４号 

            令和６年６月２１日 

              午前１０時開議 

第１ 一般質問及び質疑、委員会付託 

第２ 特別委員会設置の件 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 一般質問及び質疑、委員会付託 

日程第２ 特別委員会設置の件 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４２名 

 議長 元吉 俊博 副議長 井上 明夫 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    森  誠一     大友 栄二 

    木付 親次     三浦 正臣 

    古手川正治     嶋  幸一 

    麻生 栄作     阿部 英仁 

    御手洗朋宏     福崎 智幸 

    吉村 尚久     若山 雅敏 

    成迫 健児     高橋  肇 

    木田  昇     二ノ宮健治 

    守永 信幸     原田 孝司 

    玉田 輝義     澤田 友広 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    猿渡 久子     末宗 秀雄 

    佐藤 之則     三浦 由紀 

欠席議員 １名 

    堤  栄三 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 教育長          山田 雅文 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         渡辺 淳一 

 企画振興部長       若林  拓 

 企業局長         高野 信一 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       島田  忠 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       渕野  勇 

 土木建築部長       五ノ谷精一 

 会計管理者兼会計管理局長 馬場真由美 

 交通政策局長       上城  哲 

 防災局長         首藤  圭 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    倉原 浩一 

 労働委員会事務局長    一丸 淳司 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

元吉議長 皆さんおはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日の議事は、議事日程第４号によ

り行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 一般質問及び質疑、委員会付託 

元吉議長 日程第１、第６５号議案から第７３

号議案まで及び第１号報告を一括議題とし、こ

れより一般質問及び質疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。若山雅敏君。 

  〔若山議員登壇〕（拍手） 

若山議員 皆さんおはようございます。２８番、

県民クラブ、若山雅敏です。 

 この一般質問の機会を与えていただいた県民
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クラブをはじめ、多くの議員の皆様に感謝しま

す。 

 また、傍聴や御視聴いただいている方々をは

じめ、多くの支援者に心より感謝し、皆様の声

が執行部に届きますよう、代弁者として精いっ

ぱい頑張っていきます。 

 それでは、早速一般質問に移ります。 

 最初の項目は賃上げについてです。一般質問

初日の桝田議員の中小企業の支援とも関わりが

ありますが、私は全国的に賃上げが進む中での

中小企業における賃上げの支援についてを中心

に伺います。 

 賃上げなどによる購買力向上や雇用の安定等

により経済活動が活発化していく好循環を図り、

国内経済を向上させることが最重要との経営者

団体や労働団体の同一認識の下で、国や県の旗

振りもあり、ここ数年、最低賃金の引上げが進

む中、各企業においても賃上げが進んでいます。

しかし、名目賃金は上昇しているものの、物価

を加味した実質賃金はいまだマイナスで推移し、

勤労者世帯の暮らしは厳しさを増しており、生

活向上につながるように昨年を上回る持続的な

賃上げが必要な状況です。 

 また、連合大分によると、昨年の春季生活闘

争においては、全体的には連合本部と同様に３

０年ぶりの高水準の賃上げが実現したものの、

大手組合と中小組合においては格差が生じてい

る状況であるとのことです。 

 今月５日に日本商工会議所が発表した中小企

業の賃上げ率は３．６２％と経団連が先月発表

した大企業の今春闘の５．５８％を大きく下回

り、企業規模による格差が鮮明になっています。

企業からは、賃上げ圧力は高まっているが、電

気代や人件費が上がる中での価格転嫁ができず、

かなり厳しいとの声が寄せられているとのこと

でした。つまり、大企業と比べ経営基盤の弱い

中小企業においてはまだまだ十分な賃上げがで

きていない状況です。 

 県内の大多数を占める中小地場企業の経営基

盤の安定と発展、賃上げ原資の確保による全て

の働く人の賃上げの実現には、サプライチェー

ン全体で生み出した付加価値の適正配分、価格

転嫁の徹底などによりデフレマインドを払拭し、

労働者側への配分を厚くすることで、企業規模

間、雇用形態、男女間の格差を是正することが

不可欠です。そのためには、適正な価格転嫁が

進んでいない中小企業や経営状況が厳しい産業

においても継続的な賃上げができるように、公

正取引委員会が示す労務費の適切な転嫁のため

の価格交渉に関する指針の実効性が確保される

よう社会全体に対して周知徹底していく取組が

必要です。 

 こうした状況下で、県においては、知事の下

で物価高騰対策や最低賃金をはじめとする賃上

げ対策、さらには、賃上げに向けた中小地場企

業への支援にも取り組んでいただいており、こ

うした取組に敬意を表します。具体的には、国、

県、経済団体、連合大分など、官民１３者によ

る価格転嫁協定を昨年２月に締結し、今年３月

には協定の期間を１年延長しました。また、中

小企業等業務改善支援事業や、昨年度から従来

の補助事業の中に通常よりも補助率や上限額を

引き上げる賃上げ枠の設定なども実施されてい

ます。 

 このように、県内で暮らす人々の生活を守る

ため、そして、これからの大分を担う人材の確

保のためにも適切な賃上げを行える環境を整え

ることは重要です。しかし、まだまだ多くの中

小地場企業においては十分な賃上げを進める状

況にはなっていない実態も見られ、今春闘で多

くの企業が昨年を上回る賃上げを行っている中、

大企業と中小企業の格差がさらに広がる懸念も

出てきています。 

 連合大分の２０２４春闘調査では、４月末時

点では賃上げ率は４．７％、組合員が３００人

未満の中小組合においても４．４％と２０１３

年春闘以降最も高い率となっていますが、やは

り全国と同様に格差は出ており、さらには、未

組織労働者や小規模の事業所においてはもっと

格差が拡大していると考えられます。 

 実質賃金の上昇が物価上昇に追い付いていな

い経済状況を踏まえ、県民の暮らしを守るため

にも、これまで以上の中小企業への下支えや支

援策が重要になると考えます。特に小規模な事
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業者では、まだまだ賃上げはおろか、賃金の維

持すら難しいという声も聞こえています。企業

の規模は違っても、そこで働く労働者は当然の

ことながら大事な県民であり、また、消費者で

もあります。さきほども言ったように、円滑な

価格転嫁の促進などにより、大企業と中小企業

の格差を是正していく取組を進めることが県全

体の均衡ある発展に重要と考えています。 

 こうしたことを踏まえ、中小企業における賃

上げの支援にどのように取り組んでいくのか、

知事に伺います。 

 あとは対面席において行います。 

  〔若山議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

元吉議長 ただいまの若山雅敏君の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。若山雅敏議員

の中小企業における賃上げの支援についての御

質問にお答えします。 

 物価高騰が続き、人口減少・少子化による人

手不足が進む中、県民生活を守るとともに、県

内企業がビジネスの維持、発展に必要な人材を

確保していくためにも、賃上げの実現が大変重

要となっています。 

 さきほど議員からの御質問にもあったとおり、

今月７日の連合大分の発表によると、今年の春

季生活闘争では、３００人未満の組合でも賃上

げ額１万３３６円、賃上げ率４．４５％となっ

ており、昨年からの賃上げの流れが継続してい

ます。一方、１千人以上の組合は賃上げ額１万

３，１３７円、賃上げ率４．７１％と、規模に

よる格差が広がる状況となっています。 

 また、日本商工会議所等が行った中小企業の

賃金改定に関する調査では、今年度賃上げ予定

の企業は７４．３％で７割を超えているものの、

業績の改善はないが賃上げを行うという、身を

削っての賃上げが約６割を占めています。 

 こうした中で賃金と物価の好循環を確実なも

のにするためには、中小企業が賃上げに踏み出

せる環境整備を加速する必要があります。 

 賃上げ原資の確保には労務費を含む価格転嫁

が不可欠です。本年２月に県と労働局の共催で

大分県政労使会議を立ち上げ、構造的な賃上げ

や適正な価格転嫁対策等に連携して取り組むこ

とを確認しました。３月には県内経済団体や国

等と昨年締結した価格転嫁の円滑化に関する協

定を延長して、さらなる機運醸成に向けた情報

発信等に努めています。 

 また、県の補助事業において、賃上げを行う

企業に補助率や上限額をかさ上げする賃上げ枠

を昨年度の３事業から今年度は１０事業に拡大

しました。加えて、国の業務改善助成金に上乗

せする県独自の奨励金の上限額を引き上げるな

どの支援を充実しており、中小企業の利用促進

を図っています。 

 中小企業の賃上げを持続的なものにするには、

金融、経営両面からの下支えも大事です。今年

度も企業の設備投資や経営の安定を支える県制

度資金に８００億円の新規融資枠を設けたほか、

事業者に寄り添った経営支援をさらに強化すべ

く、中小企業基盤整備機構と連携した支援体制

等を構築しています。 

 こうした複層的な取組を通じて、中小企業が

収益を確保し、そして、賃上げにつなげていく

ための環境づくりをしっかり進めていきます。 

元吉議長 若山雅敏議員。 

若山議員 答弁ありがとうございました。今の

答弁でも、また１３日の開会日における提案理

由説明の中で経済動向について触れられた際に

も中小企業の賃上げについて同様の考えを示さ

れており、その再確認ができました。中小企業

等に対しては、物価高騰や円高の対策としての

資金調達等の支援はもちろんのこと、賃上げに

よる経済効果の好循環を図るためには最低賃金

引上げに対応する中小地場企業への支援にもし

っかりと取り組む必要があると思います。 

 全国的に最低賃金の引上げも行われています

が、本県においても、県内の人材確保や県の経

済の好循環を図るために、今後も中小地場企業

に対してこれまで以上の支援をお願いし、この

質問を終わりたいと思います。よろしくお願い

します。 

 それでは次に、県指定管理施設における従業

員の賃上げについて伺います。 
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 中小企業への支援と同様に、公務職場や関連

職場で働く方々の賃上げについても重要と考え

ます。中でも私が心配しているのが、指定管理

施設における従業員の賃上げについてです。指

定管理者制度では、現在、本県も含めた多くの

自治体で３年から５年などの複数年の契約とな

っていますが、その期間中の賃金水準の変動に

伴う人件費の増減については、あらかじめ事業

者が想定して応募するものとして、適宜指定管

理料に反映するといった対応はなされておらず、

結果的に賃上げは厳しい状況にあり、県内の労

働環境に合わせた賃上げが行える状況に改善し

ていかなければ、人材の確保や育成が困難とな

り、民間のスキルを活用することを目的とした

指定管理者制度の維持自体に影響し、ひいては

公共サービスの低下につながることも懸念され

ます。 

 これは他の自治体でも同様の状況であると思

いますが、新しい仕組みを導入しているところ

もあります。近年の最低賃金の上昇など、変動

が大きくなっていることから、横浜市や名古屋

市、札幌市では、社会一般の雇用労働環境の目

安である賃金水準の変動に応じて２年目以降の

指定管理料を変更する賃金水準スライドを導入

しています。これは指定期間２年目以降の指定

管理料について、公募時に指定管理者から提案

された１人１年当たりの人件費単価である基礎

価格を基に賃金水準の変動を反映するための見

直し計算を行い、それを翌年度の指定管理料に

反映させ、雇用労働条件の改善や事業者の健全

経営を通じた公の施設の適切な運営管理を目指

すものです。 

 私は、指定管理者制度においても公正取引委

員会が示す労務費の適切な転嫁のための価格交

渉に関する指針が実行されるべきであり、契約

において賃上げ原資を担保する方策等の検討が

必要と考えます。 

 そこで、県施設の指定管理者における従業員

の賃上げに配慮していく考えはないのか、総務

部長にお尋ねします。 

元吉議長 渡辺総務部長。 

渡辺総務部長 指定管理団体の公募にあたって

は、指定管理委託料の基準価格を設定しており、

このうち人件費相当額については公募時点の県

職員の給与改定状況を踏まえて算定しています。 

 公募の上選定した指定管理団体とは基本協定

を締結することとしており、この協定には契約

期間中の変動リスクをどちらが負担するかにつ

いても規定しています。この規定により、消費

税率の変更等については県が負担し、物価や賃

金水準の変動等については指定管理者が負担す

ることを原則としていますが、変動が想定を超

えた場合については変更が可能としています。

これに基づき、令和４年度、５年度については、

高騰の著しい電気、ガス等の経費について委託

料を増額する対応を行いました。 

 今年度も、物価や賃金水準の変動について、

各指定管理施設の状況や他県動向等を現在調査

しているところであり、どのような対応が必要

か検討していきたいと考えています。 

元吉議長 若山雅敏君。 

若山議員 年度ごとの取組については私も承知

しているところですが、全国的な情勢として賃

上げが進んでおり、それを今後も持続していか

なければならない経済状況であるので、単年度

だけで考える制度を考え直さなければいけない

ときになっているのではないか。だからこそさ

きほど言った都市等がそうした制度を導入して

いると思っています。 

 今後の検討材料ということでしょうが、今後

の賃上げ傾向の持続的な部分を見越して、ぜひ

そういった検討を進めていただいて、それがま

た県内のほかの自治体に広がることを期待して、

要望します。よろしくお願いします。 

 それでは、多文化共生の社会づくりについて

伺います。 

 国内では少子高齢化の進行により人材不足が

深刻化しています。その解決策の一つとして、

多くの企業が外国人労働者の採用に取り組んで

います。日本では１９９３年に技能実習制度が

始まり、２０１９年に特定技能制度が創設され

たところですが、これらの制度には人権侵害や

労働条件の違反などの問題も出てきており、実

習生の失踪にもつながっていると言われていま
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す。 

 このような諸問題の解決に向け、外国人材の

適正な受入方策について検討を行ってきた技能

実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有

識者会議は２０２３年１１月に最終報告として、

人材確保と人材育成を目的として、現行制度を

発展的に解消し、新たな制度を創設することを

提言しました。それを受け、国は制度の抜本的

見直しを図り、技能実習に代わり、人材確保と

人材育成を目的とする新たな在留資格として育

成就労を創設する法案が今国会において成立し

ました。これらの状況により、今後さらに多く

の外国人が日本各地に暮らすこととなり、地域

住民との交流も現在より多くなってくると思わ

れます。 

 国では地域日本語教育の総合的な体制づくり

推進事業に取り組んでおり、外国人が生活等に

必要な日本語能力を身に付けられるよう、自治

体が関係機関等と連携して行う日本語教育環境

を強化するための体制づくりに補助を行ってい

ます。 

 このように、生活者としての外国人の日本語

の学習機会の確保を図り、共生社会に向けた体

制づくりを目指しているところですが、各地域

においては専門人材やニーズに沿った日本語教

育の実施が不足しているなどの多くの課題があ

ります。 

 本県においても、外国人に対する相談窓口に

ついては、大分県外国人総合相談センターと、

県内市町村では中津市、宇佐市、豊後高田市の

３市のみという状況であり、また、民間団体等

で取り組んでいるところもありますが、その体

制はまだまだ十分と言える状況ではないと思い

ます。 

 さらに、近年は円安等による世界経済の情勢

等から、外国人労働者が日本を優先的に選ぶ状

況ではなくなっています。県や市町村において

はこうした情勢にも対応しながら多文化共生の

体制を確立する必要があります。外国人が選ん

でくれる県や市町村は、私たち県民にとっても

魅力的で誇ることができる県、市町村になると

思いますので、さらなる取組に期待しています。 

 こうしたことを踏まえ、日本語教育や相談窓

口の拡大、充実を含め、市町村と連携しながら

多文化共生の社会づくりにどのように取り組ん

でいくのか、知事に伺います。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 多文化共生の社会づくりについてで

すが、本県では技能実習生や留学生をはじめと

する多くの外国人が生活を営み、地域に欠かす

ことのできない存在となっています。また、今

後は社会経済の担い手としての期待も高まって

おり、今般新設された育成就労制度への対応も

含めて、多文化共生の社会づくりはますます重

要となっています。 

 このような認識の下、外国人が大分県を選び、

住み続け、経済活動や地域活性化に大いに活躍

していただくためには、安心して暮らし、働く

ことができる環境を整えることが大切です。そ

こで、三つの観点から多文化共生の推進に取り

組んでいます。 

 一つ目は相互交流・理解の促進です。 

 技能実習生が多い宇佐市や中津市の自治会等

では外国人との交流イベントを開催しています。

このような交流の場づくりは地域に活力を与え

るとともに、外国人も地域コミュニティの一員

として日常生活を円滑に営めるようになるため、

引き続き推進していきます。 

 二つ目は生活支援の充実です。 

 県の外国人総合相談センターでは、生活の困

り事などの相談に多言語で対応するほか、市町

村等が運営する相談窓口と連携して、事例やノ

ウハウの共有を行っています。外国人住民の増

加に伴い、多様化するニーズに応えるため、引

き続き市町村窓口の新設支援や相談員の技能向

上等による相談体制の充実を図ります。 

 加えて、運転免許試験問題の多言語化を進め

るほか、外国人住民の生活様式等に配慮した住

環境の整備や災害時に備えた支援体制の確保に

も努めていきます。 

 三つ目は日本語教育の充実です。 

 今年度からは市町村との共催で初級の日本語

教室をモデル的に開講し、市町村独自の取組に

つなげる伴走型支援を開始します。また、今後
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増加が想定される帯同家族については日本語習

熟レベルに差が予想されることから、各レベル

に対応できる日本語指導者を育成していきます。 

 今後とも、外国人から選ばれる大分県になる

ため、市町村と連携しながら多文化共生の社会

づくりを一層推進していきます。 

元吉議長 若山雅敏君。 

若山議員 ありがとうございます。ぜひそうい

った取組を進めていただいて、知事も言われる

外国の方々に選ばれる大分県を目指していただ

きたいと思います。現在、多文化共生の推進に

ついては大分県海外戦略の一つに位置付けられ

ていると理解しています。また、御答弁にあっ

たとおり在住外国人の生活支援やコミュニケー

ション支援の充実に取り組んでいただいていま

す。現在の第４期大分県海外戦略は今年度が計

画期間の最終年度に当たり、次期戦略の検討を

現在行っていると思いますが、３月の我が会派

の木田議員の代表質問でもありましたが、多文

化共生社会づくりを本気で目指すためにも、ぜ

ひ多文化共生に特化したプラン、または単独の

計画を策定することを今後検討していただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 次も外国人に関連した質問ですが、外国人労

働者の受入環境整備について伺います。 

 厚生労働省の調べによると、令和５年１０月

末時点の日本の産業別外国人労働者数は、製造

業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業

が上位を占め、私の地元の宇佐市でも自動車製

造業や農業に従事する外国人労働者が多くなっ

てきたと感じています。 

 地域の企業からも、これまでは派遣社員や契

約社員などで人手は足りていたが、今は人が足

りず、現在の仕事量を維持するためには外国人

労働者を雇用せざるを得ないなどの声も聞かれ

ます。 

 一方で、外国人労働者については、我が国と

同様に少子化で人手不足が進む国においても様

々な施策を取る国が出てきており、受入れに向

けた競争が始まっています。国内においても同

様で、他県で取り組んでいない施策を積極的に

行っていかなければ、外国人労働者から選ばれ

る県とはならず、人手不足が進み、地域が衰退

していくことも考えられます。外国人労働者と

しても、仕事内容が同じであれば、より待遇が

恵まれていること、本人やその家族が生活しや

すい環境であることなどを考慮して地域を選択

するのだと思います。 

 本県でも、企業等による就労環境整備や技能

習得等の支援に取り組んでいることは承知して

います。一方で、さきほど言った地域間競争の

激化などを鑑みると、さらに施策の強化が不可

欠であると思います。 

 企業などに話を聞くと、外国人労働者をよう

やく確保できたとしても、近くにアパートがな

く、住む場所がなかなか決まらないほか、通勤

はもちろん、日用品や食材を購入する際も移動

手段は自転車しかないなど、大変不便を強いら

れるケースも多いようです。こうした困り事を

解決するため、私の地元宇佐市では、今年３月

から電動アシスト付自転車の購入費に対し補助

する事業を開始しています。私は県においても、

例えば、県営住宅を外国人労働者に貸し出すよ

うな施策を検討してはどうかと考えます。今後

は、外国人も住みやすく、外国人就労者から選

ばれる大分県を目指し、他の地域でも同様な取

組が広がっていくことを期待しています。 

 そこで、外国人労働者の受入環境整備につい

てどのように施策を強化していくのか、商工観

光労働部長にお尋ねします。 

元吉議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 人口減少や少子高齢化

により人材不足が深刻化する中で、新たな育成

就労制度では転籍制限が緩和されるなど、引き

続き県、地域が外国人材に選ばれるためには一

層の取組が必要と考えています。 

 県では、外国人材の居住環境等の整備に取り

組む中小企業などへの助成を継続的に実施して

きました。昨年度は、寮の共有スペースの個室

化、畳のフローリング化、トイレの洋式化など

を支援しました。今年度からは、要望の多かっ

た電動アシスト自転車の導入も助成対象として

追加しています。 

 あわせて、日本語講習の受講経費や翻訳機の
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導入など、円滑なコミュニケーションを図るた

めの経費についても支援しています。 

 また、日本での就労を希望する外国人に対し、

本県で働く魅力を伝えるため、ＳＮＳによる多

言語での情報発信にも力を入れています。 

 さらに、受入企業や監理団体などに対し外国

人雇用に関するセミナーを開催し、在留資格や

人権保護の理解を深めるとともに、外国人材の

活躍事例の紹介も行っています。 

 今後も市町村や労働局などの関係機関と課題

や優良事例などを随時共有し、相互に連携して

対応を進めながら、さらなる外国人材の受入環

境整備を図っていきます。 

元吉議長 若山雅敏君。 

若山議員 ありがとうございました。様々な取

組が進められているということですが、本当に

今、それぞれの都道府県で外国人から選んでい

ただくために、新しい施策が進められ外国人に

対する支援は随分手厚くなってきています。先

進県であるためには企業誘致も含めて外国人に

対する支援というのも当然必要になってくると

思いますので、ぜひ今後の取組の強化をよろし

くお願いします。 

 それでは、観光振興についての質問に移りま

す。 

 宇佐神宮創建１３００年を契機とした観光振

興について伺います。 

 観光振興については、昨年度におんせん県お

おいたアドベンチャーツーリズム条例が制定さ

れたほか、現在はデスティネーションキャンペ

ーンが開催中であり、また、来年開催の大阪・

関西万博に向けた取組も進むなど、近年、様々

な機会を捉えた本県の魅力発信が盛んになって

います。 

 こうした中、来年には全国４万社余りある八

幡様の総本宮の宇佐神宮が創建１３００年を迎

え、秋には１０年に１度の臨時奉幣祭、いわゆ

る勅祭も執り行われる予定です。全国的に見て

も数少ない１３００年という長い歴史を持つこ

との優位性を前面に打ち出し、宇佐市と連携し

て全国にＰＲしていく取組を進めていただきた

いと考えます。 

 また、この機会に、ぜひ宇佐市だけではなく、

県北３市、さらには六郷満山文化で深い関係の

ある杵築市や国東市等まで巻き込んだ観光誘客

に取り組んではどうかと思います。各市町村が

それぞれ地域の魅力をブラッシュアップし、発

信していくことは重要ですが、各県が観光によ

る地域や経済の活性化に力を注ぎ、全国へ大き

くＰＲしていく中、本県全体の観光振興を図る

ためにもより一層の地域間連携が必要であると

考えます。そのためには、やはり県が連携の中

心となり、デスティネーションキャンペーン等

で培ってきたノウハウの下、県立歴史博物館や

世界農業遺産等も活用しながら、広域観光圏を

つくり上げていくための支援や下支えが不可欠

です。 

 また、そのためにもぜひ取り組んでいただき

たいのが、宇佐神宮の最寄り駅である宇佐駅か

らの二次交通の強化です。現在、北部振興局が

中心となって宇佐駅の機能強化による地域・観

光活性化の取組が進んでいるほか、駅のそばで

は道の駅の整備も行う中で、観光誘客における

宇佐駅の活用にも期待が集まるところです。一

方で、駅からのアクセス、二次交通については、

以前から利便性の向上などが重要な課題になっ

ていました。私は観光客に対する課題解消の一

つの方法として、市町村と連携し、県の地域活

力づくり総合補助金なども活用しながら、アプ

リと連携して、県内各地域の観光ガイドの説明

が入った観光コンテンツを提供するカーナビ等

を搭載したレンタカーなどによる宇佐駅の二次

交通の機能強化に実証実験として取り組んでは

どうかと考えます。 

 繰り返しになりますが、来年の宇佐神宮創建

１３００年について、県内各地にあるすばらし

い観光素材をつなぎ合わせ、外国人を含む観光

客に滞在型観光ルートとして訴求していく絶好

の機会であると考えています。そのため、１３

００年を契機としたＰＲ、そして、宇佐駅から

の二次交通の強化といった取組について、宇佐

市や他の市町村とも連携しながら、県としてし

っかりと取り組んでほしいと思います。 

 そこで、宇佐駅からの二次交通の強化を含め、
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宇佐神宮創建１３００年を契機とした観光振興

にどのように取り組んでいくのか、観光局長に

伺います。 

元吉議長 渡辺観光局長。 

渡辺観光局長 訪日外国人に人気の観光体験ラ

ンキングにおいては、神社、仏閣が必ずと言っ

ていいほど上位に挙げられており、宇佐神宮は

国内外からの観光客を引き付ける魅力を持った

本県の重要な観光資源の一つだと考えています。 

 デスティネーションキャンペーンに際し、宇

佐市では宇佐神宮周辺の看板整備や県の総合補

助金を活用したトイレ改修などを行いました。

また、県北部及び東部地域で構成する豊の国千

年ロマン観光圏では、インバウンド向けに、宇

佐国東半島地域の寺社や古道を巡る広域サイク

リングコースの造成を進めています。 

 一方、駅からの二次交通については、課題が

多いことも承知しています。宇佐神宮などを巡

るデスティネーションキャンペーン特別企画の

日帰り周遊バスや、創建１３００年に合わせた

バスの実証運行などに加え、レンタカーやレン

タサイクルも含めた二次交通強化の可能性を宇

佐市とともに協議していくこととしています。 

 また、来年１月からは県立歴史博物館で創建

１３００年記念の企画展も予定しています。こ

のほかにも、国の補助金を活用した取組がいく

つか進められていますので、県としてもしっか

り支援していきます。 

 万博や創建１３００年という絶好のタイミン

グをいかして、本県へ多くの観光客を呼び込め

るよう、魅力度向上や情報発信に努めていきま

す。 

元吉議長 若山雅敏君。 

若山議員 ありがとうございます。ぜひ多くの

市町村と一緒になって取組を進めながら、広域

観光、そして、それを含めた大分県のアピール

を全国にしていただきたいと思います。さきほ

ど触れたレンタカーを使った取組というのは、

それぞれの地域の観光ガイドが道に沿ってその

付近の説明をしながら、そして目的の観光地に

着くとガイドの説明が入ってくるというカーナ

ビと連結したアプリの開発もできるのではない

かと思っています。御自身で運転していただく

レンタカーというのも二次交通に欠かせないも

のです。特に駅周辺や、その市町村だけの観光

ではレンタサイクルとかアシスト付自転車等々

でいいと思うんですが、広域観光をするとなる

と、どうしてもそういったレンタカーとかの長

距離が走れる交通手段が必要になってくると思

いますので、ぜひそういった検討も今後行って

いただきたいと思います。要望として、よろし

くお願いします。 

 さらに、観光分野として、食の魅力をいかし

た観光振興についても質問します。 

 本県は海や山に囲まれ食材も豊富であり、私

の出身の宇佐市においても、安心院のスッポン

やぶどう、院内のドジョウをはじめ、全国に誇

れる食材があります。また、他の市町村におい

ても同様に優れた食や食文化があるものの、都

道府県魅力度ランキングにおいて、本県は食に

関する項目だけが１０位圏外の状況となってい

ます。 

 県はこれまでも食文化の振興に取り組み、そ

れによる観光誘客も図ってきました。おんせん

県おおいたに味力も満載というフレーズがつい

ているのもその表れかと思います。しかしなが

ら、魅力度ランキングの結果を見ると、まだま

だ本県の持つ食の魅力が全国に伝わっていない

のが現状です。 

 こうした中、今回のデスティネーションキャ

ンペーンや大阪・関西万博での県の魅力発信に

おいては、食の魅力を柱とした取組を強化する

ことが不可欠であると考えていますし、県にお

いてもそのような考え方で取り組んでいただい

ているものと思っています。 

 そこで、食の魅力をいかした観光振興にどの

ように今後取り組んでいくのか、観光局長に伺

います。 

元吉議長 渡辺観光局長。 

渡辺観光局長 コロナ禍を経て、観光需要が順

調に回復する中、地域の自然や歴史、食文化体

験への関心が高まっています。例えば、臼杵市

では、４００年以上続く醸造発酵文化や質素倹

約の精神から生まれた郷土料理が持続可能な食
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文化として評価され、ユネスコ創造都市ネット

ワークの食文化分野に加盟するなど、世界から

注目されています。このほかにも、県内各地に

は地域ならではの多彩な食文化があることは御

案内のとおりであり、それらをいかした観光商

品の造成をさらに推し進める必要があると考え

ています。 

 今回のデスティネーションキャンペーンに際

しては、別府や湯布院の料理人の皆さんに東京

都有楽町の坐来大分で地元食材を使った料理を

ＰＲしていただきました。その結果は大変好評

で、大手旅行会社の富裕層向けツアーの造成に

つながるという成果もありました。 

 また、宇佐市の安心院葡萄酒工房ガイド付ワ

イナリー見学とワイン付ランチの提供であった

り、佐伯市の城下町散策と海鮮料理ツアーなど、

特徴あるバスツアーを各地域において実施して、

人気を博しています。 

 県としては、来年の大阪・関西万博も見据え、

これまで以上に地域ならではの食文化の掘り起

こしを行うとともに、あらゆる媒体を活用した

積極的な情報発信に取り組んでいきたいと考え

ています。 

元吉議長 若山雅敏君。 

若山議員 ありがとうございました。本年度は

全国農林水産物直売サミットが本県で開催され

るようなので、第１回定例会での我が会派の木

田議員から代表質問でもありましたが、農林水

産部が行う持続可能な直売所経営につながる支

援などについて、観光局においても誘客促進の

観点から協力して取り組んでいただければいい

と思いますので、要望します。 

 最後に、高速道路料金所のＥＴＣ専用化につ

いて伺います。 

 去る３月１８日午前０時から、宇佐市安心院

町の東九州自動車道安心院インターチェンジが

ＥＴＣ専用料金所となりました。県内ではもと

もとＥＴＣ専用であるスマートインターチェン

ジが別府湾サービスエリアと由布岳パーキング

エリアに設置されていますが、通常のインター

チェンジがＥＴＣ専用になるのは安心院が初め

てのことです。 

 ＮＥＸＣＯ西日本によると、混雑の緩和や料

金所係員の確保が困難になりつつあることなど

から、キャッシュレス化の推進や管理コスト削

減等の一環として、２０２３年春には全国１１

か所の料金所をＥＴＣ専用にしており、今後も

順次計画的に導入し、２０３０年頃には全線で

のＥＴＣ専用化を目指しているとのことです。 

 安心院インターチェンジがＥＴＣ専用になっ

てから３か月程度が経過していますが、地域の

方々からは多くの心配の声が寄せられています。

まだまだＥＴＣ車載器を設置していない自動車

も多く、設置には費用を伴うこと、また、安心

院インターチェンジが利用できなければ前後の

インターチェンジを使用するしかないため遠回

りになることや、国道３８７号が通行止めにな

った際に迂回ルートとして使用する場合の対応

などに不安があるようです。加えて、御自身で

運転できない障がいのある方々からは、今まで

料金所で障害者手帳の本人の同乗の確認がなさ

れ割引された料金を支払っていたが、それがで

きなくなるのではといった不満の声も聞いてい

ます。 

 混雑の緩和や管理コストの削減など、ＮＥＸ

ＣＯの事情は理解できますが、対応困難な方が

一定数存在することを忘れてはいけませんし、

そうした方々への支援も必要ではないのでしょ

うか。今はまだ安心院インターチェンジだけで

すが、今後順次拡大していくということなので、

各地域で同様の声が上がってくるのではないか

と心配しています。 

 もちろん、一義的にはＮＥＸＣＯの取組であ

り、県が直接行っていることではないというこ

とは承知しています。一方で、高速道路は本県

の交通体系において重要な役割を占めるととも

に、その整備推進には県も積極的に取り組んで

きました。こうした点を鑑みると、様々な立場

の県民に配慮した道路行政という観点から、県

としても、ＮＥＸＣＯによる将来的な全線での

ＥＴＣ専用化に対し、他人事ではなく地域の不

安の声を集約し、ＮＥＸＣＯや国の所管である

国土交通省に対し要望などを行うべきと考えて

います。 
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 こうしたことを踏まえ、ＮＥＸＣＯの高速道

路のＥＴＣ専用化の問題についてどのように対

応していくのか土木建築部長にお伺いします。 

 また、今年４月から民間業者による障がいの

ある人への合理的配慮の提供が義務化されまし

た。これは民間事業者であるＮＥＸＣＯが推進

している高速道路料金のＥＴＣ専用化の取組に

おいても、障がいのある方の困り事等へ適切に

対応していくことが法令上も必要になったこと

を意味していると思います。 

 そこで、県としても、ＮＥＸＣＯに対しＥＴ

Ｃ専用化における障がいのある方への合理的配

慮を求めていくべきと考えますが、土木建築部

長の見解を伺います。 

元吉議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 それではまず、高速道路

料金所のＥＴＣ専用化についてお答えします。 

 高速道路会社では、料金所における混雑の緩

和や将来的な管理コストの削減などを目的とし

て、令和３年度から全国でＥＴＣ専用化を順次

実施しています。本年３月には安心院インター

チェンジが県内で最初のＥＴＣ専用料金所とし

て運用開始されました。 

 ＮＥＸＣＯ西日本によると、障がい者割引に

ついては、利用する車両とＥＴＣカードを事前

登録することで、これまでどおり利用できると

のことです。また、ＥＴＣが使えない状態で誤

って進入した車両に対しては、サポートレーン

において、係員がインターホン等で対応すると

伺っています。 

 ＥＴＣ車載器の購入及び設置費用についても、

これまで助成が行われており、本年４月時点の

ＮＥＸＣＯ西日本管内におけるＥＴＣ利用率は

９３．４％と普及が進んでいます。 

 今後、ＥＴＣ専用料金所が増えていく予定と

されていますが、利用者に特段の支障が出ない

よう、ＮＥＸＣＯ西日本にお願いしていきます。 

 それと、さきほど、その後、障害者差別解消

法における合理的配慮の提供について御質問が

ありましたので、追加して御回答します。 

 障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供

については、これはまず、民間事業者が自らの

判断に基づき実施するものと承知しています。

今後も、障がい者による高速道路の利用に関し、

ＥＴＣ専用化を含め、必要な対応があれば高速

道路会社において対応がなされるものと考えて

います。 

 なお、このような御意見があったことについ

てはＮＥＸＣＯ西日本に伝えていきます。 

元吉議長 若山雅敏君。 

若山議員 ありがとうございました。 

元吉議長 以上で若山雅敏君の質問及び答弁は

終わりました。後藤慎太郎君。 

  〔後藤議員登壇〕（拍手） 

後藤議員 １４番、自由民主党、後藤慎太郎で

す。今回も貴重な質問の機会をいただいた会派

の皆さんありがとうございます。また、この質

問を機会にしっかり精進して頑張りたいと思い

ます。 

 それから、佐藤知事、執行部の皆さん、もし

よかったら、この提案も県民の皆さんの声だと

思って聞いていただければと思います。ぜひよ

ろしくお願いします。 

 では、早速質問していきたいと思います。 

 一つ目は、るるパークの活性化についてです。 

 本県観光の完全復活に向けた勝負の一大イベ

ントであるデスティネーションキャンペーンも

終盤に差しかかってきました。県内各地が観光

客でにぎわっており、県全体に活力がみなぎっ

ているように感じ、観光産業の重要性や意義を

再認識しました。デスティネーションキャンペ

ーンを契機に、より一層観光産業を盛り上げて

いくためにも、その基盤となる観光施設の魅力

を維持、向上していくことが重要です。県営施

設であるるるパークもその重要な施設の一つで

す。 

 るるパーク、正式名称大分農業文化公園は平

成１３年にオープンしました。当時の知事の都

市と農村との交流や農業への理解促進を図るこ

とが必要との思いで、フランスのアグロポリス

博物館を参考として整備したと言われています。

宇佐市安心院町と杵築市山香町にまたがる日指

ダムを囲むほどの広大な敷地に、屋内施設であ

る花昆虫館や屋内つばき園、屋外には子どもた
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ちが喜ぶ大型遊具やキャンプ場などがあります。

施設としての大きな売りは５千平方メートルも

の広さがあるフラワーガーデンで、春はネモフ

ィラの青、秋はコキアの赤で染まります。 

 開業当初は入園料を徴収していましたが、平

成１７年からは入園料を無料としており、観光

客だけではなく、県内の家族連れなどからも人

気のある施設となっています。指定管理者であ

る大分県農業農村振興公社がさきほどのフラワ

ーガーデンをはじめ、様々なイベント等を積極

的に実施しており、昨年度の入園者数は、開業

当初の平成１３年度に続いて過去２番目に多か

ったと伺っています。 

 このように、関係者の皆さんの御尽力もあり、

るるパークの施設としての魅力も高まっていま

すが、一方で、その魅力からすると、まだまだ

知名度を高め、さらなる誘客を図っていく余地

があるのではないかと考えます。 

 地域における県営の集客施設としては、残念

ながら閉鎖してしまった佐伯のマリンカルチャ

ーセンターがありました。現在のるるパークの

状況を見ると、同様の事態にはならないと思い

ますが、観光地間競争も激しい中、知名度の向

上の努力を続ける必要もあるのではないでしょ

うか。 

 コロナ禍を経てアウトドア観光への注目度が

高まる中で、キャンプ場やコテージなどを備え

たるるパークは本県の観光の拠点とすべき施設

だと考えます。指定管理者の創意工夫をさらに

引き出す取組や施設の充実など、引き続きの魅

力向上を図っていただきたいと思います。 

 こうしたことを踏まえ、るるパークの活性化

にどのように取り組んでいくのか、知事の考え

を伺います。 

  〔後藤議員、対面演壇横の待機席に移動〕 

元吉議長 ただいまの後藤慎太郎君の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 後藤慎太郎議員のるるパークの活性

化についての質問にお答えします。 

 るるパークでは、県と指定管理者が連携して、

「自然の中で憩い、遊び、健康になり、学べる。

楽しさ満載の公園」をコンセプトに、観光資源

の磨き上げや施設の計画的整備など様々な取組

を展開しています。 

 これまでもネモフィラやコキアなど年間を通

じて楽しめる花のイベントや、国東半島マルシ

ェでの多彩な食の提供、親子で楽しめるキャン

プ体験など、幅広い世代に喜ばれるコンテンツ

の充実に取り組んできました。 

 その結果、昨年度の来園者数は目標の３３万

人を超え、開園時に次ぐ３９万人となりました。

また、今年度は国内外の団体ツアー客が増えて

いることもあり、ゴールデンウイークの来園者

は５万人を超え、昨年度を上回るスタートが切

れました。 

 こうした動きを確かなものとし、より多くの

来園者に楽しんでいただけるよう、引き続き魅

力向上に努めていきます。 

 具体的には、アドベンチャーツーリズムの推

進に向けて、県内外のキャンプ客から人気の高

いコテージの増設や初心者向けテントサイトの

開設を計画しています。また、遊具のリニュー

アル等も含めて、親子で楽しめる空間づくりを

進めていきます。 

 さらに新たな企画として、子ども向けの夏休

み体験型イベントや大人向けソロキャンプ入門

講座の開催などにも取り組んでいきます。 

 こうした取組とともに、情報発信も充実させ

ていきます。現在７千を超えるフォロワーを持

つＳＮＳを中心に幅広くＰＲするとともに、海

外インフルエンサーや旅行エージェントを通じ

たインバウンドに対する魅力発信にも力を入れ

ていきたいと考えています。 

 東九州道との良好なアクセスをいかして、自

然に囲まれたるるパークが新たなツーリズム拠

点となることで、他地域への広域的な波及効果

も期待できます。 

 これからも指定管理者の創意工夫はもとより、

本県観光施設とも連動させ、周辺自治体と共に

あらゆる場面で知名度向上に努め、るるパーク

のさらなる活性化に取り組んでいきたいと考え

ています。 

元吉議長 後藤慎太郎君。 
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後藤議員 ありがとうございました。施設の充

実というのは本当に重要なことだと思います。

それから、お子様連れが多いので、トイレをき

れいにいつも保てるように、そういったことも

されていると思いますが、まだまだ充実できる

ところがあるんではないかと思っています。 

 そこで、一つ話を聞いていただきたいと思っ

ていることがあり、先日行ったら、わんにゃん

フェスタだったので結構お客さんが多かったで

す。コンテンツによっては人が来るんだろうな

というのは感じています。 

 コロナ禍というのは何か厳しい時期ではあり

ましたが、いろんなことをチャンスに変えられ

る時期だということで、様々な自治体がいろん

なことを考えているんだろうと思っています。 

 例えば、何とかツーリズムだとか言いますが、

言われて久しくなってきたのに、実はミュージ

ックツーリズムという言葉があり、例えば、近

いところでいったら福岡のＣＩＲＣＬＥとか、

長野県の松本市ではりんご音楽祭なんかあるん

ですが、小さな音楽祭なんですが、その代わり

ずっと定着して、いろんな方が遠くから近くか

ら来られます。やっぱり若い方というのは、今

ＳＮＳを中心に、そういったことで、自分の様

々な活動だとかもそうですが、いわゆるバズる

とかもそうなんです。自分の生活を若い方が考

える中で、やっぱり音楽というのは切り離せな

いものです。そういったコンテンツを持ってい

くと、より魅力的な施設になるんではないかな

と僕は思っていますので、ぜひそういったこと

も若い方から聞いていただいて、また、施設管

理者の発想も合わせて考えていただければと思

っています。どうかよろしくお願いします。 

 では、次に行きます。農産物の生産振興及び

販売戦略についてです。 

 農業は、新鮮な農産物を日々の食卓に提供し、

県民生活に彩りを与えるとともに、その営みそ

のものが我が国特有の景観の保全や生物多様性

の確保にもつながるなど、非常に重要な産業で

す。 

 本県では、豊かな海や森林、土地ごとに特色

ある気候などの自然条件をいかし、野菜や果物、

牛肉や豚肉など、それぞれに他の地域に負けな

い名産品が数多くあります。 

 一方で、本県の農業産出額は九州の中でも下

位に低迷している状況です。もちろん農地面積

など様々な条件の違いがある中で、単純に他の

県と産出額を比較することはできませんが、少

なくとも本県の産出額が伸びず低迷しているこ

とは事実であり、この産出額を増やしていくこ

とが産業としての本県農業の重要な課題である

ということは言うまでもありません。 

 本県の農業産出額が伸びない要因の一つは、

市場で知られた強い農産物がないこと、そして

農産物の流通量が少ないことだと思います。 

 さきほど言ったように、本県は自然環境が多

種多様であることに加え、江戸時代の小藩分立

の歴史もあり、伝統的に各地でそれぞれに特産

物を生産するという風土でした。加えて、平松

県政時代の一村一品運動では、そうした点をむ

しろ強みとしながら農業政策にも取り組んでき

た経緯があります。 

 高度経済成長など、全体として需要が供給を

上回る時代であれば、各地の珍しい特産品をそ

れぞれに販売するというスタイルが適していた

と思われます。一方で、供給過多の低成長時代

においては小売や卸の力が強くなりますので、

いかに市場に適合したマーケティング戦略を立

案し、実行できるかが重要となります。こうし

た点で、本県の農業政策が立ち後れてしまった

面は否めないかと思います。 

 広瀬前知事の下では、農業政策の改革も進め、

マーケットインの考え方を徹底し、需要のある

ものをできるだけ大きいロットで販売していく

取組を進めてきたものと考えています。 

 近年では、短期集中県域支援品目の生産振興

や販路拡大、おおいた和牛など県域でのブラン

ド化の取組などが進められており、今後の展開

に期待します。一方で、最近では、一村一品運

動が再び脚光を浴びる兆しも見られます。地域

における高齢者の生きがいづくりや地域振興な

どの観点では、一村一品的な取組が必ずしも否

定されるものではないと思います。しかしなが

ら、産業としての農業政策において、消費者ニ
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ーズに合った商品をできるだけ大きいロットで

販売するマーケットインの徹底が重要であるこ

とは今後も変わりませんし、この方向性に基づ

いた取組こそが、しつこいようですが、産業と

しての本県農業の苦境を打開する唯一の道であ

ることを忘れてはなりません。 

 杞憂かもしれませんが、私は現在の一村一品

への再注目が本県農業の方向性の揺らぎにつな

がることにならないかという点に一抹の不安も

感じています。もちろん農村振興政策としての

一村一品は全く否定しませんが、産業である農

業の政策たり得ず、やはり産業政策としては、

消費者ニーズに合った商品をできるだけ大きい

ロットで販売していくことが重要であることを

しっかりと県民に伝えていくことが必要と考え

ます。 

 こうしたことを踏まえ、農産物の生産振興及

び販売戦略について、改めて知事の考えを伺い

ます。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 農産物の生産振興及び販売戦略につ

いてです。 

 これまで農業総合戦略会議において、生産者

や農業団体と知恵を出し合い、生産拡大や販売

強化の取組を進めてきました。 

 生産面では、大分県の顔となる園芸品目の育

成に向けて、マーケットニーズが高いねぎやピ

ーマン等、短期集中県域支援品目の生産拡大を

進めています。農地の確保から担い手の育成、

重点的な技術指導など幅広い支援により、各品

目とも産地が拡大しています。 

 和牛の生産においても、本年４月に玖珠町で

キャトルステーションが稼働するなど、生産基

盤づくりが進んでいます。 

 流通面では、県域での集出荷体制の整備が進

み、ロットの確保と品質向上が図られています。

これにより、拠点市場への集中的な出荷が可能

となり、競争力が高まってきました。白ねぎ、

こねぎ、ピーマン、高糖度かんしょ、にら、か

ぼすの６品目が、京阪神地域など大消費地を抱

える延べ１４の市場において取扱量トップとな

るなど、シェアも拡大できています。中でも、

生産拡大の進む白ねぎでは、新たに中京方面で

の販路開拓を行い、昨年度ついに中京市場にお

いても市場シェア１位を獲得しました。引き続

き、こうしたマーケットニーズに応え得る産地

づくりを進めていきます。 

 近年、旺盛な国産回帰への動きを背景に、意

欲的な生産者や企業による果樹や加工業務用野

菜の生産拡大に向けた機運が高まっています。

このような好機を逃がさないよう、大規模園芸

団地を県内各所に展開していくほか、さらなる

集出荷拠点を整備するなど、県域での産地拡大

や流通体制の構築を進めています。 

 一方で、県内各地で主に地域内で流通する多

様な農産物が生産されています。各市町村が中

心となり、これらを活用した地域振興の取組が

行われています。県としても地域活力づくり総

合補助金などにより支援しています。 

 議員御指摘のとおり、本県農業を次の世代に

しっかりと引き継いでいくには、やはり生産段

階から流通販売まで、マーケットを意識した取

組が最も重要です。今後とも、そうした産地づ

くりを関係機関と一体となって推進し、農業の

成長産業化につなげていきます。 

元吉議長 後藤慎太郎君。 

後藤議員 ありがとうございました。産業とし

ての農業というのも重要だと思いますし、人が

減っていく地域をどうやって守っていくかとい

う農村振興政策も大事だと思っています。なの

で、個人的には農業産出額だとか、それから農

業創出額というのに余りこだわらないで、やっ

ぱり地域に人が住めるんだと、それから、若い

方が農業をできるんだという環境をつくってい

ただくことをしっかり皆さんで考えていただき

たいと思っています。 

 そして、もし言うならば、土地の問題、農地

を今後どうやって次に受け継いでいくかと。例

えば、ずっと言っていますが、都市計画区域内

の調整の農地などを誰が今後管理するのかはも

のすごく重要な問題だと思っています。やっぱ

り社会も変わりました。産業の構造も変わって

いますので、そういった農地問題をこれから農

林水産部の中でもしっかり議論していただいて、
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これは農林水産部だけではないと思いますが、

大分県の今後を担う政策の重要な位置付けの一

つだと僕は思っていますから、農地問題をぜひ

一緒に考えていただければと思っていますので、

よろしくお願いします。 

 では、次に行きます。脱炭素化に向けた取組

についてです。 

 地球温暖化への警鐘が鳴らされるようになっ

てから既に久しいところですが、近年、私たち

の身の回りでも気候変動を実感する出来事が増

えているように思います。 

 毎年のように各地を襲う豪雨は、その頻度を

増し、被害を甚大化させているように感じます

が、実際、気象庁の観測データによれば、我が

国の大雨の発生回数は、１９８０年頃と比較し

ておおむね２倍程度になっています。県内でも

令和２年７月の記録的な豪雨は記憶に新しいと

ころですが、九州北部地域の大雨の回数も約１．

５倍に増加しています。また、夏になれば連日

のように猛暑、熱中症という言葉が聞かれるよ

うに、気温の上昇も顕著になっているように感

じます。気象庁によれば、本県の猛暑日や熱帯

夜は年々増加しており、特に夜の気温が２５度

以上の熱帯夜は、１０年当たりプラス３日のペ

ースで増加し、近年では年間２０日以上を記録

することが一般的になっています。 

 影響は経済分野にも及んでいます。気候変動

問題が人類共通の課題として認識され、カーボ

ンニュートラル目標を表明する国が増加する中

で、環境へのリスクありと判断された企業は、

投資家や消費者から避けられる時代となりつつ

あります。こうした中で、事業を１００％再エ

ネ電力で賄うことを目標とするＲＥ１００に参

加する企業が４００社以上にまで増加しており、

グーグル、アップルなどのグローバル企業に加

え、日本企業も既に多くが参加しています。 

 また、カーボンニュートラルの達成に向けて

は、温室効果ガスの排出削減だけではなく、吸

収、固定も必要となります。その手段として、

森林や農地、藻場などの自然の機能が注目され

ており、カーボンクレジットの創出などを通し

て、地方の１次産業従事者等に新たな活躍の場

が生まれることも期待されています。 

 このように、気候変動問題への対応として、

至る所で明らかな変化が起き始めており、化石

燃料中心からクリーンエネルギー中心の社会経

済の実現に向け、脱炭素へと大きくかじが切ら

れようとしていますが、その一方で、我々県民

や県内の事業者の状況はどうでしょうか。この

ままでは世界の潮流に乗り遅れてしまうのでは

ないかと、ひそかに危機感を覚えています。 

 県では現在、新長期総合計画の策定にあわせ

て環境基本計画を策定中であり、その中では環

境先進県おおいたを目指すことがうたわれてい

ます。本県は人口一人当たりのＣＯ２排出量が

多いことから、様々な取組を県民や事業者を挙

げて早急に実施していかなければならないと考

えています。 

 こうしたことを踏まえ、環境先進県を目指し、

今後どのように脱炭素化に取り組んでいくのか、

知事の考えを伺います。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 脱炭素化に向けた取組についてです。 

 国を挙げて目指す２０５０年脱炭素化の実現

にあたっては、私たちの暮らしや経済活動に与

える影響を踏まえつつ、関係者と連携し、将来

にわたって安心して暮らせる持続可能な社会を

構築していくことが重要です。このため県では

先般、大分県版カーボンニュートラルをスター

トし、官民一体となって取組を進めています。 

 まず民生部門では、脱炭素の面的拡大の起点

となるモデル地域を創出するため、スポーツ施

設や商業施設、住宅団地が集積する大分スポー

ツ公園エリアをフィールドに、国が推進する脱

炭素先行地域への選定を目指します。このエリ

アでは、自家消費型太陽光発電を導入し、再生

可能エネルギーへの転換を進めるとともに、金

融機関や林業者と連携したカーボンクレジット

の取組等にも挑戦します。 

 また、県内の家庭や事業者に対して太陽光発

電や高効率給湯設備等の導入を支援するととも

に、地域の環境団体等と連携して、地球温暖化

対策講座などによる普及啓発も引き続き行いま

す。 
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 次に産業部門では、昨年創設したおおいたグ

リーン事業者認証制度の認証数が９２社まで増

加しています。今後も企業の環境貢献を見える

化し、企業価値の向上を後押しします。 

 ２０５０年を見据え、本年１月には大分コン

ビナートの脱炭素化と持続的成長に向けたグリ

ーン・コンビナートおおいた推進構想を産学官

一体となって取りまとめました。この構想に基

づき、投資を積極的に呼び込みながら、次世代

エネルギーである水素等の供給や利活用、カー

ボンリサイクルなどを軸とした取組を進めてい

きます。 

 脱炭素をはじめとする環境政策は、世代を超

えて県民、企業、地域社会が広く課題を共有し、

それぞれが行動変容を起こすことにより、大き

な社会経済変革のステップにつなげていくこと

が大事です。 

 新たな県民総参加の運動であるグリーンアッ

プおおいたを進化させながら、環境と経済の好

循環を促す施策を展開し、環境先進県おおいた

を築いていきます。 

元吉議長 後藤慎太郎君。 

後藤議員 ありがとうございました。先日、今

も知事が言われましたが、大分スポーツ公園エ

リアをフィールドに、これは脱炭素先行地域を

目指すと表明していただきました。ハードルは

高いと思いますが、ぜひ皆さん頑張っていただ

いて、苦労も多いと思いますが、大分市の皆さ

んと一緒になってこれを進めていただきたいと

思っていますので、どうかよろしくお願いしま

す。 

 この間、私は脱炭素とは一体何なんだろうか

と改めて考えました。一つ思うのが、例えば、

電気をつくるときにＣＯ２の排出削減をどうや

るかと。例えば、電源の脱炭素化、これは大分

だったらベースロード電源となり得る地熱なん

だろうと思いますし、それから、電気を使うと

きにＣＯ２の排出ゼロをどうするかは電化の推

進なんだろうと思っています。 

 私、いろいろと電化の推進、では、どういう

ことができるかなと改めて考えてみました。例

えば、身近な家庭の電化をどうするかは御家族

でいろいろ話ができると思うんですが、例えば、

給湯と空調の電化、それから、ＥＶ、ハイブリ

ッドだとかＥＶバスの普及ですよね。また、業

務用の電気空調、業務用の電気の給湯、業務用

の電化の厨房機器、業務用の電化厨房。それと

また飲食店などは働き方がものすごく今大変に

なっていますよね。時給もどんどん上がる、な

かなかきつい事業者が多いということもありま

すので、こういったところにそういった設備の

導入を促して、例えば、賃金を上げられるよう

な努力をもっとしていただくと。そうすること

で、また大分の観光だとかにもつながるんでは

ないかなと考えています。 

 例えばですが、大分県の学校給食を調べてみ

ました。共同調理場とかをそういう電化したも

のに替えていったら、職員の働き方が変わり、

パートが集まりやすいんではないかと思います

ので、学校給食施設の電化の取組をされたらど

うかなと思いました。ぜひこれもまた検討して

いただいて、県の施設なので割とやりやすいん

ではないでしょうか。いろんな市町村の取組も

必要かと思いますが、ぜひ考えていただければ

と思っています。 

 それから、農業分野でいけば、例えば、ヒー

トポンプの普及をさらに広げていただきたい。

今もしていただいているんですが、日本の電化

率を見ていると、農業分野では九州でも、大分

もまだまだヒートポンプの導入も含めて進んで

いないもんですから、ぜひこの辺も考えていた

だきたいと思っています。 

 調べれば調べるほど、子どもたちにこのまま

地球の環境を引き継ぐことができるんだろうか

とものすごく心配になることも多いです。とい

うのも、地球温暖化を改めて考えると随分進ん

でいます。農産物の話を聞くと、我々人間には

分かりませんが、かなりの確率で地球温暖化に

影響されているという農業問題が見受けられる

んではないかなと思います。植物の生理学上の

問題もありますし、要は病害虫の問題なんかも

そうなんですが、我々が考えている以上にＣＯ

２のカーボンニュートラル、本当に目指せるの

か大事な岐路に立っているんではないかなと思
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っています。 

 岸田首相も言っていますが、あらゆる分野の

電化が必要だと、本当に大事な問題なんだと僕

も今改めて感じます。 

 それから、大分県は、さきほど地熱の話をし

ましたが、本当に豊富な地熱発電の可能性があ

るんだということを九電の方に八丁原発電所を

無理を言って見せていただいて、その可能性と

いうのを本当に感じました。 

 そもそもキャップロックという地層を打ち抜

いて、そこから地熱を使ってずっと発電するや

り方は、世界でもまれに見る、かなりの技術を

持ってやっているわけです。これだけの地熱エ

ネルギーが大分にあるというのはものすごいこ

とだと思いますし、本当に大分県がそういうも

のが進むんだったら、ぜひもっともっとやって

いけばいいと思います。 

 ２０１９年で、例えば再エネとか、原発で脱

炭素の問題が２４％、あとはいわゆるミドル電

源であるＬＮＧとかＬＰＧとかあります。ベー

スロード電源を上げていく中で、太陽光の問題

とかもいろいろありますが、やはりいろんな数

字を見ると、そういった地熱に頼れる大分県は

ものすごく心強い地域なんだなと改めて感じま

した。ぜひそういったところを、本当に部局横

断的にはなるかと思いますが、教育も含め、私

たちの生活の見直しも含め、脱炭素に本当に取

り組んでいただきたいなと質問をつくりながら

思いましたので、ぜひそれも考えていただきた

いと思っていますので、よろしくお願いします。 

 では、次に行きたいと思います。次は、人手

不足対策についてです。 

 １次産業の就業者確保についてです。 

 １次産業は、従事する方々の生活の糧である

ということにとどまらず、県民生活や地域環境

の維持などへの貢献も大きい重要な産業です。

日々の食卓に重要な食料を供給するという観点

はもとより、農業は中山間地域のコミュニティ

と密接に結び付いているほか、地域の景観保全

にも重要な役割を果たしていますし、水産業は、

豊かな水産資源を有する本県において、温泉と

並ぶ観光資源とも言える海の幸を提供していま

す。また林業は、木材の生産はもとより、水源

の涵養や山地災害の防止、２０５０年カーボン

ニュートラルの実現に向けたＣＯ２の吸収源な

どといった我々の生活を支える役割を担う森林

を守り育てており、今後その重要性がますます

高くなっていくと思います。 

 一方で、人口減少が進み、あらゆる分野で人

材獲得競争が激化する中、本県の１次産業を今

後も持続的産業としていくためには人材の確保

に向けた取組の重要性が高まっています。 

 さきほども言った脱炭素化に向けては、再造

林による吸収源対策も大切ですが、その林業に

おける中心的な担い手である森林組合や認定林

業事業体では、ハローワーク等を通じて求人募

集をしているものの、売手主導の労働市場の中

でなかなかマッチングが進まず、人材の確保に

苦労していると聞いています。県が実施してい

るおおいた林業アカデミーの研修生には若い方

も多くいるものの、このようなミスマッチが生

じるのは、体力が必要そう、危険が多そう、大

変そうといったマイナスイメージが根強いため、

就業先としての選択肢になりにくいことが原因

ではないかと考えられます。 

 こうした状況は農業や水産業でも同様である

と思います。県が力を入れている就業や研修の

ための支援も重要な施策ですが、担い手が不足

している現状では、まずはどういった仕事で、

どのような魅力があるかを知ってもらい、１次

産業に興味を持ってもらうことが重要だと思い

ます。 

 こうしたことを踏まえ、今後、県として魅力

発信を含め、１次産業の就業者確保にどのよう

に取り組んでいくのか、農林水産部長に伺いま

す。 

 続いて、自動車運送事業の人手不足対策につ

いてです。 

 重要な社会インフラとして県民の暮らしを守

り、県経済を支えているバスやタクシー、トラ

ック等の自動車運送事業者は、ここ数年の燃料

価格の高騰に加え、４月から開始された時間外

労働条件規制により、運行シフトや労務管理の

見直しなどに苦慮しています。 
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 もともと自動車運転従事者の人手不足は慢性

化しており、令和６年４月の有効求人倍率でも

全職業の１．０８倍に対し、それを大きく上回

る２．４０倍となっており、旅客運送、貨物輸

送ともに人手不足が深刻な状態にあることは明

白です。 

 県内の状況を見ると、コロナ禍前の令和元年

と令和５年の比較では、例えば、バス運転手は

１４％、タクシードライバーは２３％減少して

います。運転手不足は既に私たちの生活に影響

を与えており、バス事業者が運転手不足や燃料

の高騰を理由に、この４月からのダイヤ改正で

大幅な減便に踏み切りました。また、タクシー

についても、利用者を待たせる、場合によって

は配車を断るなど、対応が追い付いていない状

況です。 

 公共交通の人手不足も気がかりですが、本県

では、ＴＳＭＣ効果などにより産業全体の活性

化が期待される中で、ドライバー不足による物

流の停滞も懸念されます。国では、トラック運

転手不足の対策も盛り込んだ物流関連法の改正

を進め、荷主などに運転手の荷待ち時間を減ら

す計画の作成を義務付けるなど労働条件の改善

も進めていますが、自動車運送事業の運転手確

保に向けて事業者の取組を後押ししていくこと

も重要と考えます。 

 こうしたことを踏まえ、県としてバスやタク

シー、トラック等の自動車運送事業の人手不足

対策にどのように取り組んでいくのか、交通政

策局長に伺います。 

元吉議長 渕野農林水産部長。 

渕野農林水産部長 まず私から、１次産業の就

業者確保についてお答えします。 

 就業者の確保には、中核となる力強い経営体

が産地を形成することで、新たな人材を呼び込

むサイクルを多く生み出すことが大切です。そ

のためには、議員御指摘のとおり、これまでの

イメージに替えて、農林水産物を育てる感動、

そして、これが大事なんですが、しっかり稼げ

るといった１次産業の魅力を若い世代に浸透さ

せることが重要です。 

 県内では、このようなイメージを体現してい

る元気な経営体が数多くいます。例えば、最先

端のスマート農業技術を操る法人であったり、

グループ会社を束ねながら若手社長を育てる大

規模経営体、大手コンビニと協働し６次産業化

に取り組む女性経営者、そして、事業継承で規

模拡大を進める若手生産者や、参入当初から高

い生産性で木材生産を行う経営者、先進的な成

長促進技術等を取り入れている養殖業者などが

県内各地で活躍しています。 

 このような魅力、経営感覚あふれ、そして若

者が憧れるであろう経営体の活躍を、これから

もＳＮＳや高校生対象の就業フェア等、あらゆ

る場面でＰＲしていきます。あわせて、安心し

て１次産業に就業できるよう、技術や知識等を

学ぶ研修体制も充実させ、就業者の確保にしっ

かりと努めていきます。 

元吉議長 上城交通政策局長。 

上城交通政策局長 それでは、２点目の自動車

運送事業の人手不足対策についてお答えします。 

 運転手不足の影響は、バスの減便や貨物配送

の遅れなど、国民、県民の生活に様々な場面で

現れてきています。 

 自動車運送業界においては、議員御指摘の人

手不足に加え、６０代以上の乗務員の割合がバ

スで２７．１％、タクシーで７４．８％と高年

齢化も進んでいます。また、女性運転手の比率

は５％前後と極めて低い状況にあります。 

 このため、今年度はバス、タクシー、トラッ

ク事業者を対象に、２種免許、大型免許等の取

得費用、あるいは採用活動経費等に対する助成

を行っています。特に若い世代の採用を促すた

め、２種免許等の取得要件である運転経験を３

年から１年に短縮できる特例教習の受講費用に

ついても助成します。 

 また、女性乗務員との交流会開催等により、

自分の希望する時間帯での勤務など多様な働き

方が導入され始めている現状や、仕事のやりが

い等を効果的にＰＲすることで女性の採用を後

押しします。 

 最近では、コロナ禍による急激な運転手不足

の状況から、やや回復の兆しも見られる状況に

もなっていますが、今後も業界の状況を十分注
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視しながら、手を緩めず必要な対策を講じてい

きます。 

元吉議長 後藤慎太郎君。 

後藤議員 ありがとうございました。様々な業

界の方が本当に困っていますので、そういった

業界の声をしっかり聞いていただきたいと思い

ますので、どうかよろしくお願いします。 

 最後になります。交通をめぐる諸課題につい

てです。 

 一つ目、都市部におけるバスの利便性向上に

ついてです。 

 昭和４０年から令和３年にかけて、県内のマ

イカーの普及は約８０倍に増加する一方、乗合

バスの輸送実績は約７分の１に減少しています。

バス利用者の減少が経営状況を悪化させ、不採

算路線の廃止や減便といったサービス水準の低

下を招き、さらにバス利用者が減少するという

負のスパイラルに陥っています。 

 以前にも指摘しましたが、バスの利用者離れ

の原因として、適切なダイヤ編成になっていな

いことや最適なルート選定がされていないこと

など、柔軟な路線編成ができていないことなど

が挙げられます。 

 この大分市でも駅南に新しいまちが形成され

たにもかかわらず、バス路線は旧来の駅北が中

心となっています。例えば、住宅地域から中心

部、特に大分駅南側へ朝夕のみ直行バスを運行

することなどにより渋滞の緩和にもつながり、

まだまだ需要喚起できる余地もあるのではない

かと考えます。 

 また、市中心部になると各地から来たバスが

数珠つなぎとなっており、運転手不足の中、乗

車チャンスが分散されないことなどを見ると、

もったいないなと感じることもあります。路線

を分散させるためにも、市道ではありますが、

遊歩公園通りの拡張なども今後大分市と協議し

てはどうかと考えます。加えて、各地域で運転

手不足によりさらなる路線の休止問題が議論さ

れているとのことであり、事業者だけでなく、

県や市町村、地域住民も一体となって今後の方

策を検討していく必要があります。 

 今年度予算には、乗合バスの需要喚起をする

ことで負のスパイラルからの脱却を目指すとと

もに、交通渋滞の緩和や環境負荷の軽減、外出

機会の創出による健康増進など多面的な効果発

現を検証することを目的に、乗合バス無料ＤＡ

Ｙの実施が盛り込まれています。 

 路線の再編やダイヤの決定は基本的にはバス

会社が実施することですが、今回のように県が

間に立って需要喚起等を行うのであれば、現状

のまま無料化を行うだけではもったいないと考

えます。ぜひ試験的に直行バスを運行したり、

駅南側に分散させたりといったふだん実施が難

しいことにも挑戦し、バス利用の可能性を広げ、

また、渋滞の緩和策の効果検証を行ってもらい

たいと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、都市部におけるダイ

ヤや路線の再編などバスの利便性の向上に向け、

県としてどのように取り組んでいくのか、交通

政策局長に伺います。 

 それから、新たな交通手段の確保についてで

す。 

 さきほども少し触れましたが、タクシードラ

イバーは、運転手の高齢化に加え、コロナ禍に

よる収入の減少などで離職がさらに進みました。

県内のタクシードライバーの年齢構成は、６０

歳代が３割、７０歳代以上が４割となっており、

今後、高齢化による引退が加速すると思われま

す。ドライバーの減少により、交通サービスの

維持が限界に近づいている地域もある中で、住

民も高齢であるため自動車を運転できず、買物

や通院といった日常的に不可欠な移動が困難な

方も増えています。また、外国人観光客の増加

により、都市部や観光地においても移動手段の

確保が課題となっています。 

 国はこのような交通サービスの現状を踏まえ、

ライドシェアの一部解禁と自家用有償旅客運送

制度の改革を進めています。ライドシェアの一

部解禁とは、タクシー事業者が運行を管理し、

一般の運転手が有償で乗客を運ぶ、いわゆる日

本版ライドシェアであり、４月から東京、京都

など５区域で解禁され、九州でも福岡県で先月

から導入されました。 

 自家用有償旅客運送制度の改革では実施主体
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に株式会社を参画可能としたほか、交通事業者

との調整が進まない場合は市町村長が導入を判

断できるようにするなど、運用の見直しが進め

られています。 

 県内の地域公共交通を存続させるためには、

日本版ライドシェアの導入を待つことも一つの

手ですが、自家用有償旅客運送制度において、

自動車の運行管理に関するノウハウを持った運

送会社など多様な主体の活用を促進することも

解決策の一つと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、地域の足となる新た

な交通手段の確保について、県としてどのよう

に取り組んでいくのか、交通政策局長に伺いま

す。 

 最後に、大分市内における渋滞対策について

です。 

 渋滞は、県民に時間の損失を与えるだけでな

く、物流をはじめとする経済活動にも大きな影

響を及ぼします。また、車両からの排出ガスが

増えることにより、地球温暖化への影響も懸念

されます。 

 大分市内では、いまだ９７か所もの主要渋滞

箇所が残されています。朝夕を中心に、大分市

街地を通過する国道１０号や国道２１０号、県

道大分臼杵線などの各交差点における渋滞はも

とより、大分川や大野川を渡る橋梁部周辺の渋

滞は看過できる状況ではありません。例えば、

以前も質問があった椎迫入口交差点の大分イン

ターチェンジ方面からは、右折レーンが短いた

めか１車線が塞がれ、朝夕を中心に相変わらず

渋滞が続いています。 

 また、護国神社の国道１９７号の白滝陸橋北

交差点は、高城方面から大分市中心部へ向かう

場合に右折レーンがなく、さらに交差点の直前

にはドライブスルー店舗などがあるため、時間

帯によっては片側２車線ともに車の動きが止ま

ることが常態化しています。せめて右折レーン

があれば、多少なりとも渋滞が緩和されるので

はないかと思います。 

 また、国道１９７号は農業会館南交差点より

東側が片側２車線となっているため、バスレー

ン規制時間帯においては上下とも著しい渋滞が

発生しており、通勤等に大きな支障を来してい

ます。 

 また、バスレーン規制がない道路においても、

市内各所で通勤時間帯の渋滞が発生している箇

所が多数あり、それにより自家用車利用者だけ

でなく、バスの遅滞等によりバス通勤されてい

る方にも大きな影響を及ぼしています。こうし

た状況では、さきほど議論したバスの利用促進

策に県がいくら力を入れたとしても、その努力

が水の泡になってしまいます。 

 こうした状況においては、もちろん路線の新

設や拡幅など抜本的な対策が望ましいところで

すが、県内では他にも地方部を中心に道路改良

を要する箇所も多数あり、両方の整備をバラン

スよく進める必要があります。そうした中で、

これまでも議会において議論がなされてきまし

たが、既存の道路設備を極力生かしつつ、さき

ほど言った右折レーンの整備など、少しの投資

で多くの効果が得られるような渋滞対策に今こ

そ力を入れていくべきではないかと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、大分市内における渋

滞対策にどのように取り組んでいくのか、土木

建築部長に伺います。 

元吉議長 上城交通政策局長。 

上城交通政策局長 まず、１点目の都市部にお

けるバスの利便性向上についてお答えします。 

 都市中心部などにおける路線バスのダイヤや

ルートは臨機の見直しが重要ですが、既存利用

者へのサービス水準の低下につながることのな

いよう十分な配慮が必要です。 

 議員御提案の大分駅南への朝夕直行バスなど

も利便性向上の一つの方策と考えられますが、

その実現にはニーズ把握や交通への影響予測、

関係機関との調整など多くの課題もあります。 

 今年度実施のバス無料デーは、生活路線の需

要喚起を主な目的として行いますが、そこから

得られるデータやアンケート結果は、今後の施

策展開に有効に活用していきたいと考えていま

す。 

 他方、県ではバス利用者の利便性を高めるた

め、令和４年度に国の交付金を活用し、県内の

乗合バス９社と共に、バスの運行状況がリアル
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タイムで分かる経路検索サービスへの提供デー

タを作成し、Ｗｅｂ上で公開を始めたところで

す。県下全域でのオープンデータ化は九州で２

例目の取組であり、今後はＭａａＳの広域展開

にもつながるものと考えています。 

 本年８月から一部運用が始まる九州ＭａａＳ

では、ＪＲとの接続性の向上等にも取り組むこ

ととしています。引き続き、利用者の増加に向

けて、バスを利用しやすい環境整備に努めてい

きたいと思います。 

 続いて、２点目に御質問いただいた新たな交

通手段の確保についてお答えします。 

 利用者の減少傾向や運転手不足に伴い、地域

公共交通の維持が年々厳しくなる中で、住民生

活を支える新たな交通手段の確保は全国各地で

課題となっています。 

 こうした中、自治体ライドシェアとも呼ばれ

る自家用有償旅客運送は、昨年の規制緩和に伴

い、タクシーが減少する時間帯などは、過疎地

に限らず、都市部でも運行が可能となり、県内

では別府市で今月末から導入される予定になっ

ています。 

 議員御提案の既存の運送事業者によるこうし

た制度への新規参入は、運送や配車管理などの

専門ノウハウをはじめ、人材や資源等を有効に

活用できる事例になり得るものと考えています。 

 また、県内ではまだ動きはありませんが、国

は、４月からタクシー事業者が運行主体となり、

地域や時間帯限定で２種免許を持たずに自分の

車で行う日本版ライドシェアを導入しました。

加えて、タクシー事業者以外の者が運行主体と

なるいわゆるライドシェアについても、海外の

先行事例を参考に議論が進められています。 

 県としては、自動運転などの技術の進展、あ

るいは国の動向等も注視しながら、市町村と連

携し、地域の実情に応じた安全・安心で利便性

の高い移動手段の在り方を今後も模索していき

ます。 

元吉議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 それでは私からは、大分

市内における渋滞対策についてお答えします。 

 渋滞緩和の取組として、バイパスの整備や道

路の拡幅といった抜本的な改良が効果的ですが、

その効果の発現には時間を要します。そのため、

議員御提案の、多額の費用をかけずとも効果が

得られる、既存の道路敷を活用した短期的な対

策も有効です。 

 椎迫入口交差点については、道路の中央にあ

る分離帯を撤去することなどにより、右折レー

ンの延伸ができないか、関係機関と協議を進め

ています。 

 一方、白滝陸橋北交差点の右折レーンの設置

については、椎迫入口交差点前後のような分離

帯等がなく、設置に必要な用地取得など地域の

御協力が欠かせないため、その状況を踏まえな

がら検討を進めていきます。 

 その他の対策として、昨年、大分市内の企業

３０社に御協力いただき、時差出勤やテレワー

クの促進などに取り組み、現在その効果検証を

行っています。引き続き、ハード、ソフト両面

から効果的な渋滞対策に取り組みます。 

元吉議長 後藤慎太郎君。 

後藤議員 ありがとうございます。椎迫入口は

本当に混みますから、ぜひ考えていただきたい

と思います。 

 それから、今日、大分市東部、鶴崎校区の方

がだいぶ来られていますが、大分臼杵線の整備

検討は本当に重要な課題で、知事も市長時代か

ら多分かなりいろんな要望を受けていると思い

ます。私は松岡に住んでいますから、松岡から

朝、流通業務団地に向かって国道１９７号バイ

パスへ行くと、とにかく今あの辺はいろんな企

業群の方が通勤されるので、見ていると、やは

り毛井の交差点、それから次に大津留の交差点

というのがキヤノンマテリアルに行かれる方と

か、それから、流通業務団地周辺でものすごく

あそこに入るのに混むというのがあるもんです

から、ぜひ国道１９７号バイパス、パークプレ

イス大分から毛井まで、それから、大津留まで

４車線できるような用地があるので、お金をか

けないでやるんだったらそういったところから

やっていただけないかなと思います。 

 鶴崎大南線も今拡幅工事をやってもらってい

ますが、私はどちらかというと、国道１０号に
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向かって行くよりは、金の手の交差点に向かっ

ていくと、あの辺の渋滞もものすごいもんです

から、改良が進むんではないかなと思っていま

す。 

 それから、知事がこれから頑張っていただき

たいと思っている松岡のスマートインターにも、

どうしてもやっぱり北に道路を延ばす必要があ

ると思っていますので、そういった東部方面の

生活道路に使っている方がだいぶいるもんです

から、ぜひそんなことも考えて、これからの大

分の道路をしっかりよろしくお願いします。あ

りがとうございました。 

元吉議長 以上で後藤慎太郎君の質問及び答弁

は終わりました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時３７分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

井上副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問及び質疑を続けます。澤田友広君。 

  〔澤田議員登壇〕（拍手） 

澤田議員 皆様こんにちは。３６番、公明党の

澤田友広です。一般質問の機会をいただき、あ

りがとうございます。 

 また、日頃より御支援をいただく皆様、県民

の皆様に感謝するとともに、本日傍聴に来てい

ただき大変ありがとうございます。また、日々

学ばせていただいている同期の議員、先輩議員

の皆様に御礼申し上げます。 

 それでは、早速一般質問に入ります。 

 初めに、健康寿命日本一に向けた取組につい

て、佐藤知事に伺います。 

 高齢化社会が進む現代において、健康寿命の

大切さが注目されています。本県では、全ての

県民が生涯にわたり健康で活力ある生活を送る

ことができるよう、健康寿命日本一の実現を目

標に掲げ、その成果として、令和３年１２月の

発表では、男性１位、女性４位と順位を伸ばし、

男性は日本一を達成しました。 

 健康寿命日本一達成に向けた取組として、県

が策定したロードマップでは、２０１５年から

３段階での施策の展開を示しており、本年はい

よいよ第３段階の最終年を迎えます。これまで

の成果を踏まえた上で、再検証を行う項目や新

たな目標指数を提示し、今後の日本一を目指し

た取組につなげていく必要があると考えます。 

 本県では平成２８年度に県民健康意識行動調

査を実施していますが、肺がん検診受診率がワ

ースト１位、また、肥満者の割合がワースト１

位など、よくない順位の市町村に対してどのよ

うな対策が講じられ、結果としてどう変わり改

善できたのか、地域間格差の縮小が実現できた

のかの再検証も必要と考えます。 

 また、本県における健康づくり事業の体系は

すばらしいと思いますが、その一方で、働く世

代へのアプローチが不足しているように感じて

います。働く世代にどう働きかけていくのかが

未来にわたる安全・安心の基本となると思いま

す。 

 こうしたことを踏まえ、これまでの健康寿命

日本一に向けた取組の総括を伺うとともに、日

本一の実現に向け、今後どのように取り組んで

いくのか、知事に伺います。 

 以後、対面席にて伺います。 

  〔澤田議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

井上副議長 ただいまの澤田友広君の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 澤田友広議員の健康寿命日本一に向

けた取組についての質問にお答えします。 

 平成２８年の調査では、働く世代には運動不

足や不規則な食生活等の課題が顕著であること

や、塩分摂取等の生活習慣には地域ごとの違い

があることが明らかとなり、次の２点に力を入

れ、健康寿命の延伸を図ることとしました。 

 一つは県民運動の機運醸成です。 

 産学官が集う健康寿命日本一おおいた創造会

議をプラットフォームとして、多様な主体との

協働を進めるため、社員の健康づくりを実践す

る健康経営事業所の登録拡大に努め、現在２，

５１３社に上っています。また、１３５社のお

うえん企業からは、健康寿命推進月間など様々

な機会で県民の健康づくりに多彩な協力をいた

だいています。 
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 次に、地域の健康課題への対策です。 

 乳がん検診受診率が低かった佐伯市では、女

性の多い健康経営事業所に検診車を手配して、

勤務中の検診受診を働きかけたことなどにより、

受診率が向上しました。 

 また日田市では、運動習慣の定着に課題があ

ったため、保健所が作成した運動プログラム動

画により、事業所での隙間時間を使った手軽な

運動習慣の普及につなげました。 

 こうした地域の課題解決を図る市町村を支援

してきたことにより、この１０年間で本県の健

康寿命は男女とも３歳以上延伸し、令和３年発

表の全国順位も大きく躍進しました。 

 一方、塩分や野菜摂取量といった栄養・食生

活分野の目標達成率は３割を下回るなど、結果

に結び付いていない項目もあります。 

 こうした状況を踏まえ、この３月に計画改定

した生涯健康県おおいた２１では、課題に即し

た対策を盛り込み、健康経営事業所へのさらな

る支援や健康アプリの改善など、働く世代への

アプローチを強化していきます。 

 さらに、特定健診受診率や喫煙率、歯と口の

健康状態など、毎年検証可能な１３の客観指標

を活用して、地域ごとの健康課題を見える化し、

その解決を支援しながら地域差の縮小を図りま

す。 

 年内には新たな都道府県別健康寿命が公表さ

れる見込みですが、引き続き県民の皆さんと共

に男女そろっての健康寿命日本一を目指してい

きます。 

井上副議長 澤田友広君。 

澤田議員 答弁ありがとうございました。受診

率が向上したということで安心しました。今後

も地域間格差がないように、また改めて推進を

よろしくお願いします。 

 本県では日常のウオーキングや検診などによ

って健康ポイントが付与され、ポイントがたま

ると協力店で特典が受けられる健康アプリおお

いた歩得（あるとっく）がありますが、私も会

社員時代こういったアプリがあるということは

知りませんでした。非常にいいアプリだと思っ

ています。ただ、ポイントは、県民の皆様に十

分周知できていない点、また、ポイントが使え

る協力店においてもやはり十分な協力が得られ

ていないように私は感じています。この健康ア

プリを多くの企業や協力店に導入することで、

県民の皆様の健康意識増加につながると思いま

すし、また協力店に対してはやはり様々な支援

をしていくことで広がりやすくなると思ってい

ますが、この広がりへの取組に対して、福祉保

健部長の意気込みがあればお聞かせいただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 今御紹介いただいたおおい

た歩得ですが、今年度予算、当初予算でいただ

いていますが、これは開発から数年たち、少し

処理能力も弱ってきていることもあり、今年度

の予算で改修を進めようと今取り組んでいます。 

 初期の歩得のいろんな改善点を今検証してい

ますが、一つはやっぱりそういう地域の事業所

とか、さきほど知事が答弁しましたが、おうえ

ん企業１３５社、これは全国的な大きい大手企

業が多いということで、いろんなノウハウをお

持ちであろうということで、相談しながら改善

に一緒になってやっていこうと今進めています

ので、なるべくそういう形でいいものをつくっ

ていきたいなと思いますし、ダウンロード数が

今県民は１０万人いますので、これは引き継い

でさらに伸ばしていきたいなと思っています。 

井上副議長 澤田友広君。 

澤田議員 ありがとうございました。 

 次に、聴覚障がい者の日常生活の支援につい

てお尋ねします。 

 新聞報道であったとおり、２０６０年には高

齢者の６人に１人が認知症患者になる見通しと

言われており、認知症を予防する取組が大切で

す。 

 最近の調査では、認知症になり得る要因の一

つに難聴が挙げられています。国立長寿医療研

究センターによれば、難聴があると他者とコミ

ュニケーションが取りにくく、高齢者が閉じ籠

もりがちになると指摘されており、最近の海外

での研究では、中年期に難聴があると高齢期に

認知症のリスクがおよそ２倍上昇するというデ
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ータが発表されています。また、補聴器を適切

に用いることで、認知症の発症リスクが軽減す

るという海外からの報告もあります。 

 難聴で会話ができなければ、地域のコミュニ

ティサロンに参加して元気になろうとの取組も

本来の効果が発揮されにくくなってしまいます。

加えて、一般社団法人日本補聴器工業会などが

１万４，０６１人を対象に実施した調査による

と、我が国で聞こえにくさを自覚している人の

うち、補聴器を所有している人の割合は１５．

２％でした。これは今回調査した１６か国の中

で１５位であり、我が国の低さが際立っていま

す。 

 このような背景から、先頃、世界初の軟骨伝

導補聴器が開発されました。この軟骨伝導補聴

器は、振動子と呼ばれる部品を耳の軟骨に当て

ると音が伝わる仕組みで、頭蓋骨に振動を与え

て音を伝える従来の骨導補聴器に比べ装着時の

痛みが少なく、耳の穴を塞がないので、周囲の

音が自然に入るほか、集音器の機能もあり、温

量の調整もできます。さらに、穴が空いていな

いため清潔を保つことができるなどの特徴もあ

ります。 

 現在、奈良県宇陀市では購入者に対しての補

助金制度を創設して、難聴者への取組を開始し

ているとのことです。本県においては、障害者

手帳所持者に対する補装具の支給に加え、手帳

を有していない中等度や軽度の難聴児童を対象

とした独自の補聴器助成制度があるが、中等度

や軽度の大人の難聴者にとってはハードルが高

い状況です。このような現状を踏まえれば、現

行制度とは別の助成支援を検討するべきではな

いかと考えます。 

 既に補聴器購入の助成制度は３７都道府県の

２３７市区町村で運用されており、九州で取り

組んでいる市町村がないのは大分県と佐賀県だ

けとなっています。健康寿命日本一を掲げる本

県においても、高齢化に伴う認知症対策の一環

として、難聴者に対してこのような補聴器購入

への支援が必要ではないかと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、補聴器購入への支援

も含め、難聴者をはじめとした聴覚障がい者の

日常生活の支援にどのように取り組んでいくの

か、福祉保健部長に伺います。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 中等度や軽度の難聴の高齢

者への補聴器の購入を補助制度として有してい

る都道府県は現在東京都のみであり、一部の市

区町村の独自助成内容も自治体ごとに一律では

ないと承知しています。 

 難聴と認知症の関連性についてですが、現在、

国で研究が進められていますので、引き続きそ

の成果を注視していきますが、仮に関連性が認

められた際には、折しも昨日、帯状疱疹の定期

接種化が国において決まりましたが、自治体ご

との独自制度で競争するのではなくて、やはり

国が全国一律で支援を始めていくことが望まし

いと考えます。 

 本県では、補聴器以外にも聴覚障害者センタ

ーにおける相談支援をはじめ、字幕入りＤＶＤ

等の貸出し、それから、手話通訳者や要約筆記

者の派遣など、これまで聴覚障がい者の生活を

支える様々な取組を行っています。 

 加えて今年度は、令和４年５月施行の障害者

情報アクセシビリティ・コミュニケーション施

策推進法というのがあります。これに基づき、

パソコンやスマホ等の利用にあたって、視覚障

がい、それから聴覚障がいのある方々が気軽に

相談できる体制を構築するとともに、実際の体

験会を今年は県内６地域で１０回以上開催しま

す。 

 こうした体験会等を通じて、当事者団体を含

めて様々な御意見もいただきながら、引き続き

効果的な支援に取り組んでいきます。 

井上副議長 澤田友広君。 

澤田議員 ありがとうございました。様々な支

援に取り組んでいただくということでしたので、

しっかりまた難聴患者の皆様に対しても御支援

をよろしくお願いします。 

 なかなか助成というのは難しいと思いますが、

ひとつ要望として、本日、資料を用意していま

すが、この軟骨伝導補聴器と同等の効果が期待

される軟骨伝導イヤホンというのがあり、これ

は今現在、奈良県の生駒市では障がい福祉課の
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窓口に設置して、窓口対応時に難聴者に使用し

ていただく取組をしています。本県においても

県内の一部の企業で既に窓口に設置して、利用

者から喜びの声が上がっているということもお

聞きしています。 

 ぜひ本県においても、県が管理する施設であ

る、例えば、県立美術館、また、るるパークな

どの受付窓口に置いていただければ、難聴者が

来られたときに、こういった軟骨伝導イヤホン

があって便利だなということで体験していただ

くことにもなりますし、さらに受付職員の説明

も楽に聞けると思います。 

 小さな取組かもしれないんですが、こういっ

たことを通して健康寿命日本一を目指している

大分県のすばらしさを皆様に伝えていただきた

いなと思いますので、要望ですが、ぜひ御検討

をよろしくお願いします。 

 次に、災害時における自助、共助の促進につ

いてお尋ねします。 

 災害はいつ起きても不思議ではない。このこ

とを痛感したのは、本年１月１日に発生した能

登半島地震でした。震災により被害に遭われた

皆様に対して御見舞い申し上げるとともに、い

まだに懸命な復旧・復興活動をされている皆様

に心より感謝します。 

 ４月にも豊後水道を震源とする地震が夜間に

起きるなど、大型地震や豪雨など、我々は常に

災害と隣り合わせで生活していると言っても過

言ではありません。 

 私は早期避難などの自助や住民の助け合いな

どの共助が非常に重要であると考えています。

自助、共助の促進には県も力を入れていただい

ていますが、私が心配しているのは、最近増加

している外国人への対応です。 

 現在、本県でも多くの外国人材を受け入れて

います。そうした中で、日常生活においてさえ、

文化の違いなどにより地域内のごみの出し方で

住民とのトラブルが発生するようなケースもあ

ると聞いており、災害時であればなおさら外国

人への対応を懸念しています。 

 当然のことですが、外国人の皆さんも大切な

県民であり、災害時の支援をしっかり行うこと

が重要だと思います。共生社会の実現に向けて

も、災害時の外国人への支援を強化していくこ

とが重要ではないでしょうか。 

 また、もう一つの論点は、災害対応のアップ

デートについてです。特に能登半島地震では、

半島防災の困難さなど様々な問題が浮き彫りに

なりました。こうした能登半島地震の検証は、

国においてもまだその途中であると伺っており、

当然、県においては、国の動向などを踏まえた

検証を行っていくことと思います。一方で、い

つ大規模地震が起こるか分からない状況であり、

また、豪雨災害への対応も並行して強化してい

かなければなりません。 

 地震や豪雨などに対し不安を感じている多く

の県民のためには、現時点で、能登半島地震な

ど最新の災害の動向を踏まえた自助、共助をい

かに促進していくのか、正に地震や豪雨への備

えが必要なこの時期に一定の考えをお示しいた

だくことも必要なのではないかと考えています。 

 こうしたことを踏まえ、災害時における外国

人支援を含めて、自助、共助の促進にどのよう

に取り組んでいくのか、知事に伺います。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 災害時における自助、共助の促進に

ついてです。 

 元日に発生した能登半島地震では、自然災害

の恐ろしさを改めて思い知らされたところです。

県では、国の検証を待たずに、現地で活動した

団体や有識者、市町村との意見交換を行うなど、

独自で対策の見直しを進めています。 

 その中で、自助、共助の取組についても新た

な課題が見えてきましたので、さらに踏み込ん

だ対策が必要と感じています。 

 一つ目は、家庭や地域での備蓄の促進です。 

 今回の被災地は、山がちな半島という地理的

な制約がある中で、道路等が被災したため、支

援物資の輸送が困難を極めました。 

 中山間地域の多い本県でも同様な事態が考え

られるため、民間ドローンの活用等による輸送

力の強化に加え、自助、共助の備蓄の在り方を

見直す必要があります。このため、啓発を通じ

て家庭や自主防災組織で備える備蓄品の品目や
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数量の見直しを促すとともに、孤立想定地域で

の分散保管や備蓄品充実に向けた支援を強化し

ていきます。 

 二つ目は、ＮＰＯや専門ボランティアとの連

携です。 

 避難の長期化によって被災者のニーズが多様

化する中で、専門的な知識や経験を持つＮＰＯ

等により、栄養バランスに配慮した炊き出しな

ど、きめ細かな支援が行われました。本県でも

地域の高齢化等により共助の担い手が減る中で、

新たな担い手となるＮＰＯ等の活躍が期待でき

ます。このため、防災訓練等を通じ、平時から

地域とＮＰＯ、専門ボランティアとの連携体制

の構築を支援していきます。 

 他方、議員御指摘の地域で共生する外国人と

の支援強化も重要です。 

 災害時、外国人は言葉や生活習慣の違いに加

えて、地域とのつながりが少ないことから、適

切な避難行動ができない恐れがあります。その

ため、素早く正確な防災情報を１５の言語で伝

えるおおいた防災アプリの普及や、避難所など

で意思疎通を支援する人材の育成に引き続き取

り組んでいきます。 

 また、別府市が行っている地域住民と外国人

が交流しながら防災知識を学ぶ防災まちあるき

などの先進的な取組を横展開して、外国人の支

援体制の強化を図ります。 

 これから本格的な出水期になります。これら

の対策を市町村と連携して着実に進めるととも

に、しっかり備蓄、早めの避難、みんなに声か

けの取組を通じて、人的被害ゼロを目指してい

きたいと考えています。 

井上副議長 澤田友広君。 

澤田議員 答弁ありがとうございました。 

 要望になりますが、さきほど外国人の話をし

ました。午前中も議論がありましたが、私もそ

の外国人との共生を図る取組に関しては、やは

り県内で地域間格差が生じていると感じていま

す。例えば、在留外国人に対しての日本語教室

は県内で１９教室ありますが、この６教室にお

いては、現在も有料若しくは教材費のみ無料と

なっています。全教室の無償化を図るとともに、

各地域の状況を踏まえて、教室の開設や、また

交流イベントを計画するなど県も主体的に支援

する必要があるのではないかなと思っています。 

 また、外国人の子どもの就学状況調査によれ

ば、令和３年度には県内２６３人の外国人の子

どもが就学対象となっている中、就学ができて

いない児童は３人となっていました。今後さら

に外国人の児童が増加すると考えると、不登校

対策も必要になるのではないかなと思っていま

す。 

 このような日常からの行政の取組が進めば、

災害時など、いざというときの対応も円滑に進

むようになると考えています。改めて各地域に

おける日本語教育の充実であったり、また共生

の取組への御支援をお願いして次の質問に移り

ます。 

 次に、避難行動要支援者の避難についてお尋

ねします。 

 頻発する災害への対応として、本県でも避難

所の整備を含む施策が充実してきました。一方

で、災害時要配慮者、とりわけ条件が厳しい避

難行動要支援者の皆様の中には、災害時に避難

することが困難な状況にある方も多くいます。

特に深刻なのは、在宅で人工呼吸器を使用して

いる皆様であったり寝たきり状態の方々です。

さきほど議論した外国人と同様、こうした皆様

への配慮も非常に重要です。 

 一例でいうと、人工呼吸器の重量は３キログ

ラム前後と現在は軽量化されていますが、それ

以外に痰を取りやすくする排痰補助装置という

機械、吸引器、酸素濃縮装置に、それを動かす

外部バッテリー、そして移動時に必要なバギー

やベッドを含めたら総重量は４０キログラム以

上に及ぶことがあります。そのような機械類を

道路状況が悪い中で移動するのは困難であり、

さらに戸建て住宅以外に住んでいる方であれば、

停電時に階段を使用しての避難は正直無理だと

思います。 

 このような避難が困難な方をリストアップし

て、災害時に速やかに避難できるよう避難支援

者や医療・福祉関係者と共に個別避難計画を作

成し、個別具体的な避難支援方法を取り決めて
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おくことが必要と感じます。本県では、福祉避

難所が県内で３７９施設用意されていますが、

避難所開設時の問題点や課題点が共有されてい

るのか不安に感じます。 

 令和３年５月に災害対策基本法が改正され、

避難行動要支援者の個別避難計画の作成が市町

村の努力義務となり、優先度が高い避難行動支

援者について、おおむね５年程度で作成完了を

目指すこととされています。能登半島地震など

相次ぐ災害を受け、その進捗が気になるところ

です。 

 こうしたことを踏まえ、災害への対応力の強

化に向け、市町村における避難行動要支援者の

個別避難計画の作成状況と今後の見通しについ

て福祉保健部長に伺います。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 県内の避難行動要支援者、

人数でいうと２万７，８８０人いますが、この

うち既に１万３，３１１人が計画作成済みとな

っており、作成率で見ると４７．７％、これは

全国の推計ですが、上位三つぐらいのところま

では来ていると考えています。 

 また、作成の前提となる本人同意を得た方が

１万４，５７５人いますが、この同意を得た方

に対する作成率で見ると、９１．３％まで進ん

でいます。 

 市町村では、計画作成の今回の努力義務化を

受けて、要支援者の居住や心身の状況等を踏ま

えて優先度を判断の上、作成を加速しています。 

 なお、計画作成には福祉専門職や支援者等と

の連携が不可欠なので、昨年度から県社協に配

置したコーディネーター３人が、現在精力的に

地域に出向き、マンパワーが不足しがちな市町

村を随時支援しています。 

 さらに今年度から、作成に同意いただいてい

ない方が要支援者の中でいますが、こういった

方やその御家族に対して、県が提供した説明動

画やパンフレットなどを活用し、同意に向けて

の理解促進にも努めています。 

 加えて、計画の実効性を確保するため、避難

訓練等を重ねていただいて具体的な問題点を洗

い出し、支援内容に適宜反映させるよう市町村

に働きかけています。 

 まずは、同意を得た方については、国が示し

た令和８年５月までの完成を目指します。最終

的には要支援者全員の個別避難計画の作成に向

けて市町村を支援していきます。 

井上副議長 澤田友広君。 

澤田議員 ありがとうございました。答弁を聞

いて安心しました。 

 しかしながら、本日また資料を用意していま

すが、医療的ケア児、また、難病で在宅人工呼

吸器を使用されている方は非常に少ない数です。

１００人から２００人前後の方々が、そもそも

避難ができないということで非常に心配される

声を聞いています。私も会社員時代、ほとんど

の方が個別計画をつくっていただいてありがと

うございます、本当にいろいろとやっていただ

いてありがとうございますと言われるんですが、

最後の最後、もし避難できなかったときには、

では、どうすればいいんですか、そういう声を

私は今まで聞いてきました。 

 当然、さきほど言ったように、自助、共助と

いうのは必要なんですが、医療ケアをされてい

る方は本当に忙しくて、地域の行事に参加でき

ないということになれば、地域から忘れられて

しまう存在にもつながっていくのではないかな

と、私はそこを危惧しています。 

 また、大規模災害が発生した場合は、頼みの

綱となる市区町村が機能不全に陥るケースもあ

るのではないかなと思っています。そういった

際に、県が中心となって支援できるような計画

であったり、また、医療備品の備蓄、呼吸器や

吸引器を稼働させる外部バッテリーなどを備蓄

していただければ、万が一のときも安心だとい

う声につながっていくんじゃないかなと思いま

すので、今現時点でこういったことを取り組ん

でいくことができるのかどうなのか、ここにつ

いて福祉保健部長に再質問します。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 再質問にお答えします。 

 今言った避難行動要支援者、特に様々な方が

いますので、それぞれ個別の事情があると思い

ます。どこに避難するのがよいのか、あるいは
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避難生活にあたって何が必要なのか考えると、

自分で避難所に持っていくものも考えないとい

けないということだろうと思いますが、条件が

一人一人異なるんだろうなと思っています。 

 そのような方々がどこに避難してもいいよう

に、公助でそろえる一般的な支援物資に加えて、

個別事情に応じた物資を県内全ての避難所に準

備しておくというのも一つの理想だろうと思い

ますが、これをやろうとするとなかなか現実的

には厳しいなと思っています。 

 そうしたことで、県がもう一回、平時に一括

してどこかに保管しておいてという御提案も今

聞きましたが、それであると、その都度被災地

に県が搬入するということもしなければいけな

いんですが、時間的あるいは地理的な制約も出

てくるだろうと思います。 

 そういったことであるので、そういう個別事

情に応じて特定の避難先に特定の物資をしっか

り準備して避難生活を支えていこうということ

で、正に個別避難計画だろうと思います。対象

者の同意をいただきながら早期の作成を県と市

町村で進めて、この方はここに行けばこういう

設備がある、あるいは御自宅の垂直避難で行っ

た方が移動しなくて済む、そういったような個

別の避難計画が正に大事だろうと思っています

ので、進めていきたいなと思っています。 

井上副議長 澤田友広君。 

澤田議員 ありがとうございました。今言って

いただいたように、また今後も様々な状況が想

定されると思いますので、個別避難計画を基に、

ぜひまた皆様の声を聞いていただきながら反映

していただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 次に、ペットの同行、同伴避難についてお尋

ねします。 

 先に述べた能登半島地震においても、報道な

どでペットの避難が問題視されていました。 

 これまでの震災では、飼い主がペットを連れ

て避難所に入ることを断られたケースが相次い

だことから、国は２０１３年に災害時における

ペットの救護対策ガイドラインを策定し、飼い

主とペットが一緒に避難する同行避難を推奨す

る方針を打ち出しています。また最近では、被

災者が避難所でペットを飼育する同伴避難につ

いても注目が集まっています。 

 こうした中、２０１６年に発生した熊本地震

では、ペットと飼い主の避難の在り方が注目さ

れました。死者２７３人のうち、避難生活の負

担が原因で死亡した災害関連死は約８割の２１

８人に上りましたが、避難所ではなくて、車中

泊を選んだ被災者の中には、エコノミークラス

症候群を引き起して亡くなる方もいました。熊

本県が２０１６年８月から９月に行った被災者

アンケートでは、避難した回答者２，２９７人

のうち７割近い１，５６８人が車中泊で避難生

活を送ったと回答しています。そのうち２２６

人はペットがいたからを理由に挙げていました。 

 こうした状況を踏まえ、愛知県犬山市は２０

２２年１２月から、市内３３か所の市指定避難

所のうち３か所で、ペットと飼い主が一緒に過

ごせる同室避難を制度化しました。 

 さらに最近では、自治体など公的機関だけで

なく、民間企業でも飼い主とペットを受け入れ

る施設も出てきました。例えば、熊本市の専門

学校では、熊本地震の際、１か月間で延べ約１，

５００人の被災者とペットを受け入れています。 

 県内では、日田市や別府市などで同伴避難の

検証が開始されており、県においても避難所運

営マニュアル作成のための基本方針で、ペット

同行避難を原則としていますが、殊、同伴避難

については、実際の各市町村避難所での運用に

おいて地域間格差があるのではないかと懸念し

ています。民間企業との連携協定の締結やペッ

ト同伴避難の訓練セミナーの実施などを県が率

先して行い、ペット同伴避難の取組を各避難所

に広げていくべきと考えます。 

 また、同伴避難の前提となる同行避難につい

ても、引き続き県内各地で取組が進むよう県の

後押しが必要だと思います。 

 こうしたことを踏まえ、避難所を運営する市

町村と連携しながら、県としてペットの同行、

同伴避難にどのように取り組んでいくのか、生

活環境部長に伺います。 

井上副議長 島田生活環境部長。 
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島田生活環境部長 現在、１１市町村ではペッ

トの同伴が可能な避難所を確保していますが、

さらなる拡大のためには、鳴き声や臭い、動物

アレルギーの方への配慮など解決すべき課題も

あります。 

 そこで、県では、飼い主における平常時から

の準備と避難所の受入環境整備の両面から対策

を講じています。 

 飼い主に対しては、ペットが避難所で落ち着

いて過ごせるよう動物愛護センターでしつけ教

室を開催しています。あわせて、講習会やイベ

ントにおいて、ワクチン接種をはじめとする健

康管理のほか、ケージやえさ等、ペット用避難

用品の確保など災害への備えに対する普及啓発

を強化していきます。 

 避難所の受入環境整備にあたっては、ペット

の飼育スペースの確保と人の動線などを考慮し

たルールづくりが重要となります。本年１月に

は、日田市で飼い主がペットを連れた避難訓練

を実施しました。その検証で得られた課題等の

共有や熊本市などの先進事例を踏まえた研修会

を９月までに開催することとしています。 

 今後も市町村と連携し、県内どこでもペット

の同行、同伴避難が躊躇なくできる環境づくり

に取り組んでいきます。 

井上副議長 澤田友広君。 

澤田議員 ありがとうございました。ぜひ推進

をお願いしたいと思います。 

 私はよく聞くんですが、災害時に動物愛護セ

ンターにペットを連れて避難したいという声は

かなり聞いています。現状、災害時には動物愛

護センターにペットの同行であったり、また避

難ができるのかどうなのか、生活環境部長に再

質問します。 

井上副議長 島田生活環境部長。 

島田生活環境部長 動物愛護センターへの同行

避難等についてですが、災害が起きた場合、動

物愛護センターは、飼い主とはぐれたり負傷し

た犬猫をまず収容するという役割を担っていま

す。加えて、平常時ですが多くの犬猫を既に飼

育している状態が続いており、管理施設の余裕

がなかなかないということもあります。また、

引受けをする際には一頭一頭健康状態をチェッ

クし、ワクチン接種した上で受入れをするとい

ったところもあります。こうしたこともありセ

ンターでは同伴避難を含め、ペットを一時的に

預かることは行っていないという状況です。 

 さきほど答弁しましたが、市町村の避難所に

おける同伴避難の拡大を市町村と連携して取り

組んでいきたいと考えています。 

井上副議長 澤田友広君。 

澤田議員 ありがとうございました。ペットも

今は家族の一員ということで、やはり家族と一

緒に避難したいという気持ちを持っている方が

たくさんいるのは事実なので、また様々な検証

を行いながら、ぜひこの同伴避難に対しても推

進いただきますようよろしくお願いします。 

 次に、教育環境の充実についてお尋ねしてい

きます。 

 初めに、フリースクールとの連携についてお

尋ねします。 

 不登校問題に関しては、本県においても様々

な支援をしていただいており、教育委員会の皆

様の奮闘に心から感謝します。 

 今年４月には、玖珠町に公立の小中一貫校と

して九州初となる学びの多様化学校が開校しま

した。私も視察に伺いましたが、梶原教育長の

情熱とその情熱に応えた当時の前田課長をはじ

め、玖珠町教育委員会の皆様のすばらしい奮闘

で誕生した学校に、私も本当に心から感動した

次第です。 

 令和４年度の調査では、県内の小中学校にお

ける不登校者数が２，７０３人に上ります。不

登校児童生徒の保護者の皆様と対話する中で、

不登校で学力も心配だが、コミュニケーション

不足からひきこもりにつながるのではという心

配の声を多くいただいています。現在、自宅に

いながらＩＣＴを活用した学習をすることに対

して私も否定しません。しかし一方で、登校は

したくないが、小規模集団で学びたい児童生徒、

また学ばせたい保護者も多数います。 

 その一つの解決方法としてフリースクールの

存在があり、本県でも平成３０年にフリースク

ールガイドラインを策定し、フリースクールの
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重要性を示しています。しかしながら、平均で

月３万３千円程度の負担が生じることもあり、

経済的な問題で通えないケースもあると伺って

います。 

 このような現状では、誰一人取り残さない教

育から取り残される可能性もある、そういった

ことから、私は経済的な問題でフリースクール

に通いたいが通えない世帯に対して支援が早急

に必要ではないかと考えています。折しも日田

市が利用負担の支援を開始し、別府市でも同様

の支援を行うとの報道があったことから、県に

おいても利用負担の軽減に向けた支援の検討を

お願いしたいと思います。 

 教育機会確保法の考え方に、不登校児童生徒

が自らの進路を主体的に捉え、社会的に自立す

ることを目指す必要があることとあります。そ

の意味で今後ますますフリースクールの役割が

大きくなってくると思います。 

 こうしたことを踏まえ、フリースクール利用

者への支援を含め、どのようにフリースクール

との連携を進めていくのか、教育長に伺います。 

井上副議長 山田教育長。 

山田教育長 全ての不登校の児童生徒にとって、

学びたいと思ったときに学べる環境や外部とつ

ながる居場所があることは大変重要です。フリ

ースクールはその一役を担っており、本県にお

いても連携を図っています。 

 具体的には、令和２年度にフリースクールの

代表者、市町村教育委員会及び各教育支援セン

ター等の関係者で構成する連絡協議会を設置し、

不登校児童生徒の支援策等について情報交換を

行っています。 

 また、令和４年度からはスクールカウンセラ

ーとスクールソーシャルワーカーをフリースク

ールにも派遣できる体制を整えました。さらに

本年１月には、フリースクールからの要望に応

え、スタッフ研修を実施しました。 

 加えて今年度からは、不登校の児童生徒を対

象に整備した自宅で学べるオンライン学習支援

システムを、フリースクールにおいても利用で

きるようにしています。 

 今後もこのような支援を継続しつつ、フリー

スクール利用者の負担軽減に向けた支援の在り

方については、まずは国の考え方や他県の状況

等を注視していきたいと考えています。 

井上副議長 澤田友広君。 

澤田議員 ありがとうございました。今言って

いただいたとおりですが、フリースクールに通

わせたい世帯がたくさんあるのは事実です。や

はり非常に難しいことであるかとは思うんです

が、ぜひ様々な角度から検討いただきながら、

負担増を負担減に変えていただくような施策も

あわせて行っていただきたいなと思いますので、

要望ですが、ぜひよろしくお願いします。 

 次に、夜間中学についてお尋ねします。 

 夜間中学開校について我が党は継続してお願

いしていますが、依然として開校には至ってい

ません。 

 そのような中、先日、福岡市で令和４年に開

校した夜間中学校の福岡きぼう中学校に視察に

伺いました。開校までのプロセスの中で課題と

なったのは、やはり夜間中学に通学したい希望

者が何人いるのか、そのニーズの把握の問題で

した。 

 私は国が定めた教育機会確保法の観点から言

えば、希望者がたとえ少なくても開校する義務

があると思っていますが、他方、税金で運営す

る行政としてはニーズ調査が必要であり、その

開校の判断材料になるのは仕方がないと思いま

す。視察に訪れた学校も同じようにニーズ調査

を頻繁に繰り返したと伺いました。福岡市の例

では、調査の期間は１か月間でチラシ形式の調

査票を公共施設等に設置したほか、市教育委員

会ホームページに案内を掲載し、郵便はがき、

インターネット、メールなどで回答をお願いし

た結果、有効回答数が２５６件あったとのこと

でした。非常に苦労して２５６件の回答を得た

と言われていました。 

 本県においては、令和５年度、試験的に模擬

夜間中学を開設し、検証を行うとともにニーズ

調査を実施したと聞いています。もちろん学び

たいと希望している方が広い大分県内の各地に

点在しているなどの諸課題はあるかとは思いま

すが、得られた結果とその課題を十分に検証す
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るとともに、調査方法を精査しながら県民の皆

様に広く周知し、さらなるニーズの掘り起こし

につなげ、夜間中学校の設置に向けて検討を進

めていく必要があると思います。 

 こうしたことを踏まえ、調査方法の検証や再

検討を含め、夜間中学校の開校に向けた現在の

検討状況について教育長に伺います。 

井上副議長 山田教育長。 

山田教育長 県民への周知とニーズ把握を目的

として、平成２９年度以降、公共施設やコンビ

ニエンスストア等にアンケート付チラシを３万

５千枚以上配布してきました。また、令和２年

度からは、近年の在留外国人の増加を踏まえ、

日本語教室の生徒に直接聞き取り調査を実施す

るとともに、国際交流団体等の協力を得て、複

数言語でのＷｅｂによるニーズ調査も行いまし

た。昨年度は、より詳細にニーズを把握するた

め、県内６か所で模擬教室を実施したところ、

全県から３１人の参加がありました。参加者か

らは、学べなかったことが今でも悔しい、不登

校やひきこもりを経験した方にとって大切な学

校になるといった声が寄せられ、一定のニーズ

が確認できました。また、本年３月の総合教育

会議においても、夜間中学が本県に必要である

との結論に至りました。 

 現時点で把握している対象者は９人ですが、

直近の令和２年の国勢調査では県内の義務教育

未修了者は９，２８０人いるとされています。

夜間中学は、このような方々への教育機会の提

供に資するものであり、引き続き検討を重ねて

いきます。 

井上副議長 澤田友広君。 

澤田議員 ありがとうございました。開学が必

要であると言われていましたので、開学に早急

に進展を進めていっていただきたいなと思いま

す。 

 この夜間中学に学びたい方は、今、教育長が

言われていたように、様々な方がいると思いま

すが、私思うのは、その中でも中学校で不登校

になった子どもさんたち、この子どもさんたち

はやっぱり学んでいないという現状があって、

今社会的には、例えば通信制の高校に行って高

校卒業の検定を受けたりとかしながら高校卒業

の資格を取ることもできるんですが、そういっ

た方は通信制の高校に行っても学力が足りない

から勉強に追い付かずに、そこでまた断念する

ケースもあるんではないかなと思います。 

 したがって夜間中学１年間だけかもしれない、

でもその１年間通っていただいて、そこである

程度の修学を身に付けて、そして次のステップ、

通信制高校に行くなり進学塾に行くなりという

ステップが踏める、そういった希望の場所に私

はなるんではないかなと強く思っていますので、

様々な課題もあるかとは思いますが、本当に未

来の子どもたちのために、ぜひ御検討をよろし

くお願いします。 

 次に、県立高等学校のトイレについてお尋ね

します。 

 毎年度、県立学校の施設整備に対し御尽力い

ただいており感謝します。しかしながら、保護

者の皆様から、県立高等学校施設の一部が劣化

しており、少し心配との声も聞くことは事実で

す。中でも要望として多いのは、トイレの洋式

化とトイレ内の改修についてです。 

 令和５年度の文部科学省調査によると、本県

の洋式化は特別支援学校においては９２．２％

と全国平均の８８．４％を上回っていますが、

そのほかの県立高等学校の洋式化率は低いので

はないかと心配しています。災害時には避難所

となる高校もあることから、早期の洋式化はも

とより家庭に近い環境を整えるという意味で、

洗浄便座の設置も望まれます。 

 こうしたことを踏まえ、洗浄便座の設置も含

めて、県立高等学校におけるトイレ洋式化の現

状と今後の改修計画について教育長に伺います。 

井上副議長 山田教育長。 

山田教育長 県立高校のトイレの洋式化につい

ては、校舎等の施設改修を行う中で計画的に進

めてきており、洋式化率は令和元年の４４．４

％から令和５年には６３．３％に上昇し全国平

均の６１．９％を上回っています。 

 改修にあたっては、床をタイルからビニール

製の床シート張りに変更する乾式化や手洗い器

の蛇口の自動水栓化を進めるなど、衛生面にも
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配慮しています。 

 また、支障が生じているトイレについては、

改修を前倒しするなど、柔軟に対応しています。 

 なお、生徒用トイレの洗浄便座については、

バリアフリーに対応した多目的トイレを中心に

整備を進めており、本年４月現在、４０校中２

４校に設置しているものの、設置率は２．９％

にとどまっています。 

 トイレの改修には多額の費用を要することか

ら、国に対しても全国知事会等を通じて財政支

援を要望しているところであり、今後とも学校

からの要望や他県の状況も考慮の上、計画的に

整備していきます。 

井上副議長 澤田友広君。 

澤田議員 ありがとうございました。本当に財

政的な部分もあるかと思いますが、推進をお願

いします。 

 もう一つ、ちょっと私気になることがあり、

実は小中高等学校にある屋外のトイレの老朽化

もあわせて進んでいると保護者からお聞きして

います。特に校舎に入れない土日にかけては、

グラウンドで部活動を行う学生が屋外トイレの

順番待ちのためであったり、また、屋外トイレ

がそもそも使えないということで、近隣の店に

トイレを借りるケースが多いようです。また、

地元の住民が学校のグラウンドを使用する際に

も和式トイレしかなく不便との声もお聞きして

います。 

 このような現状を踏まえ、一度学校の屋外ト

イレの劣化調査、また、その関係者への聞き取

り調査を実施していただきたいなと思っていま

すが、教育長に再質問します。 

井上副議長 山田教育長。 

山田教育長 屋外トイレについての御質問です。 

 学校施設のトイレについては、屋内外を区別

せず、屋外トイレは後回しとかいうことはなく、

学校からの要望に応じて整備を行ってきていま

す。 

 ただ、屋外トイレについては、例えば、休日

にグラウンドで運動部が練習試合をして何校も

集まってとか、あるいは地域の祭りとかイベン

トがあるとか、そういう一時期に大勢が集まる

ようなことを想定して屋外トイレを整備してい

ないものですから、さきほど議員言われたよう

に休みの日は校舎が閉まっているので、屋外ト

イレしか使えないということで不便をおかけし

ているような状況があるようです。改めて学校

に聞き取りを行い、現状を把握し必要があれば

対応を検討するということで考えています。 

 また、小中学校のトイレについても、市町村

教育委員会と問題意識を共有したいと思います。 

井上副議長 澤田友広君。 

澤田議員 ありがとうございました。部活動で

様々な大会をされるグラウンドというのは、あ

る程度決まっている場合もあるかと思いますし、

また優先順位の付け方として、どうやって優先

順位を付けて工事を行っていくかは、やはり現

場の皆様とよく議論していただきたいなと思っ

ています。 

 一番心配なのは、マナーという点で、トイレ

を使えないから近隣の商業地に行ってトイレを

させてしまうような教育はやっぱりよくないな

と私は思いますし、そこでちゃんと商品を買え

ば関係ないのかもしれないんですが、学校の都

合、グラウンドの都合でそういったことができ

ていないということがもしあるのであれば、そ

れはやはり教育としてもよくないと思います。 

 したがって、そういったところがあるのかな

いのか、また、そういったところがもしあるの

であれば、そこを優先して工事するとか、そう

いった検討を再度行っていただきたいと思いま

すので、要望ですが、よろしくお願いします。 

 最後に、県道６９６号高崎大分線の整備につ

いてお尋ねします。 

 県道６９６号高崎大分線は、由布市高崎から

大分市のかんたんとを結ぶ路線であり、途中の

柞原八幡宮へのアクセス道としても利用されて

います。それと同時に、下八幡において市道大

分港賀来バイパス線と接続し、市街地を通らず

して別府方面と大分インターチェンジ、南大分

方面とをショートカットができる生活道路とし

て使われています。国道１０号から柞原八幡宮

へのアクセスについては、ＪＲ日豊本線と交差

する箇所が３年ほど前に改良され、車の流れが
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随分スムーズになりました。一方で、市道大分

港賀来バイパス線との分岐後は１車線となり、

観光地である柞原八幡宮までのアクセスは必ず

しも改善されているとは言えないのが現状です。

一部において改良工事に着手している箇所もあ

りますが、なかなか完成までの全容が見えませ

ん。 

 こうしたことを踏まえ、柞原八幡宮までのア

クセス向上に向け、県道６９６号高崎大分線の

整備にどのように取り組んでいくのか、土木建

築部長に伺います。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 本路線は由布市と大分市

西部を結ぶ延長約８．１キロメートルの幹線道

路であり、柞原八幡宮へのアクセス道路となっ

ています。 

 このうち、西大分地区と高崎地区については、

国道１０号かんたん交差点から一部市道を経由

して、賀来や挾間方面へ向かう交通量が多いこ

とから、先んじて道路改良を行ってきました。

残る八幡地区においては、線形不良や幅員狭小

で離合が困難な箇所があり、安全性や走行性に

課題があると認識しています。 

 現在、大分市側の整備が完了した箇所から続

く延長７２０メートルの区間について事業を実

施しています。これまでに２２０メートルを供

用し、今年度は介護福祉施設周辺の２４０メー

トル間について供用を予定しています。 

 柞原八幡宮周辺については、現在着手してい

る区間の整備にめどが付き次第、事業化を検討

していきます。 

 引き続き地権者をはじめ、地域の皆様の御協

力いただきながら、着実に道路整備を推進して

いきます。 

井上副議長 澤田友広君。 

澤田議員 ありがとうございました。ここに関

しては、年末年始、非常に混み合って、本当に

住民の皆様は苦労されていますので、ぜひ早期

の開通をよろしくお願いします。 

 また、今回この路線を質問したのは、もう一

つ気になるところがあるためです。それは分岐

した市道大分港賀来バイパス線を進み、大分イ

ンター手前の大分市金谷迫に物流団地の開発が

進んでいます。これに伴い、現状よりさらに交

通が増加すると思われ、地域住民からは心配す

る声をお聞きします。 

 この物流団地の立地場所は、県道２１号線の

大分インターチェンジ出口付近に近い場所にあ

り、周辺では通常でも渋滞が頻繁に起こってい

ます。加えて、霧などで通行止めの際には高速

道路を使用できない車両が迂回路として周辺の

生活道路にも流入することから、物流団地の整

備後は周辺道路における朝夕の渋滞にさらに拍

車がかかることが懸念されています。 

 さきほども大分市内の渋滞対策の議論があり

ましたが、特に県都の入口であり、人流、物流

が集中する大分インター付近の渋滞対策を、国

土交通省や大分市など関係機関と連携しながら

進めていく必要があると思いますので、ぜひお

願いします。 

 また周辺には２級河川である住吉川の源流が

あります。地域住民が蛍を増やそうと大切に環

境を守っておられますので、ぜひこうした環境

にも配慮した開発となるよう県としても御配慮

いただければと思いますので、重ねてですがよ

ろしくお願いします。 

 時間が来たので、以上で質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手） 

井上副議長 以上で澤田友広君の質問及び答弁

は終わりました。清田哲也君。 

  〔清田議員登壇〕（拍手） 

清田議員 皆さんお疲れ様です。９番、自由民

主党、清田哲也です。 

 今回、質問の機会をいただいた会派の先輩、

同僚の議員の皆さんに御礼申し上げます。また、

今日、佐伯市から、本匠、蒲江から市議時代の

先輩御二方がいらっしゃっています。ありがと

うございます。 

 早速、一般質問に入ります。 

 まず、林業及び水産業の振興についてです。 

 まずは林業振興について伺います。 

 林業は森林という自然の恵みをいかし、植林、

伐採、加工、販売というサイクルを長い期間か

けて繰り返しながら営々と続けられてきた産業



第２回 大分県議会定例会会議録 第４号 

- 125 - 

です。その価値は、一つの産業という範囲にと

どまらず、山林や景観の保全、経済循環など幅

広い面で地域に欠かせないものとなっています。

特に県土の約７割が森林である本県においては、

その特色を強みとして利用できる非常に重要な

分野であることから、林業の成長産業化を目指

し様々な施策に取り組んできました。その結果、

本県の素材生産量は増加傾向にあり、目標の年

間１６０万立米を前倒しで達成しています。 

 一方で、長期的に見ると、林業を取り巻く環

境は決して順風満帆とは言えない状況です。日

本の林業産出額は１９８０年の約１．２兆円を

ピークに減少しており、近年、一時的な価格高

騰はあったものの、長期的に見ると木材価格は

下落傾向にあります。また、森林所有者の世代

交代や森林の所有者が地域外で居住することな

どにより、所有者の特定が困難な森林が増加し、

森林の施業集約化に多大な労力がかかってしま

う現状もあるようです。 

 植林から伐採、加工、販売まで長期的な投資

が必要な林業において、採算性を向上させ安定

的な収入が得られるようにするためには、様々

な取組をより一層推進していかなくてはなりま

せん。そうした点について、本県では循環型林

業の確立に向け、大径材加工施設の整備促進や

早生樹による再造林に取り組んでおり、労働力

確保策や機械導入に対する補助制度等の相乗効

果もあり、佐伯市宇目地域では林業に従事する

若者も増えてきました。 

 特に農林水産研究指導センター林業研究部に

おける大径材有効利用技術の研究をはじめ、大

径材加工施設の整備促進は大径材需要の高まり

を先取りした期待の大きい施策だと思います。

これらの施策を継続、発展させていただき、本

県林業の課題を解決し、将来の成長産業化につ

なげていただきたいと思います。 

 また、今後人口が減少する中で、林業の持続

可能性を確保していくためには、ＩＣＴ等の活

用による省力化が欠かせません。私は、特に木

や森を育てる知識や経験のデータ化や林業機械

の操作研修など、経験の浅い林業従事者がより

効率よく働ける環境整備が重要であると考えま

す。本県でも林業におけるＩＣＴの活用推進に

取り組んでいると伺っていますが、今後より一

層の取組強化に期待しています。 

 こうしたことを踏まえ、本県林業におけるＩ

ＣＴ化の現状も鑑み、林業の振興にどのように

取り組んでいくのか、知事に伺います。 

 あとは対面席にて行います。 

  〔清田議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

井上副議長 ただいまの清田哲也君の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 清田哲也議員の林業振興についての

質問にお答えします。 

 本県では、充実した人工林資源を背景に、木

材の生産力強化と需要拡大に取り組んでおり、

令和４年の素材生産量は過去最高を記録するな

ど、一定の成果を上げています。 

 この流れをより力強いものとするには、伐っ

て使い、植えて育てる循環型林業を成長産業と

して確立することが重要であり、次の二つの取

組を進めていきます。 

 まず一つ目は、担い手の確保、育成です。 

 林業アカデミーや造林ＯＪＴ研修など、即戦

力となる人材育成の取組を進めたことで、新規

就業者は６年連続で１００人を超えています。 

 林業が安心して就業できる産業であるには、

人材の受け手となる経営体の育成も大切です。

このため、高性能林業機械の導入などによる経

営拡大や安全対策の強化に取り組む中核的な経

営体の育成を進めます。 

 二つ目は、大径材の活用と早生樹造林です。 

 本県の人工林は約半数が５０年生を超える一

方、２０年生以下は約１割にとどまっています。 

 持続的な林業経営を行うには、大径材の積極

的な活用と成長の早い早生樹造林を加速し、資

源の平準化を図ることが必要です。 

 このため、大径材の大規模加工施設の整備を

推進し、２×４（ツーバイフォー）材などの国

内シェア拡大を図ります。 

 また、早生樹の苗木生産拡大に向け、採穂園

やコンテナ苗の育苗施設を重点的に整備します。 

 これらの取組を進めていくには、議員御指摘
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のとおり、ＩＣＴ等の先端技術を活用した省力

化が欠かせません。 

 県内でも高精度な森林資源情報が効率的に把

握できる航空レーザー測量や苗木運搬用ドロー

ン等の導入が始まっています。 

 さらに、大径木の位置や材積、早生樹の植栽

地など様々な情報を一元化した森林クラウドシ

ステムの本格運用を来年度からスタートさせ、

広く利用を図ることで一層の省力化を進めます。 

 こうした取組を一体的に推進し、循環型林業

の確立に向けて林業を振興していきます。 

井上副議長 清田哲也君。 

清田議員 知事ありがとうございます。さきほ

ど若手林業家が増えていると言いましたが、彼

らの子や孫がしっかりまたおやじの後を継いで、

正に成長産業化というところで、今後も施策を

期待しますので、よろしくお願いします。 

 続いて、養殖漁業の振興についてです。 

 本県の水産業は全国でも有数の好漁場である

豊後水道等で行われている漁船漁業とブリ類を

はじめとする養殖漁業の２本柱です。漁船漁業

においては、何よりも漁獲量の低下が一番の課

題であるかと思います。県では資源回復を図る

ため、種苗放流と資源管理の両面から漁業者の

自主的な取組を促し、その内容に応じて放流種

苗の上乗せ支援を行っています。近年では、県

漁業公社の国東事業場の機能強化を行い、放流

量の増加にも取り組んでいただいています。 

 加えて、放流した種苗や天然の稚魚、幼魚の

生育環境の整備として、海藻を食べるガンガゼ

といった有害生物の駆除や増殖礁の設置により

漁場の整備を行っています。こうした漁船漁業

の振興については、昨日の阿部長夫議員の質問

における議論であったとおり、引き続きしっか

りと取り組んでいただきたいと思います。 

 私からは、もう一つの柱である養殖漁業につ

いて議論したいと思います。養殖漁業において

は、赤潮被害への対策、ブリの稚魚モジャコの

不漁時に備えた人工種苗の安定供給等、適時、

課題解決に向けた取組が進められていることに

改めて感謝します。 

 一方で、直近の課題としては、畜産と同様に

飼料価格が高騰しており、事業者の経営を非常

に圧迫している現状です。この飼料の自給体制

を構築しようにも、もともと飼料の原料が魚で

あり、そもそも漁船漁業の漁獲量が減る中で、

原料の魚を輸入に頼るしかない現状では構築の

しようがない現状です。価格転嫁をしても需要

が落ちない取引環境ができないものかと常々思

っています。 

 そのためには、本県の養殖業のブランド力を

高めていくことが大事であり、その必要条件が

市場への安定出荷です。しかしながら、そのハ

ードルとなっているのが種苗の確保です。例え

ば、ブリでは天然種苗の入手時期が限定されて

おり、そのために４月から６月の出荷量が減少

し、いわゆる端境期が生じているのが現状です。

本県でも安定出荷に向け様々な取組を展開して

きたと承知していますが、今後、一層の取組強

化に期待しています。 

 こうしたことを踏まえ、養殖業の振興にどの

ように取り組んでいくのか、農林水産部長に伺

います。 

井上副議長 渕野農林水産部長。 

渕野農林水産部長 養殖業が安定した経営を続

けていくためには、マーケットニーズへの対応

を意識しながら競争力のある商品を供給するこ

とが不可欠です。 

 このため、かぼすブリなど特色あるブランド

魚の開発や米水津のフィレ加工施設の活用など

により付加価値の向上を図り、販売の促進に努

めてきました。 

 そうした中、本年８月には、いよいよ蒲江の

養殖ブリ加工施設が竣工し、米水津と合わせる

と、年間１００万匹の処理能力を有する加工体

制が整います。蒲江の施設では、刺身用のサク

や切り身など多様化する国内外のマーケットニ

ーズにも的確に対応できることとなり、それが

価格の下支えにもつながっていくものと思いま

す。 

 一方、天然種苗によるブリ養殖では、産卵期

の品質の低下に伴い、４月から６月が端境期と

なることが課題となっています。そのため、県

では天然種苗より遅い８月に生産した種苗を生
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産者が秋から養殖し、その端境期の出荷を可能

とする生産技術を既に開発しました。 

 この技術を漁業公社へ移転し、生産した種苗

を蒲江南部の温暖な海域でさらに育成した後、

養殖開始に適した春の時期に生産者へ供給する

体制を構築することで、課題でした端境期にお

ける出荷量の増大に努めていきます。 

 これらの取組を着実に進め、マーケットに対

応した養殖業の振興に一層取り組んでいきます。 

井上副議長 清田哲也君。 

清田議員 蒲江の加工場に際しても多大な御支

援いただいたことお礼申し上げます。 

 正に加工というところで出荷していかないと、

今、若い方々も家で１匹さばくこともなかなか

ないですし、また海外となれば、なお一層のこ

とだと思います。私も出刃包丁を買って１回や

ってみたんですが、大変おいしいあら煮ができ

ました。身がいっぱい付いている。刺身の身を

よく取れないという意味で非常に難しいなと。

今後も引き続きの取組をよろしくお願いします。 

 それと、飼料高騰ですが、なかなか直接的支

援は難しいんですが、漁協が農林水産省、水産

庁に対して漁業経営セーフティーネット構築事

業の漁業者・養殖業者の負担割合が今１対１で

あるのを、何とか国３、養殖業者１という要望

もしています。飼料価格の高騰という鹿児島、

宮崎、長崎、愛媛、養殖が盛んなところは多分

同じ苦しみを今抱えています。 

 知事、部長、他県とも情報交換しながら、協

働で問題解決に向けての取組を考えていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 続いて、次の質問です。 

 広域交通ネットワークの形成についてです。 

 佐藤知事が就任されて以来、特に本県の今後

の発展に不可欠である広域交通ネットワークの

形成について、地理的な優位性や並行在来線、

費用の問題など、様々な観点から議論がなされ

ていますが、私は時間軸や技術の進歩といった

観点がしばしば忘れられがちなのではないかと

感じています。 

 県民を挙げて新幹線を実現するという前提に

立ったとしても、他地域の例を鑑みると、運行

等の開始は早くても５０年は先になると考えら

れます。５０年先の未来では、自動運転技術の

進化が期待でき、物流や人流の概念も大きく変

化すると思われます。 

 こうした技術の進化も考慮して考えると、私

は一つの案として豊予海峡における道路の整備

を本格的に検討してはどうかと思います。 

 もちろん基本計画路線である四国新幹線の議

論があることは承知しています。しかし、一般

的に新幹線は都市部と高速で結ぶことにより、

誘客等多くの旅客の利便性を高めることを期待

するものであると思います。その意味で言えば、

大阪と大分を結ぶとされている四国新幹線にお

いても、四国側は主に大阪を見ているわけであ

り、松山以西の豊予海峡側の延伸には意識が向

き難い、つまり建設費の負担もなかなか理解を

示してもらえないのではないかと心配していま

す。 

 現に四国新幹線整備促進期成会のホームペー

ジでは、松山までは実線であるものの、大分へ

は点線となっています。四国４県は岡山を起点

とし瀬戸大橋を介して４県とを結ぶと表明して

おり、そのＢ／Ｃ（ビーバイシー）は１．０３

となっていますが、大阪から徳島、高松、松山

付近を通って大分に至るルートのＢ／Ｃは０．

３１しかなく、豊予海峡部分の整備はあくまで

も将来の構想とされています。 

 翻って道路整備という観点で考えてみると、

さきほど言った自動運転の進化は道路の優位性

をより一層高めると考えられますし、もし５０

年後に豊予海峡に道路ができていれば、中九州

横断道路や東九州自動車道などとの連結により、

本県は熊本、宮崎、鹿児島などから関西や関東

に向けた陸路の拠点になることができます。そ

うなれば、鳥栖などと並ぶ九州の一大物流拠点

として、産業振興や雇用の面で大きな利益を生

み出すと考えられます。 

 また、豊予海峡ルートを道路で整備すること

を前提とすれば、人流が中心となる東九州新幹

線は、福岡も関西も両にらみできる日豊本線ル

ートを基軸とし、豊予海峡ルートとの役割分担

を図ってはどうかと思います。特に東九州新幹
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線鉄道建設促進期成会には北九州市も構成員に

入っていることなどを鑑みると、今こそ関係各

県との連携をさらに強化し、国に強く要望すべ

きだと思います。 

 いずれにせよ、第１回定例会でも論点となっ

たように、議論を早急にまとめ、県民一丸とな

ってプロジェクトの推進を国に求めていく必要

があると考えます。そうしなければ、５０年後

が６０年後、７０年後と遅れ、本県は地域間競

争の中で埋没してしまうのではないかと危惧し

ています。 

 また、県民の団結に向け、私が非常に気にな

っているのは、現状、多くの県民には、知事が

描いている二つの夢が実現した後の姿が思い浮

かびにくいのではないかという点です。県民に

両プロジェクトを現実的なものと捉えてもらう

ためにも、これまで取り組んできた東九州新幹

線は人流中心であることから、日豊本線ルート

を基軸に整備計画路線への格上げを目指し、同

時に将来をにらんで豊予海峡は道路整備での議

論を進めるというように納得感のある戦略性を

持った議論の進め方が重要ではないかと考えて

います。 

 こうしたことを踏まえ、技術の発展も鑑みた

広域交通ネットワークの形成について知事の考

えを伺います。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 広域交通ネットワークの形成につい

てですが、まず大分県の未来創造のためには地

域やまちの魅力を高めて、人や物の流れを活性

化する広域交通ネットワークを充実させていく

ことが大変必要です。 

 もとより、高規格道路や新幹線の整備には長

い期間を要することから、議員御指摘の時間軸、

あるいは技術の発展等も重要な要素となります。 

 昨年設置した広域交通ネットワークの研究会

の委員からも、今後の検討課題として、次世代

モビリティなど新たな技術開発によりインフラ

の在り方が変わる可能性も指摘されています。

一方で、次世代モビリティ実用化後も、大量輸

送のエネルギー効率の面では、新幹線等の基幹

インフラの優位性が大きいという論点も示され、

正に国家プロジェクトとして国民的議論が必要

な点だと指摘されており、この点も重要なポイ

ントではないかと考えています。 

 それぞれのプロジェクトを進めるにあたって

は、全国の情勢をにらみながら、早期実現に向

けて戦略的に取り組んでいきます。 

 まず、豊予海峡ルートの道路整備については、

進捗中の中九州横断道路から延伸し、九州の強

みである半導体や農林水産物等を効率的に関西

方面へ、さらにその先へと運ぶ物流道路として

の効果も期待されます。折しも、海峡を横断す

る下関北九州道路が事業化に向けて動き出して

います。本県としても豊後伊予連絡道路が次に

続くプロジェクトとなるように国や関係機関等

への働きかけを今もしていますが、強めていき

ます。 

 一方、四国新幹線については、関係４県が積

極的に取組を進めていますが、東九州新幹線と

つながることで双方の価値が飛躍的に高まるこ

とから、両新幹線の整備計画への格上げに向け

て引き続き国等へ話をしていきます。 

 また、東九州新幹線については、将来の国に

よる法定調査を見越して、昨年度、本県がルー

ト案の比較調査を実施したことで関心が高まっ

ています。九州各県も様々な動きが生じてきま

した。先行する整備計画路線の状況を見ると、

格上げ後も複数のルート案が示され、着工間際

まで議論がされています。西九州新幹線もそう

ですし、敦賀から大阪までのルートも同じです。

本県においては、整備計画格上げ後の手続が迅

速に進むように、あらかじめ議論を尽くして、

県民や関係者の理解を深めながら機運を盛り上

げたいと考えています。 

 近い将来のリニア中央新幹線開通、東京－名

古屋－大阪によるスーパー・メガリージョンの

形成も視野に、九州だけでなく、中国、四国、

関西の各県、団体とも連携しながら、広域交通

ネットワークの整備推進に取り組んでいきます。 

井上副議長 清田哲也君。 

清田議員 知事、すみません、お言葉を返すよ

うですが、二兎を追う者は一兎をも得ずという

言葉があります。今の御答弁でいくと、非常に
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前向きでいいという反面、三兎、四兎を追うよ

うにも捉えるところもあるんですが、まず我が

県として最優先に目指すべき第一のゴールは東

九州新幹線の整備計画路線の格上げが私はまず

第一のゴールだろうと、そのように心の底から

思っていて、そのために九大ルートの検討を知

事が表明され、その結果程なくして、宮崎が八

代ルートと言い出して、これも一つの機運醸成

だろうと捉えていますが、正直、これは東九州

新幹線が目的達成するためには少しマイナスな

のかなと私は感じています。 

 またもう一つは、これは今月に入ってですが、

北九州市の商工会議所をはじめ、周辺自治体の

関係経済団体が福岡県知事のところへ、日豊本

線ルートを基軸とした東九州新幹線の建設促進

期成会、県内でしっかり盛り上げていってほし

いという強い要望を福岡県知事にしたというニ

ュースを目にしました。これも一つの機運醸成

で、これはプラスの要素であろうと私はそう考

えています。 

 いずれしても、インフラ整備、新たな大きな

公共事業ですので、これは道路にせよ、トンネ

ルにせよ、もちろん鉄道もそうですが、地域の

方々のいろんな思いとか、希望とか、多くの方

々の心が実ってこそ、一つの事業が始まってい

くのであると。これは身近な県道整備でもそう

ですし、長年要望して、一つの心がまとまって、

事業主体も事業に動いていくという、それをず

っと目の当たりに見てきているわけですが、今

こそ東九州新幹線は日豊本線が基軸であると、

その旗色を鮮明にして、正に人心が離れないよ

うに、心を一つにする時期が来たのではないか

と私は強く思っています。 

 正に知事が掲げる未来創造に欠かせないツー

ルですので、九州各県の東九州新幹線関係自治

体、鹿児島、宮崎、大分、北九州市、福岡県の

皆様方の心を一つにするリーダーシップを佐藤

知事には発揮していただき、東九州新幹線は日

豊本線ルートでしっかり要望していくんだとい

うこの英断が、新幹線が開通した際には歴史的

英断であったと言われることをしっかり心から

お願いします。機運醸成の時期が終わり、正に

整備計画路線の格上げに向けた、実行に向けた

熟慮、断行を早々に御英断していただきたいと、

そういう御意見と御提案をします。もし何かコ

メントがあったらお願いします。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 いろんなことを考えて御提案いただ

いたことに対して心から感謝します。 

 さきほど答弁しましたが、今までの先行する

整備計画路線の状況を見ると、いろんな路線が

示され、ただ、始点と終点だけを基本路線、そ

れを整備新幹線に格上げするというのが最初に

国で決まり、それからまたいろんな議論がされ

て、最終的にルートが決まっているという手順

を今まで取っています。その手順からすると、

大分を通る基本路線を整備新幹線に格上げして

くださいという、今までの要望の仕方をまずし

っかりしていくということが大事なのではない

かと考えていますが、これからいろんな議論を

さらに深めていただけると伺っていますので、

議論を重ねながら、どう進めていくかというこ

とも含め、議論したいと思っています。 

井上副議長 清田哲也君。 

清田議員 もうお言葉は返しませんが、今日の

議論を皮切りに、私は日豊本線ルートを基軸と

した東九州新幹線整備計画路線の格上げに向け

た動きが活発化していくことを期待と確信を持

ち、次の質問に移ります。ありがとうございま

す。 

 続いて、大規模地震等への備えについてです。 

 大規模地震時の早期避難の促進についてです。 

 年明け早々の能登半島地震、４月、桜の開花

を喜ぶ間もなく起こった台湾東部沖地震、そし

て中旬の豊後水道を震源とする最大震度６弱の

地震など、本県に大きな被害をもたらすと想定

されている南海トラフ地震への危機感を改めて

強くする地震が頻発しています。 

 東日本大震災以降、地震の揺れから身を守っ

た後、いかに津波から避難し、命をつなぐかと

いうことに重点が置かれてきました。自治会ご

とに構成された自主防災組織では、地区内の高

台に防災倉庫を設置し、年に数回避難訓練を実

施、防災倉庫内の非常食なども賞味期限ごとに
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入れ替えるなど、津波から逃げ、また逃げた後

の避難生活まで含めた防災意識の高まりは、広

く県民に根付いてきたように思います。防災士

資格も多くの方々が取得し、事前避難に関する

訓練も始まっています。 

 このように、県民の防災意識が高まっている

と感じる一方で、どうしても東日本大震災直後

のような緊張感、危機感は薄れてきており、マ

ンネリ化による避難訓練の参加率の低下や防災

倉庫の備品確認の頻度の低下などの懸念もあり

ます。さらに、コロナ禍で訓練の実施が困難で

あったことの影響もあるかと思われます。防災

士資格に関しても、取得しただけという方も多

いと思います。家庭においても非常食、水、懐

中電灯など災害への備蓄品を準備していないと

いう方々もまだまだいらっしゃるかと思います。

改めて今こそ防災意識をさらに高めていくこと

が大切だと考えます。 

 以上を踏まえ、改めて特に津波被害が想定さ

れる地域を中心に、県民の防災意識の向上も含

め、大規模地震時の早期避難の促進にどのよう

に取り組んでいくのか、防災局長に伺います。 

井上副議長 首藤防災局長。 

首藤防災局長 能登半島地震では、直後に津波

が発生しています。これにより多数の家屋が被

害を受けましたが、住民が助け合い、高台へ早

期に避難したことにより、多くの命が守られま

した。 

 本県では、議員も危惧される南海トラフ地震

への対策が喫緊の課題であり、早期避難を実現

するため、津波浸水想定区域での避難訓練実施

率１００％を目指しています。 

 しかし、コロナ禍により令和２年度の訓練実

施率は５０％台に落ち込み、その後、上昇はし

ているものの、昨年度も８３％にとどまってい

ます。 

 このため、今年度から、より実践的で取り組

みやすい訓練、例えば、非常持ち出し品チェッ

クとかハザードマップや避難場所の確認、ある

いは声かけ避難などの訓練等を市町村に提案し、

実施を促していきます。 

 また、避難訓練を担える防災士の育成に向け、

引き続き防災士スキルアップ研修にも取り組ん

でいきます。 

 加えて、来月から新たに地震時の早期避難等

を促すため「今しちょかんと、まにあワン」と

題したテレビＣＭ、これば犬が出て呼びかける

ＣＭですが、この新しいＣＭを放映することな

どにより啓発も強化していきます。 

 今後とも、しっかり備蓄、早めの避難、みん

なに声かけの取組を呼びかけ、県民の防災意識

の向上と早期避難の促進に粘り強く取り組んで

いきます。 

井上副議長 清田哲也君。 

清田議員 ありがとうございます。やはりコロ

ナの影響もあったということでしょうね。訓練

も実は私の身近なところも、何か前より訓練の

呼びかけが減っているなと思います。 

 一つ御提案、御要望なんですが、特に沿岸地

域の幼稚園とか小、中、高校がありますが、少

子化を逆手に取ったような提案になるんですが、

いざ津波から避難するときに、どうしても東北

でも津波にのまれてしまうとか間に合わないと

いうことがあります。生存率を上げるという意

味でも、大体今３千円とか５千円であると思い

ますが、いわゆるライフジャケットを沿岸部の

学校だけでもいいんですが、そういうところに

支給というか、これを身に付けて避難しましょ

うという取組も、これはどんなもんかなと思う

んですが、ちょっと御検討いただけたらなと思

いますので、要望としてお伝えします。 

 次の質問です。地震発生後の救命・救援ルー

トの確保についてです。 

 能登半島地震では、沿岸部の道路網が分断さ

れ多くの集落は孤立状態となり、水道をはじめ

とする生活インフラの復旧も遅れています。半

島地形がゆえに主要道路網は沿岸部に集中して

おり、改めてリダンダンシー確保の重要性を思

い知らされました。この状況を鑑み、佐伯市議

会では、鶴見半島の山中を縦断する林道を緊急

時の救命・救援ルートとして活用できるよう、

法面の補強や伐採等を行い、平時よりいざとい

うときに備えての維持管理をすべきとの提案が、

一般質問の中で地元、旧鶴見町出身の市議会議
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員からなされました。鶴見半島を縦断するよう

に山上を通る林道は、津波被害を受けることな

く半島沿岸部に点在する各集落へ到達できます。

市としても、土砂撤去や伐採を行い、緊急時の

使用に耐えられるよう維持管理を行っていくと

のことでした。 

 大分県の道路啓開計画では、地域ごとに啓開

計画を策定しています。啓開ルートを救命、救

援、復旧の三つに分類して、最優先の救命を目

的としたルートでは、おおむね１日以内での啓

開完了を目指すとし、救援ルートでは３日以内、

復旧ルートでは７日以内の啓開完了を目指すと

しています。県内各地域の主要なルートの啓開

計画が網羅され、ルートごとに地元建設業者の

担当まで設定されており、大変綿密な計画だと

感心しています。本計画の実効性を担保、補完

するという意味でも、半島地形の緊急時のルー

ト確保をどうするかをはじめ、能登半島地震を

教訓とした救命・救援ルートの確保が重要であ

ると考えています。 

 以上のことを踏まえ、地震発生後の救命・救

援ルートの確保にどのように取り組んでいくの

か、土木建築部長に伺います。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 県では、大規模地震発生

時に緊急車両などが通行する救命・救援ルート

を確保するため、啓開する道路の優先度やがれ

き・放置車両等の処理方法などを定めた大分県

道路啓開計画を平成２７年度に策定しました。 

 あわせて、県下各地で地区別計画を策定して

おり、建設業協会の各支部に御協力いただき、

啓開作業に従事できる人員や資機材の配置など

を定めています。 

 これらの計画については、道路整備の状況や

物資備蓄拠点の変化などを踏まえ、今年度見直

しを行う予定です。 

 議員御指摘の令和６年能登半島地震では、沿

岸部の主要幹線道路が大きく被災し、孤立集落

の解消に半月以上を要したことは記憶に新しい

ところです。この地震を教訓に、道路啓開計画

の見直しの中で、地形的な制約の多い半島部の

啓開の在り方についても検討していきます。 

 さらに、道路啓開計画の実効性を高めるため

に、計画に基づく防災訓練を実施します。 

 今後も、市町村や警察、消防など関係機関と

連携を密にし、いざというときの救命・救援ル

ートの確保に万全を期していきます。 

井上副議長 清田哲也君。 

清田議員 ありがとうございます。正にリダン

ダンシー確保は非常に重要であると痛感してい

ます。市町村が管理する道路を活用できるもの

は積極的に活用していくという部分と、市の予

算も厳しいですので、その維持管理も、なかな

かふだん通行がなければ維持管理も行き届かな

い。そうは言っても、地震時に路肩、法面の崩

壊が予想される路線等も多いと思いますが、そ

ういうところも含めて、関係市町村、特に地理

的にどうかなと思われる市町村と共に、調査研

究というところで、さらなる準備を進めていた

だけたらと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 次の質問です。河川災害時の早期避難の促進

についてです。 

 近年、防災・減災、国土強靱化の取組におい

て、地震対策などと並び水害対策のための河川

改良や堤防整備、ダムの建設・再生などに重点

的に予算配分がなされています。本県でもこう

した国の動きと合わせた取組はもとより、県単

独事業も積極的に実施して、県土強靱化、水害

対策を推進しています。 

 こうしたハード対策は頻発・激甚化する水害

対策への対応として非常に重要であり、引き続

きしっかりと取り組んでいく必要があります。

一方で、いくらハード対策を進めたとしても、

想定以上の豪雨等に見舞われる可能性は残りま

す。こうした場合にも人的被害を出さないため

にはソフト対策、特に発災前の早期避難の促進

が重要となります。 

 本県では、早期避難の促進にも従前から力を

入れてきました。市町村とも連携しハザードマ

ップを整備するほか、特に河川カメラや水位計

の整備を積極に進めてきたと認識しています。

しかしながら、昨年度の豪雨のような災害がい

つ起きるか分からない状況においては、不断の
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取組強化が不可欠です。 

 そうした中、本県では今年度から河川カメラ

等の有効性を高めるために、水位表示マークの

設置を行う方針であると伺っています。私は、

これは非常に重要な取組であると考えており、

その狙いやスケジュール等を県民にしっかりと

周知していく必要があるのではないかと思って

います。 

 こうしたことを踏まえ、河川災害時の早期避

難の促進にどのように取り組んでいくのか、土

木建築部長に伺います。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 早期避難には、自主的な

避難行動につながる迅速かつ分かりやすい防災

情報の提供や防災意識の向上が重要です。 

 このため、県では水位計や河川監視カメラの

増設をはじめ、市町へのハザードマップ作成支

援などを行い、防災情報の充実に努めています。 

 また、小中学生を対象とした土木未来（とき

めき）教室を開催し、洪水の仮想体験などを通

じて、子どもの頃から早期避難の大切さを学ん

でいただいています。 

 議員御指摘の水位表示マークは、Ｗｅｂ上に

公開しているカメラ映像から、洪水危険度を夜

間でも容易に確認できるよう可視化したもので

あり、自主的な早期避難を促す効果が期待でき

ます。 

 県では、８４の水位周知河川などを対象に３

か年で整備することとしており、昨年度大きな

浸水被害を受けた中津、日田地域などから順次

進めていきます。 

 今後もこれらのソフト対策を着実に実施する

とともに、市町村などと連携し、県民に広く周

知することにより、早期避難行動の促進につな

げていきます。 

井上副議長 清田哲也君。 

清田議員 大雨が降らないことを祈りつつ、整

備促進をよろしくお願いします。 

 次の県立高校の魅力化についてです。 

 県民の幸せな暮らしの実現には様々な分野で

の施策推進が必要ですが、中でも本県の未来を

担う子どもたちの育成は非常に重要であり、願

わくば全ての子どもたちが伸び伸びと健やかに

育ち、自分の夢に挑戦してほしいと思っていま

す。 

 そうした中、本議会でも議論が展開されたと

おり、さきほど澤田議員の質問でもありました

が、不登校児童生徒が増加傾向にあり、学校以

外の居場所としてフリースクールというものが

非常に大きな役割を担うようになってきていま

す。長野県では、不登校児童生徒の学習権の保

障を目的とした信州型フリースクール認証制度

と、その認証を受けた施設に助成する制度を４

月からスタートさせていると聞いています。県

が公的支援を行うにあたり、一定の学びの質の

担保を促すため、認証制度を構築することがポ

イントであると思います。こうした前例のない

取組の動向なども参考にしながら、各スクール

間のより一層の情報共有、またスクール職員の

スキルアップなどにより、その質を高めていっ

てもらいたいと思っています。また、フリース

クールへのスクールカウンセラー及びスクール

ソーシャルワーカーの派遣についても、できれ

ばフリースクール専任の人材配置ができないか

という御意見をいただいていますので、こちら

も検討をよろしくお願いします。 

 このように、多様な子どもたちの夢をかなえ

るためには、そのような不登校の児童生徒への

支援を充実させることとあわせて、公教育の出

口とも言える高校教育の充実が不可欠です。そ

うした中、県立高等学校と地域が連携し、生徒

の学力向上、学校の特色化を図る取組、そして

生徒の進路実現を図るとともに、地域に信頼さ

れ、中学生に選ばれる魅力ある学校づくりを推

進するプロジェクトとして高校魅力化事業があ

ります。 

 平成１８年度からの高校再編では、大学進学

等を見据えた学力向上に向け、県内どの地域に

おいても一定の教育環境を提供するという方向

性で高校改革を進めてきたと認識しています。

一部の学校だけでなく、県内のどの地域の学校

においても、生徒の学力を伸ばし、進路の充実

を図ることは、高校の魅力づくりにおいても大

変大事なことです。県内の全ての高校は、魅力
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化事業の採択の有無にかかわらず、中学生から

選ばれる学校になるべく、学力の向上はもとよ

り、特色を磨き、新たな取組に挑戦し魅力を高

めていくことは常に行われるべきと考えます。 

 さらに、学校経営の中で魅力化を図ることに

加え、地元自治体や地元企業との連携、協力体

制を構築し魅力化を図ることも重要です。佐伯

鶴城高校では、民間企業の協力で野球部の寮が

開設され、今年度から運営が始まっています。

早速その効果として、市外はもとより、兵庫県

からの新入生が来てくれました。もともとその

生徒が所属していた兵庫の硬式野球クラブの監

督が佐伯市出身者だったという御縁もあり、昨

年の夏のオープンスクールに御両親で参加して

いただき、進学実績、学校施設、野球の練習環

境等に納得いただいて、進学を決断していただ

いたと聞いています。 

 このように、それぞれの県立高校が有する歴

史、伝統、実績とその学校に勤務する先生方の

熱意に、地元自治体、企業、同窓会等の協力が

加われば、県外はもとより、国外からも選ばれ

る学校になるやもしれません。 

 しかしながら、このような好事例がありまし

たが、実は今年度、佐伯鶴城高校は定員割れで

した。第１回定例会、阿部英仁議員の代表質問

の答弁にもあったように、全県一区制のメリッ

ト、デメリットの検証はしっかり行っていただ

く必要性は感じていると、強くこれは言ってお

きます。 

 生徒が自由に行きたい学校を選べることはも

ちろん大切ですが、地域の学校が魅力を高め、

選ばれる学校であり続けることも非常に重要で

す。そのためにも、各県立高校の魅力を広く伝

えめるための情報発信や、自治体、企業との連

携を図るための支援をはじめ、魅力化をさらに

推進するべきだと考えています。 

 以上を踏まえ、学力向上も含め、その魅力化

にどのように取り組んでいくのか、教育長に伺

います。 

井上副議長 山田教育長。 

山田教育長 人口減少が進む中で、地域の高校

においては、その魅力を高め、学力向上に取り

組むことにより、地域の中学生に選ばれる学校

づくりを進めることが求められています。 

 例えば、佐伯鶴城高校では、国のスーパー・

サイエンス・ハイスクールの取組の中で地域連

携を図っています。地元で働くことの意義を企

業から学ぶ講演会や地場産業の魅力を探る企業

訪問などを通じて、地域への愛着を深める取組

を進めています。 

 このように、各校の魅力づくりが進む一方で、

成果の情報発信は決して十分とは言えません。

そのため、今年度の高校魅力化事業では、新た

にＰＲ動画の充実やＳＮＳ等を活用した魅力発

信に取り組むこととしています。 

 学力向上については、ＩＣＴの効果的な活用

などをテーマとして全ての高校が授業改善に努

めています。加えて来年度から段階的に地域の

高校の普通科の生徒に対し、数学や英語などの

習熟度別授業を遠隔配信することとしています。 

 今後も市町村や地元企業等と一層連携を図り

ながら、県立高校の魅力向上に取り組んでいき

ます。 

井上副議長 清田哲也君。 

清田議員 あと、佐伯鶴城高校は台湾との交流

も今年度から徐々に始まっていくということで、

何かＴＳＭＣに８割、９割就職する台湾の大学

があるそうで、行く行くはそちらの大学に指定

校推薦の枠をいただいて、佐伯鶴城生をそちら

に進学させたり、逆に台湾の中学生を佐伯鶴城

高校に進学してもらうような、そういうアピー

ル等々も含めて、何か考えているそうですので、

そういう取組がまた始ったら、ぜひ教育長、御

支援、後押しをよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 それと、フリースクールの件ですが、ソーシ

ャルワーカー、スクールカウンセラーの派遣は

ありがたいのですが、その生徒の担当の学校の

方がいると、どうしてもその生徒が相対したと

きに学校を強く意識する、または学校側の意見

をそのスクールカウンセラーが強く出してしま

う場面があるそうです。 

 そうなると昨今そんなに頑張らなくていいん

だよという価値観が広がっている中で、受け入
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れたフリースクールの先生は何で来るのだろう

と逆に思っちゃう場合もあるそうです。 

 そういうところも含めて、できれば専任の人

材配置も検討、研究していただけたらなと思っ

ていますので、よろしくお願いします。 

 それでは、最後の質問です。 

 国道２１７号戸穴バイパスに関してです。 

 国道２１７号は大分市を起点とし、臼杵、津

久見、そして佐伯に至る幹線道路です。非常に

緊急輸送道路の１次ネットワークとしての命の

道の役割もありますし、ふだんからの日常生活、

産業道路としても重要な道路です。 

 特に戸穴地区の区間については、戸穴トンネ

ルが非常に狭小であったことから、今整備を行

っていただいていますが、今年２月、工事現場

で事故があり、地元としては開通を非常に楽し

みしている中で、実際、開通スケジュールはど

うなるんだろうと心配している面がありますの

で、今後の国道２１７号戸穴バイパス整備の見

通しについて、土木建築部長に伺います。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 国道２１７号は県南部の

沿岸各都市を結び、社会経済活動を支える幹線

道路であるとともに、緊急輸送道路としても重

要な路線です。 

 そこで、幅員狭小や線形不良箇所の多い佐伯

市戸穴地区において、児童生徒の安全や大型車

などの円滑な通行を確保するため、平成２５年

度から延長約１.４キロメートルのバイパス事

業に着手しました。 

 こうした中、本年２月に新たなトンネルの掘

削中に発生した事故については、地元をはじめ

関係の皆様方には大変多大な御迷惑をおかけし

ました。 

 県では直ちに事故原因を調査し、再発防止策

を講じた上で、４月１日に工事を再開しました。 

 現在のペースで進めば、本年８月末までには

貫通する見通しであり、引き続きトンネル内の

舗装や照明などの工事を進めるとともに、来年

度にはその前後区間の道路工事に着手する予定

です。 

 今後も安全管理に十分配慮しながら、当初計

画どおり、令和８年度の全線開通に向けて事業

を推進していきます。 

井上副議長 清田哲也君。 

清田議員 地域住民も大変安心すると思います。

今後も安全に工事を進めていっていただきたい

と思います。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手） 

井上副議長 以上で清田哲也君の質問及び答弁

は終わりました。 

 次に、上程案に対する質疑に入ります。発言

の通告がありますので、これを許します。猿渡

久子君。 

  〔猿渡議員登壇〕 

猿渡議員 大変お疲れ様です。日本共産党の猿

渡久子です。２点について質疑します。 

 まず、第７３号議案、教職員定数条例の問題

で質疑します。 

 教職員については、これまで痛ましい過労死

も起きています。これは多忙な業務や長時間勤

務などが影響しているものと考えられます。 

 県内の小中学校では、特別支援学級在籍の子

も含めると１クラス４０人を超える実態があり、

まずこれを改善してもらいたい、こういう切実

な声が上がっています。また、爽風館高校の通

信制では、生徒の数が６年前の１．７倍になっ

ており教員の増員が必要です。省令改正があっ

たものの、スクーリングは今の職員数では多く

の生徒を一緒にして授業を行っている状況であ

り、レポートの添削や個別の対応も丁寧に行う

必要があるなど、学校現場は困難な中で本当に

頑張っておられます。 

 こうした中、国民の声に押され、小学校全学

年で３５人学級の実施が進んでいますが、大分

県としては、さらに上の学年へも拡大し、中学

校２年生、３年生も高校生も３５人学級とする

べきだと考えます。 

 私たち日本共産党は、２０年以上にわたり教

職員定数の削減に反対してきました。それにも

かかわらず、教員定数を減らし続けてきたこと

が現在の教員不足を招いている一因だと考えて

います。今こそ教員の定数を増やすこと、一人
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の教員が持つ授業の時間数を減らすことが必要

だと考えています。持ちコマ数の削減なしに長

時間勤務の解消はできないと専門家も指摘して

います。 

 そこで、以下の５点について教育長の答弁を

求めます。 

 まず、毎年度この時期に教職員定数の改定案

が提案されますが、今回の条例改正の理由と内

容、５年前との比較について、二つ目に、いわ

ゆる持ち帰り仕事の現状について、三つ目に、

教職員における昨年度の病気休職者の状況と、

そのうちの精神疾患者の割合について、四つ目

に、教職員の働き方改革の取組の現状について、

最後に、通信制課程の教員を含め、大分県とし

ても教職員定数を一層増やすとともに、国にも

定数増の働きかけを行うべきと考えますが、県

教委の見解を伺います。 

 以上５点について答弁を求めます。 

井上副議長 ただいまの猿渡久子君の質疑に対

する答弁を求めます。山田教育長。 

  〔山田教育長登壇〕 

山田教育長 猿渡議員から５点質問いただきま

した。 

 まず１点目の、今回の教職員定数の改正の理

由と内容です。 

 県立学校は、中央支援学校の新設等に伴い９

４人定数を増員します。また、市町村立学校は

今年度、小学５年生まで３５人学級を拡大した

ことなどに伴い１３人増員するものです。５年

前の令和元年度と比較すると、県立学校は１７

人の増、市町村立学校も４３人の増となります。 

 次に、２点目の令和５年度の県立学校の持ち

帰り仕事の時間です。１日平均、高等学校が２

２分、特別支援学校が１５分で、前年よりも高

校が２分、特別支援学校が３分減少しています。

持ち帰りの主な理由は授業準備となっています。 

 ３点目の昨年度の病気休職者数ですが、公立

学校全体で１０２人の病気休職者、そのうち精

神疾患者は８割の８０人となっています。 

 続いて４点目、働き方改革の取組の現状です。 

 これまでスクールカウンセラーやスクールソ

ーシャルワーカーなどの専門スタッフや教員の

仕事を支える支援スタッフの拡充、あるいはＩ

ＣＴの活用による業務効率化、部活動の改革等

に取り組んでいますが、残念ながら長時間勤務

の抜本的な改善には至っていません。 

 最後に、通信制を含めた教職員定数の改善は、

学校現場の長時間勤務の縮減や負担軽減のため

に必要と考えています。一方で、増員は多額の

財源を要するため、先週、知事から文部科学大

臣に、少人数学級のさらなる拡大と加配定数の

拡充及び教員の処遇の抜本的な改善等について、

直接要望したところです。 

 今後も、教職員が生き生きと働ける教育現場

の実現に向け、市町村教育委員会とも連携しな

がら、より実効性のある取組を進めていきたい

と考えています。 

井上副議長 猿渡久子君。 

猿渡議員 ありがとうございます。１点再質問

します。 

 高校や特別支援学校の持ち帰り仕事について

は答弁あったんですが、小中学校はかなり持ち

帰り仕事が多いかと思うんですが、把握されて

いるのか。十分把握されていなければ、しっか

り把握して今後の対応にいかしていく、働き方

改革にいかしていくべきだと考えますが、その

点どうでしょうか。 

 また、要望になりますが、教員定数の推移の

資料を見ると、データがある平成１４年度と令

和３年度を比べると、小中、県立高、合計して

２，０９５人も削減しています。病休者も精神

疾患者も増えています。定数削減がこれに影響

していると思います。今後も定数増に大いに頑

張っていただきたい。特に通信制については、

県単でもぜひ早急に増員をお願いしたいという

声を伺っていますので、その点もぜひ考えてい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

井上副議長 山田教育長。 

山田教育長 小中学校の持ち帰り残業の状況で

すが、県教委としては把握していません。とい

うのが、これは一人一人にアンケートを取って、

それを全て集計してということで、県立学校の

教員に対してのアンケートを実施したというこ

とで、小中学校、市町村立学校についてはデー
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タを持ち合わせていません。 

 教員定数の増については、国においても非常

に現状を重く見ており、先日公表された中教審

の審議のまとめにおいても、教員を取り巻く環

境整備の方向性ということで、働き方改革に加

えて教職員定数の改善等による指導運営体制の

充実の必要性が指摘されています。 

 したがって、こうした国の対策が確実に実行

されるように、しっかりと要望活動を引き続き

続けていきたいと思っていますし、また、県教

委としても現場の声を伺いながら、教員が子ど

もと向き合える時間が確保できるようにしっか

りと取り組んでいきたいと考えています。 

井上副議長 猿渡久子君。 

猿渡議員 中教審の審議まとめについては現場

から批判の声が上がっています。小中学校の持

ち帰り仕事を市町村教委を通すなどして把握し

ながら、今後にいかすべきと重ねて申し上げて、

次の質問に移ります。 

 一般会計補正予算に上がっている要介護認定

業務のデジタル化についてです。 

 このメリットや、大分市や別府市での実施ス

ケジュール、また、大分市や別府市以外の市町

村での導入に向けた考え方について、福祉保健

部長に伺います。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 本事業は、要介護認定の申

請から結果通知までの一連の事務の完全デジタ

ル化により、現在、全国平均で４０日を超えて

いる処理日数を３０日以内に短縮し、介護を必

要とする県民への迅速で適切なサービスの提供

を図ろうとするものです。あわせて、関係事務

の省力化や、紙の減量による行政の市町村の事

務経費の削減も期待しています。 

 大分市、別府市でも今回、おのおの速やかに

補正予算を編成して直ちに今年度事業に着手し、

今年度中の運用開始を目指します。 

 この事業を着実に実行して、両市の事業効果

を検証の上、来年度以降、県内の他の市町村へ

の横展開も視野に入れています。 

井上副議長 猿渡久子君。 

猿渡議員 認定を待っている方が早くサービス

を受けられるようにすることは大変大事なので、

県内に広げていただきたいと思います。 

 一方で、手続のデジタル化を進めても、訪問

介護の基本報酬の問題、今大きい問題になって

いますが、これが改善しない限り、介護サービ

スなどを迅速に、そして的確に提供することは

難しいと思います。 

 ３年連続で訪問介護事業所のうち、約４割が

赤字となっています。大分県内で５年間に９５

か所の訪問介護事業所が廃止になったと赤旗日

曜版が報じています。介護現場から介護報酬の

アップ、処遇改善、賃金アップこそが求められ

ているにもかかわらず、訪問介護の基本報酬が

この４月から２％から３％引き下げられ、不安

と抗議の声が大きく広がっています。 

 訪問介護は、要介護者の在宅生活を支えるた

めに欠かせない大事なものです。小規模の事業

所は経営が苦しいところが多く、別府のある訪

問介護ステーションの方からお聞きすると、今

の状況を維持するのが精いっぱいだと。利用者

は断れないがヘルパーを増やせる状況にないと。

加算はいつなくなるか分からない、加算と差引

きマイナスだという声が寄せられています。 

 また、他の方からは、まさか基本報酬が下が

るとは思わなかった、何のために介護保険制度

をつくったんでしょうか、在宅生活を支えるた

めのはずだったんではないですかと言われまし

た。在宅介護がこのままでは守れなくなってし

まうと。加算は下がっているし、処遇改善加算

の条件はとても厳しくて、必要書類が多過ぎて

人手不足のときに無理なんですと。管理者の自

分も現場に出ないと回らないような状況にあっ

て、書類は時間外にやっていると、矛盾だらけ

だと大変怒っていらっしゃいます。 

 また、ある利用者さんは、報酬引下げの新聞

記事を切り抜いて持っていて、ヘルパーさんに

こう訴えたというんですね。大丈夫なのかと。

あんたたちがおらんかったら私らどうなるんか

と、非常に心配してヘルパーさんに訴えたそう

です。報酬の引下げが今でも困難なヘルパー不

足をさらに生じさせて、それにより訪問介護事

業所の廃止が広がり、ひいては高齢者が住み慣
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れた家で暮らし続けることができなくなるとい

う状況が広がりかねないのではないでしょうか。 

 そこで、県内における訪問介護の基本報酬の

引下げの影響について福祉保健部長にお尋ねし

ます。あわせて、報酬のアップを国に求めるこ

とが必要だと考えますが、県の見解をお聞かせ

ください。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 今回の報酬改定の影響につ

いては、今後、国が実態調査を行い、利用者や

事業者の状況を把握する予定ということを、報

道でもありますし、私も先週厚労省の方に行き、

そういう予定を確認してきたところです。 

 国自身も、それから私どもも、最大の課題と

認識している介護人材の確保に向けて、今本県

では高齢者福祉課専任職員２人を配置して、か

ねてより事業所における処遇改善加算の取得を

後押ししています。 

 なお、本県も含め、多くの都道府県も同様の

課題認識を持っており、全国知事会等を通じて、

国に対し必要な措置を講じるよう、今最終局面

で調整しているところと伺っています。 

井上副議長 猿渡久子君。 

猿渡議員 今、部長から答弁あったように、介

護サービスの安定的な教育には人材確保も非常

に大事で不可欠な問題です。そのためには、ま

ず給与がしっかり確保されていなければならな

いと思います。 

 訪問介護の基本報酬だけでなく、全ての介護

分野でしっかり給与水準を確保する、そのため

には介護従事者の給与を全産業平均まで早急に

引き上げる必要があると思います。利用者負担

の転嫁の恐れがある介護報酬のみに頼ることな

く、国の負担を増やすことによって、介護従事

者の基本給を上げるように国に求めるべきだと

考えますが、答弁を求めます。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 再質問いただいたのでお答

えします。 

 再質問ということで、大まかな数字になる部

分を少し御容赦いただきたいんですが、本県に

おいては、平成２７年、今から１０年ぐらい前

になりますが、そのときに大分県内の全産業の

平均賃金と、それから、今、議員が言われた全

ての介護職、これ全体での平均賃金の差が当時、

約５万２千円ぐらいありました。平成２７年で

した。 

 それから、令和４年の辺りで１回比較してみ

ると、令和４年のところで４万円までの差に少

し縮まったということですが、今さらにまた１、

２年たっているので、恐らく今４万円を切って

いるところまで来ているかと思いますが、介護

保険制度の中で、これまでに継続的に処遇改善

や、いろんな工夫をしながら、合理化も図りな

がら、約１０年間で給与格差を他の産業という

か、全産業平均に少しずつ追い付いてきたとい

うことです。この間、県も、さきほど言ったよ

うに、事業者には改善の加算が取れませんかと

いうようなこと、いろいろ指導、御相談にも乗

って一緒にやってきたということです。 

 他の産業との賃金格差はまだあるではないか

という御意見、御指摘、当然否定するものでは

ありませんが、国内でも県内でも様々な業種の

方がある中で、こうした介護職員の処遇改善を

介護保険制度の中でどういう工夫をしながら、

何をどうやって処遇改善につなげていき他の産

業との格差を埋めていくかが正に今問われてい

ます。さきほど言ったように、国もその課題認

識を持っているので、今後、国政の場で速やか

な議論を進めていただくように我々もしっかり

と見ていきたいと思っています。 

 要望についてはさきほども言ったように、他

の県と一緒になって、全国知事会、あるいは九

州の知事会、そういったものを通じてしっかり

と出していくというようなことで考えています

ので、各県の状況も聞きながら、一つの流れを

つくっていきたいと思っています。 

井上副議長 猿渡久子君。 

猿渡議員 介護保険料はどんどん上がって、当

初の２倍以上になっているので、これ以上介護

保険料が上がるとか利用料が上がるとかいうこ

とではなくて、国の負担を増やすことが大事だ

と思っています。 

 介護保険料が上がっているから、サービスの
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質も高めていかなければならないと思います。 

 また、認定の問題ですが、対象者の生活実態

を十分に反映し切れていないのではないかとい

う声も聞いています。ふだんの生活の様子をも

っとしっかり踏まえた認定がなされるように、

県としても市町村に対してしっかり指導いただ

きたいと思います。 

 また国では、利用料の２割負担の対象拡大と

か、要介護１・２を保険給付から外すとかケア

プランの有料化などの動きがあります。これは

利用者負担をますます増やしてしまう。断固反

対です。県も一緒になってこれらを…… 

井上副議長 質問時間を超過しましたので、簡

潔にお願いします。 

猿渡議員 実施しないように国に求めていただ

くように要望し、私の質疑を終わります。あり

がとうございました。（拍手） 

井上副議長 以上で猿渡久子君の質疑及び答弁

は終わりました。 

 これをもって一般質問及び質疑を終わります。 

 ただいま議題となっている各案のうち、第６

５号議案から第７３号議案まで及び第１号報告

並びに今回受理した請願１件は、お手元に配布

の付託表及び請願文書表のとおり所管の常任委

員会に付託します。 

 なお、他の委員会にも関連のある案について

は、合い議をお願いします。 

―――――→…←――――― 

 

付        託        表 

件          名 付 託 委 員 会 

第 ６５ 号議案 令和６年度大分県一般会計補正予算（第１号） 総 務 企 画 

福祉保健生活環境 

第 ６６ 号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について 総 務 企 画 

第 ６７ 号議案 大分県税条例等の一部改正について 総 務 企 画 

第 ６８ 号議案 大分県税特別措置条例の一部改正について 総 務 企 画 

第 ６９ 号議案 大分県の事務処理の特例に関する条例等の一部改正につ

いて 

総 務 企 画 

第 ７０ 号議案 大分県国民健康保険条例の一部改正について 福祉保健生活環境 

第 ７１ 号議案 大分県幼稚園型認定こども園等の認定の要件を定める条

例等の一部改正について 

福祉保健生活環境 

第 ７２ 号議案 工事委託契約の締結について 土 木 建 築 

第 ７３ 号議案 大分県立学校職員及び大分県市町村立学校県費負担教職

員定数条例の一部改正について 

文 教 警 察 

第 １ 号報告 大分県税条例等の一部改正について 総 務 企 画 

 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 特別委員会設置の件 

井上副議長 日程第２、特別委員会設置の件を

議題とします。 

―――――→…←――――― 

 特別委員会設置要求書 

 次のとおり特別委員会を設置されるよう会議

規則第６６条の規定により要求します。 

記 

１、名称 

 広域交通ネットワーク特別委員会 ～広域交

流・観光・産業の振興～ 

２、目的 

 東九州新幹線、豊予海峡ルート、広域道路ネ

ットワークの整備と、これらに伴う広域での

経済交流や人的交流の促進、観光振興、産業

振興などについて調査研究を行う。 

３、期間 



第２回 大分県議会定例会会議録 第４号 

- 139 - 

 令和６年６月２１日から令和９年３月３１日

まで 

４、付託する事件 

 １、東九州新幹線について 

 ２、豊予海峡ルートについて 

 ３、広域道路ネットワークについて 

 ４、広域交流、観光振興、産業振興について 

５、委員の数 

 １５人 

 令和６年６月２１日 

発議者 大分県議会議員 御手洗吉生 

 〃     〃    志村  学 

 〃     〃    宮成公一郎 

 〃     〃    小川 克己 

 〃     〃    森  誠一 

 〃     〃    大友 栄二 

 〃     〃    木付 親次 

 〃     〃    古手川正治 

 〃     〃    吉村 尚久 

 〃     〃    木田  昇 

 〃     〃    二ノ宮健治 

 〃     〃    玉田 輝義 

 〃     〃    戸高 賢史 

大分県議会議長 元吉俊博 殿 

―――――→…←――――― 

井上副議長 御手洗吉生君ほか１２人の諸君か

ら、お手元に配布のとおり特別委員会設置要求

書が提出されました。 

 これより質疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、これを許します。

末宗秀雄君。 

  〔末宗議員登壇〕（拍手） 

末宗議員 特別委員会設置ということで質問し

たいんですが、御手洗議会運営委員長が答える

ということで非常に楽しみなんだね。 

 まず、大分県議会の今の在り方、日本の政治

もそうなんだが、民主主義という中でこの議会

が構成されているわけですが、私、一番に思っ

たのは、民主主義の原点、どこにあるんだろう

なと。 

 一つは、私に言わせれば、ギリシャの全員平

等でやる民主主義、全員参加。次がローマ、ロ

ーマは帝国になったもんだから、ある程度見識

のある人に政治を任せる形の民主制度。そして、

イギリスは王権があって、マグナ・カルタとい

うのが１２１５年にできたんだが、それで王権

と諸公が一緒になって、人民と一緒に政治をや

っていこうというマグナ・カルタからの制度。

フランスは、１７８９年、フランス革命でロベ

スピエールとか、ダントンとか、マラーとか、

そういう組が頑張ってフランス革命を起こした

んだが、自由、平等、博愛の下にフランス共和

政ができたんだが。 

 そういう中でやってきて、まず御手洗委員長

はどういう制度を考えて今、大分県議会の議運

の委員長としての立場を果たそうとしているの

かを伺います。 

井上副議長 ただいまの末宗秀雄君の質疑に対

する答弁を求めます。御手洗吉生君。 

  〔御手洗（吉）議員登壇〕 

御手洗（吉）議会運営委員長 末宗議員の質疑

に対する答弁を行います。 

 まずは、この特別委員会は、議長から、県の

重要な施策である東九州新幹線や豊予海峡ルー

トなどについて議会としても議論すべきとの提

案があり、各会派代表者会及び議会運営委員会

で議論してきたものです。 

 この先例により、特別委員会を設置する必要

があるときは議会運営委員会に諮り、了承を得

た後、同委員が発議者となっており、本日提案

したところです。 

 定数についても前任期に設置された新型コロ

ナウイルス感染症対策特別委員会及び現在設置

されている経済活性化対策特別委員会と同数の

１５人となっています。 

 まずは、委員の選任については、先例により、

議会運営委員会の各会派の割当てを決め、個々

の人選は会派で行うこととしており、割当ては

会派の人数按分によって一人会派については３

会派から１人としています。 

 なお、委員でない議員については、これまで

も各委員会において委員外議員の出席を認め、

発言する機会も設けていますし、この特別委員

会の取扱いについても、設置後、特別委員会に
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おいて論議されるものと承知しています。 

井上副議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 なかなか議論がかみ合わないような

感じなので、議長、しっかりよろしくお願いし

ます。 

 言いたいのは、今、世界の紛争でロシアがウ

クライナに侵略したり、ハマスがイスラエルに

爆弾をしかけて、それから今、虐殺から何から

ハマスの絶滅とかいって非常に不安定な時代が

起きているんだが、今、日本がやっている民主

主義、これは民主主義が本当に成り立っている

国はヨーロッパだけしかないんよね。本当に民

主主義という国に。日本は微かに真似している

んだが。 

 そういうキリスト教社会が民主主義をある程

度つくってきたわけだが、他の宗教によって違

う国はなかなか難しい。例えば、日本でも仏教

が主。その中で日本の特殊性は、特に島国、島

国根性がいい面と悪い面でまん延している中で、

この民主主義を今実践しているわけだがね。 

 前置きはここら辺りにして、今、御手洗委員

長が定数のことも、まだ聞きもしないんだが答

えたんです。定数が今回１５人になっている。

その１５の意味が私は分からない。例えば、特

別委員会だったら、予算特別委員会は議長を除

く全員、そして、決算特別委員会は大体半分ぐ

らい。特別委員会だからね。そういう形も当然

あり得るんだが、この１５とかに固執する根拠

と意義、まずそこら辺りからお聞きしたいと思

います。 

井上副議長 御手洗吉生君。 

御手洗（吉）議会運営委員長 さきほど述べた

とおりですが、直接議案に関係ないと思えるも

のは答弁を差し控えます。（「１５人に関係あ

るから聞いている」と発言する者あり） 

井上副議長 御手洗吉生君。 

御手洗（吉）議会運営委員長 委員の定数につ

いては、前任期に設置された新型コロナウイル

ス感染症対策特別委員会並びに今現在設置され

ている経済活性化対策特別委員会と同数の１５

人にしたものです。 

井上副議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 議論がかみ合いました。 

 さきほど僕が言った予算特別委員会と決算特

別委員会の定数のことは触れられなかったが、

一応答えたからいいんだが、次に、さきほど付

託する事件の内容、例えば、東九州新幹線につ

いてと豊予海峡ルートというのは、ここを見れ

ばぴしゃっと分かるわね。そしたらその次は、

広域道路ネットワークというのは相当広くなる。

４番目の広域交流、観光振興、産業振興となる

と、まだ分からない。各分野、広けりゃ広いで

も構わないんだが、そこら辺りの説明も何もな

かったからね。 

 しかも、東九州新幹線については、さきほど

清田議員が日豊本線ルートでやるべきだと知事

に迫っていたが、知事はなかなか、のらりくら

りと、訳分からなかったんだがね。 

 要するに、県民の世論が分断されるテーマよ

ね。それをとことんこの委員会でやるのかどう

か。 

 それと、東九州新幹線にしても、豊予海峡ル

ートにしても、権限は国にあるわけや。県から

は整備新幹線ルートとかの陳情という形、要求

という形で行っていかざるを得ないんだが、そ

ういう中で、その論議を県民世論を分断してけ

んかさせてまで徹底的にやるかどうかについて

お聞きしたいと思います。 

井上副議長 御手洗吉生君。 

御手洗（吉）議会運営委員長 さきほども述べ

ましたが、この特別委員会は議長から、県の重

要な施策である東九州新幹線や豊予海峡ルート

などについて議会として議論すべきとの提案が

あり、各会派代表者会及び議会運営委員会で議

論したものです。 

 よって、設置に向けて取り組んでいくという

ことです。 

井上副議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 御手洗委員長とも、議論が成り立ち

出したから面白いんだけどね。 

 そういう問題と、もう一つ、これは質問じゃ

なくてもいいが、余りにも広域交通道路ネット

ワークといったらちょっと広くて、私の地元の

ところで宇佐国見道路というのが、僕が議員に
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なる前だから、もう三十数年前からずっと提案

して、あの当時は自民党の県連会長だった堤 

隆一さん、そして、大分県庁のＯＢの永松市長

が豊後髙田市長だったが、一生懸命一生懸命、

毎年大会をやってきたんだが、平松知事、広瀬

知事からはねのけられて結局できないままに今

なっているんだがね。そういう問題も含まれて

くるのだなというような感想も持っています。

これは質問ではないからいいが。 

 次に、さきほど御手洗委員長が、議長より諮

問があったと。当然そうなんだろうなと。 

 それはいいんだが、この大分県議会は議長は

４年任期だが、よく２年で辞めるんや。突然、

個人的な理由で辞表を出す。そしたら、この任

期が令和９年３月３１日までとなっているが、

議長が交代した時点で、この委員会の性質が変

わってくるわけよね。そこら辺りを、議長が変

わらな僕は何にも質問する必要はないんだが、

変わったときにはどうするのかという定義をち

ょっとお聞きしたいと思います。 

井上副議長 御手洗吉生君。 

御手洗（吉）議会運営委員長 設置についての

発言がありましたので、それを議会運営委員会、

代表者会での論議を踏まえて本日提案している

わけであり、以下の部分については議案に関係

がありませんので、回答は差し控えます。よろ

しいですか。 

〔末宗議員は首肯し、親指と人差し指で輪を作

りその他の指を伸ばす手信号にて了解の意思を

示す〕 

井上副議長 末宗秀雄君。 

末宗議員 いろいろ縷々述べたんだが、要する

に民主主義の根底の少数意見の尊重というのが

なかなかできない。これが日本の民主主義の限

界とも思うんだが、なかなかそういうのに対応

できない民主主義なんだが、これは私の生まれ

た国やからしようがない。これを否定すること

も何もしない、努力していくだけだなと私は思

っていますがね。 

 私はこの特別委員会自体を否定するものでは

なくて、いろんな角度から議論を尽くすのが非

常にいいことだと私は思っていますので、これ

をもって質疑を終了したいと思いますが、御手

洗委員長、御苦労様でした。 

井上副議長 以上で末宗秀雄君の質疑及び答弁

は終わりました。 

 お諮りします。要求書のとおり広域交通ネッ

トワーク特別委員会を設置し、本事件について

付託の上、期間中、継続調査に付することにし

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井上副議長 御異議なしと認めます。 

 よって、要求書のとおり広域交通ネットワー

ク特別委員会を設置し、本事件について付託の

上、期間中、継続調査に付することに決定しま

した。 

―――――→…←――――― 

 広域交通ネットワーク特別委員会に付託する

事件 

１、東九州新幹線について 

２、豊予海峡ルートについて 

３、広域道路ネットワークについて 

４、広域交流、観光振興、産業振興について 

―――――→…←――――― 

井上副議長 お諮りします。ただいま設置され

た広域交通ネットワーク特別委員会の委員の選

任については、委員会条例第５条第１項の規定

により、お手元に配布の委員氏名表のとおり指

名したいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井上副議長 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名した１５人の諸君を広

域交通ネットワーク特別委員に選任することに

決定しました。 

―――――→…←――――― 

 広域交通ネットワーク特別委員会委員氏名表 

        御手洗吉生 

        志村  学 

        宮成公一郎 

        小川 克己 

        森  誠一 

        大友 栄二 

        木付 親次 
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        古手川正治 

        吉村 尚久 

        木田  昇 

        二ノ宮健治 

        玉田 輝義 

        戸高 賢史 

―――――→…←――――― 

井上副議長 なお、特別委員会は、委員長及び

副委員長互選のため、閉会後、お手元に配布の

特別委員会招集通知書のとおり、委員会を開催

願います。 

―――――→…←――――― 

井上副議長 以上をもって本日の議事日程は終

了しました。 

 お諮りします。２４日、２５日及び２６日は

常任委員会開催のため、２７日は議事整理のた

め、それぞれ休会としたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井上副議長 御異議なしと認めます。 

 よって、２４日、２５日、２６日及び２７日

は休会と決定しました。 

 なお、２２日及び２３日は県の休日のため休

会とします。 

 次会は、２８日定刻より開きます。日程は、

決定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

井上副議長 本日はこれをもって散会します。 

午後３時２５分 散会 
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令和６年第２回大分県議会定例会会議録（第５号） 

 

令和６年６月２８日（金曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第５号 

            令和６年６月２８日 

              午前１０時開議 

第１ 第６５号議案から第７３号議案まで及び

第１号報告並びに請願６ 

   （議題、常任委員長の報告、質疑、討論、

   採決） 

第２ 第７４号議案、第７５号議案 

   （議題、提出者の説明、質疑、討論、採

   決） 

第３ 議員提出第９号議案から議員提出第１３

号議案まで 

   （議題、提出者の説明、質疑、討論、採

   決） 

第４ 委員会提出第４号議案 

   （議題、提出者の説明、質疑、討論、採

   決） 

第５ 議員派遣の件 

第６ 閉会中の継続調査の件 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 第６５号議案から第７３号議案まで

及び第１号報告並びに請願６ 

     （議題、常任委員長の報告、質疑、

     討論、採決） 

日程第２ 第７４号議案、第７５号議案 

     （議題、提出者の説明、質疑、討論、

     採決） 

日程第３ 議員提出第９号議案から議員提出第

１３号議案まで 

     （議題、提出者の説明、質疑、討論、

     採決） 

日程第４ 委員会提出第４号議案 

     （議題、提出者の説明、質疑、討論、

     採決） 

日程第５ 議員派遣の件 

日程第６ 閉会中の継続調査の件 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 元吉 俊博 副議長 井上 明夫 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    森  誠一     大友 栄二 

    木付 親次     三浦 正臣 

    古手川正治     嶋  幸一 

    麻生 栄作     阿部 英仁 

    御手洗朋宏     福崎 智幸 

    吉村 尚久     若山 雅敏 

    成迫 健児     高橋  肇 

    木田  昇     二ノ宮健治 

    守永 信幸     原田 孝司 

    玉田 輝義     澤田 友広 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    猿渡 久子     堤  栄三 

    末宗 秀雄     佐藤 之則 

    三浦 由紀 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 教育長          山田 雅文 

 公安委員長        平川加奈江 

 人事委員長        石井 久子 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         渡辺 淳一 

 企画振興部長       若林  拓 

 企業局長         高野 信一 

 病院局長         井上 敏郎 
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 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       島田  忠 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       渕野  勇 

 土木建築部長       五ノ谷精一 

 会計管理者兼会計管理局長 馬場真由美 

 交通政策局長       上城  哲 

 防災局長         首藤  圭 

 観光局長         渡辺 修武 

 労働委員会事務局長    一丸 淳司 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

元吉議長 皆さんおはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

 諸般の報告 

元吉議長 日程に入るに先立ち、諸般の報告を

します。 

 去る２１日に設置した広域交通ネットワーク

特別委員会の委員長に麻生栄作君が、副委員長

に木田昇君がそれぞれ互選されました。 

 また、監査委員から地方自治法第２３５条の

２第３項の規定により、５月の例月出納検査の

結果について、文書をもって報告がありました。 

 以上で報告を終わります。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日の議事は、議事日程第５号によ

り行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 第６５号議案から第７３号議案ま

で及び第１号報告並びに請願６ 

      （議題、常任委員長の報告、質疑、

      討論、採決） 

元吉議長 日程第１、日程第１の各案件を一括

議題とし、これより各常任委員長の報告を求め

ます。福祉保健生活環境委員長三浦正臣君。 

  〔三浦（正）議員登壇〕 

三浦（正）福祉保健生活環境委員長 おはよう

ございます。福祉保健生活環境委員会の審査の

経過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案３件及び請願１件です。 

 委員会は去る２５日に開催し、部局長ほか関

係者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、

第６５号議案令和６年度大分県一般会計補正予

算（第１号）のうち本委員会関係部分、第７０

号議案大分県国民健康保険条例の一部改正につ

いて及び第７１号議案大分県幼稚園型認定こど

も園等の認定の要件を定める条例等の一部改正

については原案のとおり可決すべきものと、い

ずれも全会一致をもって決定しました。 

 また、請願６地方消費者行政に対する財政支

援の継続・拡充を求める意見書の提出について

は採択すべきものと全会一致をもって決定しま

した。 

 以上をもって福祉保健生活環境委員会の報告

とします。 

元吉議長 土木建築委員長古手川正治君。 

  〔古手川議員登壇〕 

古手川土木建築委員長 土木建築委員会の審査

の経過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案１件です。 

 委員会は去る２５日に開催し、部長ほか関係

者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、第

７２号議案工事委託契約の締結については原案

のとおり可決すべきものと全会一致をもって決

定しました。 

 以上をもって土木建築委員会の報告とします。 

元吉議長 文教警察委員長大友栄二君。 

  〔大友議員登壇〕 

大友文教警察委員長 文教警察委員会の審査の

経過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案１件です。 

 委員会は去る２４日に開催し、教育長及び警

察本部長ほか関係者の出席説明を求め、慎重に

審査した結果、第７３号議案大分県立学校職員

及び大分県市町村立学校県費負担教職員定数条

例の一部改正については原案のとおり可決すべ

きものと全会一致をもって決定しました。 

 以上をもって文教警察委員会の報告とします。 

元吉議長 総務企画委員長嶋幸一君。 
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  〔嶋議員登壇〕 

嶋総務企画委員長 総務企画委員会の審査の経

過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案５件及び報告１件です。 

 委員会は去る６月２５日開催し、部長ほか関

係者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、

第６５号議案令和６年度大分県一般会計補正予

算（第１号）のうち本委員会関係部分、第６６

号議案大分県使用料及び手数料条例の一部改正

について、第６７号議案大分県税条例等の一部

改正について、第６８号議案大分県税特別措置

条例の一部改正について及び第６９号議案大分

県の事務処理の特例に関する条例等の一部改正

については原案のとおり可決すべきものと、い

ずれも全会一致をもって決定しました。 

 次に、第１号報告大分県税条例等の一部改正

については承認すべきものと全会一致をもって

決定しました。 

 なお、第６６号議案については土木建築委員

会に、第６９号議案については福祉保健生活環

境委員会に合い議し、その結果をも審査の参考

にしました。 

 以上をもって総務企画委員会の報告とします。 

元吉議長 以上で委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長の報告に対する質疑に入りま

す。 

 別に質疑もないようですので、質疑を終結し、

これより討論に入ります。 

 別に討論もないようですので、討論を終結し、

これより採決に入ります。 

 第６５号議案から第７３号議案まで、第１号

報告及び請願６について採決します。 

 各案件は、委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各案件は委員長の報告のとおり決定

しました。 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 第７４号議案、第７５号議案 

      （議題、提出者の説明、質疑、討

      論論、採決） 

元吉議長 日程第２、第７４号議案及び第７５

号議案を一括議題とします。 

―――――→…←――――― 

第７４号議案 副知事の選任について 

第７５号議案 教育委員会委員の任命について 

―――――→…←――――― 

元吉議長 提出者の説明を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 ただいま上程された人事議案につい

て説明します。 

 第７４号議案副知事の選任については、桑田

龍太郎氏を選任することについて、あらかじめ

議会の同意をお願いするものです。 

 桑田氏は、国土交通省において、これまで公

共交通政策や観光政策などの推進に携わってこ

られており、その知見をいかしていただきたく、

提案しました。 

 また、第７５号議案教育委員会委員の任命に

ついては、岩武茂代氏の任期が来る７月２１日

で満了するため、同氏を再任することについて、

議会の同意をお願いするものです。 

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同いただきます

ようにお願いします。 

元吉議長 以上で提出者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 別に質疑もないようですので、質疑を終結し

ます。 

 お諮りします。各案については委員会付託を

省略したいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、各案は委員会付託を省略することに

決定しました。 

 これより討論に入りますが、ただいまのとこ

ろ通告がありませんので、討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結し、これより採決し

ます。 

 各案は、これに同意することに御異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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元吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、各案はこれに同意することに決定し

ました。 

―――――→…←――――― 

 日程第３ 議員提出第９号議案から議員提出

第１３号議案まで 

      （議題、提出者の説明、質疑、討

      論、採決） 

元吉議長 日程第３、議員提出第９号議案から

第１３号議案までを一括議題とします。 

―――――→…←――――― 

議員提出第 ９号議案 地方財政の充実・強化

を求める意見書 

議員提出第１０号議案 義務教育費国庫負担制

度の堅持を求める意見

書 

議員提出第１１号議案 ２０２４年度大分県最

低賃金の改定等に関す

る意見書 

議員提出第１２号議案 医薬品や医療機器の安

定供給確保及びイノベ

ーション推進を求める

意見書 

議員提出第１３号議案 実効性ある抜本的なカ

スタマーハラスメント

対策を求める意見書 

―――――→…←――――― 

元吉議長 提出者の説明を求めます。成迫健児

君。 

  〔成迫議員登壇〕 

成迫議員 ただいま議題となった議員提出第９

号、第１０号、第１１号、第１２号及び第１３

号議案について、一括して提案理由を説明しま

す。 

 まず、第９号議案地方財政の充実・強化を求

める意見書です。 

 今、地方公共団体には、急激な少子・高齢化

に伴う社会保障制度の整備、子育て施策、人口

減少下における地域活性化対策はもとより、感

染症対策、デジタル化、脱炭素化、物価高騰対

策など、極めて多岐にわたり、新たな役割が求

められています。加えて、急激に進められてい

る自治体システムの標準化や多発する大規模災

害への対応も迫られる中、地方公共サービスを

担う人員は不足しており、職場における疲弊感

は日々深刻化しています。 

 政府はこれまで骨太方針２０２１に基づき、

２０２１年度の地方一般財源水準を２０２４年

度まで確保するとしてきましたが、増大する行

政需要、不足する人員体制を踏まえると、今後

はより積極的な財源確保が求められます。 

 よって、２０２５年度の政府予算と地方財政

の検討にあたり、現行の地方一般財源水準の確

保から一歩踏み出し、政府が進める持続的で構

造的な賃上げが可能となる地方財政を実現する

ための９点の項目について、政府に強く要望す

るものです。 

 次に、第１０号議案義務教育費国庫負担制度

の堅持を求める意見書についてです。 

 学校現場では、貧困、いじめ、不登校、教職

員の長時間労働や未配置など解決すべき課題が

山積しており、子どもたちの豊かな学びを保障

するための教材研究や授業準備の時間を十分に

確保することが困難な状況が続いています。 

 ２０２１年の法改正により段階的に行われて

いる小学校の学級編制標準の３５人への引下げ

は２０２５年度に完了になりますが、今後は中

学校、高等学校での早期実施も必要であり、子

どもたちの豊かな学びを実現するためには、少

人数学級の実現、加配教員の増員や少数職種の

配置増など教職員定数の改善が不可欠です。 

 厳しい財政状況の中、本県においては小学校

１・２年、中学校１年生の３０人学級の定数措

置が行われていますが、義務教育については自

治体間・地域間の格差が生じることがないよう、

国の施策として財源を保障し、全国どこに住ん

でいても子どもたち一人一人にきめ細やかな対

応や豊かな学びを保障するための教育環境の整

備が不可欠です。 

 よって、国会及び政府に対し、地方教育行政

の実情を十分に認識され、地方自治体が教育の

機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教

育費国庫負担制度を堅持するよう強く求めるも

のです。 
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 次に、第１１号議案２０２４年度大分県最低

賃金の改定等に関する意見書についてです。 

 国内経済は、名目賃金が上昇しているものの、

円安やロシアによるウクライナ侵攻の長期化が

もたらした原材料やガソリン、食料品などの価

格上昇は継続しており、物価の上昇を考慮した

実質賃金はマイナスで推移し、勤労者世帯の暮

らしは厳しさを増しており、生活向上につなが

る持続的な賃上げが必要不可欠です。 

 最低賃金については、誰もが安心して暮らす

ことができる時給１千円は、いまだ実現してお

らず、一日も早く全ての都道府県において最低

賃金を１千円以上に引き上げるとともに、健康

で文化的な生活ができ、労働力を再生産し社会

的体裁を保持するための最低限必要な水準まで

さらに引き上げていく必要があります。 

 あわせて、最低賃金の引上げのためには、経

営基盤が脆弱で雇用維持に不安を抱える中小企

業・小規模事業者が継続して事業を行い、雇用

の維持・確保ができるよう、業務改善助成金を

はじめとする国の各種施策の拡充・強化が求め

られます。 

 よって、国会及び政府に対し、最低賃金のあ

るべき姿への引上げとコロナ後における中小企

業・小規模事業者支援のさらなる拡充を含む３

点の項目について強く求めるものです。 

 次に、第１２号議案医薬品や医療機器の安定

供給確保及びイノベーション推進を求める意見

書についてです。 

 一部メーカーの製造管理及び品質管理の不正

問題に端を発した医薬品や医療機器の供給不安

は、実に３年以上にわたって継続しており、一

部では必要な薬が患者に届かない事態を招くな

ど、国民の命と健康に影響を及ぼしかねない状

態が深刻化しています。 

 こういった事態に対処するため、国は昨年１

２月に令和６年度薬価基準改定の概要を公表し、

供給不足の医薬品を早期に安定供給できるよう

メーカーへ増産要請を行いつつ、医療機関や薬

局の薬剤購入については、必要最小限の発注量

とし、かつ、最小日数分の処方に努めることを

求めるなど、様々な対処法を講じようとしてい

ます。 

 しかしながら、日本製薬団体連合会の安定確

保委員会が公表している医薬品供給状況にかか

る調査結果の最新結果によると、２３％の医療

用医薬品が限定出荷、又は供給停止の状況にあ

るなど、依然として深刻な状態は続いています。 

 我が国の薬価制度の信頼性と持続可能性を確

保するためには、設備投資や人的投資を困難に

している現行制度の見直しを図るとともに、国

内における医薬品や医療機器の安定供給基盤及

びイノベーション創出基盤を取り戻す必要があ

ります。 

 よって、国会及び政府に対しては、中間年薬

価改定の廃止や中断を含めた薬価・材料価格制

度の抜本的な見直しを進めることなどを含めた

４点の項目について強く要望するものです。 

 次に、第１３号議案実効性ある抜本的なカス

タマーハラスメント対策を求める意見書につい

てです。 

 近年、労働者が顧客等から人格や尊厳を侵害

する言動により身体的・精神的苦痛を受けるカ

スタマーハラスメントが社会的な問題となって

います。カスタマーハラスメントは、労働者に

健康被害や就業環境の悪化をもたらし、ひいて

は休職や退職に至る事態をも引き起こし、さら

には、業務効率を低下させ、人手不足に悩む多

くの事業者に対しても深刻な影響を与えていま

す。 

 これまで国は、令和２年に事業主が職場にお

ける優越的な関係を背景とした言動に起因する

問題に対して雇用管理上講ずべき措置等につい

ての指針で事業主はカスタマーハラスメントに

関して相談に応じ適切に対応するための体制整

備等を行うことが望ましい旨を示し、令和４年

にはカスタマーハラスメント対策企業マニュア

ルや啓発ポスターを作成するなど対策を進めて

きましたが、カスタマーハラスメントの被害を

訴える労働者は後を絶たないのが実情です。 

 よって、労働者の安全と健康及び事業者の円

滑な事業運営を守り、持続的で安定的な地域社

会を実現するため、カスタマーハラスメントの

防止等に関する法律を制定するなどを含めた４
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点の項目について政府に求めるものです。 

 案文はお手元に配布していますので、朗読は

省略します。 

 以上で説明を終わります。御賛同くださるよ

うお願いします。 

元吉議長 以上で提出者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 別に質疑もないようですので、質疑を終結し

ます。 

 お諮りします。各案は、委員会付託を省略し

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各案は委員会付託を省略することに

決定しました。 

 これより討論に入ります。発言の通告があり

ますので、これを許します。堤栄三君。 

  〔堤議員登壇〕 

堤議員 おはようございます。共産党の堤です。

体調不良で、この議会中に本会議、そして委員

会を欠席しました。心からおわびします。そし

て、議員の皆さんも執行部の皆さんもぜひ体調

管理を十分して乗り切っていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 それでは、今の意見書に対する反対討論を行

います。 

 議員提出議案第９号地方財政の充実・強化を

求める意見書についてです。 

 今回の意見書について、地方一般財源総額の

確保や社会保障経費の拡充など、地方財政の充

実・強化等を求めています。これらに反対する

ものではありませんし、これらは当然のことな

がら国の責任において推進すべきものです。た

だ、個別要求項目の中に、偏在性の小さい消費

税の課税の問題、さらには、自治体業務システ

ムの標準化等について是認していることについ

ては、残念ながら反対せざるを得ません。 

 以下、その理由を述べます。 

 消費税は食料など生活必需品や光熱水費など

暮らしに不可欠な支出に幅広く課税されていま

す。さらに昨年１０月から実施されたインボイ

ス制度では、今年の確定申告で約１０４万者の

免税事業者が新たに消費税の申告を行いました。

これは零細事業者にとっては増税であり、コロ

ナからの回復もできず、物価高騰による収益減

少など疲弊している零細事業者にとって追い打

ちをかけるものです。このような逆進性のある

消費税は廃止すべきものです。意見書の言うよ

うな財源偏在性の是正に向けては、大企業優遇

税制の是正や大企業法人税率の引上げ、富裕税

や為替取引税など新たな税制の創設などで、約

２２兆円の財源を捻出し、是正に向けるべきで

す。 

 また、自治体業務システムの標準化では、２

０２５年度までに地方税や福祉など自治体２０

業務の情報システムを標準化することが実施さ

れようとしています。さらに６月１８日のデジ

タル行財政改革会議決定の基本方針では、この

２０業務以外にも一定の基準に合致した業務を

標準化していく方向性が示され、国として住民

の機微な情報を含むデータを活用したいという

狙いが示されています。 

 標準化の名で自治体を国の鋳型にはめるのは

地方自治に反します。各自治体には、独自の住

民税の減免、国民健康保険税や介護保険料・利

用料の免除、被災者への減免などがあり、住民

の福祉等を下支えしています。しかし国は、独

自施策に必要なシステムのカスタマイズをなく

すよう自治体に求めています。これでは住民サ

ービスの抑制につながってしまいます。さらに

システム障害や不正アクセスも懸念され、クラ

ウドサービスは一度利用を始めると他社への切

替えが難しく、サービス価格引上げや透明性の

低下も危惧されます。 

 移行そのものについても、１７１自治体が先

行きは不透明、もともと２５年度の移行は無理

などとして、２５年度までの移行は困難と答え

ています。 

 このような問題点のある標準化を推進するた

めの財源確保を求める意見書には反対せざるを

得ません。 

 以上、提案された意見書に対する反対討論と

します。（拍手） 

元吉議長 以上で通告による討論は終わりまし
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た。 

 これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。 

 まず、議員提出第１０号議案について採決し

ます。 

 本案は、原案のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議員提出第９号議案について起立によ

り採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

元吉議長 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議員提出第１１号議案から第１３号議

案について起立により採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

元吉議長 起立少数です。 

 よって、本案は否決されました。 

―――――→…←――――― 

 日程第４ 委員会提出第４号議案 

元吉議長 日程第４、委員会提出第４号議案を

議題とします。 

―――――→…←――――― 

委員会提出第４号議案 地方消費者行政に対す

る財政支援（交付金等）

の継続・拡充を求める

意見書 

―――――→…←――――― 

元吉議長 提出者の説明を求めます。福祉保健

生活環境委員長三浦正臣君。 

  〔三浦（正）議員登壇〕 

三浦（正）福祉保健生活環境委員長 ただいま

議題となった委員会提出第４号議案地方消費者

行政に対する財政支援（交付金等）の継続・拡

充を求める意見書の提案理由を説明します。 

 消費者被害トラブルが増加しており、消費者

被害を防止・救済するためには、相談体制の確

保をはじめとした地方消費者行政を安定的に推

進していくことが重要です。 

 しかしながら、国が地方消費者行政に措置す

る交付金の予算額は消費者庁創設時に比べ大幅

に減額されるとともに、活用等に制限が定めら

れており、このままでは消費生活相談員の配置

ができなくなる等、国民の安全・安心な生活が

脅かされる恐れがあります。特に、地方消費者

行政に対する国の交付金は、令和６年度、令和

７年度末に多くの自治体で消費生活相談員の人

件費に活用できる交付金の活用期限の終期を迎

えることとなっており、地方消費者行政の後退

につながることが懸念されます。 

 以上のことから、国会及び政府に対して、地

方消費者行政を安定的に推進するための恒久的

な財源措置や、消費生活相談員の人件費に活用

できる新たな交付金の創設等について検討を行

うなどを強く求めるものです。 

 案文はお手元に配布していますので、朗読は

省略します。 

 以上で説明を終わります。御賛同くださいま

すようよろしくお願いします。 

元吉議長 以上で提出者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 別に質疑もないようですので、質疑を終結し

ます。 

 なお、本案は会議規則第３９条第２項の規定

により、委員会に付託しません。 

 これより討論に入りますが、ただいまのとこ

ろ通告がありませんので、討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結し、これより採決し

ます。 

 本案は、原案のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

―――――→…←――――― 

 日程第５ 議員派遣の件 

元吉議長 日程第５、議員派遣の件を議題とし

ます。 
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―――――→…←――――― 

 議員派遣 

 その１ 

１ 目的 

   議員出前講座出席のため 

２ 場所 

   別府市 

３ 期間 

   令和６年７月１日 

４ 派遣議員 

   原田孝司、猿渡久子 

 その２ 

１ 目的 

   議員出前講座出席のため 

２ 場所 

   中津市 

３ 期間 

   令和６年７月２日 

４ 派遣議員 

   吉村尚久、佐藤之則 

 その３ 

１ 目的 

   議員出前講座出席のため 

２ 場所 

   大分市 

３ 期間 

   令和６年７月２３日 

４ 派遣議員 

   後藤慎太郎、御手洗朋宏 

―――――→…←――――― 

元吉議長 お諮りします。会議規則第１２５条

第１項の規定により、お手元に配布のとおり各

議員を派遣したいと思いますが、これに御異議

ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配布のとおり各議員を派遣

することに決定しました。 

 次に、お諮りします。ただいま可決された議

員派遣の内容について、今後変更を要するとき

は、その取扱いを議長に一任願いたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

―――――→…←――――― 

 日程第６ 閉会中の継続調査の件 

元吉議長 日程第６、閉会中の継続調査の件を

議題とします。 

―――――→…←――――― 

 閉会中における常任委員会、議会運営委員会

 の継続調査事件 

総務企画委員会 

 １、職員の進退及び身分に関する事項につい

て 

 ２、県の歳入歳出予算、税その他の財務に関

する事項について 

 ３、市町村その他公共団体の行政一般に関す

る事項について 

 ４、条例の立案に関する事項について 

 ５、学事に関する事項について 

 ６、県行政の総合企画及び総合調整に関する

事項について 

 ７、国際交流及び文化振興に関する事項につ

いて 

 ８、広報及び統計に関する事項について 

 ９、地域振興及び交通対策に関する事項につ

いて 

１０、出納及び財産の取得管理に関する事項に

ついて 

１１、他の委員会に属さない事項について 

福祉保健生活環境委員会 

 １、社会福祉に関する事項について 

 ２、保健衛生に関する事項について 

 ３、社会保障に関する事項について 

 ４、県民生活に関する事項について 

 ５、環境衛生、環境保全及び公害に関する事

項について 

 ６、男女共同参画及び青少年に関する事項に

ついて 

 ７、災害対策、消防防災及び交通安全に関す

る事項について 

 ８、県の病院事業に関する事項について 

商工観光労働企業委員会 
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 １、商業に関する事項について 

 ２、工・鉱業に関する事項について 

 ３、観光に関する事項について 

 ４、労働に関する事項について 

 ５、情報化の推進に関する事項について 

 ６、電気事業及び工業用水道事業に関する事

項について 

農林水産委員会 

 １、農業に関する事項について 

 ２、林業に関する事項について 

 ３、水産業に関する事項について 

土木建築委員会 

 １、道路及び河川に関する事項について 

 ２、都市計画に関する事項について 

 ３、住宅及び建築に関する事項について 

 ４、港湾その他土木に関する事項について 

文教警察委員会 

 １、市町村教育委員会への助言に関する事項

について 

 ２、県立学校の施設及び設備の充実に関する

事項について 

 ３、教職員の定数及び勤務条件に関する事項

について 

 ４、義務教育及び高校教育に関する事項につ

いて 

 ５、へき地教育及び特別支援教育の振興に関

する事項について 

 ６、社会教育及び体育の振興に関する事項に

ついて 

 ７、文化財の保護に関する事項について 

 ８、治安及び交通安全対策に関する事項につ

いて 

議会運営委員会 

 １、議会の運営に関する事項について 

 ２、議会の会議規則、委員会に関する条例等

に関する事項について 

 ３、議長の諮問に関する事項について 

―――――→…←――――― 

元吉議長 各常任委員長及び議会運営委員長か

ら、会議規則第７３条の規定により、お手元に

配布のとおり、閉会中の継続調査の申出があり

ました。 

 お諮りします。各委員長から申出のとおり、

閉会中の継続調査に付することに御異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決定しました。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 以上をもって今期定例会に付議され

た諸案件は全て議了しました。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 これをもって令和６年第２回定例会

を閉会します。 

午前１０時３１分 閉会 
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請     願 
受理番号 受理年月日 提出者の住所及び氏名 

６ 令和６年６月１３日 

大分市青崎一丁目１０番２３号 
特定非営利活動法人大分県消費者問題ネット

ワーク 
理事 遠 矢 洋 平 

件 名 及 び 要 旨 
地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書の提出について 

 消費者トラブルに係る苦情相談の全国的な増加を踏まえ、平成２０年度から地方消費者行政

の抜本的な強化を目的とした交付金が措置されているが、平成３０年度からの地方消費者行政

強化交付金では交付率が定められたため、財政状況が厳しい地方公共団体は活用が難しい等の

課題が発生しており、また措置額は年々減額されている。さらに、平成２６年度に定められた

活用期限の制度により、多くの地方公共団体が行う事業への活用期限を迎えることとなり、事

業を廃止又は縮小しなければならない事態が発生している。大分県内においても、令和５年度

から９年度までに８自治体が消費生活相談員人件費の活用期限を迎えるなど、地方消費者行政

は後退の岐路に立たされている。 
 ついては、次の事項について国に意見書を提出していただきたい。 
 １ 国において、地方消費者行政を安定的に推進させるための恒久的な財源措置及び消費生

活相談員人件費に活用できる新たな交付金の創設等を検討すること。 
 ２ 地方公共団体が消費者行政を行うために必要としている十分な額の予算措置を行い、地

方公共団体の置かれている状況を鑑みた仕組みとすること。また、国が進めるＤＸ化に係

る予算も国の責任で措置すること。 
 ３ 消費生活相談員の安定的な確保及び処遇改善に係る制度設計と必要な予算措置をするこ

と。 
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